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はじめに

障害者の権利条約促進に関しては、早い動きが展開されています。

2001年の国連総会決議56/168にて、特別委員会を設置することが決定しまし

た。

それを受けて、 2002年7月に第 1回特別委員会、さらに 2003年6月には第2

回特別委員会が国連ニューヨーク本部にて開催され、日本からは第 1回、第 2

回ともに障害当事者団体を中心に傍聴団が結成され、国連での歴史的な議論に

立ち会うことができました。会期中には世界の障害者リーダーとの意見交換の

機会も得ることができました。

第2回特別委員会の議事内容は、 NGOとして会議に参加している地雷被災

者ネットワーク <LandmineSurvivors Network :本部米国)によりその要約が

毎日インターネットを通じて (h均://www.dinf.nejp/docどjapanese/f1ash/刊ash.html)配信

されました。

要約は、スペイン語、フランス語、日本語にも翻訳されインターネット上で

公表されており、日本語への翻訳は、日本障害者リハビリテーション協会が地

雷被災者ネットワークの許可を得て行いました。

本資料は、第 1回特別委員会の報告、第2回特別委員会の議事録要旨及び決

議文の翻訳を集めたものです。議論の様子が臨場感をもってお読みいただけま

す。関心のある方にご利用いただければ幸いです。

なお、日本語訳および監修については、長瀬修氏(東京大学先端科学技術セ

ンター)、川島聡氏(新潟大学)にご協力いただきました。感謝申し上げます。
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第 1固特別零員会報告
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U.N.Doc.Al57/357 (2002年 8月 27日配布)

障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包指的かつ総合的な国際条約に関する

特別委員会の報告

1.序

1.国連総会は、その決議 56/168(2001年 12月 19日)において、国連人権委員会及び

社会開発委員会の勧告を考慮し、社会開発、人権及び非差別分野で行われた作業における

全体的アプローチに基づき、障害者の権利及び尊厳の促進及び保護に関する包括的かつ総

合的な国際条約に関する諸提案を検討するための、すべての国連加盟国及びオブザーバー

に参加の途が聞かれた特別委員会を設置することを決定した。また、国連総会は、第 57回

国連総会が開催される前に、特別委員会が 10日間の作業を行う会期を少なくとも 1回開催

することを決定した。

II.組織事項

A. 第 1会期の開会と期間

2. 障害者の権利及び尊厳の促進及び保護に関する包括的かつ総合的な国際条約に関する

第 1回特別委員会は、 2002年7月 29日から 8月 9日まで国連本部において開催された。

この会期中に、特別委員会は 19の本会合と、パネルディスカッションのために 1つの会合

を開催した。

3.特別委員会の第 1回会合は、国連総会副議長エラディオ・ロイザガ(パラグアイ)に

より開会された。国連事務次長(経済社会問題担当)は国連事務総長の代理として意見を

表明した。

B. 役員

4.特別委員会は、その第 1，5，7回会合 (7月 29日、 7月 31日、 8月 1日)において、口

頭表決により次の役員を選出した。

議長:ルイス・ガレゴス(エクアドル)

副議長:エリク・マナロ(フィリピン)
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:ジャネット・ヌドロフ(南アフリカ)

:カリーナ・マーテンソン(スウェーデン)

C. 議題

5.特別委員会は、その第 1回会合 (7月29日)において、次の議題 WAC.265ι.1)を

採択した。

1.会合の開会

2.議題の採択

3.作業の構成

4.障害に関する新たな国際文書(障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的

かつ総合的な国際条約を含む。)についての一般的討議

5.特別委員会の勧告

6.第57回国連総会に提出される特別委員会報告の採択

7.その他

D. 資料

6.特別委員会は次の文書を討議資料とした。

(a)国連事務総長ノート WAC.265/1)

(b)暫定議題 WAC.265ι1)

(c)参加者名簿 WAC.265I1NF/1)

(d)障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約:メキシ

コのワーキング・ペーパー WAC.2651WP.1)

(e)障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約:欧州連

合のポジション・ペーパー ω:AC.2651WP.2)

(f)障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約:中国の

ポジション・ペーパー ω:AC.2651WP.3)

(g)障害に関する国際規範及び基準に関する編纂集 WAC.265/CRP.1)

(h)障害者の人権 WAC.265/CRP.2)

(i)障害に関する国際規範及び基準に関する地域間セミナー及びシンポジウム

(AlAC.265/CRP.3) 

。)障害に関する国際規範及び基準に関する国連諮問専門家会合の報告

仏IAC.265/CRP.4)

(k)作業の予定表 (AlAC.265/CRP.5)

ω障害及び人権に関する重要論点及び傾向:現れつつある論点及び概念

-6一



WAC.265/CRP.6) 

(m)障害者の権利及び尊厳の促進及び、保護に関する包括的かつ総合的な国際条約に関す

る専門家会合の報告仏157/212)

111. 作業の構成

7.特別委員会の本会合 (2002年 7月29・31日)において、次の国家代表は一般的な意見

表明を行った。アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中園、クロア

チア、デンマーク(欧州連合構成国の代表)、ドミニカ共和国、インド、インドネシア、日

本、ヨルダン、メキシコ、ノルウェイ、フィリピン、韓国、シエラレオネ、南アフリカ、

ウガンダ、米国及びウルグアイ。また、国際労働機関及び国連人権高等弁務官事務所の代

表も一般的な意見表明を行なった。さらに、以下の非政府組織の代表も意見表明を行った。

障害者インターナショナル、インクルージョン・インターナショナル、マドレ・インク、

サポート・コアリション・インターナショナル、世界盲人連合、世界ろう連盟及び世界精

神保健連盟。

8.特別委員会は、その第8回会合 (8月 1日)において、テーマ別のアプローチ(法的文

書の種類及び範囲、当該法的文書と他の人権文書及び国連基準規則との関係並びに包括的

な原則/権利、市民的政治的権利についての平等、経済的社会的文化的権利についての平

等、パネルディスカッション、モニタリング・メカニズムその他の項目を含む。)に基づい

て、その作業を企画することを決定した。

9.特別委員会の要請により、その第 14回会合 (8月6日)において、経済社会局社会政

策開発部 (Divisionfor Social Policy and Development， Department of Economic and 

Social Affairs)は、この問題について国連機関及び計画の諸代表と意見を交換することを

目的としたパネル会合を、政府及び非政府組織の代表のために企画した。このパネル会合

は、社会政策開発部社会統合課長 (Chiefofthe Social Integration Branch ofthe Division 

for Social Policy and Development)の宣言を持って開会され、ベンクト・リンクビスト社

会開発委員会の障害に関する特別報告者 (SpecialRapporteur on Disability of the 

Commission for Social Development)がその司会をした。合意された事項について、次の

国連の部局、事務所、機関及び組織の担当者が簡潔に状況を説明した。経済社会局社会統

合課障害計画主任 (Chief，Programme on Disability， Social Integration Branch， 

Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat)、経済社

会局ジェンダー問題及び女性の地位向上に関する特別顧問事務所女性の地位向上部女性の

権利班長 (Chief，Women's Rights Unit， Divisionゐrthe Advancement of Women， 0伍ce

of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women， Department of 
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Economic and Social Affairs)、経済社会局人口部人口開発係長 (Chief，Population and 

Development Section， Population Division， Department of Economic and Social Affairs)、

経済社会局統計部人口社会統計課長 (Chief，Demographic and Social Statistics Branch， 

Statistical Division， Department ofEconomic and SocialAffairs)、国連児童基金児童保護

計画部プロジェクトオフィサー (Project0血ceζChildProtection Programme Division， 

United Nations Children's Fund)、国連人権高等弁務官事務所顧問(Adviserto the United 

Nations High Commissioner for Human Rights)、国際労働機関国連連絡事務所次長

(Deputy Director， New York Offi.ce of the Intemational Labour Organization)、並びに

世界保健機関代表 (representativeof the World Health Organization)。また、このパネ

ルには、国連人権高等弁務官事務所により委託された研究の著者ジェラルド・クインも参

加した。

Iv. 障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約に関する

特別委員会における、認証を得た非政府組織の参加形態に関する決定

10.特別委員会は、その第8回会合 (8月 1日)において、議長の提案に基づいて次のこ

とを決定した。

(a)特別委員会の認証を得た非政府組織(注 1)の代表は、次の形態をもって特別委員会

の作業に参加することができる。

(i)特別委員会のあらゆる公式会合に出席すること。

(討)現在の国連慣行に従って、時間が許す場合に意見表明を行なうこと。

(副)時間の制約がある場合には、衡平な地理的代表性及び非政府組織の多様性を考慮に

入れて、均衡性及び透明性をもったかたちで、非政府組織の間で代弁者(スポークスパー

ソン)を選出すること。

(iv)公式文書を受け取ること、並びに書面その他による見解表明を行なうこと。書面に

よる見解表明は、経済社会理事会決議 1996/31(1996年 7月25日)に基づく場合を除き、

公式文書として発行されない。さらに、非政府組織は、国連事務局が指定したアクセスの

しやすい場所において、当該組織の文書を諸代表に提供することができる。

(b)上記の参加形態は、国連総会の他の特別委員会の前例となるものではない。

11.特別委員会は、その次回以後の会期における参加の招請を、地域委員会、国連機関

及び機構、専門家、圏内人権機関並びに国内障害機関にまで拡大した特別委員会の決定 (8

月2日(第 10回会合)採択)を想起した。

v. 勧告
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1 2.特別委員会は、第2回特別委員会が2003年 5月/6月にニューヨークにおいて開催

されること、並びに第 57回国連総会で採択される関連決議の中に第2回特別委員会の開催

日及び開催地が含まれることを勧告する。

13.特別委員会は、その議長団に対し、第 2回特別委員会の準備及び構成(議題案の準

備を含む。)に関する会期間会合を開催するよう招請する。この議題案は、第2回特別委員

会が開催される遅くとも 6週間前に発行されるべきであり、また、とりわけテーマ別討論

の枠組みを示すべきである。

14.また、特別委員会は、その議長田に対し、第 2回特別委員会において、専門家及び

国連機関が参加する、主要なテーマ別の論点に関するパネルディスカッションを企画する

よう招請する。これに関連して、特別委員会は、国連加盟国に対し、当該パネルに参加す

る専門家を指名するよう招請する。

15.アクセシビリティに関して、特別委員会における障害者の参加に関する国連総会決

定 56/474(2002年 7月23日)に従って、特別委員会は、国連事務総長に対し、最初の段

階として、既存の資源の範囲内で、国連の建物、技術及び資料のアクセシビリティを容易

にするための措置を実施することを強く勧告する。また、特別委員会は、この点に関して

提案を行うよう、とりわけ障害者及び専門家に対して招請する。

1 6.特別委員会は、国連総会に対し、次の決議案を採択することを勧告する。

「障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約

に関する提案を検討するための特別委員会J

「国連総会は、

障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約に関する特

別委員会を設置した2001年12月19日の国連総会決議56/168、障害者の人権に関する2002

年 4月25日の国連人権委員会決議2002161(注2)、障害者の権利及び尊厳の保護及び促進

に関する包括的かつ総合的な国際条約に関する 2002年 7月 24日の経済社会理事会決議

200217、並びに障害者による障害者のための障害者と共同した機会均等化の更なる促進と

障害者の人権の保護に関する 2002年 7月24日の経済社会理事会決議2002/26を想起し、

特別委員会の作業に非政府組織が積極的に参加することの重要性、並びに障害者の人権
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及び基本的自由の促進への非政府組織の重要な貢献を強調し、

条約に関する諸提案を検討することが、国連主要人権 6条約上の国際的義務の実施にお

いて及びこれらの人権条約のモニタリング・メカニズムにおいて障害の観点を一層主流化

させるための具体的な努力、並びに障害者の機会均等化に関する国連基準規則(注 3)を実

施し及び強化する過程を補完すべきものであることを強調し、

特別委員会の作業に貢献する、政府、専門家及び非政府組織による圏内的、地域的及び

国際的会合における作業を歓迎し、

障害者がすべての人権及び基本的自由を平等かつ効果的に享有することを促進し及び保

護することの必要性を再確認し、この点に関して条約が果たし得るであろう貢献を認識し、

従って、条約の提案を引き続き検討することの必要性を確信して、

1.障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約に関する

第 1回特別委員会の報告(注 4)に評価をもって留意する。

2.国連事務総長に対し、社会開発委員会第 41会期及び国連人権委員会第 59会期に特別

委員会の報告を提出するよう要請する。

3.特別委員会が、既存の資源の範囲内で、第 58回国連総会が開催される前に、計 10日

間の作業日を持つ会合を 2003年中に少なくとも一回開催することを決定する。

4.国家が、特別委員会の作業に貢献するための会合又はセミナーを、適当なものとして、

経済社会局社会政策開発部、国連人権高等弁務官事務所、社会開発委員会の障害に関する

特別報告者及び非政府組織と協力して開催することを奨励する。

5.国連事務総長に対し、条約に関する諸提案(とりわけ、条約の性質及び構造並びに検

討されるべき要素一一社会開発、人権及び非差別の分野で行われた作業、フォーローアッ

プ及びモニタリングに関する問題、並びに、新文書と既存文書との相補性その他一一と関

連した問題を含む。)に関する、国連加盟国、オブザーバー諸国並びに国連システムの関連

機関及び組織(関連人権条約機関、及び社会開発委員会の障害に関する特別報告者を含む。)

の見解を求めるよう要請する。

6.また、国連事務総長に対し、提出される見解に関する包括的な報告を第2回特別委員

会に提出するよう要請する(この報告は第 2回特別委員会が開催される遅くとも 6週間前
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に発行されるものとする。)。

7.地域委員会及び政府間組織に対し(それぞれの任務の範囲内で)、並びに本事案に関心

を持つ非政府組織、圏内障害機関、圏内人権機関及び独立専門家に対し、条約に関する諸

提案について検討されるべき提議及び可能な要素を特別委員会が利用できるようにするよ

う招請する.

8.社会開発委員会の障害に関する特別報告者及び国連人権高等弁務官事務所による特別

委員会の作業への貢献を歓迎し、この点に関して、同報告者及び同事務所に対し、引き続

き特別委員会と協働し、かっ、相互に協働するよう招請する。

9.国連総会決議 56/510(2002年7月23日)及び特別委員会の作業における非政府組織

の参加形態に関する特別委員会決定(注 5)に従って、特別委員会への非政府組織の積極的

な参加を確保するための努力が一層なされることを勧奨する.

10.さらに、国連総会決定 56/473(2002年7月23日)に従って、施設及び資料に関す

る限り、合理的配慮をもって、それらのアクセシピリティがすべての障害者のために改善

されることを確保するための努力がなされることを勧奨する.

11.国連事務総長に対し、特別委員会の作業の遂行に必要な便益を当該委員会に引き続き

提供するよう要請し、また、これに関連して、国連障害計画が当該委員会に必要な支援を

提供できるようにするために、同事務総長に対し、財源を再配分するよう招請する。

12.国連加盟国が、特別委員会の作業に貢献する準備過程に、障害者、障害団体の代表

及び専門家をかかわらせることを奨励する。

13.国連加盟国が、特別委員会の会合に参加する当該国代表の中に、障害者及び/又は

この分野の他の専門家を含めることを奨励する。

14.途上国(特に後発発展途上国)の非政府組織及び専門家の参加を支援するための任

意基金を設けることを決定し、また、当該任意基金に貢献するよう、政府、市民社会及び

民間部門に対して招請する。

15.特別委員会に関する包括的な報告を第 58回国連総会に提出するよう、国連事務総長

に対して要請する。」
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VI. 特別委員会報告の採択

1 7.第四回会合 (8月9日)において、報告の責任を持つ副議長ジャネット・ヌドロフ

(南アフリカ)は、特別委員会の報告案 (AlAC.265/2) を説明した。

1 8.同会合において、特別委員会は、第 57回国連総会に提出される口頭修正された特別

委員会の報告仏IAC.265/2) を採択した。

(注 1)See annex. 

(注 2)Official Records of the Economic and Social CounciJ， 2002， Supplement No.23 

(E/2002/23)， chap. 11， sect. A. 

(注 3)Resolution 48/96， annex. 

(注 4)Al57/357. 

(注 5)See Chapter IV above. 

付録

陣害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約

に関する特別委員会の寵証を得た非政府組織の名簿

Center for International Rehabilitation 

European Disability Forum 

Inter-American Institute on Disability 

Landmine Survivors Network 

Venture House 

Mental Disability Rights International 

Civil Association against Discrimination 

Communications Coordination Committee for the United Nations 

IUS Gentium Conimbrigae Institute-Human Rights Centre 

*この特別委員会報告の邦訳は、「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラム組織

委員会編 n国連・障害者権利条約特別委員会」傍聴団報告書(補訂版)~ (日本リハビリテ

ーション協会、 2002年)29・38頁の拙訳に手を加えたものである。

訳:川島聡
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第Z圃特別零員会に提出された憲見
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全日本ろうあ述慨による仮訳

国連障害者の権利条約に向けて

2003年6月開催の第二回特別委員会への声明文

国際障害同盟(lDA)

1 :障害者の権利条約の実現を確固たるものとする

世界に暮らす6億人以上の障害者を代表する会員組織から十分な意見を吸い上げた結果、 IDAは、国連に対し

て、障害者の人権を保護する条約を採択するよう強く勧告する。また、その目的達成のために、特別委員会がこ

の分野の専門家で構成されるタスク・フォースを設置し、そこで条約文案の起草作業を行うことを奨励する。こ

の文案は障害を、医学上の問題としてではなく、人間の多様性の一部として捕らえるべきである。 r世界行動計

画」や「基準規則」は障害者の人権を認める重要な文書ではあるが、これから作る条約は、総合的な人権条約と

して、既存の規範を超え、障害の理解をこれまでの祖会福祉・医勝輝から、人権分野へと大きく転換させなけ

ればならない。

I1 :文案起草に関する基本的思念

提案されている国連障害者の権利条約は既存の人権規範を基盤とし、これらを障害に関連付けて解釈していく。

条約は障害者が直面する様々な障壁・困難を認識する。障害者とその組織からの意見・情報に基づき、条約は「国

際人権章典」に植われている、尊厳、自己決定、平等、社会正義といった基本的人権価値にその根拠を置く。こ

の条約は行動計画的な特性をもつのではなく、障害者の人権に法的根拠を与えるものである。また、条約には強

固なモニタリング制度をもたせ、障害者の立場を擁護する。

111 :基本的権利

1)市民的、政治的権利

生存権

食料、水、安心して暮らせる場所、医療などを得ることができない、 (または望まない医護者子為を施される)、

あるいは優生学的考えなどから、障害者の命は危険に晒されている。

拷問、非人間的、侮蔑的な扱いからの解放

障害者は物のように扱われ、日常的に性的、肉体的虐待、不本意なことを強要されるなど、非人間的な侮蔑的な

扱いを経験する。障害を持つ女性は、特にこのような扱いを受けやすい。

身体的、精神的自由

障害者はしばしば治療を拒否する権利が寄われ、そのため、医学的実験の夫事象にされてしまうことがよくある。

自由

障害者の自由権はしばしば施設収容や排斥によって剥奪されてしまう。このようにして、障害者は、自立した生

活や自己決定の権利が奪われている。

平等

障害者が直面するもっとも大きな障壁は、彼らの機能的障害ではなく、差別である。障害を持つ人々が完全に平

等の権利を享受するには、国が構造的に平等な考え方を用いて、社会的インクルージ、ヨンの確固たる理念に基づ

いた政策を展開しなければならない。
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組織の自由

障害を持つ人々は、しばしば自分達の組織をつくること、自分たちの利害を守るために政党に入ることなどが禁

じられている。また、社会的組織活動、既存の政党活動などにも参加できない。

家族・個人生活の権利

障害を持つ子ども達は家族の一員として育つ権利が寄われ、障害を持つ大人は結婚し、子どもを育てる権利が奪

われている場合が多い。とりわけ、障害を持つ女性は強制的に不妊手柿了や堕胎手術を受けさせられることが多い。

法の下に一人の人間として認める

機能的不全を持つ人々は、自分が受ける医療に関する決定権、契約書をサインする権利、自分の資産を管理する

樹 IJなと、といった市民権を自動的に奪われる。生活の一分野において援助を必要とするために、生活のあらゆる

面で権利を剥奪されている。障害を持つ子どもは軽んじられ、出生時に登録されず、法律上の名前も市民権も持

たない場合が多い。

表現の自由

障害者は一般社会のコミュニケーションから疎外されているため，思想，選択、宗教、言論、表現の自由が奪わ

れている。特にろう者の場合、手話が認知されない、あるいは使用が認められないために人権が侵害されている。

選挙権(投票権、立候補権)

障害者は、投票すること、選挙に立候補することができないために、民主的な制度に参加する権利が剥奪されて

いる場合が多い。特に視覚障害者の場合、投票の際のプライバシーカ灘保できない。また、施設にいる人々は、

投票する能力がないとみなされている。

市民権

障害者は、法律上の不平等、効果的な法的措置が受けられないなどの状況があり、完全な市民権を有さない。障

害者は、根拠のない逮捕、監禁、追放などを経験することが多い。移民・入国法も、多くの場合障害者を差別す

る。

障害者を少数派として認める

障害者を孤立した、別個の少数集団として認めないため、民主的な制度から排除されている。

2)経済的、社会的、文化的権利

これまで長い間、障害者の経済的、社会的、文化的事握手リを認める努力は、慈善と福祉のモデルに基くものでしか

なかった。条約は、これらの権利を自由とエンパワメントの基礎として掲げる必要あがある。

教育

障害を持つ子どものほとんどは、一切の教育を受けられずにいる。教育が受けられたとしても、多くは不十分で、

分離された環境で行われている。特にろう、盲、盲ろうの子ども達は、手話と点字による教育を受ける権利が奪

われている。

仕事

ほとのどの障害者は労働人口から排除されている。輔佐された職場に追いやられことが多く、職業選択の自由、

公正で適切な労働環境への権利等は否定されている。されに、ほとんどの障害者は十分な職業訓練をうけられず

にいる。

健康・保健

ほとんどの障害者は十分な保健ケアーが受けられていない。
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アクセス

建築上の問題、コミュニケーション、社会の意識などのバリアーのために障害者の移動の自由、情報アクセスの

自由が侵害されている。条約は、インクルーシブな制度作りを政府に義務付ける必要がある。

生活水準

ほとんどの障害者は貧困に苦しむ。十分な食料，衣料、住居、リハビリテーションなど必要な社会サービスなど

が得られない。障害を持つからといって、低い生活水準に耐える必要もなけれ}式生活必需品を得るために、欲

しくもないサービスを受け入れる必要もない。

文化

障害者は文化生活から締め出されることが多く、そのために文化的権利が侵害されている。更に、障害者の文化

の要素である手話や点字などが認められず、尊重されていない。障害者は大衆文化カ満く間違ったイメージに

よって作られる偏見や迷信に苦しめられている。

3)開発・発展の権利

IDAは、いわゆる「第三世代的人権Jも障害者の権利条約に盛り込むことを歓迎する。貧困と障害の間には密接

な関係があるため、障害者は、開発・発展の，恩恵が差別なく受けられなければならない。

IV:モニタリング機構

障害者の人権条約は人権規範であるため、そのモニタリング(監御機構は既存の6つの国連人権条約(とりわ

け女性差別撤廃条約と子どもの権利条約)と似た制度にすべきである。即ち、各国からの報告義務、 (個人、団

体、国からの)苦情受付、 Nωの関与、調査機能などを含むこととする。これに加えて、モニタリングのプロセ

スには特別報告者と専門家パネルが、モニタリングの全てのプロセスに関与する。

V:条約の起草

IDAは、条約の起草作業を円滑にするために事務局を設置するよう、特別委員会に勧告する。この事務局は、国

連の人権制度にしっかりと基盤を置くべきである。また IDAとしては、条約起草の全てのプロセスに障害者が関

わることも合わせて勧告する。これは、障害関愚人権関連Nωからの意見、情報を積極的に受けいれ、政府代

表団に障害者を含むことを意味する。更に、人権高等弁務官事務所がこの作業を円滑に進めるために、障害者を

スタッフとして雇用することを勧告する。

2003年、 3月2日、スウェーテ'ン、アルマサ
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【原文】

Towards a UN Di銅 bilityConvention 

S祖tementfor 2nd Ad Hoc Committee Session， June 2003 

l: Ensu陪 thatthe陪 willbe a Disabilitv Convention 

Following extensive ∞nsu隔世onwith our members representing mo陪 than600 million p印 plein the world with a 

disabilitythe IDA甜onglyr四::ommendsthat the UN adopt a∞nvention to protl即 tthe human rights of people with 

d陶 bil耐飴.Inthat陪spectlDA陪∞mmendsthat the Ad H∞Commi世田e蜘 blisha祖skforce∞mposedof

expe巾 inthe field to develop a dra世te刈forthe∞nvention.This d問ftshallr民泊gnizedisability as a part of human 

dive陪ityratherthan as a medical problem. While IDA acknowledges the World Prog問mof Action and the 

Standard Rulesぉ impo由同milestonesin陪∞gnizingthe right of di組制edpe悶 ns，we assert that a∞nvention 

should bea∞mp陪hensiveHuman Rights T:陪aty，which goes beyond existing instruments in 0凶erto manifest 

thepa悶digmshift from di回 bili砂部aωcial附 l旬re/medi伺 l臨時todisability as a human rights i鎚 ue.

I1: Fundamental PrinciDles for the D悶耐naProcess 

The proposed UN Disability Convention shall build on exi副nghuman rig陥 normsand inte巾陪，tthose in the 

∞ntext of disability. The∞nvention shall蹴瑚nizetheob:蜘cles抱偲dbypeoplew肋disabiliti回 .8部 edoninp叫

from people w肋 disabilitiesand their organisations a∞nvention shall clearly陪ston the fundamen也Ihuman

rights values of the Intem甜onal8ill of Human Righ肱 dignityand鉛 If-de也rmination，equality and鈎 cialjustiω.

Rather than ha叫ngaprog阻mmaticfl∞usthe∞nventionshall pro叫depeoplew肋 disabilitiesjudiciable human 

rights. The∞nvention shall have a 甜ongmonitoring mechanism in order to give s踊ndingto disabled people. 

H1: Fundamen踊IRiahts 

1)Ci凶1and political righ幅;

Right to live 

Theliv回 ofpeople with disabilities a陪 threa刷 ede.g. by denial of the ne<活指耐esof life such as f，∞dandwater， 
shelter， medical同a加 ent(or∞nver田 Iyby the impos耐onof unwanted medi偲 l廿ea加 ent)and eugenic th陪ats.

F陪edom加，mto巾 reand inhuman and degrading treatment 

8e伺 usedisabled people釘@胎a制部objec也theyexperien偲 inhumanand deg問ding甘ea加 entintheir 

everyday胎，including sexual exploi凶ion，ph州問lviolen回 andforced加 atment.Di回 bledwomen町eesp舘 ially

vi凶imized.

Bodilyand psychic int句市y

Disabled people's right to陪'fuset陪a加 entis often denied and they are加quentlysu同即陰ofmedical

expenmen也tion.

Liberty 
Disabled people's liberty rights are加quentlyin耐ngedby institutional岡山nand exclusion. Thus， disabled people 

areden刷 theright to independent living and self-determination. 
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Equality 

The main obstacle facing people with disabilities is discrimination not impairment. But disabled people can only 

叫oyfull equality rights if govemments ado同as加 cturalequality approach and firmly base their policies on the 

principle of social inclusion. 

Association 

Disabled people are often prevented from forming their own organisations or joining pol出回1parties to prot町 ttheir

interests and are denied aα迫田tosocial organisations and ex恰;tingpolitical pa耐es.

Family/privacy rights 

Disabled children are often denied the right to grow up as a paはofa family and disabled adults are often denied 

the right to marry and have and raise children. In particular， disabled women are often victims of forced sterilization 

and forced abortion. 

Recognition as a person be10re the law 

Persons deemed legally incapac陶tedare systematically de川edtheir citizenship rights such as decisions about 

medical treatment， abili旬tosign contracts and to manage their finances. Because of the need for assistance in 

one area of their life disabled people are often deprived of句協inall areas of life. Because children with 

disabilities are devalued they are often not registered at birth and are denied a legal name and citizenship. 

Freedom 01 exp陪ssion

People with disabilities are often foreclosed from mainstream ∞mmunication and thus are den凶 therightto 

frl関 domof thought， conscien回 andreligion as well as freedom of speech and expre岱 ion.lnpa凶culardeaf

persons' human rights are violat凶 bydenial or prohibition of sign language. 

Vote and stand for elections 

Disa凶edpeople are often den凶 theright to participate in democratic prl∞e鎚 bylackof 81α沼ssto voting and 

prohibition of standing as candidates for election. Blind people in pa同icularare de吋edthe right to secret voting. In 

addition in甜tutionali21剖 peopleare deemed in伺 pableof voting. 

Citizenship 

Peoplew愉 disabili討esa陪 oftenden副知11citizenship righ恰e.g.unequal胎 atmentbefore the law or denial of 

e官邸tive同alremedies. They are often su同ect凶 toa巾胸叩arre:坑 detentionor exile. Immigration laws 0質問

discriminate against people with disabilities. 

Recognition 01 Pωple with disabilities as a minority 

Because問oplewith disabilities are not r'即 ognizedas an insular discrete minority they a陪 foreclosedfrom 

democratic prl∞esses. 

2) Economic， social and cultural rights 

Trad揃onallyattempts to陪∞gnizethee∞nomic，social and cu加問1rights of Pωple with disabilities have been 

based on a model of charity and welfare. A convention must enshrine these 句協asa basic for liberty and 

empowerment 

Education 

Most children with disabilities are denied 81α溺 sto any education and most who receive an education do so in 

inadequate and/or segregated settings. For example deaf， blind and deafblind children are denied the right to 

edu回世onin sign language or Braille. 
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Work 
M侭 tdi錨 bledper田 nsare excluded加mthe workforce. The right to胎echoiωofemployment， to just and 

favorable∞nditions of wo欣isdenied among othe陪 bybeing relega胞dto sheltered workshops. In addition most 

disabled people do not get adequal胞vα沼世onal回 ining.

Health 
M偲 tdisabled people have no aα活路tobasic health偲陪.

Access 
Disabled people's right to加edomof movement and information is being violated through arch胎伽問1，
∞mmuni伺首onalanda臨 Jdin剖barrie陪.A∞nventionm雌 obligeね tep訓 白tobuild inclusive町stems.

S踊ndardof living 

The majority of disabled people恥'ein poverty.刊eyhavenoa∞e錨 toadequate foω， clothing， housing and 
附溺sarysocial serv陶 such邸時habil陶ltion.H制 nga disability should not mean having a lower s祖ndardof 

living，or 岡山gtoaα::eptunwanted serviα出sto obtain the n臨海ssitiesof life. 

Culture 
Disabled people's right to cu加陪isoften violated by being fo陪closedfromω加悶llife.In addition， elements of the 

cultu陪 ofdisabled people， such as sign language and Braille are not 限泊gniZl剖andvalued. Disabled people a陪

甜gmatiZl凶 bythep開舘n祖tionof false images in popular cu加陪，whichc陪a胞sprejudi伺 sandsupe問削on.

3) Right to development 

The IDA would wel∞metheappli回世onof釦咽Ued3吋gene制 onhuman rights in the Disability Convention. 

Sin偲 thereisa甜onglink between pove町anddi銅 bility，disa刷ed問opleneedto加ne倣川tho叫di鉛 rimination

命。ma right to development 

W: Monitorina Mechanism 

Sin偲 theDi銅 bili旬ConventionshaU be a human rights ins加mentthe monitoring mechanism should be similarto 

that for the exi甜ngsix∞reHuman Rights Tre副es~白P釦iallyCEDAW and CRC). This will en祖ils加担陪por箇，

∞mpl副ntm即 hanismsOndividual/group and 翻.te)，NGO involvement and investigation powe陪 ofthe同 aty

monitoring body.ln addi世onthe monitoring pro飽 ssshould have the ben甜tof the involvement of the Special 

Rappor胎urand the panel of experts throughout the monitoring proα溺.

V: Process of Elabo間目。nofTn謝 V

旧IAurges the Ad H∞Comm陥:eetowo欣towar甘sthein鋪almentofas邸陪也riatto facili也胞thed間制ngpro飽 ss.

刊 is鋭担問也，riatshould be自rmlyba鉛 dwithin the Human Rights陪gimeof the Un祉剖 Nations.官、rougho凶the

proc溺 softheela凶雌onofthe∞nventionIDA r目別nmendsthat the invol'四 mentof disabled pe陪onsbe

S回 U陪d.This means節目iveinp叫ofdi錨 bili砂andhuman rights NGOs and inclusion of people w肋 disabili百esin

govemmer吐delegations.In addition we re∞mmend that the OHCHR hi陪 disableds抱fftofacili泊抱theproα謁s.

Alm舗 a，SWi凶en，March 2， 2003 

最終更新 2003年3月13日
財団法人全日本聾唖連盟

http://www.jfd.or.jp/int/ida/misc/2003-03-02-ida-statemenト2adhoc.html
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DPI POSITION PAPER 
REGARDING A NEW INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CONVENTION 

FOR DISABLED PEOPLE 

The following paper addresses three issues key to the development of a new 
international human rights convention for disabled people: the nature of the convention; 
implementation of the convention; and th~ convention development process. Each of 
these issues was discussed at the DPI 6'" World Assembly in October 2002， and this 
paper expands upon the positions adopted in the Sapporo Platform and， more 
specifically， the Sapporo Declaration. 

1. NATURE OF THE CONVENTION 

We demand a specific international human rights convention that is 
reflective of the full range of civil， political， economic， social and 
cultural rights. 

There is no question that disabled people are subjects of the international human rights 
system， and entitled to full enjoyment of all the rights delineated in each of the existing 
human rights instruments. Yet human rights abuses remain a daily reality for disabled 
people around the world， in large pa同becausethere is currently a gap between the 
values expressed by the human rights system and the reality of disability. As last year's 
repoはforthe Office of the High Commissioner for Human Rights stated: 

The most important argument for a convention is perhaps that of 
"visibility"… it has proven extremely difficult to keep people with 
disabilities in focus in the proceedings of the (other Human Rights) 
treaty monitoring bodies. To some extent this is due to the relative lack 
of engagement of the disability NGOs with the treaty monitoring 
machinery. And to some extent it is due to the lack of general 
comments by the treaty monitoring bodies on disab.i1ity -or the kind of 
forethought that these general comments represent. I 

DPI supports the position that in order for this divide to be e宵:ectivelybridged， a specific 
international human rights Convention for disabled people must be elaborated. 
Furthermore， DPI believes that this Convention must be based in， and draw from， 
existing human rights norms and standards and address in concrete terms the 
economic， social， political and cultural circumstances that adversely impact the human 
rights condition of disabled people. In addition， the new convention should not be 
Iimited to an anti-discrimination framework. DPI fully suppoは5the adoption and 

1 Gerard Quinn， Theresia Degener， et. aI. (2002) Human R砂tsand Disability: The cu"ent回 eand foture potential 
ofUnited Nations human r，匂htsins仰 ments初 thecont，町 tザぬability，0伍ceof恥 UnitedNations High 
Commissioner on Human Ri俳句，Geneva 
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implementation of non-discrimination legislation at the domestic level， and non-
discrimination and equality of opportunity must be intrinsic components of any human 
rights convention for disabled people. Yet there must be scope for the full elaboration of 
human rights in the context of disability if the international human rights framework is to 
effectively incorporate the disability perspective. 

There are no human rights to which disabled people do not lay claim， and if existing 
norms and standards are to be placed in a disability context the convention must 
address the full range of civil， political， economic， social and cultural rights. The 
following list is by no means exhaustive， but reflects (in no specific order) some of the 
rights addressed by existing human rights instruments that should be further elaborated 
if the convention is to cover the full spectrum of human rights: 

1. Stereotyping of groups 
2. Norトdiscriminationand measures to 

eliminate discrimination 
3. Action to guarantee the exercise and 

enjoyment of rights 
4. Participation 
5. Accessibility 
6. Right to life 
7. Torture and other iII-treatment 
8. Sexual exploitation and related 

abuses 
9. Slavery， servitude and forced labor 
10. Survivor assistance 
11. Equality before the law 
12. Due process protections 
13. Peaceful assembly and association 

11. IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION 

14. Freedom of thought / opinion and 
information 

15. Political and public life 
16. Medical care / health / rehabilitation 
17. Employment / social security / 

income maintenance 
18.Housing 
19. Education 
20. Family 
21. Culture and religion 
22. Linguistic minorities 
23. Recreation and sports 
24. Nationality / freedom of movement 
25. Refugees / internally displaced 

persons 

We demand a strong convention-monitoring mechanism informed by 
the unique perspective of disabled people to ensure the credibility， 
legitimacy and efficacy of the convention. 

If the convention is to be successful， a strong monitoring mechanism must be 
established to gauge the levels of implementation and provide guidance on best 
practices. This monitoring mechanism should be empowered to engage all relevant 
levels， including states， intergovernmental organizations， non-governmental 
organizations and individuals. The convention should establish a monitoring body. This 
body， ideally， should be empowered to do the following: 

• Receive and assess regular reports from states pa同es，with no more than five years 
between repo同s.

ヮ“。，“



Towards a UN Disability Convention 

-input from Rehabilitation Intemational to the Second Ad Hoc Meeting 

The pJima叩goalfor the sec沿ndad h∞meting should be to achieve a clear recommendation by the ad h∞ 
m田百ngto the General Assembly that there should be a Convention. AII kinds of texts opening the door to other 

altematives should be resist，凶.

Many resolutions and interventions at the fi陪，tad hoc meeting make referenωto 600 million people with 

disabilities in the wor1d. We need to know who those向。pleare and what are their living conditions. In addition it 

is甘meto veJify the a∞uracy of the 1 aもestimation.Most industJialized ∞untJies estimate the propo同onoftheir 

popu凶 onwho has a disability to be加tween12・20%. Developing∞un制問onthe other hand mostly陪port2

-5%. Manypωple∞nsider the figures from developing countJies to be underestimations. 

The resolution pl'iωuωd by IDA on July 28， 2001 and pre:田 ntedto the States pa附cipatingin the fi陪tad h∞ 
meeting reflects well Rehabili泊tionIntemational's position regarding pJioJities for a Disability Convention. 

Rehabilitation Intemational would like to s飽 thefollowing principles guiding the wo此fora Convention: 

• Disability is a Human Rights issue. 

• Pωple with disabilities should have oppo巾 n耐esequal to those of other citizens 

• Physical and attitudinal ba同e陪 ins∞iety伺 useseJious discJimination and social exclusion 

• An inclusive s∞iety is of bene'侃notonlyto閃oplewith disabilities b叫alsoto other groups in s∞iety. 

・ B田 au鈎 di銅 bledchildren and adults are among the "p∞陪stof the p∞r" in the vast m司orityof 

∞untJies， the socio-economic realities should be an important consideration. 

Particular challenges for the intemational disability∞mmunity 

A disability∞nvention needs to祖keinto al∞ount the needs of people w耐1a variety of different di回 bil耐es.

Rehabilita世onIntem訓onalwould like to emphasize the needs of large groups of people w耐1disabilities whose 

voi偲 isnot (often orωmuch) heard. Many di回 bil耐関a陪 not田 wellknown and their needs therefore not pほ

fo附 ard.

Among the following examples figures are given from Sweden and USA. They are likely to陪 levantaI叩 for

other countries: 

* Rheumatoid arthritis is a disease that m紘白manypωple，in par世ωlarwomendi回 bled.Out of a popu凶 onof

9 million， more than half a million Swed田 have釦 meform of rheumatic di関 a鵠 .0.75%of the to祖Ipopulation is 

estimated to have釦 meform of rheumatoid arthJi悔. Rheumatism alωaffects children. (Sour田:

Reumatikerforbundet) 

P田 plewith rheumatism often have pain and lim隔世onsin body functions. They require assistive t回 hnologyand

physicala∞esstos∞iety. 

* Some 1，400 women die every day in pregnancy and childb同1.Almost all of them live in developing∞untJies. 

For each woman who dies， at least 30 and an estimated 100 women survive childbeaJing but suffer from seJious 
disease， di回 bility，or phys闘 Idamage回 U舘 dby prl句nancy-related∞mpli回世onsor by gen陶1m叫lation.

Millions of women living in Sub Saharan ∞un制esand in a few ∞untries in Asia be∞med院副edeve叩year.

(SOUIiω: UNFPA update 1998・1999)
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Women with di回 bil岡部伺U鵠 dby childbearing a陪 oftenincontinent. They faぬ S∞ialexclusion. Their primary 

陪qui陪mentsa陪 a∞:ep祖ncein s∞iety， a弱 i説ivetl田 hnol勾yandmedical care. 

* Moreand mo陪 0世:en，adults are surviving can偲 r，heart a臨時.sand s加k田 forlen例leningperiods. A附lough

in50me∞untries， there is appropriate medical and therapeutic support for them to陪sumean active life， in most 
∞untries these populations are left to i50late within their families. They need peer suppoはandrehabilitation 

services to remain connected to their work and community life. 

*日abetesis加∞ming∞mmonnot only in industrialized∞untri邸 b凶剖50in∞un制esin the South. An 

白百matl剖印10of the population in USA has diabetes.日abetl田 is陪sponsiblefor ~も oflegal blindn邸 s，m出・ngit 

the leading伺 U鵠 ofnew伺鵠sof blindness in adults 20-74 yea陪 ofage in USA. Su凶equen甘ysec沼ndary

preve凶onis of crucial impor回n回.(Source: Ameri伺 nDiabetesA田∞iation).

Pωplew世ldiabetes陪quireassistive technol句y-insulin and equipment to旬kethe insulin -which回 nbevery 

∞.stIy for the individual. In add耐on∞unselingand information about∞ntent in ft∞d is essential to people w肋

diabetes. 

* Another n句協t凶 groupa陪向。plewith s問echimpairment. A加凶 125，α)Qpeople in Sweden have a 

S問ech-impairment0叫 ofwhich40，α氾伺n'tspeak at all. (SOUJ'1α謁:Talhandikappades Fo陪ningand ISMC) 

Children and adults w肋 speechimpairments often have multiple di泊 bil耐es.

People with .s問echimpairments require understanding of their needs， inte巾reter鍔 M由加dassistive 

technology. 

* People living with HIV/AIDS， as well as those sus問d凶 of凶ingHIV pos耐ve，a陪 veryoften di釦 riminated

againstb印刷sethey are wrongly間関iVI凶 asbeing unable to perform; they are wrongly pe問 iv凶 asbeing a 

threat to public health; or they are per田 iv凶 asbeing， or indeed a陪， a member of some group already suffering 

di釘 imination，such部 homosexuals.Thus， if they a陪 notactually disab凶 byHIV-related∞nd耐ons，theya陪

often disabled by the discriminatory廿'ea町lentthey re<渇ive民記auseof their HIV s也知s.The result is that they 

are denied the possibility of being productive， self-reliant， full and equal members of s∞iety. 

The ∞nd耐onsof HIV and AIDS should be view凶 asdi泊 bil耐鎚.Ape陪onwho is HIV pos耐veb凶 whohas no 

sym同:omsor iIIness is油leto問rformany筒抜ora∞eptany鵠 Mωforwhich she or he is qualified. Millions of 

the 21 million people p陪sen甘yliving with HIV experience many produ凶・veyears in such a healthy S'祖te，andthe 
length of this period is ever increasing with medical advances. 

A person living w肋 HIVwho has symptoms of HIV-related di鵠 asemay be 5Ome'附 atd闘 b凶 infulfilling 

job-陪latedfunctions. However， as with other disabilities， reasonable a∞ommodations， such as flexible working 

hou陪， may enable full participation of that individual. 

(Source: UNAIDS) 

One ∞nsequenωof the intemational focus on immunization伺 mpaignshas加enle:弱 attentionto tho:鵠

already disabled by， for example， polio. There are millions of children， adol関偲ntsand adults around the worfd 

who have survived the infl民世onbut have mobility and other陪su胎ntdisabilities. In addition， many mobility 

impairments a陪伺U鵠 dby war， landmines and other forms of politi回 1violenω.W耐ltheassis'旬n関 ofassistive 

t田 hnol勾y，such as crutches， wheelchairs and other mobility equipment， they ∞uld attend sch∞lor也keup 

employme此 Oneestimate by Whirfwind Wheelchairs Intemational is that around 20 million people in the worfd 

∞uldu鵠 a弱 is蜘 ωinmobility. A study by RI &UNICEF determined that for various印 刷 悶Iandother陪a叩 ns，
women and children a陪 theleast li~的 to 陪偲ive mobi抑制ds飢 d陪habil隔世on加mthem加 Iyeme旬ency

services that have加ensetupto陪spondtoi司uriescaused by political violence. 
A special ch剖lengefor IDA is to也keinto ∞nside間百onthe view from many people and 0市aniza百onsin the 

Souththata∞nvention will have to address the socio economic realities in the worfd. 

daτ 
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Rehabilitation Intemational (Rりhasamong its members in developingぉ wellぉ inindusbiali~凶∞unbi鎚

membero句加iza-百ons陪P陪sen百ngmany groups of people w肋 avariety of different disabili世es.We would like 

to en∞urage that the voi偲 ofthose groups be heard in the elaboration of a∞mprehensive and intl句 刷

conven首onto promote and protl町 tthe right and dignity of people with disabilities. 

New York， February 2003 

http://WWW.rehab-intemational.org/unttowardsunconvention.html 
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国連障害者の人権条約に関する世界ろう連盟 (WFD)の方針

(ポジション・ペーパー)

世界ろう連盟(WorldFederation of the Deaf=WFD)は、 8つの地域事務局の下に 125ヶ国のろう者組織及rfl多く
の関遅調織を持つ国際NGOである。WFDは国連に諮問資格を持つNGOであり、国際障害同盟Onternational

Disability Alliance=IDAJを構成する7つの組織の一つである。 WFDは、世界に7000万人いる、あらゆる年

齢層のろう者を代表する。 WFDの目的は、全てのろう者の人権と尊厳を擁護することである。アクセス、コミ

ュニケーション、教育、雇用、生活の質において均等な機会があたえられ、ろう者が自立した、自己決定、自己

実現ができ、社会に貢献できる個人として認められることを目指す。これらの目標に向けて、 WFDは運動し、

研修を行い、文書や方針を作成する。

この方針は国連障害者の人権条約の緊急な必要性について述べる。

1. 障害とろう者の定義

定義は簡潔かつ幅広い解釈を前寸べきである。障害を持つ人が実情をほぼ正確に捉えるものとして自ら定義し、

受け入れられるものでなければならない。医療モデルと診断は、障害者の持つ力や能力ではなく、欠陥を取り上

げる。条約における障害の定義は社会的理解に基づき、宗教、園、文化、言語、時期などにより多種多様に変化

する環境と障害の関係を反映しなければならない。具体的に定義しすぎることは、限定的になる恐れがある。

ろうという障害は目に見えない障害である。コミュニケーションとアクセスのバリアに直面して、初めて「ろう」

という障害が明らかになる。ろう者はどこにでも行くことができ、生活の営みを目にすることができるが、情報

にはアクセスできず、意味がわからないままである。したがって、ろう者は物理的には参加していても、完全参

加の権利か寄射つれているということカ泡きる。ろう者は他の障害者の仲間であると同時に、言語・文化的少激グ

ループを形成している。視覚言語である手話はろう者にとって必要不可欠であり、人権であり、そのことは国連

も認めている。

2.ろう者の全般的な状況

ろう者は、情報アクセスとコミュニケーションのために視覚を使用し、基本的には見る事で社会の動きを捉える。

バリアの無い、可能性を引き出す環境が整い、一日目から完全なコミュニケーションが可能な場合、ろう者は自

立して生活し、質の高い生活技術を身につけることができる。

しかし実際には、このような環境は得られていない。ろう者の人権は日常的に奪われている。教育と雇用の機会

はまったく無いか、あるとしても乏しい内容でしかない。全ろう者の80%は教育を受けられない、又は不十分な

教育しか受けられない、読み書きや教養が無い、もしくは十分には身についていない状況にある。多くの国や制

度により、手話が禁止されている。ろう者の家族は不名誉な熔印を押されて苦しみ、ろうの子どもを上手に育て

るための情報が提供されない。教育や地域サービスを提供する専門家でさえも、ろう学生や成人ろう者とコミュ

ニケーションが取れず、ろう者のニーズや潜在的能力を理解するのは到底難しい状況である。ろう者のアクセス

を促進する資格を有する手話通訳者や、字幕などの技術的支援は嘆かわしいほど不足しているか、まったく無い

という状況である。言語と情報にアクセスできなければ、人生及び生活機能への完全な関わりと参加は大きく妨

げられる。
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3.障害者の人権条約の重要性

人権は理論的にも実銭的にも、万人を女橡とし、全ての人に適用されなければならない。世界人権宣言の、「全て

の人は自由であり平等の尊厳と権利を有するJという原則が障害者にも法的に保障されるためには、障害者の人

権条約が緊急に必要である。条約は多路線方針Ullulti-trackapproach)を採用し、他の6つの重要な国連人権

条約と関連付け、同等の樹寸けをし、世界行動計画、障害者の機会均等化に関する基準規則など、すでに存在す

る障害者の権利を擁護する文書に基づくべきである。

4.手順

この条約を開発する手順は、ほかの条約と同じような方法がとられるべきである。全ての課程及び成果は障害者

および障害者団体の積極的な参加と意見採用に基づくべきである。政府及び国連機関は、この条約の理念と原則

を完全に支持し、障害者の尊厳が守られ、可能にする環境が提供され、自己決定、自己代表権を保障すべきであ

る。「私たちを抜きにして、私たちのことを決めないでJ刷othingabout us without us)の考え方が適用され、

条約を作るプロセスには全ての関係者やグループの聞に意義あるパートナーシップがなければならない。

(条約開発プロセスの会議等の)全ての参加者に完全なアクセスが提供されるべきである。アドホック委員会(国連

障害者の権利条約特別検討会)への参加者には手話通訳及び全ての人のアクセスを促進する働時サポートが提供

されるべきである。

5.条約が包含すべき原則

条約は、人権が万人対象であり、障害者を含む全ての人に、ゆりかごから墓場まで適用されることを謡う必要が

ある。その意味では、障害者の条約であるが、他の主要な条約を補完する。条約は障害者の尊厳が守られ、可能

にする環境が提供され、自己決定、自己代表権を保障すべきである。

条約は基本として、障害者の生きる権利と質の高い生活を保障すべきである。条約は社会的関わり及び人と人と

の関わりに完全で平等のアクセスを保障する必要がある。これは、言語、情報、コミュニケーション、教育、地

域及び国のサービス、市民としての権利と責任、雇用、質の高い通訳者や字幕劉時などの技術提供者、技術革

新などへのアクセスを含む。

条約は、ろう者が言語的マイノリティー(少激者グループ)であることを認めたうえで、ろう者固有の手話と文化

を持つ権利を認めるべきである。「言否的人権を奪われた人々は、それにより、公正な政治f壊，公正な裁判、教

育アクセス、情報アクセス、言語の自由、文化的遺産の維持などの人権の享有が阻害される場合があるJ(フィリ

プソン&スクトナブ・カンガス)。ろう学生の教育は、ユネスコのサラマンカ宣言の第21条を考慮し、ろう児が

自分の言語、すなわち手話によって教育が受けれれることを保障すべきである。

ろう者を障害者として、また言語的マイノリティーとしてその権利を保障するためには、全ての国が手話を認め、

尊重し、教えなければならない。通訳者がいなければ、アクセス、言論の自由、自己代表権、市民として地域生

活の営みに参加する権利などが阻害される。字幕つきのメディア、その他の新技術はろう者の IT格差を減少さ

せ、ろう者も他の人同様の情報と知識に完全アクセスできるようにする。
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6.モニタリング機構

WFDは、既存の6つの主要な人権条約(特にCEDAWr女性差別撤廃条約JとCRCr子どもの権利条約u) 
と似たモニタリング制度を設けることを支持する。この制度には、政府からの報告、苦情処理、 NGOの関わり、

モニタリング機関の調査権などが含まれるべきである。また、モニタリングには、障害を持つ特別報告者及び専

門家パネルを選任すべきである。

7.結論

世界ろう連盟は、この方針を結ぶにあたって、 WFD理事長であるリサ・カウピネン博士の言葉を引用する:r障
害者にとって良い社会は全ての人にとって素晴らしい担金であるoJ

24.06.03 

作成日 2003年7月15日

財団法人全日本聾唖連盟

http://www.jfd.or.jp/int/unconv/wfd-unconv-positioahtml 
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World Federation of the Deaf (WFD) Position Paper on the United 
Nations Convention 

on the Rights of People with Disabilities 

官1eWorld Fede陥tionof the D回，f(WFD) is an intemational NGO which is made up of 125 na百onal

O唱anizationsof Deaf pωple and manya而liatedo昭如izationsin 125∞untri笛加d8regional袋詰問凶ats.

WFDholds∞nsul凶 ves句協W耐1intheUn胎dNatio附加disoneof鵠 ivenmem出ro喝加iza世0問 ofthe

Intemational D闘 bility刈lian偲 (IDA).WFD陪P悶，entsover 70 million D回 fpE拘pleof all ag民.官19

purpose of the WFD is to edu伺悟加dadvα沼Itefor human rights飢 ddignity for all Deaf伊却ple，including 

明u剖ityof oppo山nityfor aα溺 s，∞mmuni回世ons，edu回世on，employment， quality life and full 

aは却也n偲 ofDeaf people with unlimited potential to∞巾ibu胞 tosociety舗 independe叫

self-determining釘叫 acrualizingindividuals and ∞mmuni百es.Towards the鵠 goals，WFD pro'叫des

advぽ渇，cy，同ining，materials and pos耐onpape陪.

This伊)5耐onpaper ~α刻銭お on the u唱entneed for a Un胎dNations Convention on Human Righ也 of

Peoplewi廿1Disabil耐es.

1. Definition of Di舗 bilityand Deaf People 

官1ede自n耐onshould回 keptsimple and broad. It should be defin凶 byandacce肉 bleto開抱plew肋

di田bil耐備 as叩 approximationof our livl凶陪剖ity.刊 emedi伺 1mωeland diagno鵠 sfoωs on deficits， 

not甜en併1Sar咽 abil耐舗.官喝 de自n耐onmust re目前tthe sc:刈alunders也ndingand陪lationshipsof 

di回 bilityto one's environment， which has diver鵠凋riationsba鰐 don region，∞u巾y，ω伽陪， Ianguage，

首meandsofo巾.Todefinet∞specifi伺lIymay be to limit. 

D伺fn~謁 is 飢 invisible di銅 bility;it is not un世l∞mmuni，回世onand aα湾 関 barrie陪 arisethat deafn関 S

man肱 お胎elf.Due to such barrie陪， Deaf people伺 ngo an'卯 hereand SE揖 thehustle-bustle of I悔 b叫

notalα泡弱information飢 dm朗 ni喝s.刊 usdeaf問。plemay be deprived of full pa柑ci阿世oneven though 

phys岡町 pr官制tDeaf伊知plea陪 membe陪 d凶，ththe d闘 bility∞mmunityand a lingui説。-cu伽悶l

minority group. Sign language， a visuallanguage， is釦鑓鵠ntialne剖 andhuman right for Deaf伊担ple，

andis附泊gniz，剖 bytheUn社edNations as such. 

2. GeneralS加剖ionforD伺 fPeople

Deaf問抱ple関 関n制Iype間 ivethe world through their eyl関 forthepurpα抱 ofaα活弱toinformation ar叫

∞mmun岡山nexchang白.Within an enabling environment whe陪barrie陪a陪a凶ent，where full 

∞mmun岡山ne溺也知mDay 1， Deaf people a開閉p油leof functioning inde問、der刈y釦 dat回ining

quality life skills. 

However， this environment is not the伺 se.Human rights a陪 viola胎dfor Deaf PE抱pledaily. Aα泡ssto

edu白首onand employment a陪 eitherab鵠 川 orminimal.町)%of D回 ifpeople lack剖U伺百onor a陪

under凶u国 t凶， arei蜘:era抱 or鉛 mi-literate.Sign language is bann剖 inmany∞un出esand prog問ms.

Families are unnec溺 sarilybu凶en剖 byperceived stigmas and a陪 notprovid伺 withinformation need剖

n習の
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to ensu陪 su∞essfulparenting skills with deaf children. Professionals providing edu伺:tionaland 

∞mmun・比yserviωs often 伺 nnotcommunicate with Deaf students and 問ople，let alone grasp their 

needs and potential. Qualified sign language interpreters and technological assis泊n偲 suchas回 ptioned

media， which enhan偲 a∞槌sibility，a陪woefullyinadequate or absent. Thus， without a∞e田 tolanguage 

and information， full involvement and pa凶cipationin life and life functions are seriously cur祖iled.

3.lmpo巾 nceof a Convention on Human Rights for People with Disabilities 

Human rights， in theory叩 dpractice， must be universal and applicable to all people. A∞nvention on 

human rights of people with disabil耐esis urgently needed in order to ensure that this population is legally 

∞'ve削 by削除clara'百onof Human Righお酌剖判Ihuman beings are bom fr，田andequal in dignity and 

righ也"The∞nventionmust be mu附有志ck，entwined with and on the same level as the 鍬 mustimpor旭川

UN human rights廿eati回 andbased on already 倒 stingd∞uments prot回目ngthe rights of people w拙1

disabil耐es，including the World Programme for Action， the Standard Ru恰son the Equalization of 

Qpportunities for People with Disabilities and other documents related to disability. 

4. Procedures 

The proc泡du陪S叫lizedto develop this proposed∞nvention should be similar to those used for other 

∞nventions. The proc溺 sand product must be based on the active input of people with d闘 bil耐白加d

their 0句anizations.It should国 clearthat the states and UN agenci田 areexp回 tedto fully sup仰はthe

∞n偲 pt釘1dP巾cipl鎚 ofthis ∞nvention in ensuring that限oplew社hd闘 bil耐回 are11宙開d凶，

empowered， self-cletermining and self-represented. The d∞trine of "No制ngabo凶 usw耐10叫 us"should 

be appli回 ble;meaningful pa巾 e陪hipsw肋加damong the differellt groups and stakeholders must be 

built into the prl∞ess. 

Full aα渇弱 shouldbe provided for all pa耐 pan肱 Pa凶c恥加tsin the Ad H∞Comm耐関節ldm関百ngs

should have a∞邸sto sign language inte巾陪!te陪加dt配 hnolog陶 Isup仰はtoenhar鴎 aα勝 sibilityfor all. 

5. Principles that the Convention Must Embody 

The ∞nven百onmust∞nveythat human rights are unive陪aland applicable to all people， including people 

w耐1di阻 bil出回，加mwomb to tomb. In this陪gard，this ∞nvention supplements all the other ∞陪

∞nventions while addrl回 singpeople w耐1di回 biliti鎚 asadi田陪etpopula討on.It must ensure the right to 

問 問 おt，dignity，舘If-陪pr臨海n凶 on，determination， and independen偲 tomake one's own choiωs and 

decisions. 

Fundamentally， the ∞nvention must ensure people with disabilities the right to live and the right to good 

life quality. The convention must ensu陪 fulland equal a∞部sfor all to interpersonal and social 

involvement in an enhancing environment This includes qual防相溺sto language， information， 

∞mmuni回世ons，edu伺:tion，∞mmunityand s也teservi回s，the rights and陪sponsibil耐白 ofci世zenship，

employment， qualified serviωproviders such as inte巾rete陪 and凶 ptioners，and t回 hnologicalal出an偲 s.
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Moreover， the convention must recognize that deaf people are a linguistic minority and have the right to 

their indigenous sign language and cu加re."p，ωple who are deprived of linguistic human rights may 

thereby be prevent凶 frome吋oyingother human rights， including fair politi伺|陪P陪sen泊tion，a fair trial， 

a∞ess to education， a∞ess to information and freedom of speech， and maintenance of their cultural 

heritage." (Philli防on&鉱山abb-Kangas)Educa百onfor Deaf students should也keinto ∞nsideration 

Article 21 in the UNESCO Salamanca Statement， which states that Deaf children have the right to ob泊in

education in their own language， sign language. 

In order to ensure the rights of Deaf people as加，thdisabled people and a linguistic minority， sign 

language must be 附刃gnizl剖， respect剖 and也ughtin all the ∞untries. Sign language inte巾rete陪 must

be trained and utilized in each∞untry. W財10凶 inte巾reters，onぬ a∞ess，freedom of s限配h，

self-representation and ability to participate in the vi凶 functionsof∞mmunity life as citizens are se巾usly

prrn削除d.Captioned media and other technological advanωs can help to close the digital divide for 

Deaf people and ensure th句 too，have full a∞ess to information and knowledge readily available to all. 

6. Monitoring Mechanism 

WFD suppoは:sthe infusion of a monttoring mechanism similar to that for the existing six∞re Human 

Righ包丁陪訓es(es問ciallyCEDAW and CRC.) This includes s也te陪po巾，∞mplaintpl'i∞剖U陪5，NGO 

involvement， and investiga百onpowe陪 ofthe treaty monitoring加dy.MOl'i9Over， the monitoring prlα活 路

should include the S同国:::ialRap仰は:eurand a panel of expe巾 includingthose who are themselv，回

disabled. 

7. Conclusion 

The Wor1d Federation of the Deaf would like to∞nclude this po訓ionpaper with a quote from WFD 

President， Dr. Uisa Kauppinen: 

"A community goOO for disabled pωpleisag開atsociety for ALL pωple." 

24.06.03 

http://www.jfd.or.jp/int/unconv/wfd-unconv-position. html 
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権利条約に関するアジア太平洋地域会議

包003年6月2........4日開催・バンコク・主催 ESCAP)へ提出

障害者権利条約に関するポジションペーパー
(ダイジェスト版)

DPI (障害者インターナショナル)日本会議

1.なぜ日本の障害当事者は障害者の権利条約を求めるのか

1 日本でも、障害をもっ人に対する差別と虐待が様々な分野に広く存在するが、差別の定義を明確に規定

し、その差別を禁止し、違法とする規定が存在せず、その救済の役目を果す法律が存在しない。

2. 既存の条約への取り組みと限界

DPI日本会議が既存の条約に基づいて「自由権規約政府報告Jや「社会権規約政府報告Jへのカウンタ

ーレポートを提出したことによって、日本政府は、包括的な差別禁止法を制定するようにとの勧告など

を受けた。しかしながら、これらの勧告だけでは、何ら圏内状況を変えることができなかった。既存の

条約では、明らかに限界があるのである。

2.どのような権利条約を求めるのか

l 障害をもっ人は、世界中で6億人いると言われている。経済的に先進国と言われている国でも、発展途

上国と言われている国でも、障害をもっ人は、その国の社会システムから排除されることにより、政治

的、経済的、社会的分野において差別を受け、その国民であれば享受出来るであろうところの平均レベ

ル以下の文化的経済的生活を強いられている。しかし、第1に障害をもっ人への差別を禁止し、第2に、

地域で自立した生活を実質的に確保するための社会保障を定める法律を有し、かつ、その法律が実効的

に機能している国は極めて少ない。

2. かかる全世界の状況を前提とすると、締約国が、第1に障害をもっ人への差別を禁止し、その解消を図

るとともに、第2に障害をもっ人のノーマライズされた生活を保障するために、自国民の平均的な生活

レベルが事受できるよう社会保障の措置を執るべきことを内容とした条約を批准することなくしては、

世界から障害問題をなくすことは出来ない。確かに、既存の条約においても、障害をもっ人への差別禁

止に関連する部分はあるが、障害をもっ人の視点に立って制定されたものではなく、しかも網羅的では

ないので、障害問題に特化した網羅的な条約が必要である。

3. 従って、条約の枠組みとしては、第1に障害をもっ人への差別禁止を中心とした市民的自由権(人権モ

デルと呼ばれる部分)を規定するとともに、第2に、各国が執るべき措置として、その市民的自由権を

実質的に保障する社会保障制度(社会開発モデルと呼ばれる部分)を規定すべきである。その際、社会

保障制度に関しては、条約を批准したとしてもその履行は各国の立法を待たざるを得ないが、条約にお

いて、締約国が制定すべき社会保障制度を明記し、その基準に関して、その最低限度を画するため、そ
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の制度が障害をもっ人の市民的自由を侵すようなものであってはならないことを最低限確認することと、

障害をもっ人の地域における生活条件について、当事者のニーズに対応する基準を定めることが必要不

可欠である。

4 人権モデルと社会開発モデルの発展的関係

社会保障が進まない限り、人権は保障されないという議論が存在する。しかし、その国に既に存在する

社会的な機会やシステム、社会的資源や富から、障害をもっ人が、障害を理由として、排除されている

ところに、根本的な問題があるのである。言葉を変えて言えば、どのようにして新たに何かを作り出す

かと言うより、今あるものの分配の不公平さが問題なのである。従って、この条約は、差別禁止を中心

にした人権モデルをベースにして、その人権を実現させる為に、社会権の保障を求めるという構造でな

ければならない。もちろん、国家聞に大きな格差があることからすると、社会開発面での国際協力協必

要不可欠である。

3.権利条約に盛り込むべき内容(【提案】参照)

【提案】

第一部一般規定

第1章総則

1 障害の定義

この条約において、障害とは、傷害や病気などを原因とする個人の特性にかかわらず、その個人に対して、あ

る程度以上の能力や機能を要求する社会的環境との関係で生じる障壁をいう。

2 障害をもっ人の定義

(1)障害をもっ人とは、長期的または一時的、あるいは将来に予想される障害により、生活上の困難さをもっ、

あるいはもちうる状況にある人をいう。また、環境劉荷なしには、障害をもたない人にくらべて不利益をこうむ

るか、こうむりうる状況にある人をいう。

(2)前記(1)の障害の過去の記録をもっ人あるいは、そのような障害をもっとみなされる人のととをいう。

3 障害をもっ人に対する差別の定義

(1)障害をもっ人への差別とは、政治的、経済的、社会的、文化的文はその他のすべての生活分野において、身

体的・精神的な特徴と理由により、他の人々と平等な立場で社会生活に参加する機会が駕われ、または制限され

ている状態にあることをいう。

(2)障害をもっ人への意図しない差別も前記(1)に規定した差別である。

障害をもっ人への意図しない差別とは、障害をもっ人に対する無知・無理解・偏見によって、行政機関および公

的あるいは私的団体、個人が本訴IJ侵害の事実を認めない、または、障害の特性やニーズを踏まえた適切な配慮を
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行わないことによって、そのために結果として障害をもっ人州可らかの不利益と不当な取扱いを受けている状態

にあることをいう。

4 障害をもっ人に対する虐待の定義

広義の虐待とは、狭義の虐待 (abuse)放置。leglect)経済的搾取 (financialexploitation)を包括する。狭

義の虐待とは、身体的虐待、性的虐待及び心理的虐待を言い、放置とは介護放置、医療放置を含む。(おのおの

定義は省略)

5 自己決定権の保障

すべての障害をもっ人は、障害をもっ人自身の生活全般に関する意思決定に関し、適切な情報の提供を得て、自

ら選択し、決定する権利を有し、自己の利益にも不利益にも、他人の関与を受けない本量利を有する。

6 言語と文字に関する権利

(1)手話は、独立した言語として音声言語と同等のものとして認められる。

(2)聴覚に障害をもっ人は、手話を自己の必要に応じて使用する権利を有する。

(3)点字は書記手段のーっとして認められる。

(4)視覚に障害をもっ人は点字を使用する権利を有する。

第2章締約国の義務(圏内的実施措置)

1.締約国は、第二部(障害をもっ人の市民的自由)の規約に規定する人権を即時に実施する義務を果さなけれ

ばならない。

2.締約国は、第三部(障害をもっ人の社会的経済的文化自悦鯨リ)の規定に基づく人権について、締約国が立法

その他自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、これらの施策を実施する措置をとる義務を果さなけれ

ばならない。

3.締約国は、この条約に関する権利の実態を調査し、当該締約国が行った実施措置の内容を検討し、さらに当

該締約国に意見を述べ、この条約の促進を果たす国内監視委員会を設置する。この場合、締約国は、この機関の

あらゆるレベルにおいて、障害当事者を参加させなければならない。

第二部障害をもっ人の市民的自由

第1章差別からの自曲

第1 地域生活

1.地域生活に関する権利

障害をもっ人は、その種別、程度に関わらず、障害をもたない他の人と同等に、いかなる差別も受けることなく、

地域で生活を営む権利を有する。

2.地域生活に関する差別禁止

Aaτ 句。



障害をもっ人の地域生活に関する差別とは、障害をもたない人と異なる扱いを受けた場合を言い、これを禁止す

る。

第2 移動

1.移動に関する権利

障害をもっ人は、その種別、程度に関わらず、障害をもたない他の人と同等に、いかなる差別も受けることなく、

自由に移動する権利を有する。

2.移動に関する差別禁止

障害をもっ人の移動に関する差別とは、障害をもたない人と異なる扱いを受けた場合を言い、これを禁止する。

第3 建物

1.建物に関する権利

障害をもっ人は、その種別、程度にかかわらず、建物の利用・居住において、障害を理由とするいかなる差別を

受けることなく、障害をもたない人と同等の権利を有する。

2.建物に関する差別禁止

障害をもっ人の建物に関する差別とは、利用者の特定、不特定、多数、少、数を問わず、障害をもたない人と異な

る取扱いを受けた場合をいい、これを禁止する。

第4 利用

1.利用に関する権利

障害をもっ人は、その種別、程度にかかわらず、あらゆる商品・施設・便益・販売・接客等のサービスやプログ

ラムの利用において、障害を理由とするいかなる差別を受けることなく、障害をもたない人と同等に利用する権

利を有する。

2.利用に関する差別禁止

障害をもっ人の利用に関する差別とは、利用者の特定、不特定、多数、少数を問わず、障害をもたない人と異な

る取扱いを受けた場合をいい、これを禁止する。

第5 情報とコミュニケーション

1.情報とコミュニケーションに関する権利

(1)障害をもっ人は、自らが選択する方法により、あらゆる種類の情報を利用し、し、また表現する権利を有

する。

(2)障害をもっ人は、総則6の各号に掲げる手段を利用するために、締結国およびその地方自治体に環境整備

を求めることができる権利を有する。

2.情報保障とコミュニケーションに関する差別禁止

前項各号の権利を、障害を理由として制限されること、あるいはそのための手段等の保障を怠ることは差別であ

り、禁止される。

第6 教育
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1.教育に関する権利

(1)障害をもっ人は、生涯のどの段階においても同世代の障害をもたない人と統合された教育を受ける権利を

有する。但し、ろう児および盲ろう児は、集団での手話による教育を受ける権利を有する。

(2)障害をもっ人は、生涯のどの段階においても (1)の教育を受ける上で、その個々人に応じた個別的支援

を受ける権利を有する。

2.教育に関する差別禁止

障害をもっ人の教育に関する差別とは、次に掲げる場合をいい、これを禁止する。

(1)原則として、統合的な環境のもとで障害をもたない人とともに教育を受ける機会を提供しないこと。

(2)ろう学校において手話による教育をしないこと等、必要な個別的支援をしないこと。

第7 就労

1.就労に関する権利

(1)障害をもっ人は、いかなる差別的な処遇も受けることなく、相会のあらゆる分野において働く権利を有す

る。

(2)障害をもっ人は、職場環境や人的援助など、職業に就き、就労を維持するために必要な支援を受ける権利

を有する。

2.就労に関する差別禁止

障害をもっ人に対する就労に関する差別とは次に掲げる場合をいい、これを禁止する。

(1)障害を理由に採用を拒否、または解雇すること。

(2)採用、賃金、昇進等の労働条件あるいは労働環境において、障害を理由に不利益な取扱いをすること。

第8 医療およびリハビリテーション

1.医療とリハビリテーションに関する権利

障害をもっ人は、心身の体調を自らの意思で良好に保ち、自らの望む日常生活と社会参加を果たすために自らが

求める医療およびリハビリテーション(以下「医療等Jと称す)を受ける権利を有する。

2.医療等に関する差別の禁止

障害をもっ人に対する就労に関する差別とは、障害をもっ人の存在を否定したり、その個人としての尊厳を傷つ

けるような不当な医樹子為を行うこと。または、医療の名のもとに強制的に隔離的な環境に閉じ込めることをい

い、これを禁止する。

第9 出生

1.出生に関する権利

(1)障害をもっ人は、出生において差別を受けないキ量利を有する。

(2) 妊娠、出産に際し、いかなる障害をもっ胎児も生きる権利を有する。

2.出生に関する差別禁止

すべての人は、妊娠に際し、障害を排除するための治療・検査を強制されてはならない。
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また、すべての人は、胎児に対して、障害を理由とした中絶をしてはならない。

第 10 性

1.性に関する権利

障害をもっ人は、その種別、程度にかかわらず、障害をもたない人と同様に性を有する個人として尊重され、何

人からも恋愛や性的関係を制限もしくは強制されず、妊娠、出産をする権利を有する。

第 11 政治参加

1.政治参加に関する権利

障害をもっ人は、その種別、程度にかかわらず、政治参加において、障害を理由とするいかなる差別を受けるこ

となく、障害をもたない人と同等の権利を有する。

2.政治参加に関する差別禁止

障害をもっ人の政治参加に関する差別とは、利用者の特定、不特定、多数、少数を間わず、障害をもたない人と

異なる取扱いを受けた場合をいい、これを禁止する。

第12 司法手続

1.司法手続きに関する権利

障害をもっ人は、その種類、程度にかかわらず、司法手続きに関する締約国の実定法に定める諸権利について、

障害を理由としていかなる差別を受けることなく、障害をもたない人と同等に保障される権利を有する。

2.司法手続に関する差別の禁止

障害をもっ人の司法手続きに関する差別とは、司法機関等が提供すべき一般的な配慮を受けられず、または、障

害をもっ人が自らの権利を保全するための固有の権利を制限されることをいい、これを禁止する。

第2章虐待からの自由

1.障害をもっ人は、虐待値待、放置、経済的搾取)によって、障害をもっ人の生命、身体、財産または精神

に対して危害が加えられる恐れから自由である権利を有する。

2.障害をもっ人へのあらゆる虐待は禁止される。

3.障害をもっ人が虐待を受けた場合、司法上、行政上の救済を求める権利を有する。

第三部障害をもっ人の社会的、経済的、文化的権利

1.締約国は、自国内のすべての障害をもっ人が、以下の社会、経済、文化、その他あらゆる生活分野において、

自国内の障害を持たない人の平均的な生活を確保するための諸施策を締約国に求める権利を有していることを確

認する。

2.締約国は、以下の施策が、第二部の障害をもっ人の市民的自由を侵害するものであってはならず、自国内の

障害を持たない人の平均的な生活を確保するために、より積極的に保障するためのものであることを確認し、実
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施されなければならない。

3.締約国は、次の施策(①所得保障、@1)-助保障、@移動の保障、@漣物利用の保障、⑤情報とコミュニケー

ションの保障、@統合教育の保障、 d灘労の保障、@滴切な医療および、リハビリテーションの保障、⑨出生の保

障)を策定しなければならない。また、実施する場合において、いかなるレベルにおいても障害当事者を参画さ

せなければならない。

第四部(国際協力)

締約国は、この条約の規定を実施することを相互に協議し協力することに合意する。

第五部国際的実施措置

q漏約国の報告制度(詳細は省略)、②個人通報制度(詳細は省略)

第六部障害者差別の撤廃に関する委員会

締約国における、この条約に関する権利の状況並びに諸規定の実施を監視し、促進することを目的として障害者

差別の撤廃に関す委員会を設置する。(詳細は省略)

http://homepage2.nift~comldpi-japan/3actions/3-6/position_paper030602.htm 
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日本政府の見解

国連事務局より要請越した「障害者権利条約」に関する我が国の意見については、以下の通

り提出ありたい。

1.総論

我が国は、国際社会における障害者の権利の擁護と促進の必要性を認識しており、右を達

成するために今後検討されていく国際的な法的文書については、普遍的価値を有し、効果的

に機能するものとなるよう、国際社会の可能な限りの幅広い支持を得ることができるような

内容を持つものとなることが重要であると考えている。この観点から、特に次の 2点に留意

することが必要であると考える。

( 1 )既存の人権条約との重複の回避、整合性の確保

新たな法的文書はその形式知何に関わらず、既存の人権条約の核であるA規約及びB規約

を含む人権6条約やこれらの条約の条約体の合理化簡素化の流れと完全に両立すべきであ

る。従って、既存の人権諸条約に規定されている各権利に関し、障害者のそれらの権利の実

現にあたっての制約を克服し、さらに促進させることを大きな柱とすべきである。

障害者の権利の実現はおおよそ全ての社会分野に関連することから、人権諸条約以外の既

存の国際条約、または各国の国内法令等との関連について、十分整理することも必要であり、

障害のない者と同等の権利の実現が進んでいる分野と今後実現を促進していく必要がある

分野について整理を要する。

(2)人権条約体改革の議論との関係

既存の人権諸条約の下で各締約国は、既に、政府報告の作成等膨大な作業を抱えている。

政府報告の審査を中心とした人権条約体のあり方については、累次の}機会に議論されている

ところであり、今後検討されていく法的文書においても、右議論を踏まえ、政府報告書の作

成、審査プロセスを設ける必要性について綿密に検討する必要がある(既存の人権諸条約の

報告に障害者の権利の実現のためにとった措置を含めるとする方法もー案)。

-39-



2.各論

( 1 )目的

我が国の障害者基本計画は「ノーマライゼーションJ (障害者を特別視するのではなく、

一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノ

ーマルであるとする考え方)の理念に基づき行われている。 rノーマライゼーション」を目

指すために、障害者の自立を促進し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加

を促進することを本件法的文書の目的の柱として提案したい。

(2)盛り込むべき原則

新たな法的文書は、 B規約第2条に規定されている「平等原則」を実現させるものでなく

てはならない。また、経済的、社会的及び文化的権利の実現にあたっては、 A規約第2条で

認められている「漸進性を許容Jする旨の規定を設ける必要がある。

(3)範囲

上記(1)の「ノーマライゼーションJを目指すために、各締約国が、 (イ)障害者自身

がもっ制約の克服のため、及び(ロ)社会生活において障害者にとっての各権利の実現にあ

たりソフト・ハード面における障壁の除去のために、いかなる措置を講ずる必要があるかに

ついて国際的な基準を設けることが本件法的文書の内容となるべきものである。

(4)定義

障害者の定義については各国様々であるので、多くの国が受け入れられるような定義、若

しくは各国の国肉体制に委ねる余地を残すべきである。

(5)要素

実体的規定に何が含まれるかについては、これまで国連で作成された決議・ガイダンス、

各国における実施状況を踏まえて決定していくことになる。尚、実体的規定の中心のひとつ

になる労働者の雇用問題については、障害者の権利保護を達成する手段として障害者雇用差
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別禁止法制が全面に出ることが考えられる。しかし、障害者雇用割当制度と障害者雇用差別

禁止法制はその基本理念の違いから両立し難いものであり、障害者雇用割当制度のような積

極的措置は障害者差別には当たらないことを条約に明確に位置づける必要がある(参考 1参

照)。

また、障害者の福祉サービスは、すべてが公的責任に帰属するものではなく、社会連帯に

基づく社会福祉によって確保されるべきである。したがって、本件法的文書の検討に当たっ

ては、各国それぞれの社会福祉の理念に基づき障害者の人権を保障する観点が必要である。

(参考 1) 障害者雇用割当制度と障害者雇用差別禁止法制

日本、ドイツ、フランス等が採用している障害者雇用割当制度は、障害者を健常者と比較

し、保護されるべき立場にある者として位置づけ、障害者雇用は事業主の社会的連帯責任に

おいて行うべきであるとの思想に立ち、事業主に対し一定割合の障害者の雇用を義務づける

ことにより、その雇用失業状態を健常者と同様の状態にまで改善することを意図した制度で

ある。

一方、アメリカが採用している障害者雇用差別禁止法制は、障害者を健常者と同様に自立

した労働者を位置づけ、障害者に対し事業主が必要とする基本的な職務能力を有しているこ

と(r有資格であることJ)を求めた上で、事業主に対し一定程度の職場環境の改善措置等

( r合理的適応措置J)を行うことを義務付けるものである。

現在の日本においてアメリカのような障害者雇用差別禁止法制を採用することは以下の

ような問題点があるため、現状においては、障害者雇用割当制度である障害者雇用率制度を

採ることが適切であると考える。

(イ) 障害者雇用差別禁止法の対象となる者は「有資格の障害者Jのみであるため、それ

以外の障害者については、障害者雇用差別禁止法制のみで雇用促進を図ることは困難である

こと、特に重度障害者の雇用を阻害するおそれがあること。

(ロ) 障害者雇用差別禁止法制では、事業主と障害者が双方の事情と権利を主張して争う

ことから、事業主と障害者の関係が非協調的となるおそれがあること。
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(ハ) 障害者雇用差別禁止法では、救済措置を求めるには、障害者自らが告発する必要が

あり、障害者が差別を証明するために相当な負担がかかるとともに、かなりの時間を要する

こと。

(ニ) 相当数の苦情・紛争を処理するために相当機関の整備、弁護士の確保等が必要とな

ること。

(6 )モニタリングと評価

下記(7). (ロ)で述べる通り、委員会の設置、報告書提出のあり方については、十分

に議論すべきである。また、障害者施策に関し、新たな国際的機関等の行政機構を設置する

ことについても、効率化の観点から疑問が生ずる。

(7)留意点

(イ)既存の人権条約との重複の回避、整合性の確保等

新たな法的文書はその形式知何に関わらず、既存の人権条約の核であるA規約及びB規約

を含む人権6条約やこれらの条約体の合理化簡素化の流れと完全に両立すべきである。従っ

て、既存の人権諸条約に規定されている各権利に関し、障害者のそれらの権利の実現にあた

っての制約を克服し、さらに促進させることを大きな住とすべきである。

(ロ)人権条約解体改革の議論との関係

既存の人権諸条約の下で各締約国は、既に、政府報告の作成等膨大な作業を抱えている。

政府報告の審査を中心とした人権条約体のあり方については、累次の機会に議論されている

ところであり、今後検討されていく法的文書においても、右議論を踏まえ、政府報告書の作

成、審査プロセスを設ける必要性について綿密に検討する必要がある(既存の人権諸条約の

報告に障害者の権利の実現のためにとった措置を含めるとする方法もー案)。

外務省より提出

DPI日本会議 HP http:/，血omepage2.nifty.com/dpむjapan/3actions/3・6/3・6_030616ny4.htm
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2003年 6月 11日

障害者施策推進本部

本部長小泉 純一郎 殿

関 係省庁大臣 殿

障害者権利条約に関する第 1回特別委員会

傍聴団代表児玉 明 (公印略)

『日本政府の見解』に対する意見

平素より障害者施策の増進にご尽力されていることに敬意を表します。

本年 3月、障害者権利条約に関する「日本政府の見解J(以下、「政府見解」と略)が国

連本部に送付されました。

障害者権利条約については、改めて言うまでもなく、まずは国連総会での採択が前提と

なり、その後の加盟国の国会での批准をもって効力を発することになります。障害者権利

条約が批准し発効することとなると、憲法と一般法律の聞に位置することになり、一般法

律が条約との整合性を関われることになるなど、強力な法的拘束力を発揮することになり

ます。

既存の6大人権条約(自由権規約、社会権規約、女子に対するあらゆる形態の差別の撤

廃に関する国際条約、あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約、児童の権利に関す

る条約、拷問等禁止条約)を障害者の権利保障に積極的に活用していくことは当然のこと

です。しかし、既存の 6大人権条約の中では、子どもの権利に関する条約の一部のみに、

障害または障害児に関する記述がみられるだけにとどまっています。こうした現状におい

ては、世界中で6億人いると言われている障害者の状況が、経済的に先進国と言われてい

る国でも、発展途上国と言われている国でも、その国の社会システムから排除されること

により、市民的、政治的、経済的、社会的及び文化的な分野において差別を受け、その国

民であれば享受出来るであろうところの平均レベル以下の生活を強いられている状況を変

えていくことにはどうしても限界があり、今日、障害者権利条約を求める声が広範に高ま

っています。

障害者権利条約の策定に向けて、「アジアからの追い風を」をいかにして起こしていくか、

私たちは、アジア・太平洋地域の関係者と手を携えながら、わが国の関係者も積極的に貢献

していかなければならないと考えています。

前回 (5月28日)の協議の趣旨を踏まえ、日本政府と障害当事者のNGOと障害関係者

のNGO(以下、「障害NGOJと略)の緊密なパートナーシップをつくりあげていく立場

から「政府見解Jの内容を補強するという視点で、意見(以下、「意見」と略)を提出致し

ます。

戸】
量
ロ

1. r総論」について

(政府見解)

我が国は、国際社会における障害者の権利の擁護と促進の必要性を認識しており、右を

達成するために今後検討されていく国際的な法的文書については、普遍的価値を有し、効

果的に機能するものとなるよう、国際社会の可能な限りの幅広い支持を得ることができる

ような内容を持つものとなることが重要であると考えている。
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(意見)

一般的には『国際社会の可能な限りの幅広い支持を得ることができるような内容を持つ

ものとなることが重要であるJが、『国際社会における障害者の権利の擁護と促進の必要性

を認識jするためには、『総論」の前提として、議論を有効に交わしていくための出発点と

なる共通認識を確定することが重要である。

<共通認識の留意点>

(1)障害者を対象とした国連の政策と人権基準の経緯

• 1960年代末までは、リハビリテーションと障害予防を基調とする。

• 1970年代から、障害者の自立生活非差別平等、社会参加と社会的障壁の除去等を求め

る国際障害者運動の哲学が国連の場に少しずつ反映されていく。

→「障害者の権利宣言J(75年)

→「障害者に関する世界行動計画J(82年)

→「障害者の機会均等化に関する基準規則J(93年、以下「基準規則」と略)

(2 )基準規則の限界に関する共通認識の確保

①基準規則は、国際法上の法的拘束力をもたず、人権条約に備えられている政府報告制

度等を有しない。

②基準規則が定める実体規則 (22規則)は、障害者の人権保障にとって不十分かつ非網

羅的であるという指摘があり、その補完する内容をどのように条約に盛り込んでいく

かが共通の問題認識になることが重要である。

→「経済的、社会的及び文化的権利の領域に偏っており、市民的、政治的権利に関する

自由権の侵害(強制的不妊手術、武力紛争下における人権侵害、刑罰や科学実験等に

関連した非人間的かつ侮辱的な処置等)についての規定(※)が不足しているJ(テレ

ジア・デゲナ一女史、ドイツ・ポーフムの応用科学大学の法学教授。 2002年、クイン

教授と共に国連高等弁務官事務所の協議専門家となる)

(※)自由権の範囲には、障害の早期発見を名目とする出生前着床診断、または参政権の行

使にかかわる政治参加、司法手続等も含まれる。

→「障害児や精神障害者、発達障害者、ジェンダ一、住居全般などについての規定が不

十分であるJ(ベンクト・リンクピスト氏、社会開発委員会の前特別報告者)

2. r各睡(1 )目的』について

(政府見解)

我が国の障害者基本計画は「ノーマライゼーションJ(障害者を特別視するのでは

なく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生き

る社会こそノーマルであるとする考え方)の理念に基づき行われている。「ノーマラ

イゼーション」を目指すために、障害者の自立を促進し、社会、経済、文化その他あ

らゆる分野の活動への参加を促進することを本件法的文書の目的の住として提案した

い。

(意見)

バックグランドになる視点として、少なくとも前『障害者プランJ(95年)で提起された

『四つの障壁論」を踏まえて、次の点を補強する。

①障害者に対する差別的取扱いの原因が、その障害をもっ人の個人的属性に起因するもの

ではなく、むしろ障害者を取り囲む社会環境によって規定される障壁に差別の原因が有

ること。
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②障害者がすべての市民と同様に、個人として固有の権利を有し、幸福を追求する主体で

あること。

③障害者が社会の平等な構成員として、地域生活のあらゆる場面および分野への参加を保

障するための差別を受けない権利を定めることを目的とする。

3. r各論 (2)盛り込むべき原則Jについて

(政府見解)

(ホ) 新たな法的文書は、既存の人権諸条約との整合性の確保の観点から、 B規約第2条

に規定されている「平等原則」を確保する。

(へ)また、経済的、社会的及び文化的権利の実現のための措置については、多くの国が

参加できるようにするため、 A規約第2条に規定する「漸進性を許容Jする旨の規定を

設ける。

(意見)

締約国の圏内的実施措置に関する義務規定の内容として、つぎの点を補強する。

① (ホ)について

締約国は、障害者の市民的自由にかかわる自由権の『平等原則J(B規約第2条)に基

づく権利に関しては、国際人権基準として定着している『即時に実施する義務」という

位置づけにそって明記することが必要。

なお、この自由権の『平等原貝.IJJは、『平等原則」の適用にについて定めたものであり、

憲法 14条(法の下の平等の原則)に対応する B規約の条項は、第 26条(法律の前の

平等)が該当することから、ここではB規約の第2条と第 26条をセットにして示すこ

とが適切である。

②(へ)について

経済的、社会的及び文化的権利(社会権・ A規約第2条)に規定する『漸進性を許容J

する旨の規定については、できるだけ踏み込んで『締約国が立法その他自国における型

用可能な手段の最大限の範囲内で、これらの施策を実施する措置をとる義務』の規定を

付加することが必要である。

4. r各論 (3)範囲』について

(政府見解)

障害者の権利の実現はおおよそ全ての社会分野に関連することから、人権諸条約以

外の既存の国際条約、または各国の圏内法令等との関連について、十分整理すること

も必要であり、障害のない者と同等の権利の実現が進んでいる分野と今後実現を促進

していく必要がある分野について整理を要する。

(意見)

『各国の圏内法令等との関連について…、障害のない者と同等の権利の実現が進んでい

る分野と今後実現を促進していく必要がある分野について整理を要する』については、ま

ず、日本政府と圏内の障害NGOとの個別課題ごとの現状とあるべき方向性に関する問題

認識のすり合せをすることが優先されるべきである。
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5. r各論 (4)定義』について

(政府見解)

障害者の定義については各国様々であるので、多くの国が受け入れられるような定

義、若しくは各国の国肉体制に委ねる余地を残すべきである。

(意見)

( 1) r各論 (2)盛り込むべき原則J(ホ)の「既存の人権諸条約との整合性の確保の観点

から、『平等原則』を確保するJ(政府見解)立場から、現行の障害者基本法の定義に明

記されている障害(名)の制限列挙的な表記ではなく、差別の定義も含めて、環境要因

を基軸とする人権モデルに近づけていくためのアプローチが必要である。

・参考案文:(D P I日本会議ポジションペーパー)

①障害者とは、長期的または一時的、あるいは将来に予想される障害により、生活

上の困難さをもっ、あるいはもちうる状況にある人をいう。また、環境整備なし

には、障害をもたない人にくらべて不利益をこうむるか、こうむりうる状況にあ

る人をいう。

②前記①の障害の過去の記録をもっ人あるいは、そのような障害をもっとみなされ

る人のことをいう。

(2 )差別の定義について

①身体的・精神的な特徴と理由により、他の人々と平等な立場で社会生活に参加する機

会が奪われ、または制限されている状態にあること。

②障害をもっ人への無知・無理解・偏見による意図しない差別も前記①に規定した差別

に含める。

③社会生活に参加する場面で、身体的・精神的な特徴と理由により、適切な配慮が講じ

られないこと。

6. r各論 (5)要素』について

(政府見解)

実体的規定に何が含まれるかについては、これまで国連で作成された決議・ガイダ

ンス、各国における実施状況を踏まえて決定していくことになる。尚、実体的規定の

中心のひとつになる労働者の雇用問題については、障害者の権利保護を達成する手段

として障害者雇用差別禁止法制が全面に出ることが考えられる。しかし、障害者雇用

割当制度と障害者雇用差別禁止法制はその基本理念の違いから両立し難いものであ

り、障害者雇用割当制度のような積極的措置は障害者差別には当たらないことを条約

に明確に位置づける必要がある(参考 1参照)。

(意見)

(1) I L 0159号条約(障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約 1983年)

の第4条では、『障害者である労働者と他の労働者との聞の機会及び待遇の実効的な均等

を図るための特別な積極的措置は、他の労働者を差別するものとみなしではならない』

と規定されている。

(2 )障害者雇用割当制度のような積極的措置は障害者差別には当たらないことを条約に明

確に位置づける必要があるJという点については、『障害者雇用割当制度と障害者雇用差

別禁止法制Jを対立的に二者択一させて考えるのではなく、アファーマティプアクショ

ン(差別是正のための積極的措置)の視点から、障害者雇用割当制度による『積極的措

置Jが、差別解消にどのように具体的につながっていくのかというビジョン(指針)を
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つくることが必要である。

(2 )この場合の『積極的措置」とは、次のような考え方に立っている。

①単なる機会均等的な平等ではなく、障害の有無や程度によって差別的な取扱いが生じ

ることを防ぎ、個人的な差異に配慮した実質的な平等が実現するように、必要な配慮や

義務を課すこと。

②あくまでもそれは、差別が解消されるまでの過渡的な措置であるということ。

差別禁止法が制定された場合でも、 「法定雇用率」は当面、廃止されるべきではない。

むしろ『積極的措置」によって、例えばドイツ(法定雇用率 6%、16人以上の事業所

→実雇用率四・二%)、フランス(法定雇用率6%、20人以上の事業所→実雇用率四・

0%)なみに引き上げられ、実雇用率の平均がその『法定雇用率」に到達した段階で、

過渡的な『積極的措置」は廃止されることになる。

(政府見解)

(ロ)障害者雇用差別禁止法制では、事業主と障害者が双方の事情と権利を主張して争う

ことから、事業主と障害者の関係が非協調的となるおそれがあること。

(ハ)障害者雇用差別禁止法では、救済措置を求めるには、障害者自らが告発する必要が

あり、障害者が差別を証明するために相当な負担がかかるとともに、かなりの時間を要す

ること。

(ニ)相当数の苦情・紛争を処理するために相当機関の整備、弁護士の確保等が必要とな

ること。

(意見)

( 1 )上記の(口)と(ハ)については、イギリスの障害者差別禁止法 (OOA)に基づく

障害者権利委員会 (0R C)の実施及び救済機関としての役割と機能を検討することが

必要である。

(2 )上記(ニ)については、障害者が、その救済を求めて、直接相手方と交渉する場合、

自己の力でやりなさいと言ってもそれは困難であり、障害をもたない人の場合であって

も、多くの場合は他人の力を借りることがある。

障害者に対する差別事件に関しては、国家の費用をもって当事者を支援する機関を設

置する必要がある。アメリカには、このような機関として、プロテクト・アンド・アド

ヴォカシーという機関が存在するが、このような現実の必要性から生まれた制度であり、

権利意識の弱い日本では、アメリカ以上にその必要性は高い。

7. r各論 (6)モニタリングと評価」について

(政府見解)

下記 (7). (ロ)で述べる通り、委員会の設置、報告書提出のあり方については、十分

に議論すべきである。また、障害者施策に関し、新たな国際的機関等の行政機構を設置す

ることについても、効率化の観点から疑問が生ずる。

(意見)

( 1 )条約の目的は、第一に自由権に基づき、障害者の差別を禁止し、人間としての尊厳を

権利として保障することにあるのだから『障害者施策に関しj という記述は不十分であ

る。

(2) r新たな国際的機関等の行政機構Jの中身が不明である。説明をお願いしたい。

締約国における条約の実施状況を監視する委員会の設置は、条約の仕組みにおける要
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であり、「効率化の観点から疑問が生ずる」という記述は、政府が消極姿勢を示している

という認識を生じさせる懸念がある。

8. r各論 (7)留意点』について

(政府見解)

(ロ)人権条約解体改革の議論との関係

既存の人権諸条約の下で各締約国は、既に、政府報告の作成等膨大な作業を抱えている。

政府報告の審査を中心とした人権条約体のあり方については、累次の機会に議論されてい

るところであり、今後検討されていく法的文書においても、右議論を踏まえ、政府報告書

の作成、審査プロセスを設ける必要性について綿密に検討する必要がある(既存の人権諸

条約の報告に障害者の権利の実現のためにとった措置を含めるとする方法もー案)。

(意見)

(1)既存の人権諸条約においては、子どもの権利条約だけが、第2条(差別の禁止)と第2

3条(障害児の権利)において、障害及び障害をもっ子どもに関して明記している。

こうした現状から既存の人権諸条約では、非常に限られた問題しか取り扱われないこ

とは明らかである。

(2) r(既存の人権諸条約の報告に障害者の権利の実現のためにとった措置を含める)Jとい

う点については、これまでの該当事例を具体的に検証し、既存の人権諸条約の実効性に

ついての評価に関する意見交換を政府と障害NGOの協議において行うことが必要であ

る。

以上の障害NGOからの意見を前向きに受け止めご検討下さるようお願い致します。

なお、今後の取り組みについて、下記の事項を要望致します。

1 .このたびの国連・第2回特別委員会 (6月 16日-27日)においては、障害者権利

条約の策定に向けた起草委員会の設置を、日本政府として積極的にはたらきかけていた

だきたい。

2.今後のアジア・太平洋地域における各種・各レベルの地域会議において、障害者権利

条約をテーマとして積極的に取り上げることを、日本政府として呼びかけ、または地域

会議の開催に向けて日本政府自ら率先して取組んでいただきたい。

3.今後、日本政府におかれましては、当事者の参加・参画を尊重する観点から、私たち

障害関係NGOとの聞で、障害者権利条約策定に向けた協議の場を積極的に設けていた

だきたい。

以上
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ディスアピリティ・ネゴーシエーションズ・デイリー・サマリー

第 2巻第 1号 2003年 6月 16日

翻訳:長瀬修・川島聡

午前のセッション

開始時刻:午前 10:30

終了時刻:午前 11:05

午前のセッションの開始は、車椅子を利用する参加者の席を整える準備のために、

少し遅れた。

議長団議長ルイ・ガレゴス(エクアドル大使)は、以下の者に特別の謝意を表した。

国連総会議長代理ユング・クラーク大使、障害に関する新特別報告者シーカ・ヘツ

サ・ピント・アーメド・アルタニ(カターノレ)、特別委員会の報告者を務める南アフリカ代

表・アフリカの代表としての議長団メンバー、国連経済社会局(DESA)のシュルピ、ン

グ氏およびパブール氏、事務局ティムール。

議題 1:会期の開会

特別委員会議長は、第2回特別委員会の初日を迎える喜びを表し、官頭のステート

メントを述べた。議長は、この会期の審議が障害者の権利と尊厳だけでなく、世界の

すべての社会にも影響を与えることを強調した。私たちの社会は、何億もの障害者と

その家族の実情を分析するため、「現実の鏡Jに自らの姿を映し、真剣に考えなけれ

ばならない。私たちが最善の努力をなすべきである 6億人を越す人聞がいる。専門家

によれば、ある種の障害を持った人が家族にいない人はこの星にはし、なし也、議長は

語った。議長は加盟国に「小さな違いを克服しよう。広範だ、が本質的なコンセンサスを

達成しよう」と訴えた。議長は最後に「私たちの決定は、障害者にとってだ、けで、なく、私

たちの社会にとっても重要な結果をもたらす。障害者に課せられている、ありとあらゆ

る制約を私たちが克服しない限り、私たちの社会的統合を確保するために必要な変

革は実現しない。国際社会においてこの変革をなすべき時が来た」と語った。

特別委員会議長の冒頭のステートメントに続いて、クラーク大使は、国連総会議長

ジャン・キャヴァンのメッセージを読み上げた。議長は、「世界には約 6億人の障害者

がしも。そして開発途上国にはそのうち5分の4がいる」点を強調した。障害者の権利

及び尊厳の促進及び保護に関する包括的かつ総合的な国際条約は、障害と貧困、

障害と社会的排除、障害と絶望それぞ、れの結びつきを断ち切るために必要で、ある。

対応が必要とされている問題としてではなく、社会生活と開発のすべての側面におい
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て、平等に基づく完全参加への権利を持つ主体的人間として、障害者が扱われること

を確保するためには条約が必要である。各国が障害者を主流に移すための義務につ

いて、より良い理解を持つために、条約は必要である」と議長は語った。議長は、この

特別委員会の審議が、「障害者が他のすべての人々と同じ権利と市民的責任を持つ

という世界に向けて重要なステップJをもたらすという希望を述べ、メッセージを終え

?と。

国連経済社会局のショルデン氏は、障害者の権利を促進するための国連の努力の

歴史的展開を要約し、スピーチを始めた。ショルデン氏は、第56回国連総会でのメキ

シコ政府代表団による、障害に関する特別委員会設置というイニシアチブ、が「利害関

係者としてのあらゆる市民の参加に基づく、公正な社会的統合の促進、社会的貧困

への取り組み」という文脈のもとで行われたことを特に想起した。ショルデン氏は、

2003年 7月の第 1回特別委員会以降に生じた主たる動向について詳しく述べた。こ

れらの動向は、政府機関、 NGOなどの国際的な公開会合に基づいている。これらの

すべての動きに関する文書は、アクセスを完備したウェプサイト

www.worldenable.netにおいて参照可能である。議題5の下では、以下の 4つの

文書(オンラインで利用可能)が国連加盟国に提供された:

(1)障害者の権利および尊厳の保護および促進に関する総合的で包括的な国際条

約に関して提出された見解仏/AC.265/2003/4)

(2)障害者の地位向上に関する問題と傾向の概観についての事務総長報告

仏/AC.265/2003/2)

(3)障害者の、障害者のための、障害者による機会の均等化に関する進捗状況につ

いての事務総長報告仏/AC.265/2003/3)

(4)障害者の地位向上に関する問題と新たな傾向についての事務総長報告

仏/AC.265/200311) 

ショルデンは、昨年の特別委員会の会合以来、国連の支援のもとで開催された一連

の圏内、地域協議を列挙した。これらの協議の結果は会議文書として入手可能であり、

5つの地域会合の価値のある知見を含む。

(1)アクセシブルな'情報コミュニケーション技術デ、ザ、インに関する地域セミナー・地域

デ、モンストレーション・ワークショップ(フィリヒ。ン・マニラ:2003年 3月 3日・7日)

(2)障害者の権利と開発、健康の基準に関する米州地域セミナー・ワークショップ(キ

ト・エクアドル:2003年 4月 9-11日)

(3)アフリカ地域協議会議(ヨハネスプルグ・南アフリカ:2003年 5月 1・6日)
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(4)障害者の権利の策定の基準に関する西アジア地域セミナー・ワークショップ(ベイ

ノレート、レバノン:2003年 5月 27・29日)

(5)障害者の権利および尊厳の保護および促進に関する総合的かっ包括的な国際

条約に関する専門家会合・セミナー(バンコク・タイ:2003年 6月 2-4日)

ショルデンは、特別委員会の技術上、知識上の基盤を拡張するために、本会期に

開催される三つの重要なパネルに留意した。最後にショルデンは、 2002年の社会

開発委員会第 40会期の特別報告者ペンクト・リンクピストが条約の範囲および目的

に関して、以下の問題を提起したことを想起した。

(1)将来の条約は、どのような分野に及ぶべきか。

(2)この条約は、既存の一般的な条約とどのような関係を持つべきか。

(3)この条約は、一般的な性質をもって一連の原則を表しながらも、世界中のさまざま

な圏内的状況に適用できるものとすべきか。

(4)将来の条約の主たる視点は、発展途上国のニーズ、に基づくべきか。

(5)将来の条約は基準規則に取って代わるべきであるか、それとも、この条約と基準

規則は相互に補完すべきであるか。

議題 2:議長団の新メンバーの選出

特別委員会は、その議長団の構成を完全なものにするため、東欧グループの副議

長にチェコ共和国のイヴァナ・グロノヴァ氏を満場一致で、選出した。

議題 3および 4:議題の採択と、作業の構成

文書AlAC.265/2003ι1とAlAC.265/2003ι2に含まれている、暫定議題と作業

の構成は、それぞれ満場一致で採択された。

このセッションは午後 3:00まで休憩とされた。

午後のセッション

開始時刻:午後 3:13

終了時刻:午後 5:51

パネルディスカッション

特別委員会議長は、欧州連合(EU)の議長国ギリシアが今日のパネルデ、イスカッシ

ョン「障害者の権利に関する国際条約の類型Jに関するパックグランドペーパーを準

備したと発表した。議長は、「国際条約の類型と、障害者の権利に関する国際条約の

選択肢」について話すように依頼された、パネルのメンバーを紹介した。パネル・メン

ノ〈ーは、ムナ・ンドゥ口、ヴェリナ・トドォロパ、アンドリュー・パーンズ、ディピカ・ウダ
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ガマだ、った。ドイツのパネル・メンバー(テレジア・デゲナー)は参加することができなか

った。

アンドリユー・J¥ーンズ(オーストラリア国立大学(キャンベラ)の法学教授)は、障害者

の人権を保護する条約の必要性について語った。国連人権高等弁務官事務所により

委託されたクインとデゲナーの研究「障害分野の国連人権文書の現在の活用および

将来の可能性Jを引用して、パーンズ、は既存人権条約が障害者の権利を十分に保護

していなし吃発言した。パーンズは、障害者に関する特別の人権条約の策定に先立

つものとして他の人権条約の活用について述べ、その特別の条約は既存人権条約に

取って代わるので、はなく、補完するものであると強調した。パーンズ、は、国内的および

国際的レベルで、執行可能で、監視可能であり、締約国を拘束することを明確に保障

する、人権に基づく条約を主張した。そのような条約は、市民的、政治的、経済的、社

会的および文化的権利のすべての範囲を反映し、障害、合理的な配慮、アクセシピリ

ティに関する最新の定義を含むものとなろう。さらに、条約の評価を行い、個人と集団

からの人権侵害の申し立てを審査する、独立した監視機関が必要であると述べた。障

害に関する必要な専門的知識を提供するために、監視機関が障害者を含むことを提

案した。

ウダガマ(スリランカのコロンボ、の大学の法学部長)も、とりわけ、一般的な人権条約

機関が障害に特有な問題について十分な関心を払っていない現状に照らして、 障害

者に関する特別の条約が必要であると述べた。ウダガマは、生存権、参加権、保護権、

発展権を組込むハイブリッド・モデノレ(混成モデル)を主張した。障害の定義に関して、

ウダガマは、 1975年の障害者権利宣言で定められた障害の定義が、誰に「障害があ

る」のかとしづ問題に関する複雑な課題を取り扱っていないため、その定義を再検討

する必要があると強く主調した。また、実施の問題については、独立した監視機関の

設置を提案した。さらに、ウダガマは、条約を道守する際には、 一部の政府にとって、

資源配分、研修、能力形成が課題になると述べた。しかし、ウダガマは、 「各国は権利

の普遍性および不可分性を認める義務があるJと明確に断じ、各国内レベルで国際

条約道守の要求に応えるための専門機構・機関の設置を求めた。

子どもの権利条約の専門家で、あるブルガリアのヴェリナ・トドロパは、条約の性質お

よびモニタリング・メカニズム(監視の仕組み)について発言した。トドロパは以下の3

つの条約モデル、すなわち、 (1)ホリスティック、 (2)非差別、 (3)ハイブリッド(社会開

発と人権の要素の結合)について述べた。どのモデルであれ活動家と政府両方の期
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待に沿わなければならなし叱説明した。トドロパは、既存の規定を強化する機会がある

と発言したが、異なるニーズ、のために、「特別の人権」とし、うよりも、むしろ「他の人間と

対立する形の特別な権利Jを促進する潜在的な危険があることを強調した。トドロパは、

子どもの権利条約が開いた新生面は子どものf参加権」であると述べた。また、子ども

の権利条約は、人権アプローチと社会開発アプローチとを結合させていることと、特

有の状況(例えば、雇用、少年司法、自由の剥奪)に取り組んでいることに長所を持

つ。だが、既存条約において既に定められている権利を再表現することは、それが一

部の権利を周辺化させる恐れがあるので、不利益を生むことになり得るかもしれない。

また、「一部の種類の差別に対する明確な保障がなしリとウダガマは述べた。 NGOコ

ミュニティが参加し、建設的な対話を行うことの重要性は、子どもの権利条約の起草過

程から学んだ教訓とされた。

ムナ・ンドロは、条約がなければならない、また、何が条約に含まれるべきかについ

て一般的な合意があるとしち評価を行った。ンドロは、そのような条約の焦点が、権利

の「保護」だけでなく、「促進」にもあることを特別委員会に想起させた。ンドロは、南ア

フリカの憲法裁判所の二つの最近のケースを引用した。一つはエイズ、治療に関する

ケースであり、もう一つは住宅政策だ、った。これは、「最低限の基準Jを越えて、保障さ

れた権利に照らして政策選択を評価する実施例である。ンドロはまた、以下の他の法

的問題についても発言した。例えば、権力の分立、法的行為を起こすための地位、留

保を許可するべきであるかどうか、実施機関の構成についてである。条約の策定に関

して、ンドロは、し、かなる条約も「利害関係者の利益を反映する」ものと見なされること

が非常に重要であると述べた。さらに、条約策定過程に投入できる財源が少ない国々

から専門的知識を得る方法を見つけることが必要であると強調した。

質疑応答

開始時刻:午後 4:20

特別委員会議長は、パネルとの質疑応答が、(1)国家代表、 (2)政府問機構、 (3)

NGOの順序で行われると述べた。この司会はアンドリュー・パーンズが担当すること

になった。

チュニジア、ペネズエラ、コロンビアおよびタイの代表は、障害者の人権を保護し促

進する条約を支持する考えを示した。チュニジアとコロンビアは、特別委員会における

障害者のアクセシピ、リティを改善すべき点は多く、その過程を継続すべきであるとの懸

念を若干表明した。南アフリカ代表は、条約に関する諸モデルを「組み合わせることJ

が意味するものを練り上げることを要求した。メキシコ代表も条約の支持を表明した。

その際、同代表は、ホリスティック・アプローチ(全体的アプローチ)が障害者のニーズ

を充足する圏内計画の開発を奨励し強化し、地域計画を強化し、かっ、あらゆる主体
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聞の対話を促進する構造を強化する

ものであるとして、同アプローチに対

して好感を示した。

ギリシアは、 EUの議長国としての立場で発言し、 EUが非差別モデノレの下で、権利

に基づくアプローチを組み込んだテーマ別条約を形成する作業を準備していると述

べた。ギリシア代表は、ホリスティック・アプローチが「既存の国際人権法の下で(障害

者に)提供される保護を弱める危険を苧むものであり得るJとの理由から、非差別モデ

ルが「最も建設的なアプローチ」であると述べた。また、非差別アプローチを支持する

理由として、これが障害に関して福祉に基づくアプローチから人権に一層焦点を合わ

せたアプローチ(これは障害コミュニティから一般に賛成されている)へ「移り変わる明

瞭な政治的シンボル」になる、とギリシア代表は述べた。これらの声明に対する返答の

中で、 パネルのメンバーで、あるウダガマは、非差別モデルが国家に対して消極的義

務を課すにすぎなし1ものである一方、ハイブリッド・モデルは率先して積極的措置をも

奨励し要求しているとし 1う点で、非差別モデルには限界があることを強調した。パーン

ズもまた、ホリスティック・アプローチが他の条約によって既に保障されている権利を再

表現し、かつ、障害者集団に特有のニーズと環境に関する権利を練り上げるための

機会を提供すると表明した。

国際労働機関(lLO)のパーパラ・マレーは、経済的、社会的および文化的権利に関

して過去 25年に我々が学んだものを練り上げることを求めた。パーンズは、即時に実

現され得る権利がある一方、漸進的に実現される権利もあることを指摘しつつ、社会

権規約委員会やさまざまな特別報告者、自由権規約委員会により行われた作業に言

及した。パーンズ、は、この論題に関する討議の中心になるものとして、正当可能性の

問題を強調した

NGOの発言は、ヨーロッパ・ディスアピリティ・フォーラム(EDF)、障害者インター

ナショナル(DPI)、世界ろう連盟(WDF)、SHIA、世界精神医療ユーザー・サパイパ

ーネットワーク(WNUSP)、パレスチナ盲人国内議会、ならびに、香港、インド、イタリ

アおよびウガンダの草の根活動家によりなされた。多くのものが、ホリスティックと非差

別との対立、および、本条約と既存文書との関係に注目した。EDFは、強力な法的

(執行可能な/強制可能な)非差別規定を望むとしながらも、それが障害者の人権の

平等かっ効果的な享有にとって十分なものとなるか疑問を呈した。 WNUSPは、障害

者の治療と生活場所の選択に関する諸権利にれらの権利は国際法の下で現在保障

されていなし1ものである)を認めるホリスティック・アプローチを支持した。また、ホリステ

ィック・アフ。ローチはパレスチナ盲人圏内議会により支持された。

デ「イスアビリティ・ネゴ、シエーションズ・デ、イリー・サマリーは、ランド、マイン・サパイバー

ズ¥ネットワークが発行する。このネットワークは、地雷の被害を受けた 6つの途上国に
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おいて手足を失った者の支援網を持った、米国に拠点を置く国際組織である。このサ

マリーのスタッフには、ジャグディシュ・チェンダー、マーガレット・ホーノレト、ジェニファ

ー・ペリー、マーシヤル・タラスター、およびキャサリン・ガーンジー(編者)が含まれる。

このサマリーは、wwW.rie-htsforall.orgとwWW.worldenable.netのオンラインで入

手可能である。スペイン語、フランス語および日本語の翻訳は、障害者インターナショ

ナル、ハンディキャップ・インターナショナルおよびDINF(日本)の好意により提供す

る。このサマリーに関連するあらゆる質問または関心事項については、キャサリン・ガ

ーンジー(kGuernseY@vahoo.com)宛てに直接メールを頂きたい。
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Disability Negotiations Daily Summary Volume 2，削 June16， 2003 

Moming鵠 ssion

Co皿enced:10:30 

Recessed: 11 :05 

Thepr四海edingsof the moming se:田ionwe陪 slightlydelayed in orcler to ensu陪 properseating 

arrangeme渦 forthe wheelchair user members. 

判官followingdign陶rieswe陪 givenspeci剖r臨調:>gnitionby the Chai巾ersonof the Bureau， Ambassador of 

Ecuador， Luis Gallegos: Ambassador Jung Cla欣， representing the President of the General Assembly; 
SheikhaH館 組bint附lalifabin Ahm剖 al・刊ani，of Qatar， the new Sp即 :ialRappoは:euron Disability; 

Rapporteur of the Special Comm耐鵠，the delegate of South Afri叫加dRep陪sen凶 veand Bureau 

Member加mA制問;M仁Shulvingand MιBafuhr加mtheDe岡市nentofE∞nomicandS∞ialAffai陪

(DESA); S即時泊叩Timur.

Agenda Item 1: Opening of the session 

TheChair間関nopened his in廿剖uctorys細胞mentbyexpressing his pleasu陪 tos担比thef同tdayofthe

secondAd H∞Comm陥:eese:弱 ion.He emphasized that the delibe悶ltionsof this session川11havean 

impact on "not only the rights and dignity of pe陪onswith disabili百es，but on all societies of the world. Our 
s∞ieti偶 mustthink long and harcl and look at themselves in the mirror of reality to anal戸:ethetrue

situation which hundreds of millions of disabled pe陪onsand their families a陪 goingthrough. There are 

mo陪 thanωomillion human beings to whom we owe our加E相官0比Theexperts indicate that the陪 isnot

a抱milyon the planet that d飽 snothavew肋initape陪onw肋釦medi回 bility."He appealed to member 

s祖.testo・'over∞meminor differen飽 s，and to achieve broad b叫subs也ntiveconsensus." The Chair 

∞ncluded by saying that our d倒 sions"will have∞n鵠 quen関 sfortho鵠 whohavedi鈍 bi附関，but also for 

ours∞ie首es，that we will not see the n臥::essa叩ch飢 gestoensu陪 thatours∞ieties加∞meint句悶t剖

unless we over∞methelim陶ltionsof all kinds imposed upon those who have disabilities. The time h舗

∞me to make this change in intem甜onals∞iety."

Following the Chair's in加ductorystatement， Ambassador Clark陪adthem関 sage加 mPresident of the 

General Assembly， Jan Kavan. The P陪sidentemphasized，守he陪卸ean estimated 600 million people 

w肋 disabili世田inthis world， mo陪 thanfour..:百fthsof them in developing ∞un耐es.A∞mp陪hensive加 d

integ悶1intemational∞nvention is n関 dedto錦 iverthe link between di銅 bilityand poverty， di鉛 bilityand

銃犯ialexclusion， d闘 bilityand despair. It is needed to er鳩山ethat persons with disabilities a陪 not甘eated

as problems that must be deaJt wi世、 butas human agents w耐1a right to full pa同cipationon the basis of 

equality in all spheres of s∞iallife and development. It is n鵠 dedωthats祖.teshavea回世:er

unde陪抱ndingof their oblig副onsto bring pe陪onsw耐1disabilities into the mains胎 am."The President 

∞ncluded his m白銅.gebyexpn田 singhope that the delibe悶百onsofthis∞mm胎 ewillpnωu旬、
signi百個川steptowarcls a world whe陪 pe陪onswith disabilities have the same rights加 dcivic

responsibil耐esas all other people." 

DESA陪P陪鵠n祖師ve，Mr. Shoulden began his speech by summarizing the historical evolution of the UN's 

efforts to promote the rights of pe陪onsw肋 disabilities(PWD) so far. He speci'自callyn郎副ledthat the 56th 

General Assembly Session in耐副vebythedel句剖ion加mM側∞toform the Ad H∞Commi世eeon

Disability was made in the ∞ntextof“addressing pover町andpromo伽gs∞ialinteg問Itionso as to c陪ate

justand equ・陶blesocieties based on pa同cipa目on of all citizens 鵠 S祖keholde陪."Here∞Untl剖 m 司or 
developments which have taken place sin偲 the自問tmeeting of the Ad H∞Committee in July， 21∞3. 
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These developments have be明 basedon intemational open forum input from govemmen也10句anizations

(GO)， NGO's， etc. The documentation of all these efforts may be found at the fully a∞essible website 

loca胞donlineatwww.un.ora/esa/enabl~. Under Agenda 1恒m5， four documents (available online) we陪

given to member states: 

• Notes from submitted views conceming comprehensive and integral intemational ∞nvention on the 

protection and promotion of the rights and dignity of PWD (A/AC.265/2003/4). 

• Report of the Secre祖ry-Generalon an overview of issues and trends related to the advancement of 

PWD (A/AC.265/2003/2). 

• RepoはoftheSecre泊ry-Generalon progress in the equalization of oppo山 nitiesby， for and with 

PWD (A/AC.265/2003/3). 

• Report of the Secre'祖ry-Generalon issues and eme句ingtrends related to the advancement of PWD 

(A/AC.265/2003/1 ). 

Shoulden enumerated a series of national and regional consultations which have旬kenplace since last 

year's Ad Hoc Committee meeting with suppoはofthe United Nations. The outcome of these consultations 

are available as Conference Room Papers， and include valuable resources from five regional meetings: 

• Regional Seminar and Regional Demonstration Workshop on A∞essible ICT design and PWD， 

Manila， Philippines (March 3・7，2003).

・TheAmericas Regional Seminar and Wo欣shopon Norms and Standards Relat凶 tothe Rights of 

PWD and Development Health， Qu比o，Eωador(April 9・11，2∞3).

.A制伺nRegional Consul祖tiveConference， Johannesburg， South Africa (May 1-6， 2003). 

• Westem Asia Regional Seminar and Wo欣shopon Norms and Standards Related to Developments 

in the Rights of PWD， Beirut， Lebanon (May 27・29，2003).

・Extra-groupMeeting and Seminar on Intemational Convention to Protect and Promote the Rights 

and Dignity of PWD， Bangkok， Thailand (June 2-4， 2003) 

.Shoulden drew attention to thl'i田 impor也ntpanels to be∞nvened during this Session in order to expand 

the Committee's technical and knowledge base. In closing， he recalled that Bengt Und刷st，Special 
Rappo巾 urto the 40th Se路 ionof the Commission for S∞ial Development in 2∞2， had rais凶 the

following questions regarding the筑沿peandpu巾oseof the Convention: 

• What areas should a future convention ∞Ive斤

• What relations should it have to ex刷ngGeneral Conventions? 

• Should it be expressed as a set of principles， general in nature， b凶 possibleto apply in a va陶!tyof

national situations around the wor1d? 

• Should the main pe陪pectiveof the future Convention be based on the needs of developing 

∞un肘es?

• Should this future Convention replace the s也ndardrules， or should the s也ndardrules and the 

Convention complement each other? 

Agenda Item 2: Election of a new member of the Bureau 

To∞mplete its Bureau， the Committee unanimously elected M陪.Ivana Grollova of the Czech Republic as 

vi停 Chairfor the group of Eastem European States. 

Agenda Items 3 and 4: Adoption of the agenda， and organization of work 
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Thepro叫sionalagenda and proposed 0叩anizationof work as contained in documents 

NAC.265/2003/L 1・2，陪sp回目vely，was adopt凶 unanimously.

The session was recessed until 3:00 pm 

鮒 :ernoon鵠弱ion

Commenced: 3:13 PM 

Adjourned: 5:51 PM 

Panel Discussion 

The Chainnan announ偲 dthat the Hellenic Presidency of the European Union had p陪pareda background 

paper on today's panel disa邸 ion，寸'ypologyof the Intemational Convention on the Rights of Pe陪onsw耐1

Disabilities. " 

The Chair introdu飽 dthe members of the panel who have加enasked to speak on the "Typology of 

intemational conven甘onsand options for a∞nvention on the rights of pe陪onsw耐，disab制es."Panel

membe陪includedMuna Ndulo， Velina Todorova， Andrew Bymes， and Deepika Udagama. The panel 

member from Gennany σhe陪siaDegener) w鵠 unableto attend. 

AndrewB卵白， Prot飴釦rofL.aw，Au甜割iaNa世onalUnive南町， Canberra， addressed the need for a 

∞nven百ontoprot即 tthe human rights of PWD. C耐ngthe Ouinn/Degener study∞mmissioned by the 

offi偲 ofthe High Commissioner for Human Rights on the "Current U鵠 andFu加陪 Potentialof United 

Nations Human Rights In甜umentsin the Context of D陶 bility，"he propo鉛 dthatexi甜ng胎 atiesdo not do 

enoughtop則前tthe句協ofPWD.Hed福山鎚edtheu鵠 ofspecialized∞nventions舗 pl1民泡dentsfor

the development of a specializl凶 humanrights∞nvention for PWD， and s胞 ssedthat a specializl凶

∞nve附onwouldnot陪 pla飽 b叫 instead∞mplement側副nghuman righ恰胎.ati笛.Headvα渇t凶 a

human rights bas凶∞nventionthat makes“clear statements of guaran悟esthat are binding on ~踊.tesand

a陪 enforceableand monitorable at the national and in恰mationallevel."Such a∞nvention would be 

陪自回目糟ofthe full range of civil， pol出国1，e<沼nomic，s∞ialand cultural righ恰， and would include u凶ated

defin耐onsof disability， reasonable a∞ommodation， and a∞essibili旬.Healsodi釦 ussedthe need for釦

independent monitoring body to engage in a鎚邸smentof the t陪atyand examine individual and group 

∞mplaints of violations. He propωed that the monitoring body include PWD to pro叫dethene偲 ssary

disability expe同ise.

Deepika Udagama， head of the law department at the University of Colombo in Sri L.anka， al釦 di釦 ussed

the need for a sp即 ialized∞nventionfor PWD， pa耐cularlyin light of the lack of a加川onpaidto 

di回 bili旬叩副首ci鎚 U関 bythegene悶 1human rights甘'eatybodies. She a~α沼.teda hybrid model 

in∞巾O間百ngsurvival rights， participation rights， protl前回onrights and developmen凶 rights.Regarding the 

defin耐onof disabili町tobe used she説陪ssedthe need to陪・examinethe de伽itionof disability舘 Uo巾 in

the 1975 declaration， as it does not deal with the ∞mple:刈tyof issues relating to the que:甜onofwhois

“disabled." On the question of implementation she also proposed the establishment of an independent 

monitoring body. Ms. Udagama also add陪関edresource剖10伺首on加 d甘ainingand伺 pacitybuilding as 

challenges for some govemmen恰 in∞mplyingwith the廿'eaty.However， she detennined that“eachs幅.te
is obliged to acknowledge the unive陪alityand indivisibility of righぽ andadvocated for sp印刷izedbodi笛

and agencies implemented at the nationallevel to meet the demands of∞mpliance with the intemational 

胎 aty.
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Velina Todorova， expeはonthe Convention on the Rights of the Child (CRC) from Bulgaria， addressed the 
natu陪 andmonitoring mechanism of the convention. She discussed three treaty models: (1) holistic; (2) 

non-discrimination; and (3) hybrid (s∞ial development and human rights elements combined). She 

explained that any model must meet the exp田 :tationsboth of advocates and govemments. Todorova said 

there is an opportunity to s胎 ngthenexisting provisions but highlighted the po恰ntialdanger of promoting 

“special rights as opposed to other humans" rather than“special human rights" because of difterent needs. 

She noted that the major innovation of the CRC was the‘pa同cipationrights' of children. The CRC also has 

the advantages of combining the human rights and social development approaches and addressing 

S閃cifics加ations(for example， employment， juvenile justice， deprivation of liberty). She noted though， that 

there can be disadvantages of restating righ恰alreadyin existing t陪atiesas this can potentially ma句inalize

some rights， and that there are no“specific guaran胞es"against some types of discrimination. The 

impo同anceof involving the NGO community and engaging in constructive dialogue were lessons leamed 

from the CRC drafting process. 

MunaNdulo回ganwith the assessment that there is general ag陪ementthat the陪 shouldbe a Convention 

and on what it should contain. Ndulo reminded the Committee that the focus of such a Convention is not 

juston“protl倒 ion"of rig地 b凶also“promotion"of句協.He cited two re偲 nt間関sbeforethe 

Constitutional Court in South Africa--one case involving AIDS廿'eatment，the other housing policy?as an 
example of enforcement that goes beyond “minimal standards" and evaluates policy choices in light of 

guaranteed rights. Ndulo also addressed other恰galissues， such as: separation of powers; status for 
bringing a legal action; whetherto allow reservations; and composition of an enforcement body. Regarding 

the development of the∞nvention， he noted that比isveryimpo陶 ntthatany∞nventionbe seen as 

“reflecting intell回路ofs也keholders."He also s廿esseclthe need to find ways to bring in exper世sefrom

∞un制eswith fewer resoullCes to devote to the ∞nvention development prlα::ess. 

Ouestion and Answer Period Commenced: 4:20 p.m. 

The Chairman notecl that 0 & A with the Panel would prog陪ssas follows: (1) State de同ations;(2) IGOs; 

and (3) NGOs. Andrew Bymes served as moderator. 

The Represen也Itivesfrom Tunisia， Venezuela， Colombia and Thailand voiced support for a convention to 

protect and promote the human rig地 ofpωplewith disabilities. Tunisia， and Colombia also expressed 

somecon関 msthat more be done to∞ntinue the prl∞e岱 ofimproving aα~ssibility for PWD at the Ad 

Hoc Committee. The Representative from So凶hAfrica陪qu凶 edan elaboration of what is meant by 

“∞mbining" treaty models. The representative from Mexico also iridicat凶 supportfor a convention， 
expressing a preference for the holistic approach， as it would both encourage and strengthen the 

development of national programs to meet the needs of PWD， strengthen regional programs， and 
strengthen structures to promote dialogue among all entities. 

GII関 ce，ini恰伺pacityas President of the European Union， noted that the EU is preparl凶 towork on the 

development of a thematic convention in∞巾oratinga rights-based approach within a non-discrimination 

model. The Representative statl凶 thatthe non-discrimination model ofters the“most constructive 

approach" because the holistic model “could include a risk of diluting the protection oftered to [PWD] under 

existing intemational human rights law." The EU also advocates forthe non-discriminatory approach to a 

convention because it would be a“clear political symbol of transition" from the welfare-based approach to 

disability to a mo陪 humanrights-f，∞used approach， which is generally favo陪dby the disability community. 

In response to these翻 Itementspanel member Udagama emphasi2!凶thatthe non-discrimination model is 

limiting in that it only imposes negative obligations on the states， whereas the hybrid model also 

encourages and demands proactive and positive measures. Bymes also expressed that a holistic model 
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provides the opportunity to restate rights already guaranteed by other treaties， and to elaborate those rights 

w肋 resp回 ttothe sp配 ificneeds and circums祖ncesof the group in question. 

Barbara Murray from the Intemational Labor Organization (ILO) asked for an elaboration of what we have 
leamed in the past twenty five yea陪 regardinge∞nomic，s∞ial， and cultural rights. Bymes referred to the 
work done by the Committee on Economic， Social， and Cultural Rights， various rappoはeu陪，andthe 

Comm比t鵠 onHuman Righ恰， asindi伺 iionsthat some rights伺 nbe realized immediately， while some are 

realized prog陪ssively.He highlighted the issue of justiciability as being central to a discussion on this topic. 

NGO interventions were provided by the European Disability Forum (ED町，DisabledPωples'Intemational 

(DPI)， the World Federation of the Deaf (ylID町，SHIA， the World Ne加o欣ofUsers & Survivors of 

Psychia町(ylINUSP)，National Assembly for the Blind in Palestine， and 9間関r∞，tsactivists from Hong 

Kong， India， Italy， and Uganda. Many f，∞used on the holistic vs. non-discrimination models as well as the 

relationship of the∞nvention to existing instruments. EDF noted that its group favo陪 strong

legally-[enforceable non-discrimination pro由 ionsb凶que副onedwhether that is enough to obtain equal 

and effective e吋oymentof human rights for PWDs. WNUSP advocated for a holistic approach that 

r田 og凶器stherigh也inchoice of treatment and living locality for pe陪onswith disabilities， as these are not 
ωrrentlygua阻nt田 dunder intemationallaw. The holi説icapproach was also suppoは凶 bythe National 

Assembly for the Blind in Palestine. 

TheD闘 bilityNegotiations D四ilySummari邸 a陪 publishedby the Landmine Survivors Network， a US 

b崎 edin胎mationalo叩an岡山nwithampu胎esupport networks in six developing I mine affec:加d∞untries.

Summariess回，ffcontributing include Jagdish Chander， Margaret Holt， Jennifer P加 y，MarshallTrasterand 
Katherine Guemsey (editor). The Summaries a陪 availableonline at www.riahtsforall.ora and 

www.worldenable.ne1. Translations in Spanish， French and Japanese are provided court回 yof Disabled 

Peoples' In恒mational，Handi偲 pln恰mational，and DINF Japan. Any questions or∞nωms陪latingto the 

Summaries should be dir，即悟dto Katherine Guemsey (k Guemsev@vahoo.∞m). 
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ディスアピリティ・ネゴーシエーションズ・デイリー・サマリー

第 2巻第 2号 2003年 6月17日

翻訳:長瀬修、川島聡

午前のセッション

開始時刻:午前 10:08

終了時刻:午後 1:04

午前のセッションのテーマは、「障害の観点から見た非差別・平等原則:特別措置

と障害に関する重要問題」であった。特別委員会議長ルイス・ガレゴス(エクアドル)

が、次の優れた専門家パネルを紹介した。レアンドロ・デスポイ大使(アルゼ、ンチン)、

ランギタ・デ・シルパ・デ・オーウィス(スリランカ)、シャーロット・マックイーン(南アフリ

カ)、クリシア・ワドル(アメリカ)である。

ワドルは、あらゆる生活面において障害者が効果的に参加することを確保するため

に、また、とりわけ雇用分野における機会(の平等)を促進するために、広範な仕方に

よりアクセシピリティに取り組むことが重要であると述べた。ワドルは、たとえば、車椅子、

点字、同時筆記(リアルタイムキャプショニング、)、ソフトウェア等を利用して、アクセス

可能な環境の下で仕事をする障害者の存在について、さまざまな例を挙げて実証し

た。アクセシピリティの定義は、交通手段や建造物へのアクセスのみならず、携帯電

話やATM(自動現金預入払出機)、投票機器、ソフトウェア、ウェツプ、サイト、ハードウ

ェアのような技術的装置をも含む広範なものとなる必要がある、とワドルは強く主張し

た。

ワドルは、政府の会合でコミュニケーションをとる必要があることから、あらゆる政府が、

求めに応じて公的文書(条約検討過程において発行された文書を含む)を利用可能

な形式に変えることを奨励した。そして次のように述べた唱点字は公式の言語として認

められるべきである。国家はアクセシピリティの要請を満たす手段を調達することを義

務づけられるべきである。

ワドルは、アクセスについての権利を盛り込むことにより、この条約が企業の利益を

生じさせ、障害者の雇用機会を増大させるであろう、と述べた。そして、アクセス可能

な環境にするための追加的な費用を後から生み出させないために、初めから、アクセ

シブル・デザインを確保することが必要不可欠であるとした。デジタル・ディパイドとコミ

ュニケーションの障壁について取り組まなければ、その障壁は生成し続けることになる、
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とワドルは強く主張して、「技術は変わっても、市民権(公民権)は変わることはなしリと

最後に述べた。

マックイーンは、南アフリカの憲法における障害者の権利の重要性について強調し

た。そして次のように述べた。この憲法は、非差別に関する規定のみならず、障害者

その他の弱し、立場にある人々のためのアファーマティブ・アクション(積極的差別是正

措置)をも含む。これらの規定を通して、この憲法は、平等の原則、人間の尊厳の原

則、社会正義の原則を守るものとなっている。

これらの原則は、障害を持っか否かにかかわらず、あらゆる人のための平等な社会

を築きあげるであろう。また、これらの原則は、障害者の機会均等と平等を確保するこ

とにより、慈善ないし善意に基づくアプローチから権利に基づくアプローチへの模範

的な転換を象徴するものとなろう。このようなアプローチは、障害者の機会均等化と平

等のための法的基礎を国際的に創出するこの条約により、奨励されることになるであ

ろう。

ランギタ・デ・オーウィス大使は、ノーベル賞受賞者アマルティア・センの言葉を引

用して、女性が、たとえ障害者の最大の介護者となることがあるにせよ、社会において

弱い立場に置かれている、という複合的な形態の差別と周辺化について強調した。そ

して以下のように話を続けた。女性と男性は等しく戦争における暴力の犠牲者である

が、女性はドメスティック・バイオレンスの犠牲をより大きく被っており、さまざまな形態

の障害が生み出されている。また、戦争中のレイプも多くの国において犯罪として未

だに見なされていない。女性に対する暴力は、障害の原因として見なされるべきであ

る。この点に関して、私的生活と公的生活との区別を打ち砕くことは大いなる挑戦であ

るが、条約は最低限の保護を提供することができる。複合的な形態の差別と周辺化に

より、女性障害者はしばしば不可視の存在のままであり、さまざまな生活領域における

効果的な参加を奪われている。それゆえ、政府と NGOとのネットワークを通して、

NGOの主流化のために特別の努力がなされる必要がある。圏内法を補足するものと

して国際法を活用することは、女性の権利を実施する際に大変効果的であり、また、

女性障害者の権利を実施するためにも役立たせることができる。

デスポイ大使は、人権と障害者の権利との連鎖を築く必要性(20年前には認めら

れなかった必要性)を強調した。今日では、国連が人権と障害者の権利との相互関係

を明白に受け入れていることは喜ばしいとし、障害者の権利を全体としてとらえる必要

を強調した。大使は、法令がしばしば実施されないがゆえに、障害者の権利に関する

規定を法律で定めるのみでは十分ではないとの事実に注意を促した。障害者の権利

の実施を確保するための強力なモニタリング・メカニズム(監視の住組み)がこの条約

において起草されるべきであると勧告した。

パネルの質疑応答
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ウガンダは、条約の提案に関する議論を進展させる際に、障害者のニーズの多様

性と、障害者が住んでいる国々の異なる発展段階とに取り組むことに関して、パネル

の見解を求めた。デ・オーウィスは、その最も有益な比較が、条約の実施を平等に適

用することではなく、適正な注意を払うことを締約国に対して要求する、女性差別撤廃

条約の概念に見られ得るであろう、と返答した。ギリシアと欧州連合(EU)は、障害者

の権利に関するアプローチとして、どのような広がりを持つ展望が最も適切であるのか

一一非差別・平等に関して、国家は住居や雇用のような分野においてどの程度の責任

を負うのかーー尋ねた。マックイーンは、その返答の中で、実質的な平等と経済的社

会的権利はそれぞれ分離して存在するものではないため、それら(の権利すべて)を

含めることによって、障害者の権利を尊重する積極的義務を国家に課すことが必要で

あると主張した。デスポイは、その返答において、法規範と法原則を現実化させる公

的政策を行うことによって法規範を厳格に固守することが重要で、あると強調した。デス

ポイは、不平等ではなく、(障害者の人権に関する)理解をめぐる精神的風土を国民

一般に広げてして際に、国家と社会(マス・メデ、イア等)の両方の役割と義務とを強調し

た。デスポイは、宗教や信条を理由とした障害者に対する間接差別について厳格な

規範が存在するときに、機会の平等を促進する法令、あるいは、それに親和的な法令

は最も良い結果をもたらすと述べた。デスポイは、国家の留保に関して、緊急事態が

障害者に最も否定的な影響を及ぼすときであるため、当該事態をもって条約上の義

務を保留する理由たるべきではないと警告する。条約の目的は、障害者がその完全

な権利を行使することを可能にする法的規則を確立することであるため、その特性と

限界が推奨された。デスポイは、社会権、住居および関連のある公的政策に関して、

NGOが果たす役割は非常に重要であるとした。とし、うのは、そのようなイニシアティブ

が障害者や女性のような特定の住民にまで達するのは困難であるためである。ワデ

ルは、アメリカ障害者法の道守を監視する聴覚障害を持つ公務員(ADA

compliance officer)としての自己の経験に照らして、自分の視点、が障害者と法的道

守を監視する公務員の両方を組入れている、と述べた。ワデルは、いくつかの実際的

な道筋を提案したが、そのーっとして、利用可能な資源の活用とそれをめぐる最良の

実行とに関して、あらゆる障害者のグループが連携しネットワークを構築することが必

要であると述べた。ワデ、ノレの勧告は、並々ならぬ支出を要求するものではなく、効果

的な実施に対して向けられたものである。ワデ、ルは次のように述べている。国連加盟

国の能力構築のための利用可能な資源に関する研究を要請するマニラ宣言のような

規定が持つ影響は、さまざまな国において異なるであろう。それゆえ、国家は、障害

者の人権に関する普遍的な定義を用いて資源を識別し、その次に、その権利を所与

の資源の下で実施する際に国家を支援する最良の方法を研究する段階に移るべき

である。国連加盟国の特別のニーズに関する情報を広め、そのような意識を促進する

際に、障害者が果たす役割は必須のものである。デ・オーウィスは、求められた(条約
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の)目的と密接な関係にある法的類型に関して、恋意的ではない手法を用いることの

有効性を支持した。デ・オーウィスによれば、ハーバードの割当て制度(クオータ)とい

う類型に基づく柔軟性は、 NGOセクターによる監視に沿うものであり、障害者の権利

を実現するための一つの方法で、ある。

中国は、条約の形成がさまざまな歴史的背景を盛り込んだ、意味のあるグローバル

な道標を含むものであることを提案し、市民的政治的権利と経済的社会的文化的権

利との相関性をめぐる取り組みについて尋ねた。マックイーンは、これらの権利はすべ

て相互に関連し、依存しかっ連関しており、これらの権利の聞に共通してしも一本の

筋とは差別の禁止である、と返答した。最後に、ワデ、ノレは次のように述べた。これらの

権利を実現する義務は国家にある。したがって、国家は、 NGOその他の主体がこれ

らの権利を実現する際に、国家の作業を向上し、国家と連携することを可能ならしめる

環境を創出する義務がある。ワデルは、漸進的な権利とは、一夜にして実現するので

はなく、合理的な期間内でそれを実現する計画を策定することにより漸進的に実現す

ることを要求するものである、と述べた。デスポイは、障害者が権利を行使することを妨

げる障壁を除去する理念型に基づいて、平等の条件の下であらゆる権利を等しく含

めることが一つの答えとしてあり得ることを示唆した。コロンビアは、十分なフォローア

ップとモニタリング・メカニズムを提供するものとして、どのモデルがグローバルで、あり

包括的なものであるか尋ねた。デスポイは、紛争が多くの障害者を生み出しているとし

て、障害者のためにコロンビアが行った特別の努力を支持した。また、デスポイは、圏

内で適用される規範の道守を促すメカニズム、つまり監視委員会の設置とともにホリス

ティック・アプローチを支持した。ベネズエラは、障害者の非差別、非隔離および非周

辺化についてのパネル・ディスカッションにおいて、「異なる範鴫に入る人々Jという用

語を明確にすることを要求した。デスポイは、これを、用語の解釈を継続して明らかに

することの必要性を強調する適時の質問とした上で、彼独自の考察が平等権と尊厳と

いう観点から組み立てられていることを述べた。デスポイは、平等権という用語が言外

の意味を持つゆえに、それを使用する際の注意を促した。メキシコは、さまざまな国に

おける監視を通して共通の経験を見出すための指標を開発する可能性を調査してい

るとした。デスポイは、アメリカの障害者法がとりわけ重要であること、障害者に関する

圏内計画を開発することが特に重要であることに同意した。タイは、この条約が平等の

機会はもとより、平等の結果にも焦点をあてることを要求した。デ・オーウィスは、このこ

とが重要であることを女性差別撤廃条約のモデルは示しているとして、この条約の下

で直接差別と間接差別が禁止されることを勧奨した。

NGOからの質問は、この条約においてアファーマティブ・アクションの規定を設ける

必要性に関する、パネリストの選択肢についてのものであった。このような質問は、国

際労働機関(lLO)からもなされた。マックイーンは、南アフリカ憲法のモデ、ルの下では、

国家がその憲法上の概念を尊重し、促進しかっ充足する義務を負うものであることを
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念頭に置いて、積極的義務をめぐる問題を、機会の平等化を超えて積極的な結果を

目指しているようなものとして捉えた。汎米保健機関は、障害者の権利の享有とその

権利を保護するために、アメリカと欧州のモデ、ルに類似した人権条約システム(すなわ

ち、国際的および圏内的な監視)を採用するとの考えについて、デスポイに尋ねた。

デスポイは、米州システムもまた実際的な参照事項となり得るだろう、と述べた。とし、う

のも、米州システムは、そこで設けられた仕組みにとって役に立つ障害および差別の

定義と、米州の諸国家とを結びつけながら、すでに活動してからであり、また、国家に

大きな問題を課すことなく実施の可能性を実証しているからである。デスポイは、劣悪

な人権侵害を監視する際に果たすNGOの貢献が正当性を持つことを認めて、理想

的なシステムとはNGO報告と国家報告とを要請するものであることを示唆した。世界

心理社会リハビリテーション協会は、この条約が、ジェンダー、人種、障害、カースト、

低い社会経済的地位および精神病に関する問題に焦点を当てているか疑問視した。

デ・オーウィスは、この条約が、とりわけ途上国において女性障害者の種々の負担を

考慮して、また、女性に影響を及ぼす他の法令におけるバイアスに着目して、エスニ

シティやカースト、階級といった複合的要素に焦点をあてることが重要である、と主張

した。ヨーロッパ・ディスアピリティ・フォーラムは、あらゆる国が広範な差別禁止法を

策定し、一般的な説明責任(アカウンタピリティ)を促進し、かっ、必要な場合には

個々に合理的配慮、を定めることが必要であることを示唆した。ヒューマニタリアン・才

一ガナイゼーションは、この条約が地方自治体レベルにおける計画の実施を要請す

ることにより、このレベルの特性を組み込むことの可能性について述べて、圏内計画

が各地方に分散して障害者の真のニーズが考慮され得るようなローカル・レベルの活

動を可能にさせることが必要である、と強く主張した。

特別委員会議長は、障害者により表明された見解に着意して、我々がたんに障害

者のためにするべきことを求めるのではなく、我々が障害者と協力してすることができ

ることを求めた専門家パネルの貢献を要約した。

午後のセッション

開始時刻:午後 3:19

終了時刻:午後 5:07

午前(ママ)のセッションの議事は、技術的問題により、予定より若干遅れて開始され

た。

特別委員会議長は、一般的討議の開始を告げた。それから、国連経済社会局のジ

ョアン・チョルピン氏は、議題5について述べた。チョルピンは、第58回国連総会に提

出される予定の 5つの文書(AlAC/265/200311，AlAC/265/2003/2， 

AlAC/265/2003/3， AlAC/265/2003/4， AlAC/265/2003/4/add. 2003年 6月 16

司
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日版のディスアピリティ・ネゴシエーションズ・サマリーを参照)について強調して述べ

た。これらの文書は、障害者に関する世界行動計画の進捗状況、アクセス可能なICT

(情報コミュニケーション・テクノロジー)、この条約論議の発展に関する地域会合(キト、

ヨハネスブルグ、マドリッド、バンコクおよびベイルートで 4月と 5月に開催)について

評価・検討するものである。これらの各会合の成果文書は、国連の障害者関連のホー

ムページ(www.un.ore-/esaL)において入手可能である。

一般的討議

ニュージーランド代表は、主要人権条約が、あらゆる人々をその対象としているにも

拘わらず、障害者の権利に対する侵害を未だに保障していないとして、この条約に対

する全面的な支持を表明した。ニュージーランドで共通して見られる人権侵害の一つ

は雇用問題に関係するという。同代表は、ニュージーランドが権利に基づ、く国家戦略

を推進していることを指摘し、そのような佐方で、いかなる形態の条約も作成される必

要がある、と強く主張した。同代表は、この条約が、その中核にインクルージョン、参加、

平等、パートナーシップを据えることを要請した。同代表は、この条約が、二重の差別

に直面している障害者(たとえば、マイノ!Jティ、先住民、女性、子ども、重度障害者)

の権利をも強調したものとすべきであると述べた。同代表は、この条約論議を進展さ

せる際に、バンコク会議で打ち出された勧告を検討するよう要請した。また、同代表は、

この条約論議を進展させるあらゆる過程は「ダ、イナミックかつインクルーシヴJなものと

すべきであり、障害者が完全かっ積極的に参加して、「あらゆる見解」が考慮されるべ

きである、と述べた。

メキシコ代表は、多くの代表の中で初めて、社会開発委員会の障害に関する新特

別報告者ヘサ・アル・ターニを歓迎した。同代表は、第 58回国連総会の会期中に国

際条約の作成を目的とする特別委員会を開催して、障害者の権利の保護と促進に向

けてメキシコ政府が一層努力する旨を表明した、ヴィンセント・フォックス大統領のメッ

セージに言及した。また、条約の範囲についての議論を進める際に、政府、専門家た

るNGOおよび障害者と協働することを要請した。同代表は、文書のアクセス化と、

NGOの専門家と障害者が条約策定過程に完全に参加できるように任意基金への拠

出を求めた。

セネガルは、特別委員会議長および事務局に必要なあらゆる支援を提供することを

誓約した。セネガル代表は、国際条約の起草が国連のアジェンダ、にしばらくの聞置か

れていることに言及して、それが社会開発委員会の下で準備される「前途有望な案

件」であるにもかかわらず、その勢いが消散しているように見えることに失意を表明し

た。そして、「今や、行動に移すべき時ではないのかJと特別委員会に向けて述べた。

同代表は、障害者の平等に貢献するものとして、アフリカ障害者の十年と米州機構に

ついて指摘した。また、セネガルが関心を持っていることを示す証拠として、圏内のイ
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ニシアティブの存在と、アフリカ・リハビリテーション協会のタ守カール小地域本部とlこつ

いて強調した。セネガルのプログラムは、能力構築イニシアティブをとることにより、障

害者の参加を優先している。同代表は、このプログラムが、セネガルの貧困との闘い

の一つの様相(例えば、医療、保健および社会サービスへのアクセスを改善すること)

であると述べた。同代表は、この条約の起草を託された、特別委員会の議長と作業部

会に賛辞を述べて、その発言を終えた。

カナダ大使は、この討議により、条約論議の過程を前進させる最も有効な手段につ

いてのコンセンサスが得られてほしいとの希望を宣明した。カナダの法令において最

近になって効果的な進展が見られた際に、障害者が重要な役割を果たしたことを強く

主張した。カナダ大使は、条約論議の過程に障害者を含めるために「必要なあらゆる

用意をすること」が「最も重要」であると述べた。カナダ大使は、障害者に関するイニシ

アティブ(たとえば、研究、教育、雇用、税制措置など)を実施する際に、彼の同僚が

カナダ国内のさまざまな統治レベルを横断して協力した経験を強調した。 4月にキトで

開催された地域ワークショップの期間中とその後になされた意見交換に謝意を表した。

カナダ大使は、この条約が、広範な支持を得て、既存文書との一貫性を確保するもの

として起草されなければならなし立述べて、「実際上の違し、」が生じ得る場面において

調整がなされることを望んだ。同大使は、カナダが「これらの討議においてきわめて積

極的な姿勢をとってしもJことを特別委員会に向けて明言して発言を終えた。

オーストラリア代表は、その「長期にわたるコミットメントjと、障害者の参加を最大化

するために企画された「世界に誇るJ法令、政策およびサービスとに言及した。オース

トラリア代表は、その代表団の中に障害者を含めることを光栄に思うと述べた。「なされ

るべきことは未だに多いJとしながらも、「著しい進歩」が見られたと述べた。同代表は、

新しい文書に関する論議を進めるための諸提案を検討する際に、諸代表と特別委員

会が想起すべき「基本的j原則として次のものを挙げた。 (1)これまでになされた努力

を十分意識して、それを明確化するための努力をすること。 (2)他の条約により現在

保護されている事柄と重複されるべきでなし、こと。 (3)認識上のギャップが縮められる

べきであること。 (4)上記の原則に照らして既存の人権文書を評価すること。 (5)し、か

なる新文書も「実効的Jかつ「効率的Jであるべきこと(彼は、「最も実効的」であり得る

かたちとして、現行人権条約の議定書ないし付属文書を挙げた)0 (6)どのような形態

であっても、報告要件の合理化/簡素化と、手続規則を改善することを組み込むべき

であること。

ギリシア大使は、 EUの議長国を代表する立場として、障害者の権利を保護し促進

する仕組みに向けた大きな前進が見られているが、なすべき作業は未だに残されて

いる、と述べた。そのような作業には、完全参加と平等という目標、障害への発展的ア

ブローチの必要性、政府と社会レベルにおける姿勢の変革について、十分に認識す
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ることが含まれる。同代表は、この条約において、高齢者問題、精神保健問題、女性

や少女の特別の権利、アクセシピリティと機会の平等に取り組むことの重要性を強調

した。同代表は、この条約論議を進める上で、国家とNGOとの「直接的なJ対話がも

たれる必要があると強く主張した。また、し、かなる条約であるにせよ、権利に基づくア

ブローチを含めることが必要で、あると強く主張した。同代表は、 EUレベルで見られた

権利に基づくアプローチとして、とくに 1996年の決議と 2002年の指令に言及した。

また、同代表は、そのような EUの経験を考慮に入れるとともに、 EUの人権保障の経

験をも活用するよう、特別委員会に向けて勧奨した。

7番目に発言したのはタイで、あった。タイ代表は、自国が障害者の権利を促進し保

護するために取り組んでいると述べた。同代表は、障害者の権利の保護および促進

に関する国際条約を作成する考えに賛成した。同代表は、決議 58/4(2002年 5月

22日)がアジア太平洋障害者の十年(1993年一2002年)を延長して、第2次アジア

太平洋障害者の十年(2003年一2012年)を設けたことを引用し、包括的な国際条約

を採択するよう各国政府に勧奨した。アジア太平洋障害者の十年の最終年に日本で

行われた記念フォーラムで、「慈善jアプローチから「権利に基づくjアプローチに転換

させる必要があるとの認識が見られたことに留意した。次に、 2002年 12月3日(国際

障害者デー)に社会開発・人間の安全保障に関するタイの省庁により行われた国内

セミナーと、今年 1月にタイ首相・障害諮問委員会が国際条約の起草に関する「あら

ゆる活動Jを促進したことを強調した。今年の5月26日の会合の成果がタイ政府に提

示された事実も言及された。タイ代表は、「情報を普及し入手できることが決定的に重

要であるJと述べた。また、次のことに特別の関心が払われなければならないと述べた。

それは(例えば、)女性、先住民、エスニック・グ、ループ、精神医療サパイパー、知的

障害者/認識障害者、重複障害者である。同代表は、条約論議の過程を「全面的に

支援するJことを繰り返し述べて、発言を終えた。

ウガンダ代表は、障害者の権利が「危うい状態にJ置かれたままなので、この条約

がf[障害者]の権利に関する既存の保護と促進を危険にさらすことなく・・・その適切な

条件を確実なものにするために大いに役立つべきであるJと述べた。この条約は市

民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利を認めるべきであり、障害者の地

位向上を阻害する環境にあるすべての障壁を除去することを支援するべきであると語

った。子どもの権利条約と女性差別撤廃条約を法的に有効なものとして認めて、新

たな条約の規定が後戻りするもので、あってはならないとし、権利は人種、国籍、民族

性、皮膚の色、性別、年齢、言語、宗教、社会的身分に関係なく、万人のためのもの

であると強く述べ、社会的差別が今日の世界における人権侵害の大多数を構成する

と述べた。インクルーシブネス、平等、非差別、機会均等、エンパワーメントおよび参

加は、この条約に「盛り込まれる」べき原則として数えあげられた。権利に基づくアプ

ローチは、「問題をかかえた者Jとして長い間、障害者を見なしてきた障害に関する言
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説と対立することを認めた。権利を列挙する場合には、各種のハンデ、イキャップにつ

いて明確に言及するとともに、さまざまなタイプの「インベアメントJrノ¥ンデ、イキャップ
[ス]Jを識別する必要があるとも述べた。障害者の経済手段と能力を増加させるために、

その過程における公平な配分の重要性が強調された。この条約は(障害者を)エンパ

ワーメントするべきである。完全雇用のための平等な機会、アクセス、および「不平等

に関する構造的基礎Jの改善に着手する必要性が、重要なものとして強調された。あ

る種の障害は保健や薬物を常に必要とする、とし、うジレンマがあると述べられた。また、

ウガンダ代表は次のようにも述べた。「信頼できる」計画を実施するために、障害に関

する包括的なデータを保有することを条約が政府に義務づけることは望ましい。国際

的な援助と協力が果たす役割は「非常に重要であるJ。国内的レベルにおいて、国

家が新たな国際文書の規範を遵守することを確保するために、この条約が国際的な

仕組みと構造を設けることが「決定的に重要」である。ウガンダ代表はさらに、専門家

委員会が伝統的なモニタリングの報告要件の一部を「省くJことが可能であるだろうと

指摘した。

次に発言したのはベネズエラ代表で、あった。排除や差別なしに、あらゆる人の権

利を保障するために、 1999年の憲法に関してベネズ、エラが取った措置を強調した。

障害者の権利の完全な保護と促進を実現するために、ラテンアメリカ諸国間の協力を

強化することを求めた。また、法的保護、地域生活への完全参加、十分な労働条件、

および手話を含むすべての面での言論の自由をすべての障害者が享有するための

普遍的権利を確立することを求めた。次に、これらの権利が条約を通じて圏内レベ

ルにおいて実現し保障されることができるような方法をしてつか示した。その方法には、

学校教育のプログラムや障害者の職業訓練が含まれていた。以上のように、ベネズエ

ラ代表は、広範で包括的な条約と、あらゆる不可欠な問題に取り組むための前進とに

対して全面的な支持を表明した。

ILOのステートメント

特別委員会議長は、 ILO代表に発言するよう求めた。パーパラ・マレーは、あらゆ

る国家が、すべての障害者の社会へのインクルージョンを促進するための手段として

のこの条約に対する自身のコミットメントを表明した。 ILOのあらゆる条約で反映され

ている雇用機会均等、社会的対話の重要性を強調した。 ILO代表は、すべての会

合、専門家グループにおいて、関係者一同、先進国、開発途上国、移行期にある国

家、 NGO、公的セクターによる意味のある参加を求めた。そのような共同作業が政

府の最高レベルで調整されるべきであると付け加えた。この条約は、既存の(人権条

約)体に基礎を置くべきであり、重複障害、 HIV/AIDSの人をはじめ、ジェンダー、年

齢にかかわらず、あらゆる障害者のニーズ、に取り組まなければならなし立述べた。最

後に、ワーキングペーパー(現在入手可能であるのは英語版とスペイン語版)や地域
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会合など障害者の働く権利を保護するためにILOが行ってきた作業を概説し、職業リ

ハビリテーションと職業訓練に関する諸会合を必要に応じて調整するとの希望を述べ

た。

NGOおよび事務局のステートメント

特別委員会議長は、 NGOに発言を許可した。発言した NGO代表はいなかった。

事務局は、 2003年 6月 18日に開催される ILOおよびEU代表の公開ブリーフィン

グについて発表した。

* 第2巻第 1号(2003年 6月 16日)についての訂正

ディーピカ・ウダガマは、専門家パネルでの自らの発言について、次のような説明を

行った。 自分が提案したハイブリッド・モデ、ル(混成モデ、ル)の条約とは、子どもの権

利条約に盛り込まれているような生存権、保護権、発達権、参加権などの実体的権利

と、強力な非差別条項とを結合したものである。

国連経済社会局(DESA)のディレクターの正しい名前は、ジョアン・シュルピング、

ではなく、シヨノレデ、ンで、ある。
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Disability Negotiations Daily Summary Volume 2， #2 June 17， 2003 

Morning Session 

Commenced: 10:08 

Recessed: 13:04 

The theme of the morning session was The Principle of Non-discrimination and Equality from a 

Disability Perspective: Criticallssues Concerning Special Measures and Disability. Chairperson 

Luis Gallegos (Ecuador) introduced the distinguished panel of experts consisting of Ambassador 

Leandro Despouy (Argentina)， Ambassador Rangita De Silva De Alwis (Sri Lanka)， Ms. Charlotte 
McClain (South Africa) and Ms. Cynthia Waddell (Uni悔dStates). 

Ms. Waddell discussed the importance of addressing a∞essibility in a wide-ranging manner in order to 

ensure eft，即tiveparticipation of PWD in all spheres of life and promote oppo巾Jnities，paはicularlyin the 

employment sector. She demons回Itedva巾usexamples of PWD working in an aα::essible environment 
such as people using wh鵠 Ichai陪， readingB凶lIe，use of reaJ-time伺 ptioning，scrl田 nreading鈎伽are，etc. 

She emphasized that the definition of aα溺 sibilityneeds to be broad enough to include not only the a，∞:ess 

to transportation， building etc. b叫，technical deviωs， like cell phones， ATM and voting machines as well as 

so仕ware，websites and hardware. 

She urged all go四 mmen也tomandate that ofticial documents be made available in altemate formats upon 

陪quest，including documents issued for the Convention prlα泡ss，and for ∞mmunication needs to be 

provided for in govemmen凶 m飽討ngs.Sign language should be 抱∞gni~凶 asan officiallanguage. S也t白

should be obligat，剖toprl∞ure items that fulfill aα溺 sibilityrl問uiremen包 Waddellsummarized that by 

incorporating the right to a∞ess， the Conven百onwill entail business benefits and increase employment 
oppo山 nitiesfor PWD. It is essential to ensure accessible design at the initial stages in order to avoid the 

e油 a∞stof making the environment aα~ssible at a later stage. She emphatically a句uedthat if the digital 

divide and communication barriers are not addressed， the barriers will continue to emerge and concluded 

bys矧ng，“technologychanges， but civil rights do not." 

Ms， McClain highlighted the impo同anceof disability rights under the South African Constitution， which 
includes not only the provisions regarding non-discrimination， but aftirmative action for PWD as well as the 

other vulnerable populations. Through these provisions it hono陪 the∞nstitutionalprinciples of equality， 

human dignity and social ju凶ce.These principles will build an equal s∞iety for everyone with or without 

disabil耐esand mark a paradigmatic shift from a charity or benevolen民トbasedapproach to a rights-based 

approach for by ensuring the equal oppo巾 nitiesand rights for the PWD. This Conven首onwillen∞uragea

similar approach by creating the legal basis for the equalization of opportunities and rights of PWD 

intemationally. 

Quoting a statement from the Nobellaureate Amartya Sen， Ambassador Rangita De Alwis highlight凶 the

mul首pleforms of discrimination and ma明inalizationthat women with disabilities face in their vulnerable 

position in the s∞iety， even though they also happen to be the greatest caregivers to the PWD. Though 
men and women are equal victims of violence in war， women are much greater victims of domestic 

violence， leading to va巾ustypes of disabilities. Until the 1970s， there was no recognition of wife-beating as 

a crime in the United States and this is still the case in many countries. Marital rape is also still not 

considered as a crime in many countries. Violence against women should be considered a cause of 

disability. Sha:枇eringthe distinctior】betweenprivate and public life in this rega凶 isa great challenge but a 

treaty.伺 nprovide for minimum levels of protection. Due to multiple forms of discrimination and 

marginalization， women with disabilities often remain invisible and are deprived of e何回tivepaはicipationin 
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various spheres of life. Therefore， special e宵brtsneed to be made through networking between 

govemment and non-govemmental organizations (NGOs) to mains甘'eamthis group. The use of 

intemationallawas an aid to nationallaw has been very eftective in implementing women's rights and can 

be叫lizedfor implementing the rig地 ofthe women w肋 disabil耐es.

Ambassador Despouy emphasized the need to establish the linkages between human rights and rights of 

PWD， a need which was not recognized 20 yea陪 ago.It is hea陶 ningto note that now the UN is clearly 

a∞epting the co-relationship between human rights and the rights of the PWD， and emphasized the need 

to look at the rights of the PWD in a holistic manne仁Hedrew attention to the fact that it is not enough to 

merely legislate prl側 sionsfor the rights of PWD as laws are often not implemented. He re∞mmendeda 

曲。ngmonitoring mechanism to ensure implementation of the rights of the PWD to be drafted through this 

Convention. 

Panel Question and Answer Session 

Uganda asked for the panel's sugge:凶onson addressing the d随時ityof needs of PWD， and the disparate 

levels of development and wealth of the∞untries in which they live， in developing the proposed 
Convention. De Alwis陪pliedthat the most helpful parallels could be found in the CEDAW∞nceptwhich 

陪qui間期teparties to exercise due diligen偲， not equal appli回目onin implementing the Convention. 

Greec:ヨeand the European Union (EU) asked howa broad perspective can best be approached with rl句a同

to rig地 of円NC治;w肋 non-discriminationand equal oppo巾 nity，飢dto what extent should 指 tesbemade

陪sponsiblein fields such as housing and employment? McClain answered by advocating the need to 

place a positive obligation on states to respect the rights of PWD by inclusion of substantive equality， 

economic and social rights， since none exist in isolation. Despouy emphasized in his answer the 

importance of剥 ctadherenωto同alnorms，dI∞ompaniedby public policies that will transform these 

norms and principles into陪a附.Hes廿essedthe roles of切出 御 Iteand釦 ciety，ie. ma鎚 media，and its 

obligations in promoting a climate of public understanding instead of inequality. He noted that臨時

promoting or favoring equal oPPO山 nitywe陪 mostpr，ωuctivewhen甜ictnorms regarding indirect 

discrimination are in place， for example， discrimination against PWD because of religion， beliefs， etc. 
Regarding the reservations of ::相tes，he wams that eme句enc恰sshould not be a陪asonto suspend the 

obligations of the Convention sinωthis is when PWD a陪 mostnegatively aft，即 ted.Sp回 ificityand limits 

we陪『釦ommended，since the pu巾oseof the Convention is to establish恰galrules to enable PWD to 

exercise their full rights. The role of NGOs in s∞ial句協，housing， and relat倒 areasof public policy is very 

impor祖nt加伺usesuch initiatives have difticulty reaching sp目前cpopulations such as PWD and women. 

Waddellre自ect凶 uponher own experienωas a hearing-impaired ADA∞mplian偲 of目白rwhose

perspective in∞巾orat剖 boththat of a PWD and a govemment officer monitoring legal ∞mplian偲 .She

sugg田 ted釦 mepractical steps like the need for∞alition building and netwo耐ngwith all disability groups 

r句arcling出stp悶d偲 sandu鵠 ofavailable re:回 urces.Her 陪∞mmendaationsdon't requi陪 e油田rdinary

spending， but targeting for eftective implementation. Provisions such as those in the Manila Declaration， 

calling for study of resources available for伺 pacitybuilding in member states， will difter in their impact in 

difterent states. They should， therefore， identify陪sourcesusing universal defini討onsof human rights for 

PWD， and then move on to studying how best to assist states in implementing these rights given the 
resources. PWD inp叫isimpe悶甘vein informing and promoting awa陪 nessabout member states' parti∞lar 

needs. De Alwis supported the efficacy of using a non-arbitrary method of legal classification which is 

悶tionallyrelated to the objective sought. A，∞ording to her， the classi自cation-basedflexibility of the Harvard 
quota system is one way to actualize PWD rights， along with watchdog mon比:oringfrom the NGO s配 tor.

Chinasugg側側thatConvention's formulation include construction of meaningful global guideposts 

inco巾oratingdiftering historical backgrounds， and asked the panel to address the relationship between civil 

and political rights， and the rights of economy and social culture. McClain replied that the common thread 
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betWi飽nall of these rights， because of its overarching， interdependent and interconnected nature， was the 

ban on discrimination. Waddell noted that in the finaJ analysis， the obliga世onto execute th白 erights li白 W耐1

the state， therefore the state has the obligation to create an enabling environment in which NGOs or any 

other entities can enhance the work: of the state or engage with it in meeting those rights. She stated that 

pn句ressiverights r'問uireprogre弱 ive，not overnight， realization by putting in place plans th剖workwithin a 

reasonable time frame. Despouy suggested an answer could consist of equal inclusion of all rights in equal 

∞nditions， with an ideal model removing obstacles preventing PWD from a∞essing rights. This would 

include the acknowledgement that st則cturalbarrie陪 preventthe exercise of all freedoms and 句協，

political， social and economic. Colombia asked what models would be global and cOlTlprehensive in nature 

to provide for adequate follow-up and supervision mechanisms. Despouy affirmed Columbia's special 

efforts for PWD， because of the∞nflict that had created a large population of PWD， and advocated a 

holistic approach with a verification committee as a mechanism facilitating compliance with nationally 

applied norms. Venezuela requested clarification of the term官官e陪ntcategories of people" in the conte波

ofa panel d恰cu岱 ionabout non-discrimination， non-segrl句甜onand non-marginalization of PWD. 

Despouy affirmed this as a timely question highlighting the need for ∞ntinuous clarification of the 

inte巾retationof words， and stated that his paはiculardiscussion was framed in terms of equal rights and 

dignity. He encouraged care in the use of equal 句協termsbecause of their connotations. Mexico 

enquin凶 intothe possibility of developing indicators to find common experiences in monitoring in different 

countries， and ensure their effectiveness across countries. Despouy agrl鵠 dwiththepa同icularimpor也n偲

of federal disability legis陥.tionand developing national programs for PWD. Thailand requestl凶 the

Convention address equal outcome as well as equal oppo巾Jnity.De Alwis concurred， saying th剖the

CEDAW model shows this is impor旭川， and urged that dirl田 t，as well as indirect， discrimination be 

outlaw凶 underthe Convention. 

Questions from NGOs included a query from the Intemational Labor Organization regarding the panelists 
opinions as to the need for affirmative action provisions in the Convention. McClain reflected on the South 

Afri伺 nconstitutional model which says that the state has an obligation to respect， promote and fulfill 
constitutional con田 pts，seeing the臨時aroundpos揃veduties as going beyond equalization of 

oppo巾 n比iesand looking to positive results. The Pan American Organization of Health asked Despouy 

about the proposal of adopting a human rights Convention system similar to the U.S. and European 

models， ie. intemational and national monitoring in order to protect円NDrights as well as their enjoyment of 

those rights. He expressed that the Inter-American system∞uld also be a p悶.cticalreference， since社is

already operating， linking states in the continent with a definition of disability and discrimination that is useful 

for mechanisms already established there， and demonstra伽9a possibility of impleme同ationw肋0叫m司or
problems for states. He suggestl凶 thatthe ideal sy:拠 mwould伺 11for NGO as well as state repo巾，

re<ヨognisingthe恰gitimacyof NGO∞ntributions in policing flagrant violations. The World Ass∞iation for 

Psychos∞ial Rehabilitation que:副onedwhether this Convention would focus on issues of gender， race， 

disability， caste， low SES and mental iIIness suffere陪.De Alwis affirmed the impo陶 nωofConvention 

f∞us on these multiple factors of ethnicity， caste and class to ensu陪 safetynets for PWD， seeing the 

Convention f，∞usas∞nsidering the manifold burdens of women w耐，disabilities， especially in developing 

∞untries， and focusing on bias in other laws impacting women. The European Disability Forum expressed 

the need for broad non-discrimination legislation in all countries， promoting general a∞oun泊bility，and， 

when rl明uirl凶， individual reasonable a∞ommodation. The Humanitarian Organization emphasiZ!凶the

need for national programs to be decen同 liZ!凶，enabling players to也keaction at the level of municipalities 

sothat PWD伺 nhave genuine needs taken into a，∞:Qunt， stating the Convention could in∞rporate this 

level of specificity by calling for implementation of programs at the locallevel. 

The Chair summarized the panel's∞ntributions noting the expre弱 edview of PWD， that d:oes not simply 

ask what we should do for them， b叫whatwe can do in conωrt with them. 
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A世:emoonSession 

Commenced: 15:19 

Adjoum凶:17:07 

Theproω剖ingsf'Or the m'Oming興関i'Onwe陪 delayedslightly due t'O an e防 tri回 Iproblem. 

The Chairman 'Opened the fl∞ rt'Ogene悶Idebate.MιJ'Ohan Sch'Olvink加 mtheDepa巾ne同'OfE∞n'Omic

andS∞i剖Affai陪thendiscu弱 ed胎m掲'Onthe agenda. He highlighted自ved∞umen恒例IAC/2閃{2003/1

thru A/AC/265但∞3/4and addendum t'Oμ，鵠eDisability Negotiati'Ons Daily Summary for June 16， 21∞3) 

that will be submi世:edatthe回h鵠弱i'On'Of the GA. They陪陶wprog陪弱加mthe W'Orld Prog阻m'On

Di銅 bili砂'，a∞ 鎚sib恰ICT，andthe陪gi'Onalmeetings陪latingto the devel'Opment 'Of a∞ nver咽onthat，嶋陪

held in April and May in Qu加，J'Ohannesburg， Madrid， Bangk'Ok and Beirut. The 'Ou切 med∞ umentsf'Or

each'Ofth田emeetingsa陪 available'On the aα溺 sibleUN PWD h'Omepage at www.un.ora/e羽厄na凶e

General Debate 

The delegate加mNew Zealand indicated his full suppo此fora∞n四 nti'Onbecause the∞re human rights 

∞ nventi'Ons， alth'Ough they apply t'O all pωple，甜11d'O n'Ot guara川:eethen'Orトvi'Olati'On'Of rights 'Of PWD. 

One ∞ mm'On vi'Olati'On particul剖yin New Zealand rela!臨st'O empl'Oyment issues. He elabo阻悟d'Onthe 

ways in which his∞ untry has devel'Oped a righ匂・b笛 ednati'Onal甜ヨt句yandhighlighted the need f'Or any 

∞ nventi'On t'O d'O the same. He called f'Or the∞ nventi'On t'O have inclusi'On， p町首cipati'On，equity， and 

岡市1e陪hipat its∞陪.Sucha∞ nventi'On，he said， sh'Ould als'O emphasize the rights of PWD wh'O faa 

d'Oubledi釦riminati'On，such as min'Orities， indigen'Ous people， w'Omen， child陪n，and th'Ose who a陪

signifi回 叫ydisab恰d.He called f'Or∞ nsiderョti'On'Ofthe陪 ∞mmendati'Onsput f'Orth at the Bangk'Ok m鶴自『唱

in the devel'Opment 'Of such an instrument. Any proass t'Owards the devel'Opment 'Of such a首eatysh'Ould 

als'O伺ptu陪“allviews" and be both “d卯amicand inclusive，" involving the full and active pa柑cipati'On'Of 

PWD. 

Thede胞gatefr'Om Mexi∞ wasthefi陪t'Of many delegates t'O wel∞ me the new Special Rappo陶 ur'On

Disability 'Of the C'Ommissi'On f'Or S∞ ial Devel'Opment， Ms. Hessa AI-Thani. He n'Oted a me鑓 agefr'Om

President vi田 nteF'Ox that exp陪弱凶 Mexi∞ 'sintensifying effo巾 t'Owardsprotl回目ngand prom'Oting the 

rig陥'OfPWD through the creati'On 'Of a special∞ mm融:eet'Ol∞ kat the elabo間百'Onof an intemati'Onal 

∞ nventi'On during the 58th鑓田i'On'Of the GA. Mexi∞ al鈎伺lIedf'Or g'Ovemments， expe此NGOs，and

PWDto∞lIa凶 ratein devel'Oping the釦'Ope'Ofthe∞ nventi'On.He called for a∞essibility 'Of documents and 

∞ ntrib叫i'Ont'O a v'Olun回叩fundthat w'Ould help NGO expe巾 andPWD to fully participate in this pro<活指.

Senegalp除dgedt'O provide all suppo山氏泡弱aryt'O the Chair and the Bureau. The speaker n'Oted that the 

drafting 'Of an Intem甜'OnalC'Onventi'On has been 'On the U.N. agenda f'Or s'Ome首meandexp陪弱凶

disapp'Oin加 entthat in spite 'Of "promising pr'Ovisi'Ons" in the C'Ommissi'On 'On S∞ ial Devel'Opment， the 

m'Ome刷 ms飽 mst'O be dissipating.“Is社n'Otn'Ow世met'O act?" was asked 'Of the Ad H∞ C'Ommi枇:ee.The 

delegate p'Oin悔dt'O the African De偲 de'Of Disabled Pe陪'Ons，anini百ative'Of African NGOs and the OAU， as 

∞巾ibu百ngt'Oequ剖i町， and further甘umpe幅dthe existenω'Ofbothd'Om関目cin耐a伽'esand the Dakar 

sub-陪gi'Onalheadquarte陪'Ofthe African Ins首脳te'Of Rehabili凶 i'Onase'叫dence'Of Senegal's∞ nam. 

Senegal's programs pri'Oritise enabling participati'On 'Of PWD， by making appropriati'Ons t'O capacity.・building

in耐ati¥ll田.刊edelegate n'Oted that prog悶msa陪'One鎚 pect'Of Senegal's自ghtagainst poverty (f'Or e>倒 nple，

impro'叫ngaα溺 stomedi回目'On，health ca陪， and social services). The delegate∞ ncluded. by paying 

甜 ongtribute t'O the Chairman and the W'Orking Group in cha句e'Ofdra柑ngthe C'Onventi'On. 
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The Ambassador from Canada pn∞laimed his hope that discussions willlead to consensus on the most 

e汗釘tivemeans to move the prl∞ess forward. The important role of PWD in effecting recent advances in 

Canadian laws was highligh胎d.He noted that it is of “paramount importance" that “alln配 e弱 ary

arrangements" be made to include PWD in the Convention prl∞ess. The speaker highlighted the 

experience of∞opera百onamongst∞lIeaguesacro弱 multiplelevels of govemment in Canada in 

implementing initiatives陪gardingPWD such as research， education， employment， and也xmeasures.

Gratitude was expressed for the exchange of ideas during and after the regional workshop in Quito in April. 

He noted that the Convention must be draft剖 toensure the broadest po田iblesupport and consistency 

with existing in説ruments，favoring coordination in areas where a“real difference" can be made. The 

speaker concluded by a弱 uringthe Committee that Canada “intends to be ve叩activein these 

discu弱 ions".

Thede恰gatefrom Aus'廿'alianoted i恰“long-standingcommitment" and its dome説icn句 imeof "world-class" 
同is凶 on，poli句， and services designed to maximize pa同icipationof PWD. He noted the pleasure of 

including PWD in their delegation. While acknowledging that there is“s討11much to be done"， the speaker 

notedthat“significant advances" have been made. He outlined several “fundamental" principles that should 

be bome in mind by del句atesand the Commi枇:eein∞nsideringproposals for development of a new 

instrument: (1) endeavor to make sure that existing efforts a陪 fullyrec:沼gnizedand clarified; (2) existing 

prot前世onsin other instrumen恰shouldnot be duplicated; (3) gaps that a陪 iden揃edshould be closed; (4) 

assessment of existing HR in説rumentsin light of previous principles is in 0凶er;(5) any new ins加 ment

should be“effective"and “efficient" (he enumerated that a protα刈 orannexation to ex除，tingHR Treaties 

∞uld be the "mol:的青田tivemeans"; and (町anyregime should in∞巾orates甘eamlinedrepo而ng

requirements and improv1剖 rulesof pn∞edure. 

The Ambassador from Greec:凧 inhis capacity of representing the EU Presidency， noted that there has 

been significant progress towards a mechanism that would prot回 tand promote the rights of PWD b叫

there is still work to be done. Such work includes further full re∞gnition of the goals of full paはicipationand 

equal比y，then田 dfor a developmen也Iapproach to disability， and the changing of a蜘 Jd部 ata govemment 

and societallevel. He highlighted the importance of dealing with aging issues， mental health issues， the 
special rights of women and girls in such a∞nvention， as well as further attention to acc泡弱ibilityand

equality of oPPO山 nity.He emphasized the need for“di陪ct"dialogue国加eenstates and NGOs訓keinthe

development of such a Convention， as well as the nood for any such document to include a rights-based 

approach to the issues at hand. Such a rights-based approach， he回 id，has been s関 nat the EU level， 
especially in the 1996 re叩 lutionand the 21∞'2dir，即tive.Given such experience in the EU， he invited the 
∞mmi枇，00to make use of the experience of the Human Rights Council of the EU in this initiative. 

The seventh intervention was by Thailand. The speaker S'也1edthat Thailand is comm比tedtopromo首ngand

prot，即tingrights of PWD. He favored the idea of elaborating an intemational convention on the prot回 tion

and promotion of rights of PWD. He cited the existence of Resolution 58/4 (22 May 2∞12)，甘1eextension of 

the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons (1993-2002) for another decade (2003・2012)，and 
urged govemments to adopt a comprehensive intemational convention. The speaker noted the awareness 

at a ceremony in Japan marking the end of the De伺 dethat there is a nood to repla回 the“'charity" 

approach with a明ghts-based"approach. Next highlighted was an in-country seminar conducted by the 
Thai Ministry of Social Development and Human Security on December 03， 2002 (Intemational Day of the 

Disab胞d)，and the promotion， during January of this year， of “all activities" related to the dra制ngofan 

intemational convention by an Advisory Committee on Disability to the Thai Prime Minister. The fact that 

the results of the May 26 meeting this year were presented to the Thai govemment was also mentioned. 

Thede恰gatenoted that it is“'crucial that dissemination of inforrnation is a∞essible"， and noted that 

attention also must be given to the specific concems of: (for example) women， indigenous peoples， ethnic 

-77-



groups， survivors of psychia制cservi回 s，people with in胞IIectual/'∞gnitivedisabil耐es;and pe陪onsw肋

multiple disabilities. He ∞ncluded by reiterating that Thailand加IIysupporぽ theConvention pn町湯弱.

Thede恰gatefrom Uganda noted that a Convention“:should go a long way to ensure∞nditions that are 

appropriate . . . w耐10叫∞mpromisingthe existing protection and promotion of rights of [PWD]，" b民 ause

the rights of PVlfD have remained “at risk". A Convention， he鉛 id，should recog川zecivil， pol耐caI，e∞nomic，

s∞ial and cultural righ恰 andsuppo此theremoval of all barrie陪 inthe environment that hinder PWD in 

advancement. Acknowledging the CRC and the Women's Convention， he mused that no provision in the 

Convention should represent a 拠 pbackwa吋s，and firmly拘 t何 thatrights are for all witho叫r句a凶to

race， nationality，回hnicity，∞lor，sex， age， language， religion， and social status. He remarked that social 

discrimination constitutes the m司orityof human rights violations in the world today. Inclusiveness， equality， 

norトdiscrimination，equal oppo巾 nity，empowerment， and pa耐cipationwere enumerated as principles that 

should be“embedded" in a Convention. He acknowledged that a rights-ba鵠 dapproach∞nfrontsthe

reality that disability dis<ぉursehas for a long time viewed円NDas "the ones with a problem". He suggested， 

t∞， that enumeration of rights should sp倒 ficallyrelate to each type of handicap and that there is a need to 

distinguish国tween“impairment"and“handi伺 p[s]"of various types. The impor祖nωofequ陶bleallα測 on

ofthe pro回路inorder to increase e∞nomic means and capac耐esof disabled pe陪onswass甘essed;a 

Convention should empower. Equal oppo巾 nityfor full employment， a∞ess， and the need to attack the 
“甜uctu問1basis of inequality" we陪 emphasizedas of impo陶 nce.The dilemma that ce陶 informsof 

disabilities rl明uire∞ns泊同health伺 reand medication was noted. He noted that a Convention would do 

well to include an obligation for govemments to have ∞mp陪 hensiveda祖 relatedto disability in order to 

implement “credible" plans. The role of intemational aid and cooperation is“crucial". It is also "vi凶"thata

Conven世onprescribe an intemational mechanism and structures for ensuring s祖te∞mplianceat the 

domestic level to the norms set 0叫inthe instrument. The delegate also noted that a Committee of expe巾

∞uld “c叫~uf 鈎meofthe回ditional monitoring repo附ngrequirements. 

The next delegate to speak was from Venezuela. He highlighted the measures that Venezuela has taken 

with陪gardto their 1999 Constitution to guarantee the rights of all pe陪ons，without exclusion or 
discrimination. He called for陪infol1ωmentinthe∞ope阻，tionamong the L.atin American S祖tesin realizing 

full prot即 tionand promotion of the rights of PWD and called for the establishment of universal rights of all 

PWDtoe吋oylegal prot田 tion，full pa同cip副onin community life， satisfactory working conditions， and 

什鵠domof expression in all ways， including sign language. He then sugg倒 凶someways in which these 

rights∞uld be realizl凶 andgu銅 nt関 dat a nationallevel through the ∞nvention， including sch∞| 

prl句問ms加 dpro'梅田ional回 iningof PWD. He， thus， indicated his full support for a broad and 

∞mprehensive∞nvention and moving forward to address all int，句悶1issues. 

S祖tementby the ILO 

官1eChairman called for the Intem甜onalL.abor Organiza世on(ILO) represen也:tiveto take the floor. Ms. 

8arbara Murray expressed her ∞mmitment to the convention as a means of encouraging all countries to 

伯尚1ertheir steps for inclusion of訓 PWDintos∞iety.She highlighted the impor旬n偲 ofequal oppo山nity

加 ds∞ialdialogue， which are reflected in all ILO∞nventions. The陪presen凶 vecalled for meaningful 

pa同icipationof all interested pa同es，industrialized nations， developing nations， transition nations， NGOs， 
and public service providers， in all meetings and expeはgroups.She added that such collaboration should 

be coordinated at the highest level of government. Such a convention， she said， should build on ex凶 ng

bodies and address the needs of people w肋 alldisabil耐esn句ard協 sof gender or age， including those 
w耐1mul百pledisabilities or HIV/AIDS. In closing， she outJined the work that the ILO has done to protect the 

rights of PWD to work， such as a working paper (which is currently available in English and Spanish)， 
r勾ionalmeetings， and the desire to∞ordinate meetings on vocational rehabilitation and刷 ningas 

ne健 部ary.

。。
巧
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Statements骨omNGOs and Secretariat 

The Chainnan 'Openecl the fl'O'Or f'Or NGOs t'O speak. N'O represen也tivest'O'Ok the floor at that time. The 

Secretariat ann'Ouncecl 'Open briefings with the ILO and EU represen回世vest'O be held 'On June 18， 2003. 

Correction to the Summa叩抱，#1， from June 16， 2003: 

Deepika Udagama S'Ought t'O clarify her P'Ositi'On in her presenta百'On'On the expeはpanel:

Her suggesti'On of a hybrid C'Onventi'On in∞巾oratesas甘ongn'Ondiscrimination 5釘目on∞mbineclw肋

substantive rights m'Odelecl 'On tho鵠 inthe CRC， which W'Ould include: survival rights， protl回 tionrights， 

developmental rights and participation rights. 
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ディスアピリティ・ネゴーシエーションズ・デイリー・サマリー

第 2巻第 3号 2003年 6月 18日

翻訳:長瀬修・川島聡

午前のセッション

開始時刻:午前 10:03

終了時刻:午後 12:19

特別委員会議長は、条約検討過程に参加することを求める 15の組織のリストが、

国家代表に配布されたと述べた。国家代表からの反対がなかったので、公式の討議

への上記組織の参加が確認された。

議題 5についての国家代表ステートメント

日本は、社会開発委員会第 41会期における条約に関する決議と、国連人権委員

会第 59会期における障害者の人権に関する決議の共同提案固となることを通じて、

障害者の権利に関する議論において同国が果たしている活発な役割について述べ

た。日本代表はさらに、アジア太平洋障害者の十年(1993・2002)の終了を記念する

同国の最近の地域での努力を強調した。これには、 10月の大津でのアジア太平洋経

済社会委員会の政府開会合、札幌の第6回DPI世界会議、大阪の第 12回RI地

域会議、また大阪のアジア太平洋障害者の十年を促進するキャンベーンが含まれる。

12月の新「障害者基本計画Jの策定、障害者雇用対策基本方針についても述べた。

フィリピン代表は、アクセス可能な ICT('情報コミュニケーション・テクノロジー)に関す

る地域間のセミナー・ワークショップへの自国の関与について述べた。また、障害者の

機会の平等化を達成し、障害者が効果的な方法で自らの市民的、政治的な権利を行

使するのを可能にする上でアクセシピリティが優先事項とされるので、アクセス可能な

情報・技術に関連する問題に焦点を当てるよう求めた。同代表は、資源の問題、異な

る発展段階、政策文書の策定における国家の責務を考慮するよう求めた。また、発展

途上国が条約の目標を達成するのを支援する際には、国家としての能力構築と協力

に注意を払うよう求めた。コスタリカ代表は、障害者の権利の平等に関する圏内法が

7年前に政府によって承認されたこと、障害者差別撤廃に関する米州条約の最初の

批准国であることを述べた。さらに、今回の条約においてはアクセス、インクルージョン

資金調達を基本原則とする社会開発アプローチが取られるべきだと述べた。「障害の

発生率増加の原因となる社会状況として、極貧と資源不足とを明確に関連づける取り

組みを支援することが必要であるJ。エクアドルのキトで、4月 9・11日に聞かれた、米州
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の各国政府から任命された代表による会議における勧告を引用し、同国代表は「障

害者が広く直面している課題は、障害者の排除を防止し、機会の平等の下で政治、

経済、社会、文化のすべての生活分野に障害者が参加することを促進するための政

府の行動を必要とする構造的特性を持つ」と強調した。この目的達成のために直接的

投資が必要である。特に、条約策定過程における障害者の完全な参加を保障するた

めに、国連施設のアクセスを一層改善しなければならないことが述べられた。アメリカ

代表は、 1970年代以降の「アメリカ障害者法Jその他の法律の成功を強調し、特別委

員会の活動に建設的に加わり、技術的援助を行なうとともに、この問題に関する重要

な知識と経験を共有する意思を示した。アメリカ障害者法は条約の「有用な」モデ、ルと

もなり得ることが述べられた。さらに、法執行の仕組みとプログラムに関して、参加各国

が「それぞれの国内での行動を継続するJ必要性に触れながら、特にすでに圏内法

規を高度に発達させた国の中には、国際的な法的文書には加わらない国があるかも

しれないと述べた。ヨルダン代表は、アラブ、諸国を代表して、議題となっている問題は

人道的問題であり、障害者の 80%が住む途上国にとって重要な問題であると述べた。

条約では、周辺化、虐待、環境上の障壁、失業、社会の態度、外国による占領などが

取上げられなければならない、と述べられた。 2002年と 2003年のアラブ世界での会

議、特に 2002年 10月と 2003年5月のベイルートでの会議と、その過程でのNGO

の「際立ったJ役割も強調された。モロッコ代表は、アフリカグ、ループを代表し、国連、

NGO、障害者、政府が参加したヨハネスプ、ルグ、で、の会議における進展と、人権の促

進と保護において、開発と障害に対する認識の向上が大きな役割を果たすような方

法で行なわれた、アフリカ障害者の 10年の一部を構成する取り組みを中心に発言し

た。同代表は、条約は開発に基づくものでなければならなし注し、貧困などの問題、

女性・子ども、高齢者、重複障害者の特別の関心事を考慮しなければならないとした。

特にアフリカの関心事である、闘争、エイズ、良い統治(グッドガパナンス)などの最近

の関心事についても触れられた。

カタール代表は、障害者のための保健サービス、無料の教育、支援施設(文化施

設、リハビリセンター)などの施策を中心に発言した。施策には、特別なニーズを持つ

子どものためのセンター、 1998年1月に首長が始めた障害に関する意識向上キャン

ベーンが含まれている。条約は特に、失業、職業訓練、リハビリテーションなどの問題

を取上げることが必要であると述べられた。南アフリカ代表は 2003年5月のヨハネス

プ、ルグでの南アフリカ政府障害コンサルタント会議と、アフリカの開発のための新たな

ノ号ートナーシップについて述べた。このパートナーシップは圏内的レベル、地域的レ

ベルでの障害の視点を含んだもので、ある。国際的レベルの条約では、エイズ、エスニ

シティ、難民、少数民族、重度障害者、重複障害者の問題が特に取上げられなけれ

ばならない。権利に基づくアプローチ、肯定的な用語の使用、社会構築に基づく障害

の定義の拡大、権利が不可分で独立したものであるという認識もまた必要である。障
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害の経験に基づいた専門家による実効的なモニタリング・メカニズムを設けることや、

政府に対して義務的な措置を課すことが必要であると述べられた。特に、条約成立の

過程を遅らせることにつながる複数の草案を作成するので、はなく、単一の草案を作成

することが必要であると強調した。レバノン代表は、ほとんどの障害が直接的または間

接的に社会それ自体から生じたものであり、そのために、無視の政策、慈善ベースの

政策から、より統合されたアプローチへと転換されなければならなし立述べた。こうした

問題に取り組むため、レバノンは障害者問題に関して決定権を持つ圏内組織を設立

した。また、レバノンは、包括的かつ長期的な統合のための計画を作成し、 2000年に

は、健康管理から移動、雇用にまでわたる障害者の権利を規定した法律を制定した。

二重の差別を受ける人々(女性、子ども、高齢者、精神障害者)が孤立せず、平等な

権利を持てるよう、この人たちの特別なニーズに焦点を当てた、より総合的なアプロー

チが求められた。ノルウェー代表は、この間題に関する欧州連合(EU)の立場を支持

して、平等、参加、自由、尊厳を中心的な価値とし、社会的態度、差別、意図的また

は非意図的な排除に関心を向けた条約の必要性を明らかにした。し、かなる条約にお

いても、学校と職場における合理的配慮への権利と、ユニバーサルデザ、インに従う義

務とが明示されなければならないことが述べられた。強制的な遵守規定の必要性が

強調された。

キューバ代表は、この条約に関して、普遍的な発展の権利の重要性を強調し、貧

困の増大と自由放任政策が目標達成のために乗り越えるべき障壁となっていると述

べた。このような条約ではまた、障害の社会的定義が、アクセシピリティ、配慮、統合、

インクルージョンの定義と共に含まれ、条約は既存の人権体系の上に作り上げられる

必要があると述べた。さらに、態度の問題、社会保障、性的な虐待と暴力、障害者へ

の法的支援の問題への取り組みも必要である。そのような条約の草案は、特別委員

会の責任においてのみ作成されるべきであり、直ちに取り掛かる必要がある。シリア代

表は、教育、保健、雇用における障害者の平等の機会へのシリアのコミットメントを示

し、 NGOや公的組織が関わる定期的なセミナーへのシリアの参加について述べた。

また、条約においては途上国をはじめとする、すべての国のニーズに対する取り組み

が必要だとも述べた。外国による占領のために障害者が増加していることが強調され

た。最近では5千人のシリア人が外国の占領者の行為によって障害者になったと述べ

た。

中国代表は、この条約に対する継続的な支持を改めて表明した。中国は4度の5カ

年計画において障害者のための特別な事業を行なってきた。また、障害者の権利の

促進と保護のために、教育と貧困の軽減のための特別な規定を含む、総合的な立法

措置を行なった。昨年はさまざまなNGOと政府機関が、この条約に向けた準備のた

めに協力した。これと関連して、中国は今年、国連のアジア太平洋経済社会委員会の
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会議を主催することになっている。条約には障害者の権利についてのビジョンだ、けで

なく、それを実現する手段も盛り込まれなければならない。

チリ代表は、差別の原因を中心に述べ、特に障害者の失業は健常者の3倍にのぼ

り、雇用されている場合でも、障害者の賃金が最低賃金を下回っていることを強調し

た。社会経済的な要因に基づくこうした障害のために、障害者はますます排除され周

辺に追いやられることになる。障害の問題は、政治的活動と実践の分野において、多

様なアプローチやさまざまな視点を持った価値を結合するとしち課題を我々に突きつ

けている。これに応えることが、可視的でない側面に注意を集中し、すべての人問、

特に最も弱く影響を受けやすい人たちの権利保護を強化するための手段を補完する

助けとなる。

パレスチナの代表は、パレスチナにおける障害の発生原因が主にイスラエル軍の

無差別発砲にあると述べた。 2000年 9月以降だけでも、 4万に近いパレスチナの

人々が負傷し、その多くが永続的な障害を持った。新たに障害者となったパレスチナ

人の大部分は若者である。 25%が学齢期の子どもで、 60%が18歳から34歳である。

「すでに障害に苦しむ人々も占領軍の攻撃にさらされ、多くの障害者が重複した障害

を持つようになっている・・・予防接種、出生前の看護、栄養指導など適切な医療を必

要な時に受けることが非常に難しくなっているために、パレスチナの女性や子どもは

大きな影響を受け、先天性欠陥児の発生率が増加しているJことが指摘された。そして

同代表は、次のように述べた。「障害者の権利と尊厳を保護、促進しようとする条約を

真剣に策定しようとするならば、あらゆる障害者の保護支援のための規定と、サービス

へのアクセスへの規定が含まれなければならない。さらに、条約は、武力紛争、外国

による占領という共に障害の主要な原因である非常に困難な状況下に暮らす人々の

苦しみに取り組むものでなければならなしリ。

国連アジア太平洋経済社会委員会の代表は、バンコクで聞かれた障害者の権利

および尊厳の保護および促進に関する国際条約に関する専門家会合(6月2-4日)に

おける勧告を要約した。この会合は総会決議57/229に直接応えるもので、インクルー

シブ、で、バリアフリーな権利に基づく社会を目指した、第2回アジア太平洋障害者の 10

年に関連して聞かれた。バンコクの勧告は、この特別委員会の活動に関する各国政

府の支援が強く求められた。この勧告は総合的で、人権に関する条約となるべき、今

回提案されている条約の性質、構造、要素を広くカバーしている。バンコク会議で、の

勧告には、提案されている条約の主要な構成要素として次のものが挙げられている。

前文、目的、原則、範囲と定義、国家の一般的義務、平等・非差別の保障、特別な権

利、モニタリング・メカニズム(監視の仕組み)である。この勧告では、各国政府が非国

家主体と協力しながら、条約の規定を実施するために、立法的・実際的・政策的な行
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動をとる義務を負うことが強調されている。障害者の権利は「特別なニーズ」としてでは

なく、「人権」として理解されるべきである。

世界銀行の代表は、世界銀行障害アドバイザーであるジュデ、イ・ヒューマンに代わ

って声明を読み上げた。世界銀行の取り組みを助けたノルウェー政府による支援に

伴って、 2002年の障害分野における世界銀行の活動は大幅に増加し、それが、障害

アドバイザーの設置をもたらした。世界銀行が開催した障害と開発に関する国際セミ

ナーからさまざまな勧告とアイディアが生まれた。障害と開発に関するアドバイザーの

オフィスの行なう活動は三つの柱からなっている。(1)障害を世界銀行の中心業務に

繰り入れる。 (2)知識を共有するためのパートナーシップを作り上げ、国際、圏内、地

域レベルで、の活動主体との調整を実施し、高め、地域の持続可能性のための長期的

な能力を養成する。 (3)財源と人的資源を協働させる。最後に世界銀行のジェーム

ズ・ウォルフェンソン総裁の声明が引用された。「インクルージョン、つまり、それまで社

会の一部になっていなかった人々を社会に参加させる、それが開発のすべてであるJ

午前のセッションの最後の発言者は、インドの圏内人権機関・アジア太平洋人権機

関フォーラムの代表であった。インドの国内人権機関は昨年、アヌラダ・モヒトを障害

に関する特別報告者に任命し、それ以来、障害者、特に精神障害者の人権に関する

侵害について多くの調査を行ってきた。昨年 11月にデリーで開催されたアジア太平

洋圏内人権機関フォーラムの会議では、「障害の問題をきちんと位置付け、権威を与

え、可視化するためには包括的な条約が必要であり、これは既存文書のモニタリン

グ・メカニズ、ムの改革によって達成することはできない・・・締約国に自らの義務を明確

に理解させるには、単一の包括的な条約が望ましいjという勧告がなされた。

午後のセッション

開始時刻:午後 3:09

休会時刻:午後 5:10

特別委員会の午後のセッションは、議題7(条約に関する提案への貢献についての

討議:一般的討議)にあてられた。

EUを代表して、ギリシアのアダマンティオス・官1・ヴァシラキス大使は、人権と基本

的自由は世界人権宣言に列挙されており、核となる人権は「普遍的であり、あらゆる

人に差別なしに適用されるJものだと指摘した。しかし、障害者による人権の「完全な

享受」には「多くの障壁Jが存在し、そのために行動が必要なことも指摘された。条約

の作成は障害者による人権と基本的自由の平等かっ効果的な享受のために「有用で

ある」というのがEUの考えである。新たな条約の目的は、既存の人権規定を、障害者

が「直面する特殊な状況」に適合させることでなければならない。 EUは、非差別、機

会の平等、自律、参加と統合という基本原則を認めた、条約の要素を記載した書面を
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提出するつもりであるとした。既存の人権規定との整合性は、既存の規定を弱めたり、

これと重複したりすることを防ぐために「非常に重要」である。非差別モデ、ルでは、「普

遍性」と「特殊状況」を同時に認識することが可能である。条約は、差別の起こりゃすい

分野を明らかにすることで、人権の「障害に関する側面」を可視化させ得る。「ダイナミ

ックで柔軟な」モニタリング・メカニズムが「最も効果的だ」というのが、 EUの「確固とし

た考えJである。 NGOが「最も重要Jであるとの認識も示された。 EUは「積極的な役

割Jを果たすことを決意し、以下の目的を掲げた決議案を配布した。(1)国際条約の

策定を無条件に決定する。 (2)条約に関する交渉を第3回特別委員会で開始するこ

とを決定する。 (3)交渉の基礎として第3回特別委員会に条約の第1次案を提示する

ための専門家グ、ループを設ける。 (4)政府、国際機関、 NGOその他の利害関係主体

が、専門家グ、ループに対して意見を提出するよう勧奨する。 EUの決議案の採択は、

「効果的で、インクルーシブで、効率的な起草過程に大いに寄与し、全員の利益にな

る」と、大使は締めくくった。

ナミピアは、アフリカ諸国を代表してのモロツコの発言に賛同すると述べ、アクセス

についての権利は障害者にとって人権問題であり、ナミピア憲法はこの問題に対応し

ていると述べた。世界行動計画と基準規則に則った同一の権利と機会を障害者に保

障することで、障害者の生活の質を改善しようとする国家政策(1997年)について、ま

た、貧困と開発の課題に取り組む部局の総理府への設置についても述べられた。障

害に関する法の制定と改正に関する取り組みについての諮問機関となる、障害に関

する圏内協議会が、遠からず設置されるとの発言もあった。既存の人権に関する条約

は障害者に関する問題に「十分に応えて」いなし、として、条約の起草に対する「全面

的な支持Jが述べられ、起草、モニタリング、実施過程における障害者団体の「参加に

対するJ支持の表明とあわせて、ナミピアの「目標達成に向けての全面的な協力Jが約

束された。

メキシコ代表は、国連総会決議56/168(2001年 12月)にあるように、 f包括的なア

ブローチ」が最も適当であると述べた。条約「内容の起草がすぐにも始められるJことが

望ましいとの希望が表明された。条約の規定は、「現在の圏内的な基準に応じた各国

の現実jを踏まえながら、障害者の生活の質を目に見えて改善するものでなくてはな

らない。誰もが人権を完全に享受し、差別的な障害を除去することを確認するだけで

は「不十分」である。権利を包括的に確認することが、条約の最も基礎的な要素でなく

てはならない。政府は「完全に利用可能でインクルーシブな物理的、社会的、文化的

環境Jを作るために「具体的な行動Jを起こさなければならない。条約は物事を優先度

に従って並べ、「普遍的な認識Jを高めるために重要である。利用可能な住宅、貧困

層の障害者、そして農村地域に住む障害者の問題を取上げることは「極めて重要」で、

ある。専門機関による事態の進展を含め、情報を収集し、さまざまな定義を「慎重に研

究し、議論するJ必要がある。メキシコ案には専門家委員会の設置が盛り込まれ、その

-85-



委員会には障害者が「十分に代表されるJべきであるとされている。既存のシステムは

「断片的で不十分」であり、そのために「最小限の」インクルージョンという結果となって

いる。「強制力のあるJ条約が必要である。「社会の前進は、障害者のインクルージョン

の程度によってしか計られなしリという発言で締めくくられた。

ニュージーランド代表は、強制力のある条約の策定を「強く支持」した。「多様な見

方があることは明らかJであり、各代表は混乱を避けるために具体的に述べるべきだと

の発言があった。具体的な文化的文脈の中で政府がどう行動すべきかについて規定

しすぎることは「望ましくも生産的でもない」が、アファーマティブ・アクション(積極的差

別是正措置)は必要である。必要なのは福祉の枠組みよりも権利の枠組みである。し

かし、「新しい権利を創造したり、既存の権利を損なったりすることは必要で、も望ましく

もなくJ、権利は「明確にされ」なければならないのである。ニュージーランドは、バンコ

クで行なわれたアジア太平洋地域の専門家会議(2003年 6月)の勧告を支持する。

既存の人権に関する条約に述べられた権利について改めて述べながらも、平等と非

差別を述べるだけに留まらない条約を支持する。インベアメントは「永続的なことも、一

時的なことも、時折起こることも、認識されたものであるJこともあり、障害は「社会的、環

境的な要素の結果jである。我々は「多数派Jインペアメント(高層階のためのエレベー

ターなど)と「少数派Jインペアメントを考えることができる。人口の多数が何らかの点で

インベアメントを持っているにもかかわらず、「少数派」障害者は、「社会が適当な対応

を取らず、そのためにそうした人々が障害者となる」、「その他のjインベアメントを持っ

た人である。障害者の権利を保障する手段は、一部の集団(人種や性など)の参加機

会の均等化とは区別できる。後者の手段はあるところまで来れば「もう不要」と考えられ

るのに対し、障害者に影響を与える手段には「環境の永続的な変化Jと「継続的な支

援」という要素があるからである。条約の作成にあたっては、既存の人権の枠内に「矛

盾なく収まらなくなるほど広範な領域に適合するところまでその範囲を広げることは避

けられるべきであるJ。そんなことをしなくとも、すべての障害者が権利を享受するため

に必要なものが既存の人権から引き出せるように、「詳細な説明」や「具体的な解釈」

が可能なのである。権利に基づくアプローチでは、地域の社会インフラと「密接に関連

したJ手段を規定することが避けられている。条約の起草過程は「障害者とのパートナ

ーシップJをもって行なわれなければならない。『重要Jなことは、政府とNGOによって

特別委員会が検討すべきテキストが作られることである。特別委員会の会期の合間に

条約案のテキストを作成する、地域代表からなる加盟国のグループ(NGO、障害者

団体が自ら選んだ代表を含む)を設置するのも「検討に値するJ一つの選択肢である。

特別委員会議長が提案を「前向きに検討Jし、「提案について考慮、する機会が各国代

表に与えられる」ことを求めて、発言が終わった。

ペネズエラ代表は、以下に述べる理由とその他の理由から、特に障害者に関する

新たな人権文書が必要だと述べた。(1)未だに存在する理解不足bω「福祉的評
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価基準」のもとで社会サービスを考える多くの人の意識。 (3)障害者を「病人」として扱

う医学的評価基準。 (4)国家的プログラムの欠知(保健、スポーツ、リクリエーション、

教育など)0 (5)障害者に対する法的保護や社会保障が脆弱であること、または欠け

ていること。 (6)物理面、コミュニケーション面、輸送、労働環境におけるアクセスの欠

知。 (7)リハビリテーションの資源と良質なケアの欠知。 (8)障害者が経験する日常生

活条件と経済的不均衡。条約が「万能薬」になるだろうとの表現はなかったが、国際

的、圏内的な運動の代表、特に、障害者とその家族による長年の戦いが頂点に達し

たことを明らかに示すことで「高度に重要な」貢献をすることになると述べられた。障害

者とその家族は、国際法に鑑みて自らが享受する権利の認識を獲得してきたのであ

る。障害者は多くの国において市民とは考えられていない。「宣言や声明」は十分で

はない。条約の準備に関してこの特別委員会が今後処理しなければならない作業を

リストアップすることだけでも、新たな条約の「全体的(ホリスティック)Jな性質がすでに

明らかにされ、この条約の内容に関する「要素や範囲Jがすでに定められた。条約は

検討範囲という点で総合的でなければならず、多様な概念に「必要な」つながりlこ関し

て「総合的」でなければならない。このように、条約は「継続的な行動についての継続

的な根拠を強制する」ことができ、「福祉Jや「障害者擁護」のそデ、ノレとは大きく異なっ

ている。モニタリング・メカニズムに関して、主要な活動主体(障害者とその家族)に対

する配慮が必要である。この過程は協働的なものである。「メキシコ」案でも「我々の」

案でもない。良質の総合的かっ重要なテキストを提示したというだけである。ベネズエ

ラによる条約テキストの提案が、国連の公用語で来週行なわれるとの説明があって、

発言が終わった。

6番目に発言したのは日本の代表だ、った。「どのような条約にしようとするのかにつ

いて、徹底的に議論Jすることが重要である。条約に対して国際社会の中で「できるだ

け多くの利害関係者Jの支持を得ることが「必須jで、ある。このようにして、条約は「普遍

的価値Jに基づいた「指導的原理」を獲得することができる。日本は権利に基づくアプ

ローチを「完全に支持」している。このアプローチには「将来の努力に関する重要な意

味」があるからである。「独立した条約」ができるのであれば、「すでに条約の対象とな

っている権利はどれで、まだ、きちんと対象となっていない権利は何かを明らかにするこ

とが必要になるJorこの段階で、『包括的』なものであれ、『非差別』に重点を置いたも

のであれ、複数の条約のタイプに対して、可能性を残しておくべきである。定義に関

する問題は重要ではあっても、内容に関する議論に用いることのできる時間を割いて

行なわれるべきではない。社会開発が組み込まれるべきだというアプローチを日本は

受け入れない。条約の検討過程が、r[このアプローチを盛り込むことで]、挫折するこ

とになってはならないと考える」からである。どの人権条約にもモニタリング・メカニズム

が「不可欠Jである。実行されないような条約は「意味が無い」からである。重要なのは

条約に参加する国の数だけではない。新たなモニタリング・システムは、基準規則の

-87ー



下でのモニタリング‘を行わないことの口実となってはならない。政府、国際機関、 NG

Oは、全員でアイディアを議論しなければならず、日本の代表はこの議論に「積極的

に参加する」。

ドミニカ共和国は、ホリスティック(全体的)な法的な枠組みの中で提出されたメキシ

コの提案を支持する。障害者は自分たちに対する感受性を欠いた世界文化の中で生

きているからである。ここに集うすべての国家とNGOが、この会期の中で広まっている

サンフランシスコ憲章の精神をもって貢献するという逃れられない義務を負っているの

はこのためであると考える。特別委員会が全員一致で、障害者の権利と尊厳を促進

する広範な条約を起草することが代表の希望である。エルサルバドルの障害者関係

の政府組織の中には歴史的な連帯同盟がある。この組織は真の統合、機会の平等

化、障壁の除去、すべての社会セクターの自律と指導性と参加の促進を中心に取り

組んでいる。その目標は、「病人に対する憐れみJという福祉のアプローチを越えること

であり、障害者が自らの運命の決定に中心的な役割を担うことである。エルサルパド

ルは、圏内的な枠組みはあるが、一般的な国民の認識に取り組むことが必要である。

同国は、こゐ国際条約に賛成し、支持し、これを強化する。条約によって組織の圏内

での活動が大幅に強化されるからである。広報キャンペーンにおける障害者に対する

プラスのイメージを広めながら、条約作成の過程において重要なステップになる文書

をメキシコが提出したことに敬意を表するとともに、 2週間の会議が終わるまでに条約

に関して大きな進展が見られるようになってほしいという希望が表明された。カナダは、

自国の立場が人権原則に則ったものであること、障害者の人権の核心はインクルージ

ョンと完全参加の権利、すなわち万人に同じ扱いをするというだけではなく、違いを認

めながら万人の尊厳と機会の平等を可能にする手段を取る、「実質的平等」の権利で

あることを説明した。カナダは、この条約が21世紀の重要な遺産になると考えている。

「条約の起草に当たっては、ダ、イナミックで、効果的で、効率的な過程が必要であり、

そのことがきちんと行なわれるようにする必要があるJと代表は述べた。

メキシコは、ニュージーランドとベネズエラの立場を支持し、特別委員会議長のリー

ダ、ーシップによって、これまでに提出されたすべての提案を統合し、包含するドラフト・

テキストが国連総会に提出されることになるという確信を述べた。第1次草案が必要だ

というEUのステートメントに関して、メキシコが配布し、当委員会において専門家とN

GOによってなされた様々な提案によって深められた条約案がすでにあることを考え

れば、「奇妙Jであるというのがメキシコの意見であった。この提案を考慮し、できるだ

け早く分析するようにしたし立特別委員会議長は述べた。

国際労働機関(ILO)は、例えば文書NAC.265/2003/4.に述べられている非差別

モデ、ルのように、既存の国際文書を基盤にして、既存の人権条約規定を活用すること

を提案した。労働権、雇用と職業における機会均等、平等な給与、技術研修、職業リ
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ノ、ピリテーション(lLO第 159号条約を参照)、社会保障と雇用サービス、さらに、雇

用者に対するインセンティブと助言サービスなどの関連要素に関する規定を盛り込む

ことも強調された。貧困と障害の聞の循環的関係、貧困改善戦略、司法・効果的な紛

争解決プロセスへの利用可能性などが強調された。ペニンは、圏内の障害者の 57%

は特別なケアを受け、地域ごとに多様な貧困家庭にいると述べた。障害者が無能力

者と考えられている地域もあれば、他の地域では幸運をもたらす神と考えられている。

障害予防の問題が議論されることについての関心が述べられ、ホリスティック・アプロ

ーチ(全体的アプローチ)が放棄されるべきではないとしながらも、社会福祉的アプロ

ーチに対する支持が表明された。国連人権高等弁務官事務所は、障害者の人権は

ずっと無視されてきたが、幸いなことに、現在ではこの状況は逆転し、この問題が確認

され、強調されていると述べた。障害者の地位を向上させるために十分に活用されず

にきた既存の人権条約には大きな潜在的な可能性があり、同事務所は既存のメカニ

ズムに関する情報面に関して、特別委員会を支援する。 15カ国の圏内人権機関を代

表して、シャーロット・マクレインは、 NGOが将来の特別委員会に出席するための資

金を要請し、条約作成過程に関する新たな提案を行なった。提案に含まれるのは、基

本的な価値、アクセシピリティ、障害、多様性を反映した人権原則に、個別の必要に

応じ、詳細に説明され、全体的な焦点を当てること、また、すでに各国代表によって署

名されたウィーン宣言の確認である。公的および私的領域における、直接的、間接的、

体系的な、隠された、二重の、複合的差別を含む、強力な平等・非差別条項が必要

である。

国際障害コーカスは、障害者のニーズを全体として満たしながら、策定過程を速く、

効果的に進める将来の方法の決定を支持した。具体的には、どのような起草委員会

であれ、国際障害コーカスから指名された委員によって、障害種別が多様であり、地

理的にも多様であることが提案された。また、次回の特別委員会前に利害関係者全

員がリアクションペーパーを準備できるよう、 2004年 3月 1日までに草案が準備され

るために必要な財政的・人的資源が十分に提供されるよう要請された。 135カ国の障

害者の人権を促進する圏内組織から構成されている障害者インターナショナル(DPI)

は障害者の視点を盛り込むことは、起草過程の核心部分であるしてこれを支持した。

世界ろう連盟(WFD)、国際障害同盟(IDA)は、 EUの視点とは異なるメキシコのプロ

セスの詳細な説明を支持したが、メキシコのプロセスは、法的強制力のある文書とする

ためには不十分であるとの感想を述べた。 IDAは、検討されるべき第2次草案を国連

加盟国がまだ手にしていないので、その草案を支持することができないと述べた。世

界精神医療ユーザー・サパイパーネットワーク(WNUSP)は障害者の人権を主張した。

精神保健サービスを利用する障害者もいれば、精神医療による拘禁から生還した障

害者もいるし、精神障害者もいる。国連経済社会局は、財産、住宅へのアクセス、雇
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用、家族の扶養、投票、拘留・監禁からの自由に関する問題についでのポジションペ

ーパーが、そのウェブ、サイトにあることに注意を促した。

メキシコは、その提案を説明し、同固と特別委員会議長団が、 NGOや政府から条

約に関する諾提案を受け取ったと述べた。このことから、メキシコの提案は、全ての意

見をまとめて、第 1次草案に盛り込み、国連加盟国による秩序だ、った議論と交渉を促

進するためになされた。その意図は、どのような文書も拒絶しないが、それぞれの見解

を明らかにし、討論の機会を持つことにあるとされた。諸提案をまとめた一つの文書が

ない限抗議論のまとめ役である特別委員会議長の下で、 9月の国連総会が聞かれる

前に意見をまとめ、協議を終えるのは難しいと思われる。ペネズエラは、すでに提出さ

れているワーキングペーパーが用いられるために、各地域会合からの具体的な貢献

を明確に求めている第2回特別委員会の議題 7への注意を喚起し、メキシコの発言

を支持した。ペネズエラは、事務局を通して、口頭で表明された見解と現存する提案

とを整理するよう、特別委員会議長団に対して要求し、最後に、あらゆる関係者により

再検討され修正され得る文書を、本会期中に提示すると述べて締めくくった。コスタリ

カは、特別委員会における討議のたたき台としての、従前のドラフト・テキストの提案を

支持し、すでに作業を開始する意思があると述べた。エルサルバドルは、メキシコ提

案があらゆる国連加盟国のニーズと国連の提案をまとめたものであるため、この提案

を是認して支持した。

ディスアピリティ・ネゴシエ}ションズ・デイリー・サマリーは、ランドマイン・サパイパ

ーズ・ネットワークが発行する。このネットワークは、地雷の被害を受けた6つの途上国

において手足を失った者の支援網を持った、米国に拠点を置く国際組織である。この

サマリーのスタッフには、ジャグディシュ・チェンダー、マーガレット・ホールト、ジェニフ

ァー・ペリー、マーシャル・クラスター、およびキャサリン・ガーンジー(編者)が含まれる。

このサマリーは、www.rie:htsforall.orgとwww.worldenable.netのオンラインで入

手可能である。スペイン語、フランス語および日本語の翻訳は、障害者インターナ泊

ナル、ハンディキャップ・インターナ、ンョナルおよびDINF(日本)の好意により提供す

る。このサマリーに関連するあらゆる質問または関心事項については、キャサリン・ガ

ーンジー宛て(kGuernseWi2vahoo.com)に直接メーノレを頂きたい。

第2巻第2号(2003年 6月 17日)についての訂正

ハンディキャップ・インターナショナルはヒューマニタリアン・オーガニゼーションと間

違って記述されている。

-90ー



Disability Negotiations Daily Summary Volume 2，栂June18， 2003 

Moming割掲sion

Commen回 d:10:閃 AM

Adjoum剖:12:19PM 

刊 eChainn加『旧制thatthe list of 15 0唱aniza:首ons問 U関目崎toparticipal胞 inthe Convention proα鵠

had回endi甜ibu胎damongtheS恒恰del句a百ons.Since the陪 Wぉ noo同回目on加mstat関 their

p訓 cipa世onin廿'190冊d剖pro偲 edingswas∞n自nned.

S畑胞Del句a目。nS回腸men也 on勾endaltem5

Japandeぉd加dtheir active role in discu鎚 ionsonthe句協of円NDthrough∞-spon釦 ringthe
陪 釦l叫on陪gar胡ngthe∞nvention during the 41 st s鎚 sionfor the Commission for S∞ial Developme川
釦 dthe resolution on the human rights of PWD at the 5鮒1銭おsionof the Commission of Human Rights. 
Thede阿梅剖釦highligh胎dJapan'sr四渇川崎ionaleffor厄b∞mmemora胞廿晦endof the Asian and 
Paci官cD観測eofDi銅bl剖 Pe悶ns(1~払，2002)，釦chas the octo回rESCAPin悟喝ovemmen也l
meeting in Otsu， the 6th Wor1d As鵠mblyof DPI in Sapporo， the 12th RI B句ionalCon抱 問 問inOs紘a，
andthe伺 mpaignto promo悔theAsian飢 dPaci自cD民 adeofD闘 bl，凶 Pe間 隔in偽 aka.He 
di釦u~抱dJapan's revision of their Basic Prog悶mforPWDinD臨海m回r町咽aFundamen也1Policyfor 
Employr鴨川M伺側関forPWD. The del句ate加mthe Philippin白 not剖胎involvementin an 
in協同gional鵠 min町釘叫wo欣:shoponaα泡ssibleICT and伺 Iledforfu叶1erfocus on issues rela百ngto
aα活弱ibleinfonnation加 d蹴 hnol勾y民問U鵠 aα渇鑓ibili旬isa priority in achieving伺ualiza:世onof
opportunity ar咽a1lowingfor PWD to exe削鵠theircivil and pol耐伺lrig地 in叩 e伽対veway. He not凶
theneedto也keintoaα沼unti:鑓 U備 ofr取担ur目指 釦d凋 rying胤telsof development ar叫thes伊記師岱of
state obliga首0陪 inthede喝 lopmentof釘lYi附加mentand伺 Iledforal世:entionto national問問city
building加 d∞ Ila加間百onin同Ipingdeveloping∞ u巾i鎚 meetthe goals of such a∞ nvention. The 
Cα抱 Ricandelega恰d民間ib凶 theS也恰i'sappro凋 Iof a nationallaw on equal op仰向Jnityfor PWD 7 
years ago and their加ing廿砲自問t∞u巾yto阻 助 制In断固Ameri回 nCo附 entionon the Elimination of 
D協同minationof円ND.Heu句剖thatthis Convention should have a social de四 lopme同approa出 in
whichaα湯笛，inclusiven関 sandfinar制ngwillt抱負Jndamen也1princip胞supon which to build. He a唱ued，
“It is appropriate to support initiatives that関也blishalink回tweene油emepover旬a叫 lackof陪釦ur目指

部錠副剖cirrums凶 ね 備that∞巾ibutetoinc陪asingthe inci細胞ofdisability. Ci首ngthe
間∞mmendationsof the m田園ngof陪P陪鵠n恒也勝appoin刷 bythe govemments of the Ameri伺 n
hemisphere in Quito， Equador， from 9-11 April， he str宙関dthat the "challeng白恒国dbyPWDgene刷Iy
areof甜uctu凶 characterwhich mak随 員 『 臨 溺銅叩forS包t回 to也keaction to p陪iventtheir excJusion 
加 dpromo悔theirfull par制阿世onin a11 sphe，陪sofpo臨伺1，ec:氾nomic，銃犯ialandω加凶lifew耐1伺u剖
oppo巾 nity."Di問 t町田町1entis陪qu胎dto fulfill this objective. In pa同ωl町'， he剖田indi回胎dthatthe
UNfacili世esshould be mo陪 aα溶ssibleto ensu陪 fullpa雌ci阿世onofPWDinallp町民ofthepro田ss.官1e
del，句ate加mtheUnili剖 S也t由 highlightedthe succe縮担Sof the US Ameri明 nw肋 Disabil耐関Actand
oth凶 egis凶onsir鴎 the1970s and indi;伺也dits willi喝n関 stojoin∞附加ctivelyin the wor1< of the 
∞mmi肱鴇釘叫sha陪 subs也n脚e加 側l剖ge加 dexperien偲 onthe鵠除su鎚，aswellas胎chnical
舗 S抱也『鴎.刊eADA，he銅 id，∞uld加 apc溺 ible"u鰐ful"mωelforthe∞n四 n首on.Noting the n鵠 dfor
eachmem加rf抱悔b“pu陪ueaction within their own加国e陪"w耐1陪gar甘toenforcement m田 hanisms
加 dprog阻ms，同伺叫onedthat釦 mes祖t白，備陣ciallyth，関ewho have high取develo問ddom関恥

la'明 朗d同is刷 onal悶 dy，may not wish to be party to飢 yintemational同副i附加me枇 Jord加 担id，
on国halfoftheA悶bGroup， that the i弱 U田凶ngdi矧邸側鴨陪hum釦陶同加除su鴎釦dofg闘 t
impo陶 nceto developing nations 版記au鵠 80%of PWD live in such na百ons.官官del句ateindi白梅dthat
the∞nven百onmustd飽 Iw柑1i弱 U舗 su出 asmargin剖ization，m同eatme叫 environmen也10民泊d白，
unemployment， social a柑加d弱， ar叫b陪ignαx:upa世on.刈釦highligh幅d嶋陪∞nfe陪間関in脚 内 ヨb
wor1d in 2002飢 d2003，問出ω加Iythα抱 inBeirut in October 2002 and May 2003 and the 
‘'di:胡・nguis同d"role of NGOs in the proc溺 S叶鳴陪P陪田n匂Dve加mMoroα::0spoke on behalf of the 
A耐錨19roUp加 dhighligh胞dther四期tde'凋 lopmentsat the m関百ngin Johannesburg that involvE剖
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people加mthe UN， NGOs， PWD， and go四 mment，and the initia甘vesthat have been pa同oftheA制民間

口敏刻eof the Disabled (2∞2・.2010)ぉ waysin which development and inc陪筒凶a¥胤陪n邸 sof
di銅 bil耐白playarole in the promotion and pro胞ctionof righ也.The∞n四川on，he said， should 81:釦 be
加舘don developme附加d祖keintoaα別吋issu関 suchas pover臥andthe partiωlar∞n偲 msof
women， children， elderly， and廿10鵠 withmu耐pledi:回 bil出関.It should al印刷即ttheω関 川 ∞n偲rnsof
∞nflict， AIDS， and 9∞dgo'凋man眠 whicha陪p訓 ωl町∞ncemsofA制伺.

Qatar highligt晦dthe work that it hぉ doneonpro'叫ding陥a肋鉛M関's，加eedu明世on，加dsup仰は

in甜tutio間{∞加剛on関，陪habil胎世oncen臨時for円ND.Suchmei筒uresincluded a center for child陪n
w肋SJ)E割cialne凶s，andad陶 bili町awa陪n民;s伺m阿gnthat the Emir launched in J剖 uary1998.刊 e
∞nvention， he錨id，needed to in pa此.∞laradd陪弱i弱U関 such部 employme叫凶ning，釦d
rehabili旬tionof円ND.

刊 eSouthA制御1del句ated胤 応 鵠dtheSouthA制叩ngo'四 mmentdi銅 bili旬∞問ultant∞nfe陪nce，
the May 2003 Johann関 burgmeeting， and a n剖vpartne陪hipforA制問nde四 lopmentthat in∞rpo同協

adi錨bilitype隠限矧ve鎚 waysth町 haveaddr関関dth民泡i弱U関 ata domestic飢 d陪gionallevel.At 
anin悔ma世on剖le四 I，any∞nventionshould s問C師伺Ilydi釦U弱 AIDS，ethnicity，間:fuge白，mino市es，
g叫廿1ei弱U関鼠民剖byth民封書W耐1鵠:ve陪ormul百pledi回bil出関.It should include a rights-b部副

approach， appropria也pos耐vetermino同JY，broader defin耐onsofdi回 bility凶鵠donsocial∞n油田也，

釦dr臨羽川zethe principl儲 thatrigh也a陪凶thindivisible and independent He関11凶 foran鎚鵠ntial
effec刻vemonitori喝 m即 h加 ismthatd間wsontho錦 W肋 di錨 bilitye将潟同鵠andim伊淘esobligatory 
阿部U悶 ons句協.Inpar蜘|町， hehighli抑制甘1en伺 dfor a single d峨剖d∞ume同部oppc鳩 dto
mu附pled捌 menlswhich附 uldslow down the pro偲 ss.Lebanon surm陶 dthatm侭 td闘 bil耐田d附tIY
orindi間目y間 ultfrom銃犯ie目白them鵠 IVE謁釦dforthat陪a釦 n廿1e陪 ne凶sto加 a国間ferof
margin剖回世onpolici関，加d甘10鵠甘1ata陪出町ity-b鴎剖，toamo陪i吋句悶恰dapproach. To deal w肋

甘1関ei弱U鎚凶凶nonforml凶 anational肱X:IYon disabled affai陪withthe伺pacityto make d民 isions，
de明 10問dapl釦 forim句 副onthatis加出∞mprehensiveand long-term and guiding laws in 2000 that 
delineate 句協forPWD ranging加 mh伺肋伺陪toac:c蹴sto胸 lSitar叫employme此 He倒刷fora
mo陪 im句悶t凶 approach，foαJsing on the sJ)E矧al時刻sofpeoplew肋doublediscrimination (，附men，
children， elderly，廿1民潟判官1men也Idi組 bilities)to鵠ethat they are not i釦lat凶 釦dhave equal rights. 
No附 'ayindi回樹脂supportfor the EU pc指摘。nonth民抱mattersand伺 11凶 fora∞nvention that had 
equality，問柑cipa百on，li協同y，and dignity錨∞陪凋.Iu関釦dpaida胎n首ontosc氾:iala肱 Jdes，
di釦rimination，釦dunintended or in蜘 dedexclusion. Any∞Invention， the del句a恰said，should s恒胞世帯

rightto陪a釦nablealα氾mmωationat釦h∞landwo欣，加dthedutyto∞mpνw肋 unive陪a1d鎚ign.He
alsos伊詫間edthen関 dfor an enforcement provision. 

Cubat∞k世裕司∞rar岨highligh飴dtheimpor也ncefor the unive陪81right to development in this 
∞『鴨川・on飢 ddi凱 JS鵠dgro'叫ngpoverty卸 dlai:田ez-fai陪polici笛 as凶 ngo加匂d田 toovercome in 
achi側 ngthego榔鉛tfo柑1.Anysuch∞n四 ntionshould 81田，he泊 id，include a駅lCIaIdefin耐onof
disability，舗well舗 defini世onsforaα溺 sibility，alα::omm凶副on，intl句制on，釦dinclusion and build on 
側副nghumanrig地凶di関.It should 81鈎 add陪弱a柑tudinali弱ues，sc氾ial錦 αJrity，鵠則a1abu田 and
violen偲，and恰gala弱is蜘偲forPWD. The d問柑ngofsucha∞nventionshould be甘鳴『鴎po問 ibilityof
onlythe∞mmi肱抱釘1d加gin部釦onaspωsible.Syria indi閣制胎∞mm加1entto伺ualoppo山nity
forPWDin倒U国首on，h伺附1伺陪，and employr鴨川and福岡『世cipationin陪gul町鵠minarswhe陪
NGOs and public同甑胤onsareinvo陥 d.Hedi鉱山S鵠 d廿1en関 dfor加 y∞nventionto add臨 sthe
n関 dsof 811 s回目， including tho舘廿1ata陪 developing.He highlighted the inc陪邸eind闘 bilitydue to 
foreign α:cupation and cited that田∞Syrianshave 限海n世yb田沼medi回 bled舗 a悶sultofthe

P悶dα型Sof the foreignα::cupie陪.

官1edel句a悔加mChina陪・，affirmedChina's∞mmi加lentto∞nsis胞ntlysupport the holding of this 
Convention. China has implemem凶 sp即 ialp陪Msionfor PWD under its four 5-yl回 rplans. China 81鉛
enacted∞mprehensive legisl甜onfor the promo甘onand protection of the rights of PWD， which includ簡
明副alpro渦 ionsfor their edu伺世onas well as poverty陪duction.In the past year凋巾usNGOsand
govemme同0唱加国首0間 have∞lIa凶間協dinp陪par盲目onsfor the Convention. In this陪gard，China will 
al鈎 beh関目nga UN ESCAP meet・nglater this year. The Conven百onshouldin∞rpo問:tenot only the 
vision for the rights of PWD， b叫剖叩themeasu陪sfor implementing them. 
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The delegate frO'm Chile highlightl凶 the伺 usesO'f discriminatiO'n and particular1y emphasizecl that 
unemplO'yment affects the disablecl populatiO'n at廿iplethe rate O'f the able-bodiecl populatiO'n and thO'se 
whO'a陪 emplO'yecleam le田 thanthe minimum wage. These O'bstacles arising frO'm the s∞ ialand 
e∞ nO'mic O'rigins ∞ ntribute tO' greater exclusiO'n and marginaliza甘O'n.Hes甘'essedthat the issue O'f 
disability challenges us tO'∞mbine multiple apprO'aches and value different pe陪 問ctivesin the fields O'f 
pol耐伺1actiO'n and implemen也.tiO'n，which will help in fl∞ using attentiO'n O'n the invisible as問 ctsand
∞ mplement the instruments tO' s甘'en併1enprO't即 tiO'ntO' all human beings， es問 cially，those whO' are the 
mωt weak and vulnerable amO'ng us. 

The represen凶 ve加mPalestine attributed the SI伺uiringO'fdi泊 bilityby the Palestinian PWD primarily 
tO'the indi詑 riminate耐ngby the Israeli armed for田 s.Sin関 September21∞o alO'ne， near1y 
fO'rty-thO'u銅 nd問O'plein Palestine have回eni吋u陪d加 dmany O'f them have SI伺u同dpermanent 
disabilities. Most O'f the newly disabled Palestinian people are yO'ung: 25 % O'f them O'f sch∞ lageand 
60%出!tweenthe ages O'f 18 tO' 34. She pointed 0'叫that“evenpeople already suffering frO'm disabili世田，
have not been immune from at旬cksbytheα別 pyingfO'rces w耐1manyd悶刷edbe∞ming
mu岡-di銅 blecl.…・thegrave impact O'n a∞e路 tO'prO'per and timely medical care， including immunizatiO'n 
and pre-na也lca陪加dnutritiO'n has鵠 riO'uslyaffi訳文凶 PalestinianwO'men and children with the rising 
inciden偲O'finf，釘ltsbomw階、b同1defec:ぉO'r∞ ngen刷 d闘 bil耐関"刊ede恰gateu唱edthat“加y
舘 riO'useffO'rt tO' develO'p a∞ nventiO'n O'n the promo首O'nand prO'tectiO'n O'f the rights O'f加 ddignity O'f PWD 
must include pn側 siO'nsfO'r prO't前回O'na弱 is蜘偲andaα溺 stO'servi偲 sfO'r all disabled pe陪O'ns.Fu巾er，
the CO'nventiO'n must also address the suffering O'f pe陪O'nswhO' live under especially difficult 
circumstan飽 sincluding armed∞ nflict and fO'reign αぉupatiO'nwhich are both m司O'r伺 usesO'f disability." 

The陪pn目指n匂iiveO'f UN ESCAP summarized the 附沼mmendatiO'nsO'f the Expe此GroupMee百ngheld 
in BangkO'k (June 2-4) O'n an intematiO'nal∞ nventiO'n tO' prO'tl町 tand promO'te the rights and dignity O'f 
PWD.刊 em田園ngwasadir田 t陪spon鵠 tO'theGene陪IA:関embly問。l叫O'n571229 and was held in 
the ∞ ntext O'f the second Asi飢 andPacific Decade fO'r PWD (21α洛却1勾，fO'r an inclusive， barrier倫e
and rig地 b筒 edscぉiety.官官BangkO'krecommenda'百O'ns甜onglyadv1α沼ItedfO'r the support O'f 
gO'vemments in the wO'rk O'f the Ad h∞ CO'mmi世関.Theya陪∞mprehensive，∞Iveringna加re，s机Jcture
and elements O'f a prO'posed∞ nventiO'n， which shO'uld be a human rights廿eaty.The BangkO'k 
re∞ mmendatiO'ns suggested the fO'IlO'wing essential elements O'f油uctu陪 inthe prO'posed∞ nventiO'n: 
P陪amble，O'同即tiv邸， principles，記O'peand defini百O'n，general 翻 1eO'bligatiO'ns， guarantee O'f equality 
and nO'n-discriminatiO'n， specific rights and mO'nitO'ring mechanisms. Under the RecommendatiO'ns， it was 
emphぉiZ!剖thattheS凶白shO'uldbe O'bligOO tO'祖kelegisla百ve，problema世cand policy actiO'ns tO' 
implement the p削 siO'nsO'f何 CO'nventiO'nin α氾pe制O'nwithnO'n-期 1eactO'rs.D闘 bility句協shO'uld
nO't be understood as“S伊詑ialneeds"， b叫as“humanrights". 

官1erepre鵠 n匂耐eO'f WO'r1d Bank read 0'叫thestatement O'n加halfO'f Ms. Judith Heumann， the di回 bility
advisor tO' the WO'r1d Bank. The acti噺esO'f the WO'r1d Bank increasOO subs臨ntiallywith the suppoは
providOO by the NO'附句iangO'vemment tO' prO'mO'te WO'r1d Bank initiatives in the a陪aO'f disabili旬in2002
which 100 tO' a pos耐O'nO'fdi回 bilityadvi釦 r.TheBankO'唱aniZl凶anintema甘O'nalseminar O'n disability and 
develO'pment leading tO' variO'us re∞ mmend訓O'nsand ideas.廿1eeffO'rts O'f the O"筒ω O'ftheadviωrO'n
di関 bilityand develO'pme吋arebased O'n three pilla陪:1. mains甘eamingd闘 bilityintO' WO'r1d Bank 
acti噸笛;2. building pa巾1e陪hipfO'r knO'wledge sharing， creating and enhancingαlOrdin甜O'n加tween
intematiO'nal， natiO'nal and 1∞ alactO'陪andbuilding IO'ng~包rmcapacity fO'rはalsus凶nability;and 3. 
∞lIabo悶甘ngfinancial and human陪sources.The陪presen也.tive∞ncludedby ci百nga説atementfrom 
the President O'f WO'r1d Bank， Mr. James WO'lfenωhn，“inclusiO'n， that is what develO'pment is all abo叫tO'
bring in tO' s∞ iety向。plethat have never been a paはO'fit." 

Thela説speakerO'f the mO'ming sessiO'n， was the陪presenta甘veO'f the NatiO'nal Human Rights 
CO'mmissiO'n， India and the Asia Paci自cFO'rum O'f Human Rights Ins胤胤O'ns.The CO'mmissiO'n had 
appoint剖 MS.Anu問dhaMO'hit as the Special Rapporteur O'n di泊 bilityla説year加 dsirぉethenanum国r
O'f町田tigatiO'nsin陪g制 tO'the viO'latiO'ns O'f the human rights O'f PWD， particular1y the people w肋

防，ychia加・cdi回 bil耐es，have been made. A m田首ngO'f the Asia Pacific FO'rum O'f Hum加 Righ也
InstitutiO'ns was held in Delhi in NO'vember last year in which the FO'rum rec:刃mmendedthat “a 
∞ mp陪hensive∞ nventiO'nis n配 e弱 arytO' give tO' give拘 IruS，authO'rity and visibility tO' di泊 bilityi田 ues
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釘1dthis∞uldnot be achieVl剖throughthe proα謁sof reforrns of the 倒 stingins加mentsof monitoring 
m即 h加 isms...a single∞mp陪hens附加atywill better enable 拘 Itep訓飴tounders也ndtheir
obliga百onsin clear terrns." 

Afte町100nsession 

Commen偲 d:15:09 

Adjoumed: 17:10 

Theaftem∞n鵠鑓ionof the Ad H∞Comm耐鵠(州C)was devoted to Agenda Item 7 (Debate 
onthe∞ntributions to propo舗 Isfora∞nvention:General Debate). 

Amb白銅山rAdamantios羽1.Vassilakis of Gre即 eon behalf of the European Union (EU) noted that 
humanrig地 (humanrights) and fundamen也|合問domsseto叫inthe UDhuman rights and ∞陪human
rights instruments are "unive悶 1andappli伺 bletoallpe問 nsw拙10叫di釦 rimination."It was not剖，
however， that“manyo出回.cIes"exist to "full enjoymenf of human righおby問陪onsw耐1di回 bil耐回

(PWD)thusn即 e田泊目ngaction.官leEU∞nsidersthat the elabo間百onofa∞nventionwill "usefully 
∞ 巾ib叫ぜtoequal and e官邸tivee司oyme同ofhuman rights and fundamen匂1m関 domsby PWD. The 
o同町tofthenew∞nventionshould be to恒ilor"exi甜nghuman rights provisions to the“specific 
circums伽田sfaα~"by PWD， noting that the EU will in “'due∞urse"p陪鵠ntapaperw肋 elementsfor 
a∞nvention favoring a text including the following fundamen祖.1principles: non-discrimination; equality of 
oppo山nity;a叫:onomy;participation and intl句問ltion.Consistency with existing human righ恰provisionsis 
“veryimpor也nfto avoid undermining and duplicating them. The non-discrimination model allows for 
rec河端onof凶h“unive陪ality"加d“S問cificsituations" simu胎n即 usly.A∞nvention伺 ngive visibility 
tothe“'disability dimension" of human rights by identi削ngareas where discrimination is likely toα::cur. 
TheEU唱rmly回lieves"that a“dynamic and flexible" monitoring m配 hanismwill be“mosteft，回目ve".官1e
“paramount impor蜘白"of non-govemmen愉10市anizations(NG白 )was剖田acknowledged.有1eEUis 
determined to playan“active role"飢 dhas circulated a d峨陪釦lutionwith the following aims: (1) to 
d倒 deun問uIVI∞allythat an intemational∞nvention will be ela加問t凶;(2) to decide to s祖rtthe
negotiations of泊 meat the next AHC部 ssion;(3) to es也blisha group of expe巾 top陪senta自問td旧世of
a∞nvention to the n制錦部ionasa凶sisfor negotiations; (4) to invite go四 mments，IGOs， NG偽 and
others也keholdersto submit their∞ntributions to the group of experts. In ∞nclusion， the Ambassador 
s泊:tedthat adoption of the EU re印刷onwill匂rongly∞ntrib叫:etoaneftl釘目ve，inclusive and efficient 
dra柑ngproc渇弱，which is in the interest of us all." 

Namibia statl凶仕切ouldlike to ass∞iate itself" with the Moro∞ans泊:teme同onbehalf of the African 
Group，加da冊m凶 thatthe right to a∞ess is a human rights i弱 uefor PWD， thus the Namibian 
Con甜tutionadd間 S笛 PWD.She noted a national policy (1鈎乃thatimproves the quality of life by 
ensu巾9PWD the same rights and oppo山n掘esin∞nformitywith the WPA and the S也ndardRul田，as
wellasthees匂blishme同ofabu陪auin the offi関 ofthe Prime Minister∞mm蹴:edto addressing the 
challeng関 ofpoverty and development.刈叩highlightedwas the impending establishment of a na首onal
∞uncil of disability that would function as an advisory凶dyl'i句a同inglegislative ini首ativesand
amendments. The delegation加lIysupporぜd問柑ngof a Convention because the existing human rights 
instruments do not加lIyaddress" issues陪ga同ingPWD， and p胎dgedits加11∞operationin achie叫ng
this goal" while noting that it "suppo巾 pa同cipation"of PWD groups in the drafting， monitoring， and 
implementing proc浪部es.

M倒∞'sdelegation noted that a "1∞mprehensive approach" is the most appropriate as s祖:tedin General 
A錦 mblyB悶|叫・on弱i/168(Dec. 21∞1).刊ehope was exp悶鵠dthat"we伺 ns∞nbeginthe 
negotiation of d悶Iftingthe ∞ntenf of the Convention. Convention provisions should promote祖ngible
improvements in the quality of 胎 ofPWD in keeping w附1the“real耐esofeach∞u巾yina∞ordan回
w肋 exi甜ngnational s匂nda同s".官leme陪 a冊rmationof the full enjoyment of human rights of everyone 
and the elimination of discriminatory barrie陪“isnot sufficienf. The ∞mprehensive panoply of rights 
should be a principal foundation of a Convention. States must take“S問cificaction" to build“physi伺 1，
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s∞ial，pol出回I，andαJltural environments that are fully aα泡ssibleand inclusive". A∞nventionis 
impo陶川toput制ngsona“p巾ritybasis" and to promote "unive陪alaw町'enf*ぽ.It is "v加lIyimpo陶 nt"
b匂keup the subj即 tofa∞essiblehousing， PWD living in poverty and those in rural a陪as.Da也 neecls
tobegathe陪dand various defin耐onsn鵠 dtobe“studiedand di凱 Jssed回 refully"，including 限別t
developme耐 by∞mpetentinstitutions. The Mexican draft establishes a Commi胎eof experts， and 
PWD should be“'duly represented" on the Committee. The e刈stings戸temis市agmen凶yand
insufficient" leading to inclusion in a "marginal way"; there is neecl for a“binding"in甜¥Jme此 In∞nclusion
the speaker， a PWD， noted that も∞ieties偲 nmove ahead only to the extent that they are inclusive." 

NewZealand“actively supports" the development of a binding Convention. The speaker noted that it is 
"apparent there a陪 multipleviews" and that delegations should refer to s問氾市白to“'avoid∞nfusion".
Affirmative action is n関白sary，although比is“und回 i問bleand unproductive" to be overly prescriptive of 
how states should implement actions in pa附cularωltural∞nte刈s.A righ恰什ameworkrather than a 
welfa陪 frameworkis impor旭川，yet rights should be “'clarified" as it is "neither necessary nor desirable to 
inve同new句協norde回 ctfrom倒的・ngrights". New Zealand supports the Asian and Pacific 1'1句ional
expe此∞mm耐eere∞mmendationsin Bangkok (June 2伎町?a∞mprehensive∞nventionthat 1'1鎚旬tes
the rights in exi油inghuman rights instruments， b叫goesfu叶1erthan a simple statement of the right to 
equality and non-discrimination. Impairment伺 nbe“permanent， tempo阻ry，ep防 dicorper四 iVI凶"and
disablement is“'something that resu胎froms∞ialand environmen也Ifactoぽ.One伺 nthinkof“m司ority"
(e.g.， elevators for multiple flights of s凶rs)ar叫“'minority"impairmen肱 whilethe majority of the popu凶 on
isimp剖陪din釦 me陪S伊詑ts，a minority have“'other" impairments "which叙>cietydα謁 notadequa胞Iy
aα::ommodate and these people are therefore disabled". Measures to ensure the rights of disabled 
問問ns伺 nbe distinguished加mequalization of oppo巾 n耐esforcer祖inpopulation groups (e.g.，間関

orgender) b印刷鵠thelal世erm関 su問 a陪 assumedto "no longer be陪qu胎d"at田 mepoint whereas 
measuresa育成::tingPWD will involve“perm加 e同凶angein the environment" and “'ongoing support". 
Elabo間百onof a Convention should“avoid stretching its scope to百tterritory wider than that which can 
∞mfo陶bly加 aα::ommodat凶"withinthe倒 stinghuman 句協framework.Instead，“'de也jled
elaborations" or“S問cificinte巾陪回世ons"a陪 po弱 ibleas what is陪quirl凶 forall PWD to enjoy their rights 
伺 nbe“'de巾剖"針。m側副nghuman rights. A rights-ba:舘 dapproach avoids p陪民同ptionofme部 ures
thata陪“i巾imately削減剖"tothe同a1s∞ialin胎甜¥Jcture.官1ed問価ngproc迫田shouldbe a "pa市1e陪hip
w肋 di回 bled問opぽ.ltis“'essential" that States and NG白 developtext for the AHC's∞nside副 on，
and one option "WO巾 explo同ng"isthee期 blishmentof a陪gionallydiverse group of States Oncluding 
鵠 If-鵠 lect剖 NGO/PWD陪pre鵠糊ltiv田 )who∞uldproduωa∞nvention text inter-舘田ionally.刊 e
S開 成er∞ncludedbyぉ附ngthe Chair to“activelyexplo陪"胎propo鵠 dop首onand“allowdelega百ons
the opportunity to陪目印tonit".

Venezuela noted that a new in甜umenton human rights陪Iferringspecifi回目Yto PWD is ne<泡邸ary“for
h回 eand many other陪a回 ns":(1) a lack of under湖 ndingthat甜11倒拘;(2)thewid関 P陪adsocial
鵠 M旬開問凶onof "welfare criteria"; (3) m剖凶c批:eriathat胎 ats円VD部“'sick";(4) the non-existence 
ofnal世onalprog阻ms(e.g.， health， sporお，間r伺世on，edu回世o吋;(5) the weakn回sor even non-e>制ence
d恰galprot節目onands∞ials飢 Jrityof PWD; (6) the lack of a∞essibility in phys闘 1，∞mmuni回世on，
国 nspo隔世on，and work environments; (7)何lackof陪habil刷 on問釦U悶 sand quality伺陪;(8)the 
daily living∞nd耐onsande<刃nomicdispa出関関別en偲 dbyPWD.官1e陪 isnotanexp陪 sionthat the 
Convention would be a“pana関 a"b叫itwouldbea∞ntribution of “averyhigh伺 liber"側 dencingthe
ωImina百onof a struggle over many yea陪by陪P陪sen回世vesofinte小説onalmovements， especially by 
disabled persons and their families as they gain awarene弱 oftherigh俗世1eyaree吋oyingin the light of 
intemationallaw. PWD in many∞untries are not citizens.“Declara甘onsandpr∞lamations" are not 
enough. The me陪 factof listing祖sksthatlie加，for凶 1isCommittee in prepari喝 a∞nve凶onhas
already defined the “holistic" na加reof this new instrument， and has aI陪adylaid down the “pa悶meteぱ
forthe∞ntent this in甜ument.A∞nven世onshouldbe“∞mp陪hensive"in terms of the sp即加mof
∞nside叫 onand“integral" as to the“ne偲 ssary"link凶，tweenva巾us∞nω向.Thus，a∞nve凶on伺 n
“'enfor四 fOI印刷Iyw肋∞nsi指吋悶鈎nsfor∞nsi説:entaction"加 dbe much different than "welfarず or
“'defense-of-PWD"町pemodels. Mon批0巾gm民 hanismsshould ∞ntemplate thα抱 whoa陪 primary
acto陪 (PWDsand their famili白 i).刊 eproc溺 sis∞IIa加旧世ve;not“Mexi伺 n"d悶世or“'our"d問ft，me陪Iy

thep陪sen也世onof a high-quality∞mp陪hensiveand int句悶1text. The speaker∞ncluded byexplaining 
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廿latapropo剖 of∞nven世ontext from Venezuela should be available next week in 0冊cialU.N. 

languag回.

官les以thdelegation陪∞gnizl剖 wasJapan. It is impor旭川to∞nduct朗、!xhaustivediscussion on what 
kind of Convention we are going to have". It is“imperative" that the∞nvention gain the support of “as 
manys也keholdersas po弱 ible"in the intem副onal∞mmunity;thus， the∞nvention回 nhave“guiding 
principl白，"of"unive悶 Ivalue"・Japanis加IIy∞mm出00"to a rights-based approach， as there are 
“'sign市開ntimpli回目onsforfutu陪 endeavoぱ.Ifa“'sepa問te"∞nventionis made it "will be necessa叩to
identify which句協a陪already∞Iveredand which rights a陪notadequately∞Ivered" al陪ady.ltwas
sugg関，tedthat“atthis翻 ge，we should be open to different typ関 ofa∞附e凶on，whether社民

‘∞mprehensive' orfocu鉛 don'non-di釦 rimination'".Although impo陶nt，defin耐onalqu回目onsshould not 
也keaway from time that∞uld be used to di釦 U弱∞ntent.Japan does not a∞ept the approach that 
s∞ial development should be in∞rporat剖，as比is“∞n偲 med[胎inclusion]might derail" the pro回路.A
monitoring mechanism is "indis問nsable"to any human rights ∞nvention， as such a∞nvention is 
“meaningle:ぱ ifnot implemented. It is not just the number of翻 testhatbe∞meparties that is impo陶 nt.
Anewmon恥巾gsy~抱mwould not be an e~ωsefornot∞nducting monito巾9undertheS祖ndard
Rul邸.Govemmen也， IGOs， and NGOs should all discuss ideas， and Japan's delegation will“actively 
par世cipate"in this disαJssion. 

The Dominican Republic suppo出向workofM倒∞inits holistic，恰ga山富newo欣，sir問問VDare livir唱
inaworldcu加陪lackingin sens耐叫tytoward them. They believe that it is for this reason all the∞unmes 
and NGOs here have an ine:田apableobligation to∞n制b叫:e，w耐lthespi巾oftheSanFI悶 nciscocharter 
p陪 閣linginthis鵠弱ion.刊 eirhope is that the Committee unanimously d悶，ftsabroad ∞nven首onto
promote rights and dignity for PVVD. EI Salvador has within their PVVD govemmen也1structure the hi説:oric
Solidarity Allian偲，whichf，似JS民 on加 eintegration， equalization of oppo巾 nity，elimination of barrie陪，
promotion of autonomy加 dleade隠hipand partic恥ationofalls倒 O隠 ofsociety. Their goal is to go 
beyondthe “pity for the sick" approach of welfare， to give PWD a leading role in their destiny. They have 
na百onallydefined the frョmework，b叫needto work on gene悶lpopula百onawareness. Their delegation 
shares， supports and甜 朋 樹lensthe intemational Convention since this川IIsu同組n制 Iy曲en併len
their national e汗'or也Theywish to pay mb叫:etoMexi∞fortheird∞ument，which ∞ns首脳tesan
impor匂同説epinthepro目白whilepromo百ngapos耐veimage of PWD in the public rel副onscampaign， 
and hopeto舘 esignifi偲吋advanαぉmadetowar司the∞nventionby the end of two weeks. Canada 
explain凶 thatits pos耐onwasanchored in human 句協同ncip協;that at the heart of the hum加 rights
for PWD is a re∞gn耐onof the right for inclusion and full pa出cipa首on? the right to初出也ntiveequality" 
which is not solely a加叫胎atinge四 ryonethe銅 me，but acknowledging differenα謁 and也king
measures to enable dignity and equality of opportunity for all. Canada feels that this∞nvention will be an 
impor旭川legacyfor the 21 st印 刷ry.“Ad卯amic，efficient and eff，前回vepro偲鑓isneeded to draft it， and 
to make sure we will do this right." 

Mexi∞suppoは剖theNew Zealand and Venezuela position， and affirmed their belief that the Chair's 
leadership will∞耐b叫:ed悶世te刈tothe General Assembly that is∞n釦 lidatedand inclusive of all 
propo回 Is陪偲iv剖 釦fa仁Inreferen偲 tothe EU statement of the need to have a自陪ttext，Mexi∞ 
∞mmented that this was“s回 nge"sinωthereal陪adyex恰tsad阻世∞nventiond∞umentthat was 
disseminated by Mexi，∞，whichhas加enenriched bya diverse ∞IIection of propo.錨 Ismade in this 
Committee by experts and NGOs. The Chair stated the intent to take this propo:回 lintoaα別 ntandgive
an analysis as s∞naspo鎚 ible.

刊 eIntemationall.abour 0唱加ization(ILO)suggested u鵠 of倒甜ngprovisions of human rights 
∞nventions， buildir¥g on existing intemational in甜umentssuch as the non-discrimination model 
de回同国dind∞ume同A/AC.265/21∞3/4.They also emphasized inclusion of pro叫sions陪garding
elements such as the right to wo欣，equal opportunity in employment andαぉupation，equal pay，skills 
胎 ining，vl∞ational陪habil隔世on(s飽 ILOConvention159)， s∞ials田urityand employme川servi偲s，as
well as provisions for in印刷vesand advisory servi回 sfor employers. Stressing the circular link between 
poverty and disability， poverty陪med凶 on甜ヨt句i邸， ac田 sstojus世田andeffective dispute 問。lution
pro田弱eswe陪 recommended.8enin 湖 t剖 that57% of PWD in the ∞untry receive specialiied care 
and ∞me from poor families w肋 somevariations from one region to another. In some pa巾 ofthe
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ゃuntryPWDa陪 seenぉ in伺 pable;in O'thers they are seen as 9ωs that bring 9∞d luck. They s旬t凶
their∞ n偲 mthatthedi臼 bilityP陪ventiO'ni弱uebe discussed， and expre:関 edsupport fO'r the s∞ ial 
wewmappmach州 ilebeli側 ngnO' hO'listic apprO'ach shO'uld be left O'ut刊 eOf目白O'ftheHigh 
じO'mmissiO'nerfO'r Human Rights nO'ted that human rights fO'r PWD has been a neg恥 t倒臨時b叫
fO'rtunately this is nO'w being reversed， affirmed and emphasiz凶.Exi甜nghuman rights ins加 ments
∞ n泊Ing陪.atpoten世althat have nO't been fully used tO' advan偲伺U田O'fPWD， and this O'rganizatiO'n is 
readytO'a笛 isttheCO'mm耐eew肋 infO'rmatiO'nO'n existing mechanisms. Char1O'tte McClain，陪presen甘ng
15 natiO'nal human 句協institutiO'ns，rl問uel:北側札mdsfO'r NGOs tO' attend future Ad H∞∞mm比t鵠
鵠弱iO'ns，and made several new∞ nventiO'n pnα渇弱 rec:刃mmendatiO'ns.These included a也ilO'red，
expli伺t凶 andhO'listic fl∞ us O'n human righぉprinciplesre自民tingbaseline values， acce弱 ibility，disability， 

diversity， and a陪a而rmatiO'nO'f the Vienna DeclaratiO'n already subscribed tO' by del句ates.They alsO' 
鵠 ethe need fO'r a s廿'O'ngequality加 dnO'n-discriminatiO'n clause inclusive O'f dirl配~indirect， systemic， 

hidden; dual O'r mu附plediscriminatiO'n in凶Iththe public and private dO'main. 

The IntematiO'nal Di回 bilityCauωssupportl凶 adeterminatiO'n O'f fu加remethods tO' advan偲 thepnは渇弱

quickly and eftl剖 ve臥whilesatis削ngtheO'vera陀hingn関 dsO'f the disability∞ mmunity. S問cific
suggestiO'ns included crO'弱d回 bilityand 9ωg悶phicdive陪ityO'f any dra町ng∞ mmitteethrO'ugh 
nO'minatiO'ns from the IDC， alO'ng w耐1sufficient fin釦 cialand human陪釦UrcEぉtO'have a draft by Mar廿11，

2α)4， thus allO'wing all s也kehO'lde陪tO'prepare reactiO'n pape陪 befO'rethe ne:刈mee甘ng.Disab刷
Pωpl白 l川:ematiO'nal，∞ns凶 ngO'f 135 natiO'nal 0'句anizatiO'nsprO'mo甘ngPWD human rig地，support剖
inclusiO'n O'f the PWD pe陪閃ctive節目巾ヨItothedra柑ngproce弱.刊eWor1dFede刷O'nof the Deaf 
and the Intema百O'nalDi鉛 bilityAllianωsupported Mexi∞ 's explicatiO'n O'f its prefe間 dprocess， which 
was difterent frO'm the EU point O'f view， but did nO't feel it was sufficient to be a同副Iybindingd∞ ument.
Theyexpressed inability to support a se<沼nddraftsinωthe member states had not yet出engivena
∞ pyof比toexamine. The Wor1d NetwO'rk O'f Users and Survivors O'f Psychiatry (WUNUSP)， adv∞ ated 
fO'r human rights fO'r PWD， some O'f whO'm u鈎 mentalhealth servi回 swhileO'the陪survivedhuman rights 
viO'latiO'ns of psychiatric detentiO'n， O'r have a psychiatric di回 bility.The Depa巾鴨川O'fE∞ nO'micand
S∞:ialAftai陪 (DESA)drew attentiO'n tO'廿leirpos耐O'npaper O'n their website relating tO' issues such as 
prO'perty， a∞eぉ tohO'using， emplO'yment， raising a family， vO'ting and freedom frO'm detentiO'n and 
∞nfineme枇

Mexi∞ cla耐凶itsprO'posal， S凶 ngthat they and the Bureau had re籾 ived∞ nventiO'npropo錨 IsfrO'm
each∞ mmunity's NGOs and gO'vemments. The prO'posal， therefO're， was fO'r∞ nsolid副O'nof all input 
intO'the自rstdraft and tO' facilitate order1y di釦ussiO'nand negO'tiatiO'n by member s也ies.The idea was nO't 
tO'陪1ectanyd∞ ument，b凶p叫eachview O'n the table with the O'ppo巾nityfO'r debate. W耐lO'uta
d∞ument∞ nsO'lida甘ngprO'posals， under guidan伺O'fa chairman tO' O'rgan国 di田U部 ion，社wouldbe
difficult tO'∞mplete input and ∞ nsultatiO'n befO're the September Gene悶IAssembly meets. Venezuela 
sup仰は剖thes旬，teme同byMexi∞， drawing attentiO'n to this Ad H∞ CO'mm蹴:ee舘弱ioninvi凶O'n，wh同1

S問cifiedclear1y， under Agenda Item 7， ex問C凶O'nstO'haves問cificand∞ ncrete∞ ntributiO'nsfrO'm the 
diverserl句 iO'nalmeetings fO'r u舘 ina wO'rking paper that had originally been submitted. Venezuela 
requested the Bureau to consolidate exi甜ngprO'po担 Isand，廿lroughthe Sec陪泊ria~ 0問IIyexpre弱ed
views，∞ncludingw耐1apresen凶O'nduring this sessiO'n O'f d∞ umen恰that回 nbe reviewed and 
amend凶 byallparties. Cos也R防御iedits willingness to begin wO'rk nO'w by suppo伽 9the previO'us 
prO'posals to dra'枇textas a basis fO'r discussiO'n in∞ mm蹴eework. EI SalvadO'r endO'陪edandsuppoは:ed
Mexico's proposal， since比bringstogether all member state needs and UN prO'posals. 

Correction to Summary抱，抱， 01June 17， 21倒沼:

Handicap Intemational was in∞W節目yidentified as the Human比arianOrganization. 

TheD闘 bilityNegO'tiatiO'ns Daily Summaries a陪 publish凶 bythe Landmine SurvivO'陪 NetwO'rk，a US 
ba鍔 d削除matiO'n剖0市anizatiO'nw耐lamp叫 関suppoはne臥のねins以develO'pingI mine aftect凶
∞u巾i関.Summaries s匂，ft∞ ntributinginclude Jagdish Chander， Ma句aretHolt， Jennifer Perry， Marshall 
Traster and Katherine Guemsey (ed加r).The Summaries a陪 availableO'nline at 
h伽 :h州附w.riohtsforall.oro/and h伽:/A附vw.wO'rldenable.ne，tJ.了間nslatiO'nsin Spanish， F陪nchand
Japanesea陪 provided∞ uは:esyO'f Disabled Peop同 'In幅matiO'nal，Handicap In担mational，and 
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Ja問neseS∞i陪tyfor Rehabil胎tionof向隠onswith Disabilities. Any questions or∞n偲 ms陪latingto the 
Summaries should be di問 tedto Katherine Guemsey (Guemsev@vahoo.∞m). 

。。
Q
d
 



ディスアビリティ・ネゴーシエーションズ・デイリー・サマリー

第 2巻第 4号 2003年6月 19日

翻訳:長瀬修・川島聡

午前のセッション

開始時刻:午前 10:09

終了時刻:午後 12:25

一般的討議

議題 7に関する一般的討議が継続された。このセッションは、フィリピンのステートメ

ントをもって開始された。このステートメントは、条約を支援する作業に取り組むことを

再確認し、フィリヒ。ンの貢献(情報コミュニケーション・テクノロジー(ICT)会議の主催

を含む)を強調したものである。フィリヒ。ンは、障害者が非常に貧しい状況に置かれる

危険性が高いことを認めて、健康、教育、生計、機会および雇用へのアクセスを妨げ

る障壁を緊急に除去する必要があるとした。フィリピンは、来る第 58回国連総会にお

いて更新されるべき、「障害者に関する世界行動計画の実施:21世紀における万人

のための社会に向けてJに関する国連総会決議 56/115の主たる提案国であることを

繰り返し述べた。また、フィリピンは、この条約が、障害者、障害者差別および合理的

配慮について定義する際に、障害者に対する態度に関する障壁を含むべきであるよ

うに勧めた。そして次のように述べた。し、かなる障害であっても、別の障害に対して優

先権を与えるべきではない。情報およびテクノロジーへのアクセシピリティを保障する

条文を含めるべきである。重要なものとして、障害者の健康状態についてのカウンセリ

ング、および、障害に関するジェンダーの問題が挙げられるべきで、ある。

ブラジルは、特別委員会を設置した国連総会決議56/168の共同提案国であること

に言及し、この審議に積極的に参加するつもりで、あると述べた。ブラジルによれば、

「国際的な法的文書は、注意を喚起し、障害者をエンパワーし、かっ、障害者の社会

への完全参加を妨げる多数の障壁を除去するための強力な手段を提供するものであ

ろう」。貧困と障害との連関は認めなければならず、特別の注意が途上国の状況に与

えられなければならないとした。

カタールは、この条約を作成することを歓迎し、それに関する実際的かつ現実的な

アプローチに基づくことが必要で、あると強調した。障害の定義が論争を引き起こす問

題であるという事実に注意を引き付けて、「国際的に受け入れられると同時に、ある程

度の柔軟性をもった定義に到達する」必要があると提案した。

Q
d
 

Q
U
 



韓国は、同国において、障害者に関する特別措置を含む第 1次 5ヵ年プランが成

功裡に実施された後、今年になって第2次5ヵ年プランが始まったことを述べた。韓国

代表は、自国が人権分野の文書を作成する際には国連総会決議411120を支持する

ことを再確認し、また、条約の規定に関する創造的な提案を表明し、かっ、第 2回特

別委員会がこの条約をつくるための具体的な活動をある程度まで行うところまで達す

ることを希望した。

オーストラリアは、この分野において障害者と共に作業するとの同国の取組みを表

明し、国連人権委員会の最近の会合における障害者関連決議の共同提案国である

ことを述べた。オーストラリア代表は、「特別委員会において形成されるいかなる文書

も、人権に焦点を合わせた法的拘束力のある文書とすべきであると信じてしも」と強く

主張した。この条約を作成する過程においては、地方的、圏内的および国際的レベ

ルの利害関係者と協議することが重要であるとした。

インドネシア共和国は、障害者の尊厳を保護し促進するための同国政府のコミット

メントを表明した。インドネシア政府は、「この条約の諸原則が、広範囲の政治的、社

会的、経済的および文化的問題を扱い、国家の発展段階あるいは技術的能力を問

わず、あらゆる国家に適用されるべきであるJと主張した。インドネシア政府は、この条

約の起草にあらゆる利害関係者が参加することを基礎として、この条約に関して「ハイ

ブリッド・モデル(混成モデノレ)Jを選択することに賛成した。この条約が起草され採択

されれば、モニタリング・メカニズ、ム(監視の住組み)が確保されるであろうとし、また、

研修や国民の意識を高めるキャンベーンその他の能力構築措置を通じて、この条約

に含まれる諸勧告を実行するための圏内的能力が積極的に支援される必要があると

した。この分野の社会開発を改善するために、途上国に配分される資源が増加される

必要があると述べた。

イスラエルは、同国において障害者に関してとられた特定の圏内的措置を数えあ

げて、なぜ障害者権利条約をつくらなければならないか、また、その決定がなされる

場合にはどのような規定が定められるべきか、といった点に言及した。イスラエルは、

「社会保障は依然としてイスラエノレの障害者(とりわけ重度障害者)の権利にとって一

つの重要事項である。障害者権利運動は、あらゆる生活面における重要な社会変革

について広い範囲に及ぶものである」と表明した。障害者の平等権に関する法律

(1998)は、平等、アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)、自律および人

間の尊厳に関する構造的性質がもっ重要な規定と、次のものを含む雇用に関する活

動部門とを結合しているという。すなわち、差別の禁止、合理的配慮、に関する雇用者

の義務、私的および公的領域における積極的差別是正措置、公共交通機関へのア

クセス、障害者権利委員会の設置である。イスラエルは、一般的な国連人権条約に植

われた理念と、数百万もの障害者の生活の実態との聞には大きな隔たりがあるため、
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障害者の人権に関する条約を実現することがきわめて重要で、あると信じているとした。

障害者は、そのあらゆる生活面において、著しい差別を被り、隔離され、恩着せがまし

い態度を受けて、低い社会的経済的地位に置かれ、苦しみ続けているとされた。イス

ラエルは、次のように要約して述べた。「このような条約の存在は、そこに植われた権

利を促進することを望む圏内レベルにおけるあらゆる人々に強力な手段をもたらすで

あろう。このことは子どもの権利条約その他の多くの国連条約の下で、我々が経験した

ことである」。この条約は、障害の医療モデ、ルから、セルフ・エンパワーメント、つまり障

害の社会的・法的モデ、ルへの変更を反映すべきである。したがって、この条約は、社

会の主流への完全で、積極的な参加と権利の平等化についての障害者の権利を強調

すべきである。イスラエル代表は、とりわけ 2000年 9月以来、パレスチナのテロリスト

集団のテロ攻撃により影響を受けたイスラエル人の数を強調した。イスラエル市民のう

ち507人が殺害され、 5585人が負傷しまたは障害を持ったとしち。イスラエルは、「次

回の会議はもとより今回の会期も、このような条約の思想的および実用的な重要性を

むしばむ特定の代表による逸脱した政治的非難ではなく、障害者の権利と尊厳の保

護および促進に関する普遍的問題を前進させるものとすべきで、あるJとの希望を示し

た。

ペルーは、「障害とし、うものは、障害者が直面する周辺化と排除却、う状況をさらに

悪化させ、健康、教育、労働その他の事柄へのアクセスの欠如に対して直接的な影

響を及ぼす」と強く主張した。そして最後に次のように述べた。「障害者は、主として弱

い立場にある集団あるいは危害を受けやすい集団の一つであり、貧困層の中で最も

貧困な人々と見なすことができる。なかでも顕著なのが、女性と障害としづ二重の周辺

化を被ってしも女性障害者である」。これらの理由から、ベル一政府は障害者が直面

してしも状況が特別の重要性を持つものとして考えて、そのことをベルーが採択した

障害者法に反映した。ベル一政府は、 2003年を障害者権利年として宣言し、障害者

の機会均等計画(2003年から 2007年)を準備した。それは、インクルーシブ、ネスと人

間の能力開発という展望の下で、社会のあらゆる側面のあらゆる段階においてあらゆ

る人々の参加を促進することにより、とりわけ差別と闘い、機会均等化を実現すること

に適するように選定された公的政策を含む。ベル一代表は「準備されるべき条約案の

テキストは、平等、連帯、コミットメント、完全統合および感受性という原則により指導さ

れるべきであるJと提案した。

ナイジェリアは、とりわけアフリカの状況下では、障害者が貧困層の中で最も貧困な

人々であるゆえに、障害問題は貧困および開発の文脈で取り組まれなければならな

いという事実に注意を促した。この条約は、女性、高齢者、青年および子どものような

あらゆる弱い立場にある集団を包含し、障害者の権利を促進し保護するためのあらゆ

る努力においてジェンダーの視点を組み入れるべきであるとした。ナイジェリアは、貧

困の問題と、社会において障害者が被るあらゆる偏見を解決するために、この条約の
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作成過程では開発アプローチが必要であると強調した。この条約は、障害者の適切

な参加をもって起草されるべきで、あるとし、う。

ロシア連邦は、その人口のほぼ 1000万人が障害者であるゆえに、最近では、たと

えば 2003年を障害者年とするような施策をとり始めたと述べた。ロシアの障害者法は、

国際的な規範と基準に根ざしている。したがって、ロシア連邦は、この分野を条約が

改善することに関心を持っており、特別委員会の作業を支持するとした。ロシア連邦

は、適切な戦略的な要素を選択することと、条約が広く普遍的に批准されることに重

点を置く。その最大の価値は、非差別を強調して、既存の障壁を取り除くことを促進す

るための明瞭な基準をもった国際的な法的文書と見なされることにある。ロシアは、モ

ニタリング・メカニズムの設置に特に関心を示した。しかしながら、二重の監視

(dual-track monitoring)は、「過度に費用がかかり、きわめて官僚的jであるゆえに

受け入れられないとした。ロシアは、既存の機関とすでに設置された人権報告の仕組

みを最も有効に活用することを望んだ。

リヒテンシュタインは、障害について関心を持つ現行の圏内構造メカニズム(数週

間前に提出された障害者問題の実施に関する議会報告を含む)について述べた。法

的な保護が障害者の実際的な生活で完全には実現されていないので、リヒテンシュタ

インは、同国において追加的な措置をとることが必要であると考えている。リヒテンシュ

タインは、国際条約が著しい数の国を排除するのではなく、多くの批准をもたらすので

あれば、変革のための優良な手段として当該条約を起草することを支持すると表明し

た。リヒテンシュタインは、特別委員会が新たな文書を起草する際には、国家と NGO

が提出した文書を反映すべきであると信じている。また、進むべき最良の方法として、

ニュージーランドのアプローチを強調した。この条約実現過程への従来と将来の貢献

に基づいて包括的な条約を起草することは、勢いを持続させる最良の方法と見なされ

るという。

クウェートは、これらの会合に参加している障害者団体とNGOに対して心からの謝

意を表明した。クウェートは、条約案が次の一般原則を考慮すべきであると信じている

とした。すなわち、(1)あらゆる障害者の立場を含めること。 (2)あらゆる形態の差別を

防止すること。 (3)地方的および圏内的条件を越えない制度的な圏内枠組みが重要

であることを認識すること。 (4)あらゆる主体が関わる、聞かれた包括的な条約となるこ

と。 (5)障害者の人権を検討すること。 (6)重複障害者に特別の注意を払うこと。 (7)

固と地域において明瞭で実際的な法令、政策、措置を適用すること。 (8)戦争中、占

領下および武力紛争下にある個人の状況を検討すること。クウェートは、十分に研究

された条約に完全に参加することは、性急につくられた条約よりも良いものであるとの

信念を表明し、この条約作成過程に真剣に参加することに取り組むとした。
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ヨルダンは、この条約を起草する際に、次の要素を含めることが重要で、あると強調し

た。すなわち、(1)包括的で拘束力のある条約、 (2)障害の文脈で権利に基づくアプ

ローチに依拠すること。 (3)障害に関する包括的で進歩的な定義を用いること。 (4)

国連加盟国、地域的連合体、利害関係者、専門家およびNGOが含まれること。 (5)

人権モデ、ルに類似したモニタリング・メカニズムを設けること。 (6)国際規範を活用す

ること。 (7)この条約で、詳述されない問題について、手引きと援助を国連加盟国に提

供するための技術的評議会を組織すること。

教皇庁は、「障害者の豊かさは、障害者が体現している生の意味の可能性に対し

て心を閉ざさないよう、私たちに絶え間なく問し、かけてしも」と述べた。教皇庁は、国

連が行うあらゆる活動の中心に、人間の安全と関心を据えることが重要であると強く主

張した。また、それらの目標をメキシコ・ペーパーが支持しているので、教皇庁代表は、

その提案が支持されることを期待した。国連が、障害者の権利宣言を公表してから 27

年で、多くの科学的・技術的な進歩がなされた。教皇庁は、あらゆる責任ある主体が、

障害者の尊厳を効果的に保護するために共に活動することを奨励した。また、我々が

共有する人間の尊厳について一層深い認識を備えた、万人のためのより良い将来が

もたらされることを希望するとした。

インドは、特別委員会の作業に十分に協力すると表明し、その文書の提供に感謝

した。同国の主たる関心事は、複合差別と障害の分野で、あった。インドにおける障害

者の定義は、個人の病理学的なものから人権モデ、ルへ移ったと述べた。障害者の十

年において、同国は、バリアフリー社会における障害者の権利のインクルージョンを促

進するための社会的態度を創出することに関心をもった。(この条約の)起草に関する

問題に取り組むべきであると強調した。すなわち、(1)適切な資源の利用可能性、ニ

ーズ問のギャップおよび資金調達を、発展途上国への資金の必要な移転を達成する

内外の資源で、満たすコミットメント。 (2)遺伝子に関連する障害に取り組むための科学

技術の最近の進歩を取り入れること。 (3)よりよい補助的機器。 (4)補償に関する広

範なアプローチ。 (5)アクセシピリティ。 (6)金銭面に考慮した草案。 (7)ハイブリッド・

モデルの支持。 (8)確立された基準を低めずに、個々の国家の背景に照らした障害

者問題に取組むためのホリスティック(全体的)な法的文書。 (9)あらゆる利害関係者

との協力。インドの障害者に関する平等、尊厳および公正が、同国の目標であるとし

た。

ニユアジーランド人権委員会は、障害者の権利を含む、既存の人権と社会正義の

原則とに基礎を置いて、特別委員会に参加する機会を歓迎した。ニュージーランドは、

そのモデルを開発する初期段階にあるので、障害者の完全参加を妨げる無数の障壁

が残されている。しかし、同国政府は、このアプローチを純粋にとることにより、すでに

新たな展開を生じさせているとし、う。「この条約の価値は、それがもたらす正当性にあ
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るJ。ニュージーランド人権委員会は、「私たちのことは、私たち抜きで決めてはならな

いJ(Nothing about us without us)との言を基礎にして、あらゆる主体とのインクル

ーシブな検討を行うことを支持した。同人権委員会は、次を強調した前文が必要であ

ると主張した。すなわち、(1)条約の必要性。 (2)既存人権文書の適用を承認するこ

と。 (3)先住民、ジェンダーその他の障害者問題を認めること。 (4)その性質としてあ

らゆる範囲の権利をもった包括性。 (5)一部の権利は漸進的に実現されること。 (6)

差別の禁止。 (7)r合理的配慮が提供されないことは差別となるJとの声明。 (8)同様

に、「圏内的行動を支援するための国際的協力を促進することJ。神経的、感覚的お

よび精神的な機能障害(インベアメント)を含むあらゆる機能障害を含めること。また、

機能障害には恒常的、断続的または一時的なものが含まれることが望まれる。同人権

委員会は、締約国の義務は条約の目的を実現するための立法的行動をとることにあ

ると理解しており、これをアジェンダに置く際にメキシコが果たした指導的役割を認め

ることを望んでいる。同人権委員会は、そのステートメントの拡大文字版をこの会期で

利用可能なものとした。

フィジーの憲法と政府は、障害者を支援するプログラムを促進しており、その社会

正義法(2001年)は憲法上の障害者に関するマンデートを実施する基礎をなす。現

在の法律的枠組があるにも拘わらず、フィジーの障害者は、アクセシピリティの欠知に

より、依然としてもっとも不利な立場にある。フィジーは、包括的で確実なホリスティッ

ク・モデ、ルを求めており、その目標に向けて、将来の文書が国際金融制度を築き上げ

ながら、地域協議モデルが相互作用を促進することは良いと考えているとした。

ヨーロッパ・ディスアピリティ・フォーラム(EDF)は、あらゆる国連加盟国の立場がこ

の条約について肯定的であることを確実にすることを望んだ。 EDFは、この条約が障

害者のための新しい権利を確立することについてではなく、 2003年の欧州障害者年

と一致する法的その他の仕組みを確立することによって、そうした権利を調整するもの

である、と述べた。 EDFは、「この段階では言葉から行動へ移ることが必要であるJと

強調している。 EDFは、あらゆる主体は迅速で質の高い条約検討過程の成果から利

益を得るで、あろうと思っている。

「オーストラリア障害者Jとコミュニティ・リーガル・センター協会は、オーストラリア代

表の立場に賛成して、その記録を賞賛した。一方で、とりわけ移民、難民法、先住民

の社会事業といった分野について、「オーストラリアにおいて障害者の福利を促す機

会の多くが実現されておらず、その責任の多くも果たされていないままである」と述べ

た。かかる観点から、オーストラリアが条約に対して明陳に支持していないのは遺憾と

し、この点についてオーストラリア政府と協力することを期待しているとした。「多くが与

えられた人々に、多くのことが期待されているJので、これらの NGOは、あらゆる国家

に参加するように要求した。
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国連地雷サービスは、市民や子どもの障害の主たる原因として、地雷の存在を証明

した。治療とリハピ、リテーション・サービスにおけるジェンダーの不均衡、それがステイ

グマという結果をもたらし、雇用の機会を減らすことを伴うことが強調された。そのポジ

ションペーパーと文書のコピーは、国連地雷アクション・サービスで、入手可能で、ある。

また、それは障害者の地雷サパイパーの福利の向上に取り組み続けており、特別委

員会の努力を全面的に支援している。

午後のセッション

開始時刻:午後 3:11

終了時刻:午後 4:28

初めに、特別委員会議長は、国連事務総長が出席しており、簡潔なステートメント

を行うと発表した。事務総長コフィ・アナンは、国連への出席者全員を歓迎し、現在進

行中の「重要な作業Jに言及して、国連総会が決議を採択した時は喜ばしかったと語

った。今は、「決議に意味を与えるJことが必要であり、条約という発想は「私がまさに

支持するものである」とし、この問題に継続して取り組む意思を表明した。ステートメン

トの短さを謝罪し、午後のうちにアンマンに出張する予定だ、と語った。追加の事務総

長のステートメントが代理から出される予定であることも語られた。

性質と構造に関する討議

南アフリカは、他の国家代表と同様、アナン事務総長の支持に対して謝意を表明し

た。同代表は、法的強制力のある枠組みへの発展的アプローチが必要であり、この問

題が各国政府の主要なテーマとなることが必要だ、と述べた。 6月に南アフリカで開催さ

れた地域会合について述べて、同代表は出席した 48カ国が条約の策定に関する合

意を示したこと、また、南アフリカ大統領がこの地域の「障害者の権利のチャンヒ。オンj

となる意，思を持っていることを述べた。

コロンビアはメキシコの決議原案への支持を示し、紛争の問題を、同原案が反映す

ることが必要であると表明した。条約はさらに強制力のあるもので、人種とジェンダー

に関する圏内文書のように、非差別条項に基づくべきである。条約は第 1世代、第 2

世代の権利、社会開発の施策、実施を担保する監視・フォローアップ、また、貧困が

障害者の状況を悪化させるという考えをカバーするべきである。歴史上のこの今の時

点で、条約が策定される必要があり、この第 2回特別委員会が委員会を設置し、作業

の基本的な文書を策定する必要がある。

タイは、(条約)策定における成功を保証するためには、利害関係者と綿密に協議

しながら、聞かれた参加型アプローチを用いて、ある種の国際文書の可能性を探るべ

く、時間を有効に使うことが必要である、と述べた。
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ニカラグアはこうした法的強制力のある文書に加わる締約国が増える可能性につ

いて述べた。また、独立したメカニズムは、そうした機関の専門家の数を徐々に増やし

て、増大する作業量に対処するという形で、国家の条約遵守を確保しなければならな

いと述べた。同代表は、監視機関のメンバーを選び、問題に対処し、 NGOの参加を

可能にするために、定期的に開催される締約国会議の設置を求めた。特別委員会議

長は、このセッションの焦点は議題 7a、すなわち条約の性質および条約の構造であ

ることを各国代表団に再度、注意を喚起した。

欧州連合(EU)を代表して、ギリシア代表は、 EUが決議案をすでに準備済みであ

り、今すぐにでも非公式協議を始めるべきであると述べた。同代表は、障害者の多様

な経験のみならず、障害者全員が経験する共通の差別についても条約は考慮する必

要がある、と強く主張した。広範な支持を得られない危険性があるため、明細なテキス

トではなく、基本的な原則を含んだ人権条約が我々にとって「最も望ましいJ。

特別委員会議長は、発言をすでに求めた国家がこれ以上ないと述べた。発言を求

める国際機関がなかったため、特別委員会議長は NGOに発言を求めた。

障害コーカスは、この条約は「何よりも」人権条約であることが必要である、と指摘し

た。障害者のための新しい権利を作り出しはしないが、 6つの中核的人権条約および

世界人権宣言が保障している権利が、障害の文脈で理解され、適用される人権条約

である。国家が行動を起こさないこと自体が差別の形態であるので、国家は障壁を除

去し、アクセシピリティを保障するために積極的な措置を講ずる必要があるため、非差

別条項あるいは一般原則の簡潔な声明では十分でない。障害コーカスは基準規則と

世界行動計画を条約モデルに合わせることも、既存の条約の選択議定書、付属文書

を作り出す選択肢も支持しないと語った。この可能性は昨年既に放棄されている。障

害コーカスは、条約には平等、開発、自律、参加、尊厳品、う包括的な原則が含まれ

る必要があること、また、「私たちのことは、私たち抜きで決めてはならないJという観点

から、障害者が過半数を占める監視機関が設置されるべきである、と強く主張した。

特別委員会議長は、 2ヶ国が発言を希望していると述べた。

カナダは、条約が人権原則、既存の機構に「しっかりと結びついているjべきであり、

条約がレッテルと類型を越えるという確信を再び、述べた。とりわけ、女性差別撤廃条約

が特定のテーマを持った条約のよい例である。既存の条約提案をまとめた文書に関

して、かかる文書は、人間としての尊厳、インクルージョン、平等、参加、自律という核

心的な価値を反映しなければならない。また、地域会議、とりわけバンコク会議の成果、

特別委員会での議論の成果も含まなければならない。カナダは、以下のように条約の

性質のついても述べた。条約は人権の平等な保護を再確認すべきである。また、障

害者の政治的、市民的、経済的、社会的および文化的権利を確保するための国家の

義務に関しても、実質的平等の意味を解釈すべきである。条約は、合理的配慮、につ
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いての権利、差別を構成する内容についての定義を含むべきであり、国家が差別を

除去するためにとる適切で必要な措置を列挙するべきである。条約は十分な正確性

をもって起草され、権利に基づいたものであり、原則に則ったもので、なければならない。

全ての国家がそれぞれ異なる自国の構造内で実施で、きるようにするためで、ある。障害

者がすべての段階で、透明性をもったプロセスに関与することが必要である、と述べて、

そのような参加を保証するために、障壁の除去を呼びかけた。

特別委員会議長は二つの発表のために事務局に発言を許可した。 1)メキシコは、

このセッションに続いて、ただちにNGOブリーフィングを行う。 2)ランドマイン・サパー

ノミーズ・ネットワーク、南アフリカ、国連の女性開発基金は、金曜日にデリゲイト・ダイ

ニングルームでのランチブリーフィングを共催する。

ニュージーランドは、条約が拘束力を持つこと、あらゆる既存の人権文書に基づくこ

と、権利が存在するとの「単純なステートメントを超えたものであることJという自身の立

場を繰り返した。また、条約の構造としち観点、から、国際人権章典その他の文書に基

づく既存の諸権利の保障を表明しているバンコク勧告への支持を繰り返した。ニュー

ジーランドは、「まさに最良のJ条約を得る方法についての「議論を継続させることJを

期待しているとした。

スーダンは、本会合における自身初の発言として、その文書があらゆる国家の見解

を反映すべきであると述べた。スーダンは、この条約に関する(アフリカとアラブの)地

域文書を支持することを再確認した。このセッションで、特定の決議を採択することが必

要であると強調したが、そのような文書を起草する方法について合意を得る必要があ

るとした。そして、そのような取り組みは、急いてなされるべきではないとした。同様に、

この段階では交渉に入るべきではないとした。スーダンは、交渉を始める時期につい

て合意が得られる前に、諸代表が協議をする機会を持つことを要求した。スーダンは、

広く協議をする必要があり、また、途上国に財源と技術を支援し提供することにより、

途上国の障害者のニーズを強調する必要がある、と要請した。

オーストラリアは、法的拘束力のある文書が必要であると述べて、それが「既存の

権利の重複と報告メカニズムの増加とを避けJ、その「ギャップを埋めるJために、既存

文書の議定書または付属文書という形態をとりうることを示唆した。いかなる文書も、た

とえば「合理化された報告Jを含む「最良の実行の原則Jを伴わなければならないとい

う。オーストラリアは、障害者のために「実際的な結果jがもたらされるように取り組むと

した。

特別委員会議長は、発言したい国があるかを尋ねたが、そのような国はなかった。国際

障害同盟(lDA)は、この条約が、既存の人権規範および原則(例えば、尊厳、自己決定、

平等、社会正義など)に基づいて、社会福祉そして医学的問題としての障害から、人権

問題としての障害に転換することを反映すべきであると信じていると述べた。この条約は
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「強力な監視Jのための仕組みを具えるべきであるとした。障害者がその侵害に直面して

いる市民的・政治的権利とは、生命、拷聞からの自由、尊厳、自由、平等、結社、家族/

プライバシー、表現の自由、投票、市民権(シティズンシップ)についての権利である。そ

して、マイノリティ・グループとして障害者を認めることが強調された。また同じく、教育、

労働、健康、アクセス、生活水準、文化についての経済的・社会的・文化的権利の侵害

にも障害者は直面しているとされた。 IDAは、いわゆる第 3世代の人権、すなわち発展

の権利を含めることをも歓迎していた。「私たちのことは、私たち抜きで決めてはならな

しリ。

アラブNGO同盟は、既存の国連条約は「基線Jとして役立つと述べた。また、この条約

は、たとえば、サービスへの障壁を除去する「圏内的計画」に焦点をあて、独立したモニ

タリング・メカニズムを設けて、そして障害者が参加する委員会を設置するべきであると述

べた。

チュニジアは、専門家は障害者と「閉じ仕方で物事を感じることが」できないため、おそ

らくどのような専門家よりも、「障害者がより良い専門家Jであるという概念を示した。この

条約が明確に述べるべき最初の項目は、あらゆる事柄は障害者とともに決定されるとし、う

ことである。

サポート・コーリション・インターナショナルは、世界精神医療ユーザー・サパイパーネ

ットワーク(WNUSP)の提案、ならびに先の障害 NGOの声明に賛成すると述べた。精神

病は「法的なカテゴリーJであるとされた。医原病の治療がもたらし得る神経学上の損失

が、次のような原則と同様、言及された。すなわち、「精神薬の代わりに、その他のあらゆ

る措置が最初の治療として用いられるJ必要性と、人が「疲弊されることなしにJサービス

にアクセスする必要性である。「私たちのことは、私たち抜きで決めてはならないJ。

国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)は、手続きを明らかにすることを求めた。

事務局は、提示された諸提案を現在整理しているのか、あるいは、この数日中にそのよう

な作業を行う予定があるのか。 ESCAP代表は、模範的な NGOによる参加の例として、

DPI日本会議のポジションペーパーを引用した。「私たちのことは、私たち抜きで決めて

はならなしリ。

タイは、多くの代表団がさまざまな提案を配布していると述べた上で、次の二つが適当

なものであろうとした。すなわち、そのような諸提案は障害者が利用できるように電子文書

として配布されること、そして、その電子文書を利用するためのURLを公表することを求

めた。

それから、特別委員会議長は、電子文書として配布できるように、あらゆる発言を事務

局に提出するよう求めた。また、電子文書を利用できる URLを公表するよう事務局に求

めた。
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事務局は、次のURLを公表した。 www.un.ore-/esa/enable. (編集者注:公表された

サイトにはアクセスできない。国連の障害者に関するウェブサイトは次のとおりである。

http://www.un.ore-/esa/socdev/enable/また、特別委員会のウェプサイトは次のとおり

である。 http://www.un.ore-/esa/socdev/enable/rIe-hts/adhoccom.htn1)
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Disability Negotiations Daily Summary Volume 2， #4 June 19， 2003 

Moming session 

Co皿enced: 10 : 09 

Adjourned: 12:25 

General Debate 

General debate∞ntinued on Item 7， and the session s胞はedwitha翻胞mentby the Philippinesreaffirming the 
∞mmitme川towo欣tosuppoはtheConvention and highlighting the ∞ntribution of the Philippines， including the 
h何回ngof the Inform甜onand Communica甘on丁目hnology(ICηConfe陪n偲.They陪∞gniz，凶thatpe陪onsw肋
di錨 bil耐白(円ND)a陪ata higher risk of being impoverish凶，creating an u句e吋n田 dto陪movebarrie陪hindering
a∞民iStohea肋，edu叩tion，livelihood， oPPO巾n耐飴andemployment. They陪社e悶.tedthat the Philippines was 
廿1emain sponsor of UN resolution 556-115 on implementation of拘 WorldProgram of Action∞n偲 mingPWD，
towa凶sas倒 的fora11 in the 21説偲nturywhich should be u凶at剖 intheforth∞ming58U1 General Assembly. 
Theyal釦『政均mmendedthat the Convention should include the∞n回同ofa制加dinalbarriers in defining PWD， 
discrimin訓onagainst PWD and陪おonablea∞ommodations.No type of disability should be given p陪fe陪nce
over another. An訓deshould be includ剖 toguarantl田 a∞e関 ibilityto inform訓onand technology. Counseling 
todealw肋 health∞ncemsof PWD and gender issues on di羽 bilityshould be given imPO陶 nω.

Brazil point剖 0叫thattheir∞u巾yαrSpon鈎陪dResolution 56/168 that es也blishedthis Committee and will be 
actively partic恥atingin its delibe悶百ons.AI∞ordingtoB問zil，“'anintemationallegal instrument would pro叫dea
powe巾1t∞ I to raise awa陪間関，empower PWD and help remove the many forms of barriers that hinder their full 
pa同cipationin the s∞iety."刊 elinkage国tweenpoverty and di回 bilitymust be acknowledged and s問cial
attention must be given to the situation of developing∞untries. 

Qa祖rwel∞med陶 formulationof the Convention， and甜@鎚edan飽 dfor following a practical and realistic 
approaching陪ga耐ngit. Drawing attention to the fact that definition of disability is a∞nte柑ousi弱 ue，the need 
wasp陪鉛ntl剖 to"reach a definition that is intemationally aα湾同剖，which， at the same time shows a cer也in
d句reeof flexibility." 

The Republic of Korea spoke of this year's beginning of the sぼ::ond自ve-yearplan in their∞untry， after the 
suα浴田fulimplemen包括onofthefi陪tsuchplan∞ntaining special measures for PWD. The de恰gatere-a而rmed
his∞untry'ssup仰はtothe General A:岱 embly'sRe回 lutionA/41/120 in developing ins加 mentsin the field of 
human rights (HR) and exp陪S鵠 dc陪ativesugg回目onsfor the provisions of the Convention and hope that this 
民矧)ndAdH∞ Comm耐ee(AHC)will∞meupw出回me∞nc陪!teactior】toformulate the Convention. 

Aus回 liaexp陪弱edtheir∞u巾y's∞mmitme川towo欣W肋 PWDin this area and has回enaαトsponsorof the 
陪印刷onon HR of PWD atthe mωtr班活ntmeeting of the Commission on Human Rights.官官de厄gate
甜@関ed，“'Au甜ヨlia国lievl回世latany instrument develo問dby the AHC should be a legally binding in甜ument
W耐1aHRfIαl.IS."川simpor旭川to∞nsultthes也keholdersat the陥沼1，national and intemationallevels in the 
proce.弱 ofdevelopment of this Convention. 

官1eRepublic of Indonesia exp陪弱edthe∞mm耐nentof the Govemment of Indonesia to protect and promote 
the dignity of PWD.官leyu唱凶，寸heprincipl白 ofthe Conven百onshould address a wide range of pol耐回1，
s∞ial，e∞nomicandcu加問Iissues and should apply to all∞untries 11句al1dle弱 oftheir developmentallevel or 
technological capacity." They argued for selecting the “hybrid model" for the Convention based on the 
participation of all the s恒keholde陪 inits dra制ng.On偲 theConvention is drafted and adopted， a monitoring 
mechanism would be ensul1剖andnational capac耐esto伺 rryo叫therecommendations∞n也inedinthe 
Convention n関 dto be actively suppo此凶through回ining，public aWi釘ene:宙関mp創gnsand other伺 pacity
building measu陪s.Inc陪ased陪叩UI1C6Sneed to be allO<沼ltedto developing ∞untries to improve this area of 
s∞ial development. 
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Israel enumerated ce陶 indomestic measures adopted rl句ardingthe rights of PWD in Is悶.eland touched upon 
hemMasto whywe should have a ConvenHon on he Rightsof PWD加 d，何回idedupon， what pro渦 ions比

should have. Theyannoun田 d，'Whiles∞ials民 urityremains an impo陶 ntitem on the Israeli's di回 bilityrighお
agenda，pa柑cular1yfor people w肋舘veredisabil出es，thed闘 bilityrights伺 mpaignis a wide-ranging movement 
for profound s∞ial change in all aspects of life." The Equal Rights for PWD凶w(199町，∞mbinedimpo陶 nt
provisions of a∞nstitutional nature on equality， affirma百veaction， al叫:onomyandhuman dignity w肋 operative
sections∞nωming employment， including: the prohib耐onson discrimination， the employer's duty to make 
rea釦 nableaα沿mmodations，a伺rma百veacti・onin the private and the public sector， aα沼sstopublic回 nsportand
e蜘 blishmentof a∞mmission for equal句協ofPWD. Israel believes that比ise油 emelyimpor旭川tohavethe 
Convention on the human righ恰ofPWD， as wide gaps still remain between the ideals enshrined in the general 
human rights∞nventions of the UN and the reality of the lives of millions of PWD who∞ntinue to suffer from 
severe discrimination， segl1句ation，pa廿'Onizingattitudes and low s∞io-e∞nomic試atusin all walks of life. They 
summarized by stating，守hefact cannot be ignored that the 制 sten田 ofsuch a Convention will be a powe巾 l
t∞1 in the hands of all those in the domestic level who wish to promote the rights which are enshrined in the 
Convention∞nωmed. This has加enour experience w柑1the Convention on the Rights of the Child and many 
otherUN甘eaties."The Convention should refl釘 tthe shift from the medical mωelto鵠 l同m凹werme叫 s∞ial
and恰galmodel of disability， thus placing the emphasis on the rights of PWD to full and active pa凶cipa甘oninthe 
main甜eamofthes∞ietyand equalization of rights.明1els阻.elidelegate highlighted the number of Is問.elipeople
d郎 副bytheterro耐 a胎cksby Palestinian terrorist groups， pa柑cular1ysin偲 September2000， that lead to the 
killing of 507 Israeli citizens and the i吋uringor disabling of 5，585 of them. They∞ncluded by expressing the 
desire‘that this session， in add耐ontoafo巾∞ming∞nfe陪nce，will advance the unive陪alissue of the protection 
of and promotion of the rights and dignity of PWD rather than divergent pol耐伺la弱 aultsof印刷ndelegations 
which undermine the ideologi伺 landp問.gmaticimpor祖nceof a Convention such as this." 

Peru emphasized，“Disability engenders e<泊nomicpoverty which in tum， agg悶vatesthe situation of 
ma叩inalizationand exclusion fa民K:Iby PWD， which in tum， has a di陪ctimpact on a lack of alα泡sstohea肋，
education， work and other m甜e陪." In the final analysis，“PWD∞ns出.rteone of the m司orvulne阻bleor
high-risk groups and伺 nbe∞nsideredas the poorest of the poor; most田 pecially，women w肋 d闘 bil耐eswho
suffer from a two-fold ma叩in副zationbecau田 theyarewomen and b釦 ausethey are disabled." For the担
rea釦 ns，the Pe則viango四 mmentat也chesspecial impor祖n回 tothe situation fa民Kfby PWD that is陪目印式:edin
agene問Ilawon PWD ado同凶inPe則.ThePe則viangovemment alωdeclared the year 21∞3 as the Year of 
the Righ匂ofPWD加 dal釦 P陪 pa陪da plan for equal oppo山n耐esforPWD(2∞3-21∞ηwhich inter-a1ia 
∞n也insselect public policies gea陪dto∞mbatingdiscrimination and achieving equalization of oppo山 n耐es
underape陪P回目veof inclusiveness and development of human capac耐esand by promo首ngparticipa首onbyall 
pe問 nsat alllevels in all sphe陪softhe s∞iety. The delegate suggested，寸hetext of the draft Convention to be 
p陪pared，should al叩 beguided by principl飴 ofequality，釦lidarity，∞mmi加 ent，full in也g悶.tionand鵠 ns刷 tyプ

Nigeria drew attention to the fact that particular1y， in the∞ntext of Africa， PWD a陪 amongthe poo陪stof the poor 
and therefore， d闘 bilityi弱 U邸 haveto be add陪邸側inthe∞ntextof poverty and development The Convention 
shouldemb阻.ceallvulne悶blegroups such as women， the elder1y， youths and child陪 n，andin∞巾oratea gender 
問rsp即 tivein a11 effo巾 topromo胎andprotect the rights of PWD. Nigeria emphasized the need for a 
developmental approach in the process of the making of the Convention in 0同erto resolve the problem of 
開Ivertyand all the p陪ijudic邸 suffe陪dbyPWDins∞iety.The Convention should be d悶iftedwith the proper 

participation of PWD. 

官leRu鈴 ianFede悶tion拘 t剖 thatsin偲 itspopu凶on∞n凶nsalmost ten million PWD，比hぉ recently回gun
恒kingmeasures such as the designation of 2∞3 as the Year of PWD. Their PWD 1句is凶onis rooted in 
intemational norms and s凶 dards，釦theFederation is interested in improvement by the Convention in this area， 
and issuppo尚veof the Comm比tee'swo欣. Theypla回 impor祖n偲 onselection of ∞W田 ts回t句 icparamete陪
and broad and unive陪a1~副百四百onof the Convention. Its 9陪at回 tvalue is seen as an intemational同aI
in甜ume同W肋 non-discriminationemphasis and clear benchmarks to aid in over∞ming existing barrie陪. They 
expl1白鶴dpa凶ωlarin也restin the establishment of a monitoring mechanism; however， dual-track monitoring is 
unaα却也ble 民泊U鵠比 is “e~α鶴岡Iy∞StIY加dover1y bureaucratic." They wish to make the most effl回目ve
U田 ofexi甜ngbodies and established human rights repo同.ingmechanisms. 
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Liechtenstein informed the ∞mmittee of their current domestic s加 cturalmechanisms陪gardingdisability 
∞『鴎rns，including a陪仰はtoParliame吋鵠ive問Iw関 ksago on implementation ofissu邸 re陥t剖 to
PWD. Uechtenstein s回 sa need for additional measu陪sintheir∞untrysinω同alprot即 tionshave not fully 
加en陪剖iZI凶 inthep悶d伺 Ilifeof PWD. Theyexpressed support for the dra柑ngof an intemational∞nvention 

asag∞dtl∞Iforchange首位a伽儲a凶genumber of ra揃開討onsw柑10叫 e~α溺陶 pro民同ptiven飴s.刊ey
believe the AトICshould陪官町tons旬.tesand NGO document submissions in dra柑nga new instrument， and they 
highlight凶 NewZealand's approach as the best way to pnα鴻 d.Dr胡 ofa∞mprehensiveConvention based 
on 倒 stingand Mure∞ntributions to the p阿倍ssiss鵠 nastheb回 tway to keep up momentum. 

Kuwaitwish伺 toexp陪鎚apprec刷onto the disabled pe陪ons'o明anizations(DPOs)， and non-govemmen也|
0昭如izations(NG白i)pa柑cipatingin these m関甘ngs.They加lievethe dra世should∞nsiderthese ge問問l
principles: 1) inclusion of all factions of PWD; 2) P陪ventionof all forms of discrimination; 3) acknowledgment of 
theimpo陶 n偲 ofanin甜tutional，na百onalframework not eXIα謁dingl∞aland national∞nd耐ons;4) an open and 
∞mprehensive Convention with involvement byall parties; 5)∞nsider富山nof PWD's human rights; 6) speciaJ 
attention to people with multiple disabilities; 7) application of clear， practicallaws， policies and measures of 
∞untri路間d陪gions;町∞nside訓 onof the situation of individuals during wa眠 α氾up甜onandarmed
∞nflict. Kuwait expr鴎舘dbelief that full participa'百onin a goOO， well-studied Convention is be投:erthan haste in 
formula百on，andis∞mm地凶toserious par首cipa百oninthis prα渇窃.

Jordan highlighted the impor也nceof the follo川ngelements' inclusion in dra柑ng:1) a∞mp陪hensivebinding 
Convention; 2) ba舘 don a rights-based approach in a disability∞ntext; 3) with a∞mprehensive， p時間sive
defin耐onofdi羽 bility;4) with membership including member s也.tes，gωg問phi伺|∞al耐ons，s祖keholders，exp9巾
and NGOs; 5) in a monitoring mechanism similar to HR models; 6)也kingadvan同eof intemational norms; and 
ηthe formation of a technicaJ∞uncil to offer guidan田 andaid to member翻 teson issues not detailed in the 
Convention. 

TheHolySee陪，flec恰dthatthe“richn飴 sofPWD∞ns加rtlychallenges aJl of us to be open to the meaning of life 
prl田em凶 byPWD." They stressed the impor也naof placing safety and∞n偲 mfor human beings at the anter 
ofevery刷ngtheUNdωs，highlighting that， as the M側関npa問rappe，釘stosup仰はh関 egoaJs， their 
delegation 1∞ksfo附 ardto a鎚 i油ingin implemen凶 onof its propo回 Is.In the 27 yea陪 sin偲 theUN自陪t
publish剖 adeclaration on the 句協ofPWD， there have been many釦 ientificand tl配 hnologi伺 ladvan偲 s.They 
en∞urag剖aJlresponsible par世田b附欣t勾etherfor effl配tiveprotection of the dignity of PWD， and exp陪弱剖

their hope for a胎tter如U陪 forall with increased r政均gn耐onof the human dignity that we sha陪.

India expressed its fullestα)Qpe1'8百oninthewo欣ofthe∞mm蹴:ee，and thanks for its d∞umen凶 on.Their 
mainf()(加 of∞n偲 mwasonthea悶 ofmu町p悟discrimina百onandd闘 bi附，曲目ngIndia's PWD definition 
movl凶 fromone of individual pathology to a HR model. In their 0配 adeof Disabled Persons they are interestl凶
inα回世ngattitudinal chang白 in銃犯ietyto facil陥teinclusion of the rights of PWD in a barrier..:加es∞iety.官ley
highlightl剖 d旧制ngi鎚 U笛 tObeadd陪弱ed:1) ad伺uate陪叩uraavailability and∞mm耐鴨川to冊Igaps
between needs and funding， with extemal and intemal rE*担urastoeffl制 n氏溺sary回nsferof funds to 
developing∞u巾.飴;2) harvesting rec:湖tadvan回 sofscien関 andt田 hno同yto address gene-related 
di錨 bil耐飴;3)加賀erぉsi甜ved制国s;4) broad approach to陪d陪 弱;5)acce弱 ibility;6) d 悶世in∞rporationof 
mone'匂ry∞nsiderations;7) suppoはforthe hybrid model; 8) holistic legal ins加 mentaddressing PWD issues in a 
manner not lower than es句blisheds抱ndardsand contextual to individual∞untries; and 9)岡市1e陪hipsw肋剖l
s也keholde陪. Equality， dignity， and justi偲 forPWD in India are their goals. 

The New Zealand Human Rights Commission wel∞medtheoppo巾 nityto participate in the Committee in 
building on exi胡ingHR and principles of s∞ialju油.回， including rights of PWD to exist. Sina NZ is in the early 
S也gesof developing their model， there 陪maina myriad of barriers to full PWD pa而cipation，but the govemment 
by simply taking this approach has al陪adymade a differena. The “value of this Convention is the legitimacy it 
provides." They suppoは剖inclusive∞nsiderationsw肋 allplayers at the table on a“NothingAbo叫 UsWithout
Us" basis. Theyad¥llα冶t凶 thatthe Convention needs a Preamble emphasizing: 1) the need for a ∞nvention; 
2)陪∞gnizingapplica百onof existing HR ins加 ments;3) acknowledging indigenous， gender and other PWD 
i弱 ues;4)∞mp陪hensivein narure with a full range of rights; 5) progressive陪alizationof ar也inrights; 6) 
prohibitions against di釦 rimination;7) a s匂tementthat“lackof provision of reasonable a∞ommodations amounts 
to discrimination"， as well 錦町“promotingintemational ∞operation to suppoはnationalactionプInclusionof all 
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impairmen恰，including neurological， sensory， and psychol勾i伺 1，permanent， intermittent or temporary is 
desirl凶. They see the state pa陶 s'obligation is to take 1句is陥ltiveactions to ach陪ve∞nvention0同町tives，and
wish to acknowledge the leadership role by Mexico in p叫tingthis on the agenda. They made large print∞piesof 
theirs匂tementavailable to the session. 

Fiji、∞nstitutionand govemment has facil陶tedpn句ramsfor assisting PWD， and their S∞ialJus百偲Act(2∞1)
forms a basis to implement ∞nstitutional PWD mandates. Despite the current恰gislativeframework， however， 
円VDin町istill a陪 amongthe most disadvantag剖加回useof lack of a∞邸sibi附'.They seek a∞mprehensive， 
∞nclusive and holistic model， and feel regional ∞nsul討ngmodels町'egood to facilitate inte問，ction，with future 
in甜umentsformul甜ngintemational monies toward the:関 goals.

The European Di銅 bilityForum wanted to ensure that all member s也tes'pos耐onsarepos耐veonthis
Conven甘on.Theyぬt凶 thatit is not about es匂blishingnew rights for PWD， but tailoring them bye翻 blishing
legal and other mechanisms ∞nsistentw耐12003as the European Year of PWD. They stress the “needtomove 
atthis掬 gefrom words to d傍 ds."Theyfl田 1aJl actors involvl剖 would加 bene'侃凶byas問edy，quality 0叫∞me
ofprocess. 

Pωplew肱hDi舗 bilityAu試問liaInc. and the勉 sociationof Community Legal Cente陪 ag陪edw肋 the
Au甜ヨliandel句ationpos耐onandexpre弱 edp同deintheir限氾rd，while説訓ngthat噌lereremain many 
unrealizl剖 oppo山n耐esand many unfilled responsibili世田toadvan偲伺U鵠 ofPWDinAus回lia"especially in 
areas of immigration， refug関 law，ands∞ialwork of indigenous peoples. In light of this，甘leyfeel社is陪gre'伽 ble
thatAu甜aliahas not exp陪笛edclear suppoはforConvention， and look forward to working with their govemment 
on this. These NGOs伺IIedonallna甘onsto participate， b田 au舘“tothose whom much has been given， much 
has国en似 pect凶.“

UN Mine Action Service凶rewitness to land mines (LM) as a m司or回 useofdi錨 bilityto cMlians and 
children. Gender disparities in加 a加 entand rehabilitation services we陪 highlighted，aJong with陪su附ngstigma
and lack of employment oppo巾n耐es.Their開)s而onpaper and d∞ument∞p防 areavailable at the UN Mine 
Action Serviω， and they remain ∞mmitted to advancing PWD LM survivor causes and fully support∞mmittee 
endeavors 

Aftemoon session 

Co四 enced: 15:11 
Adjourned: 16:28 

To胎gin，the Chainnan announα:K.I that the Sec陪旬ryGeneral was pre舘 ntand would make a brief 
S也tement.8G Ko自Annanwel∞medall participants to the UN，陪!fe斤凶tothe“impor旭川wo欣"thatwas也king
pla飽 andannoun田 dthat he was pleased when the GA 阿部edthe resolution. Now， he泊 id比wasne関部ary
to "give比meaning"indica甘ngthe idea of a Convention“is something 1 very much support." He expre:田 edhis
intent to follow this 臨時. He apologiZ!剖forthebre吻 ofhis statement but indi伺 tedhewas回lvelingto Amman 
later in the aftem∞n. Heindi回 tedthat he had a further s也tementthat would be present剖 onhis behalf. 

Natu陪 andStructure Discussion 

80叫hA骨ica，like many of the 翻 tedelegations， exp陪弱剖theirgra蜘 deto SG Annan for his support.刊 e
delegate highlight剖 theneed for a developmen凶 approachto the恰gallybinding framework and for this防 ueto
be on the main agenda for national govemmen恰. Discussing the r，句ional∞nferencein South Africa in June， 
the陪pre:田 n厄，tiveannounced that the 48 countries attending indicated agreement for the development of such a 
Conven百onand announ田 dthe President of Sou甘lA制ca'sintent to be a“champion of disability rights" in the 
r句lon.

Colombia indicated its support for the original Mexican resolution and exp陪弱edthe need for it to問自前tthe
i弱 ueof∞nflict.The Convention should alωbe binding and baSed on the clause of non-discrimination like those 
national ins加 mentsthat deal w肋阻，ceand gender. It should∞verboth fi陪tandse∞nd唱enerationrights， 
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me，部ur関 ofsocial development， supervision and follow.叩 toensu陪 implemen凶 on，and the idea that問verty
m間隔thesituation of PWD.官1e陪 isan田 dfor this Convention to防備加悶t倒 onat this partiωlarpointin 
h駒 ry釦 dfor this second m随百時toes回blisha∞mmi胎eandab邸 icdocume川that∞uldbework剖 on.

官lailando加erv凶廿1e問 edtou舘甘mee官邸tivelyto explore回 meformofi同ema世onalin甜ume川W肋 anopen
participato叩app悶 chwithclωe∞nsu隔世onw世1翻.keholdersto gua問nteesuα泡鑓inel油0問ltion.

Ni伺 悶.guadiscus鵠 dthe possibility that there might加 anincrea抱 in拘 Itepar世関tosuchal句allybinding 
in甜ument，and the independent m目 hanismensuring 抱 Ite∞mplian回 mustal鈎 reflectthis by progressively 
increasing the number of ex関市onsucha加dyto deal with the increa鵠 dwo耐oad. He伺 IIedforthe
関也blishmentfor an a民抱mblyofthe蜘 tep制関thatwouldm関 tperi凶i伺 IIytoel即 tthemem加陪ofthe
monitoring肱川y，d回 Iw耐i鑓 u回， and ma.ke NGO participation po鎚 ible.

The Chainnan陪mindedthe delegations that the focus of this錦 ssionis agenda item 7a， the natu陪 and
甜uctu陪 ofthe Convention. 

Therepre鵠 n凶 vefromG陪ece，on behalf of the EU， said that the EU has d悶胎da陪印刷onar叫should加gin
informal ∞n釦 l凶onsvery soon. He highlighted the n飽 dfor a Convention to也.keinto∞問ide剖 onthedive鴎
experi町田ofPWDbutal釦 the∞mmondi抑 iminationsthat all PWD抱偲.Wewouldbe“加st鵠 N剖"w耐1a
HRConven世onwith basic principl関 ratherthan spec而ctextbEぉauseof the danger of not having broad 
acce肉n偲.

官1eChainnan indicat剖 thattherea陪 nomorestat随陪gi拠隠dforinter鴨川on.No intemational 0喝加iza:世ons
(10s) indi回刷胎ird飴 iretos問a.k鈎heinv胎dNG白 b也.kethe fl∞仁

官1eDi詞 bilityCaucus indi白梅dthen鵠 dfor it to be a human rig地 ∞n四 ntion唱陪tandfo陪m回 rthatdαぉnot
inve川newrights for PWD b叫e関山田therigh也inthesix∞rehuman rights甘国首笛andtheUn随陪剖

DeCI銅世onof Human Rig陥 (UDHR)a陪 unde陪b剖飢dappl刷 inthed闘 bility∞n胞Ixt.A non-discrimination 
c1au鵠 orabrief由也mentofge開制principl関 isnot enough as s句協needto也.kepos耐veaction to elimina恒
国向陪釦densu陪aα泡鉛ibility，加伺U鵠 not也附ngaction is in i同 Ifa form of discrimination.刊 ec'釦叩S回 id
they do not suppo沈a凶loringof the S也ndardRul関 andthe World Prog問mon Action to自tintoa∞nvention
m凶el，or the creation of a proto∞lor加 nextoan側副ng胎 atyas加剖抱ma恥e. 刊 ispc溺 ibili旬wasal陪ady
dismis舘 dlast year. The CauαJS highligh1l凶theneed for the Convention to include the ove問陀hing∞陪

principl儲 ofequality， developme叫 autonomy，問雌cipation，加ddignity and to ensure there is a monitoring bc刈y
in pla国首1atincludes a majo耐ofPWDbE悶usethe陪 shouldbe "nothing a凶叫us，W耐10叫us."

T同 Chainnansaid that加m∞untri槌 wouldli.ke to祖.kethefl∞仁

Canadar国間rmedtheir加liefthat the Convention should be唱rmlyanchor凶"in human rig地 principl，回釘叫

側副ng凶d防衛ldg田 S加yondla国Isand旬開l勾ies;inpa此.凶lar，s同副関dthei笛 uethat CEDAW is a goω 
exarnpleof釦出a胸 matic∞n四川on.W耐11'1句制toa∞mpi凶ondocume叫釦chadocume川s加uld副館t
the∞陪valu白 ofhuman digni恥inclusion，equali町，阿川cipa百on，and autonomy， include the ou回 meofr珂ional
m開園ngs，inpa柑ωlarthe Bang.ko.k meeting， and the discu鑓 ionthath部∞meout of the AHC. C叩 ada剖釦

di鉱山S舘 dthenatu陪ofa∞附e巾ionby saying it should陪a冊m伺ualpro悔ctionof human righ箇，加悔巾陪tthe
meaning of su凶也凶ve伺ualitywith問問ctto obligation of翻 asto ensuring pol耐伺l，cMI，問。nomic，反応:ial，and
印刷凶rightsfor PWD. lt should aI釦includethe right to rea田nableaα刃mmodation，a definition of what 
∞n甜U協 di釦 rimination，釦denume悶teappropri拠隠qu耐凶縄問forf抱協to祖.keto eliminate 
di:叙limination.C，加adacalled for the Conve油iontobed悶悔dw耐1sufficient precision， and be rights-b部 edand
pri附 p恰d釦 thatalls句協伺nimplement within their difterent national甜uctur鴎. Sheindica恒dthe need for 
PWDto加 involvE剖inthe胸lSparentpro俣湾satalls也g田 and回目edforthe remo四 lofbarrie陪釦do加畑cl，関b

ensuresuch問同cipation.

官官Chairgave the fl∞，rtotheSec開旭町fortwo announ田 ments:1) Mexi∞willh儲 t飢 NGObriefing 
immedial樹yfollowing this m胡 ng;2) Landmine Survivors Network， So叫h紬蜘andtheUN臨時lopment
Fund for Women will∞-hωt a luncheon briefing Friday in the Delega:悔sDiningB∞m.
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New Zealand reiterated its pos耐onthat a Convention should be: binding; based on all e刈stingHR in説則ments;
加 d"more than a simple s回tement"that rights exist. Also reiterat，凶was胎suppoはofthe Bangkok 
Re∞mmendations in terms of the C'Onvention's s加山re:expressing guarantees of existing rights drawing upon 
the intemati'Onal BiII of Rights and other ins加 ments.New Zealand looks forward to“ong'Oingdi田 U回 ion"ofhow
t'Ogetthe“very best" Convention. 

Sudan ann'Ounα:M:I that this was自rst甘mehis∞u巾ywas也kingthefl∞ratthem田首ng，indicating that the 
dα::ument should refl配 ttheviewof剖Is泊t部. He陪affirmedsup仰はforthe陪gionald∞uments(A制国釦dArab
worfd) 'On the Conven百on. He highlight，凶theneed for the舘弱ionto ad'Opt specific問。l叫'Onsbutthen関 dfor
ag陪ement'On h'Ow to draft such a d∞ument. Such me節目白shouldnot be done in has胞;likewise， 
n句0首ati'Onssh'Ould not be entel'i凶 inatthis s匂.ge.He回|恰dfor delegates to have the opportunity to∞nsult 
theirs匂tesbef'Ore there∞uld beagn田 menton when to begin negotiations. Sudan also回lIedfor the need for a 
broad ∞nsensus， and the need to highlight the needs of PWD in devel'Oping nations， by supporting and providing 
re釦 ur四 sandt配 hnologyto these拘 ltes.

Australia n'Oted the need for a同allybinding instrument， and suggestl凶 that“'oneoption" might be a protlα::olor 
annex to existing in甜umentsin oroer to“'close gaps" and “avoiddupli回世onof existing righ恰andproliferation of 
repo同ngm配 hanisms".Any in油umentmust have “bestp問d偲 principles"that includes“甜.eamlined陪関同ng"
for example. Aus廿aliais∞mmittedto "real 0凶∞mes"for PWD. 

The Chair asked if any other∞untries wished to也kethefl∞r， n'One did. Intemational Di銅 bilityAlliance ODA) 
tookthefl∞rsaying比believesa Conven甘onshould reflect the shift away from disability as a s∞ial welfare， 
m剖i伺 lissuetowa同disabilityas a human rights i田ue，building on exi甜ngHR norms and principles such as 
dignity，舘If-determination，equality and釦 cialjusti目.A Convention should have a mechanism for“S加ng
mon社:oring."Violations fa回dby PWD of cMI and pol耐伺1rights to: life，骨随domfromto巾陪，dignity， liberty， 

equality，白紙ia討'On，family/privacy，什関domof expression， vote， citizenship， and 11田勾n耐onas a minority group 
we陪highlighted，as well as violations of叙刃nomiC/scぉial/lω加凶 rightsto: edu伺 .tion，wo欣， hea附1，aα泡鎚，

S也ndaro'Of IMng，釘1dαJlture.IDA would also wel，∞me the inclusion of the so-caIled thiro generation of HR: the 
right to development.“Nothing about us， wi甘10utusア

The Alliance of Arabic NGOs noted that ex凶ngUN∞nventionsshould serve as a“baseline，" and a 
∞nvention sh'Ould， for example， add陪ss“na世onalprograms" that eliminate barrie陪toservices， establish an 
independent mon比0巾9mechanism， and es也blisha∞mmitt田 inwhich the disabled祖kepa比

Tunisia took the floor to exp陪弱theno百onthat“'disabledpeople町.emo陪 expert"than anyexpe比回npossibly 
beb民 au鵠 anexpe同伺nnot“feelthings the same way" as PWD. One of the自問titems a Convention should 
state is that all things should be decided with disabled pe陪ons.

Support Coalition Intemational ann'Oun白 dits ag陪ementw世1the World Network of Use陪 andSurvivors of 
Psychiatry (WNUSP) proposal as well as earfier翻 Itementsby other disability NGOs. Men泊Iillne弱 isa句egal
回 t句ory." The neurological detriment that i節句enic加 a加 ents回 ncause was mentioned as well as principles 
such as: the need that“all other altem副vesbe used instead of psychiatric drugs as a first line of treatment" and 
one should have aα泡弱toserviω“without having to be∞me impoverished."“Nothingabo叫usw耐10叫us."

TheE∞nomic and Social Coalition for the Asia Pac珊c(ESCAP) asked for a pro回duralCI副首回tion:Isthe 
Secretariatωrrently∞nsolidating the proposals presented， or planning to so do in the ne:刈∞upleof days? He 
cited the DPI Japan Position Paper as an exemplar of NGO pa凶cipation.“Nothingabo叫uswithout us." 

Thailand n'Oted that many delegations are circula甘ngva巾usproposals and expressed that社wouldappreciate 
tw'O things: such proposals also be circu陥t凶 inelec廿onicformatωthatthey伺 nbeaα活路ibleby PWD and 
periodic announcement of the URL for elec甘onicaα沼ss.

The Chair thenぉk凶 forsubmission of all interve巾ionsto the Secre也riatto enable elec加 nicdis廿ibutionand 
asked the Secre也riatto announωtheURLfora∞essing electronic dα羽ments.The sec開祖riatannounωd
the foll'Owing UR七 www.un.ora/e四lenabl~. [Ed加問'No恰:Theannoun偲 dsite does not wo欣. TheUNPWD 
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ディスアビリティ・ネゴーシエーションズ・デイリー・サマリー

第 2巻第 5号 2003年 6月20日

翻訳:(財)日本障害者リハビリテーション協会情報センター、監訳:長瀬修・川島聡

午前のセッション

開始時刻:午前 10:16

終了時刻:午前 10:57

議題 7(b)検討すべき要素(続き)

欧州連合(EU)を代表して、ギリシアは、この段階では障害の定義に関する詳細な

討議は避けるべきであると主張した。障害の定義は、最終的には、障害が持つ多様で

複雑な性質と、誤解を招く恐れのある大まか過き、る定義を避ける必要性とのバランス

をとったものとすべきである。この条約は、非差別、機会均等、自律、参加および統合

の原則に基づくべきである。この新文書では、障害者が、性、宗教、国民的出身など

の複合差別により、さらなる試練に直面する可能性があることを考慮すべきである。障

害者があらゆる人権(市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利)を完全に

享受することを実現するには、国家が適当な措置をとることが必要である。アクセシピ

リティ(利用のしやすさ)とメインストリーミング(主流化)を促進することは、持続可能な

方法で排除をなくし機会均等をもたらすために最も重要である。ギリシアは「今後の条

約に含めるべき要素という決定的に重要な問題について、他の主体と協力することJ

に期待して、その旨の文書を準備しているが、「我々は、バランスのとれた現実的で施

行可能な実効性のある文書を起草することを念頭に置いているJと述べた。

オーストラリアは、し、かなる文書も広範でテーマに即したものでなければならない、

と述べた。特定の分野について指針を与えるが、具体的な目標または達成目標を含

めるべきではない。いかなる文書も規範的ではなく、障害者のニーズの今日の達成水

準を考慮して、これを満たす最高の方法を決定する柔軟性を締約国に与えるように作

成すべきである。焦点は、常に、既存の6大人権条約にのうち、子ども権利条約のみ

が障害のある子どもを明確に含んでいる)の持続可能な改善を達成することに当てる

べきである。障害者の権利に関するし、かなる文書で、あっても、その前文において、あ

らゆる中核的な人権条約について明確に言及し、これらの権利の強化を確保すべき

である。オーストラリアは、し、かなる法的文書も以下の問題を含めるようにと提案して締

めくくった。すなわち、障害者に対する差別的態度の撤廃、地域生活のあらゆる面へ

の障害者の社会的参加の奨励、障害者の見解を代表する組織の設置の奨励、政策
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形成と意思決定への障害者の参加の奨励、教育、雇用、物理的環境および情報をは

じめとする地域社会へのアクセス。

スイスは、最近採択した障害者の平等に関する法律(2004年 1月施行)は、この特

別委員会に対して示唆するものがあり得ると述べた。この法律の目的は、障害者が社

会に参加する条件を創出して(すなわち、障害者が社会的接触において自律すること

を助け、訓練を受け、職業的活動に従事すること)、障害者が被る不平等を防止し、

削減しまたは撤廃することにある。この法律の下で、障害者は「その身体的、心理的、

精神的な条件により、社会的接触を持つこと、移動すること、職業的活動に従事しそ

こで一層発展するための訓練を受けることができない人Jと定義される。この定義によ

ると、スイスの人口の 10%が障害者となる。この法律の一つの重要な特徴は、(その第

2条で規定されている)障害者が直面する 2種類の不平等、すなわち、一般的な不平

等と特定の不平等にある。

インドは、障害者が生活する地域社会の既存のプログラム(特に、教育、衛生、雇

用、貧困対策に関するプログラム)と、障害者のあらゆる開発面とを組み込んだ多部

門モデル(マルチ・セクトラル・モデル)を提案した。「主流のプログラムへのアクセスは

障害のない人々が利用できるものに劣るべきではないし、アクセスの平等原則は守ら

れるべきであるJ。この条約には、自らの権利を主張するつもりもなく、そうすることもで

きない知的障害者・重度障害者・重複障害者の家族の参加も含めるべきである。とり

わけ女性障害者に関して性的搾取からの保護も含めるべきである。最後に、情報へ

の権利については、障害者自身のみならず、障害者の家族も確実に含まれるようにし

たいと述べた。

中国は、包括的で総合的な法的拘束力のある条約を求めた。この条約には、障害

者の市民的、政治的、文化的、経済的および社会的権利を含めるべきである。国際

社会で普遍的に受入れられている人権は、障害者にも適用されるべきである。発展途

上国に関して、とりわけ、特に農村で生活している障害者の生活についての権利は、

この条約において特別に取り上げるべきである。貧困を根絶し、安定収入のある雇用

を確保し、ソーシャル・セーフティー・ネットに貧困層の障害者を含めるためのサービ

スと支援を受ける権利を、農村の障害者は有するべきである。この方法をもってのみ、

「経済的、文化的および社会的な発展の，恩恵を分かち合いながらJ、障害者の人権は

現実に実施され得るのである。

コロンビアは、この条約は 4つの部分に分けられるべきであると主張した。すなわ

ち、 (1)正当な理由を示した前文。 (2)目的と原則に関する一般的部分。 (3)障害者

の権利の保護に関する条文。 (4)モニタリング(監視)と監督である。加えて、自分自

身では参加できない重度障害者(特に重度知的障害者)を代表する家族または組織
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の参加を認めるべきである。障害者に対する暴力の問題についても特に注意が払わ

れる必要がある。

ニュージーランドは、居住、教育、移動アクセス、政治過程、セクシャリティ、家族・

子育て、健康、収入など、障害者のあらゆる生活面を網羅することが重要である、と述

べた。女性や先住民の場合には、複合的な形態の差別についても考慮すべきである。

この条約の作成過程には障害者を含めなければならない。この条約を支える基本原

則として、世界人権宣言第 3条の生命、自由および身体の安全についての権利を再

確認する。

国際障害コーカスは、国際法の下で保障されている市民的、政治的、経済的、社

会的および文化的権利を含む包括的な条約への支持を再確認した。条約の中心的

な柱は、「上記の分野すべてに渡る直接的および間接的な差別の分野において無条

件で作用する強力な非差別規定Jとすべきである。アファーマティブ・アクション(積極

的差別是正措置)の原則も含めるべきである。これは、障害の文脈では、「実効的な

平等を達成するために、障害者の社会的地位を平等にすることを目指したー揃いの

措置」を意味する。「・・・国の憲法、法律、規制の体系を見直して、未だに存在する形

式的な法的差別の事例を明らかにし是正することも必要である。例えば、選挙権や陪

審員になる権利から排除されていることや、パターナリスティックな後見法、病院や施

設での拘束について定めた法律などであるJ。

ヨーロッパ・ディスアピリティ・フォーラムの代表は、政府その他の利害関係主体の

緊密な協力の下で 2002年 3月に採択されたマドリード宣言に言及した。同宣言は

「非差別+ポジティブ・アクション=ソーシヤノレ・インクルージョンJと呼ばれ、今年の欧

州障害者年の準備のために作成された。条約では、障害者に対するあらゆる形態の

差別を非難し、差別を撤廃する措置を確保しなければならない。ポジティブ・アクショ

ン(積極的差別是正措置)は、障害者の機会均等化を確保し、その完全参加を増す

ために必要である。同代表は「私たちのことは、私たち抜きで決めてはならないJと言

明して、この条約の規定を実施するための国家の義務と、条約起草過程への障害者

の効果的参加を強調した。

ペニンの代表は、利用可能な交通機関の重要性を強調した。

午後のセッション

開始時刻:午後 3:15

終了時刻:午後 4:04

アメリカは、この条約の一般原則と要素を提供するという観点から、アメリカ障害者

法(ADA)その他のアメリカの障害者権利諸法の経験を利用するよう、特別委員会に

勧めた。そして、次のように述べた。障害者を主流に統合すること、障壁と不公正な固
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定観念を打破すること、自立を可能にすること、尊厳を高めること、基本的概念として

障害者権利法の意思決定過程に障害者が参加することを、この条約には含めるべき

である。また、この条約は以下の要素にも取り組むべきである。(1)利用可能な空と陸

の交通機関。 (2)雇用における機会均等と合理的配慮、。 (3)障害者のニーズ、と個別

的配慮の両方に適した教育。 (4)スロープ、手話通訳、利用可能な公文書などの利

用可能な政府サービス。 (5)障害者にとって利用可能な独立した秘密の守られる投

票。 (ω 建物の物理的な利用可能性。 (7)言語障害者や聴覚障害者が利用可能な

電気通信システム。 (ω 利用可能なウェブサイト。 (9)利用可能な住居。 (10)精神障

害を含むあらゆる障害者による保健制度の平等な利用。同代表はまた、アメリカが各

国政府代表団の利用に供するように、アメリカの障害者諸法の要約を喜んで準備する

と述べた。

ギリシアは、 EUを代表して、議題 7c(フォローアップとモニタリング)について意見

を述べた。同代表は、締約国が条約実施の責任を負うことから、モニタリング・メカニズ、

ム(監視の住組み)は、締約国の責任の充足と義務の理解を助ける上で「有意義な役

割Jを果たすと強調した。同代表は、そのような監視機関について具体的に細固まで

討議するのは「時期尚早」であるものの、当該機関が、「実効的な監視をもたらしJ、障

害者からの関与を含み、そして、効率を高めかつ重複を避けるための合理化策を考

慮することは必須であると語った。

コロンビアも議題 7bについて意見を述べ、モニタリング・メカニズムの中核には、参

加と共同責任を据えるべきで、あると語った。また、そのメカニズムは、「連帯を生むこと

ができる社会的責任の文化Jを生み出すべきである。モニタリング・メカニズムには、世

界保健機関(WHO)の国際生活機能分類(国際障害分類改定版:ICF)も含めるべき

である。

特別委員会議長は、議題 7bについて討議したい代表は他にないことを指摘した。

国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の代表は、議題 7cについて発言した。同代

表は、 OHCHRの経験に基づき、一般的意見および勧告について述べた。社会権規

約委員会・一般的意見 5(E/1995/22 (1994))が、例えば以下についての「貴重な指

針Jを与えるものとして言及された。 1)障害の包括的な定義。 2)構造的不利に取り組

む必要性。 3)暫定的/特別措置を含む措置をとる必要性。 4)他の文書(自由権規約、

拷問等禁止条約、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約)による適用除外。「積極

的義務Jの重要性が指摘された。また、 2000年に「障害児の権利(Rightsof 

Disabled Children) J品、う NGOが設置されたことも強調された。

日本は、障害者の権利の促進と保護に関する自国のコミットメントを繰り返し語り、

条約を作成する必要性について一般的な合意があることを「喜ばしいこととして指摘J

した。あらゆる人権文書はモニタリング・メカニズムを具えており、それは「欠くことがで
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きなしリと考えているとした。報告の要求は「押し付け」としてではなく、条約の実施を

確保するための国家の義務の一部であると解釈するべきである。しかしながら、モニタ

リング・メカニズムにより「課せられる追加的な負担については注意、深く吟味する必要J

があることを認めた。条約を「真に実効的に監視する」ことを確保するために「徹底的

な討議」が必要であると述べた。

オーストラリアは、し 1かなるメカニズムで、あっても、制度をより実効的にするためには、

報告の合理化と、 NGOの役割の明確化を考慮すべきと述べた。また、オーストラリア

は、モニタリング・メカニズムに関してどのような決定を下すにしても、その場合には、

今年後半に公表される国連人権高等弁務官の勧告を検討することを求めた。

特別委員会議長は、障害種別を越えた NGO、障害者オーストラリア・インコーポ

レイテツドから書面による要求を受け取った。この NGOは、今朝の国際障害コーカス

のステートメントを支持すると述べ、条約の仕組みには、差別の撤廃を可能にする「確

固としたアファーマティブ措置」、構造的な遵守措置、個人通報をも含めるべきである

としち点に合意すると述べた。また、この仕組みでは、あらゆる障害者にとって基本的

な社会的、文化的および経済的権利について包括的に取り組むべきであり、非差別

アプローチに止まるべきではない。この仕組みは、圏内レベルにおいて長期雇用計

画その他の給付を提供すべきであり、廉価で質の高い保健サービスの提供を通じて

HIV.AIDSのある人の基本的人権を定めるものであって、非差別アプローチに止ま

るべきではない。とりわけ発展途上国では、保健その他のプログラムは、非差別と「ま

ったく同様の緊急性Jを持つ。また、この仕組みは、ろう者に特有の文化的問題を取り

扱うべきである。

国際労働機関(ILO)を代表して、パーバラ・マレーも議題 7cについて語り、いかな

るモニタリング・メカニズムも、「既存の人権メカニズムの合理化を目指したJ措置に基

づく必要があり、かかる措置を考慮に入れるという点に合意した。権利が障害者にとっ

て「可視性と利用可能性Jの両方を持つこと、特別なグループがこの過程に自ら参加

することができるような法的扶助と特別支援を提供することを必要とすべきである。

地雷生存者プレメンコ・プリガニカは、ランドマイン・サパイパーズ・ネットワーク

(LSN)を代表して発言した。 LSNのボスニア局長である同氏は、対人地雷禁止条約

(オタワ条約)のプロセスの成功と、とりわけ監視の実施に関して、政府と市民社会と被

害地域の「パートナーシップJの重要性とに言及した(ここでは「地雷モニター」が例に

挙げられた。これは、地雷に限定した国家報告をまとめた詳細な報告書であり、広範

なNGOのネットワークが作成したもので、ある)。障害者団体には「明確な役割jが与え

られるべきである。「私たちのことは、私たち抜きで決めてはならなしリ。

特別委員会議長がさらに発言を求めた後、国際障害コーカスの代表、ビーナス・イ

ラガンが発言し、この条約は現在行われている最善の例にならった監視機関を持た
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なければならず、当該機関は多数の障害者から構成されなければならなし叱繰り返し

た。個人およびNGOが苦情申立てを行う権限も含めるべきである。イラガンは、構築

された環境の利用可能性に関する指針、紛争後の社会におけるアクセス、人道援助

に関する指針について取り組む技術諮問機関を設置することを求めた。実施「の大部

分は、国内的制度の強さに常に左右される」。イラガンは、障害者の「不可欠な役割J

がこの条約の「指導原理Jになるべきであると「主張したJ0 r私たちのことは、私たち抜

きで決めてはならなしリ。

事務局は、ステートメントは以下のURLでアクセスできると述べた。

htto://www.un.ore:/esa/socdev/enable/rie:hts/statements.htm.また、部屋の後

ろで、この URLを書面でも通知していると説明した。

特別委員会議長が休会しようとしたとき、タイが発言した。タイは「きわめて強力な国

際監視文書を支持するJとの自国の立場を再び述べた。代表組織を通して障害者が

参加することの重要性が強調された。タイは、「我々の条約をまとめる方向に結実させ

得るためには、この過程を加速させJて、共通の目標に向けて作業するよう「あらゆる

国家Jに対して求めた。タイは「できるだけ早い時期に、あらゆる利害関係者に受け入

れられる方法Jをもって、「近い将来に目に見える」具体的な「前進Jがなされることを望

んだ。

エルサルバドルは、特別委員会で以前に討議されたような「統一文書」を代表団が

いつ入手できるのか問うた。特別委員会議長は、この点については、その事務局も交

えて解決していない事案であるとしつつも、当該文書が入手可能になり次第すぐに諸

代表に通知すると述べた。

ディスアピリティ・ネゴシエーションズ・デイリー・サマリーは、ランドマイン・サパイパ

ーズ・ネットワークが発行する。このネットワークは、地雷の被害を受けた6つの途上国

において手足を失った者の支援網を持った、米国に拠点を置く国際組織である。この

サマリーのスタッフには、ジャグディシュ・チェンダー、マーガレット・ホーノレト、ジェニフ

ァー・ペリー、マーシャル・クラスター、およびザハピア・アダマリー(編者)が含まれる。

このサマリーは、翌日の正午までにwww.rie:htsforall.orgとwww.worldenable.net

のオンラインに掲載される。翻訳は、障害者インターナショナル(スペイン語)、ハンデ

イキャップ・インターナショナル(フランス語)およびDINF(日本語)の好意により提供

する。質問については、サ守ハピア・アダマリー宛て(ZahabiaadamalY@hotmail.coIn)

に直接メールを頂きたい。
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Moming session 

Commenωd: 10-16 

Rec渇ssed:10-57 

Item 7 (b) Elements to be∞nside則{∞同).

Speaking on behalf of the European Union， G陪 ecea叩uedthat a detailed discussion on the definition 
ofd闘 bilitys加uldbeavoid剖 atthiss也ge.刊edefinition should eve同ually甜ikea凶lanω加加飽nthe
diverseand ∞mplexnatu陪 ofdisability and the need to avoid an overly broad definition that∞uldbe 
su同町tto misinterpretation. The Convention should be based on the principles of non-discrimination， 
equality of oppo巾 nity，a叫:onomy，pa凶cipa首on，and integration. The new instrument should祖keinto
aαXJunt the fact that the PWD might face addi討onalchallenges due to multiple discrimination because of 
sex，陪ligion，national origin e厄 Ensuringthat PWD eftl配tivelye吋oyallhuman righお-civil，pol耐回1，
ぽ:onomic，s∞ialandcu加問1rights -requires the adoption of appropriate measu陪sbytheS祖te.
Promoting al∞essibility and mains甘'eamingis of paramount impor也ncefor陪versingexclusion and 
favori咽 theequalization of op抑制nitiesin a sustainable manner. Greec泡 l∞k凶 fo附 a岡、。α刃向『訓ng
w肋 otherson the crucial issue of the elements to be included in the future Convention" having p陪 pared
a paper to that eftect，“keeping in mind that we町'eaiming at d悶，wingup a balan偲 d，realistic， 
enforceable and eftective in鉱山ment."

Aust悶 liasugg回 t凶 thatanyins加 mentshould be broad and thematic. It should provide guidan偲 on
particular areas， b叫not∞n回inany specific goals or ta明ets.Any instrument should not be p陪scriptive，
but should be develo問dtogivep師自thefl剖 bilityto determine the加stwayofm開討ngthe
陪quirementsof PWD旬kinginto31α沿unttheir level of achievement today. The fl∞us should be on 
achieving sus祖inableimprovement all the time of the existing six major human rights Conventions， of 
which only the Convention of the Righ也oftheChilds問cifi伺lIyincludes children with di回 bil耐白.官1e
preamble to any instrument on the righ飴ofPWD should make specific陪fe問問泡toallthe∞陪human
rights Conventions to ensure that these righ也are油 引 例1ened.Aus回 lia∞ncludedw肋thesuggestion 
of∞Ivering the following i部 U部 inany恰galins加 menteliminating d協同minatorya柑加destowards
PWD;en∞u悶，gings∞ialpa柑cipationof PWD in all as問ctsof∞mmunitylife; en∞u問.gingthe
establishment of organizations to represent the views of PWD; en∞u阻gingthepa同cipationof PWD in 
poli句 andd田isionmaking; education; employment; 31∞esstothe∞mmunity including the physi回|

environment and information. 

Switzerland noted that its r四~ntlyado同剖 lawon equality of disabled問陪ons，∞minginto eftect as of 
January1，2α)4，∞uld inspi陪thisCommittee. The pu巾O鵠 ofthis law is to prevent，陪du田 oreliminate 
inequal耐esaftl朕:ilingPWD， creating∞nditions for them to participate in s∞iety; helping them to be 
a叫:onomousin s∞ialcon加.ct;togain回 iningand to engage in profe:田 ionalacti噸es.A disabled person 
under thislaw is de自ned節、nyperson who田加dily，psychologi伺 I，men也|∞nd耐onp陪ventsthem
加m∞mingintos∞ialcon祖.ct，being mobile， following a回 iningto further develop or to engage in 
professional activi甘es"Aα氾rdingto this definition ten percent of population of the∞untry is disabled. 
Oneimpo陶 ntfeature of this law is the two kinds of inequal耐esfaα剖bydisabled pe陪ons(mentioned 
undera凶cle2)， namely， general inequali甘esand specific inequalities. 

Indiasugge剖:eda multi-sectoral model which builds into the e刈甜ngprog悶 msofthe∞mmunitiesin 
which PWD live， sp田 iallyw拙111句a同toedu回世on，health， employment， poverty elevation prog悶 msand
剖1developmental aspec恰oftheirown∞mmun耐回.明iS31α泡弱tomainstream programs should not be 
加 yl邸 sthan those that are available to people w拙10叫disabilitiesand the principle of equal 31α渇ss
should be followed." The Convention should include the pa凶cip副onof the family members of pe陪ons
who have intellectual disabilities， severe and mu附pledisabilities， who a陪 eitherunwilling or unable to do 
selfadvlα沼.cy.刊 ereshould be inclusion of protl配 tion針。msexual explo陥ltion，specially women w肋

。。
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di回 bilities.円nallyIndia would like to ensure that the right to infonnation is included not only for PWD 

themselves， b凶，also that of their families. 

China called for a Convention that is∞mprehensive， int句悶t凶 andlegally binding. It should include civil， 
pol耐cal，cu加阻1，ec沿nomicand social rights of PWD. Human rights universally aα泡p厄dbythe 
intemational ∞mmunity， should also apply to PWD. in陪gardto developing ∞unmes， inpa凶cular，right 
to livelihood of PWD， pa同:icularlythose living in山ralareas， should get special place under this 
Convention. PWD in ru問la陪おshouldbeen制edto get serviαぉandsuppoはtoeradicate poverty， 
ensu陪 waysof employment w耐1S也blein∞mesand include the impoverished PWD in s∞ial safety 
nets. Only in this way can the human rights of the円NDbe implemented in p悶ctice，“'sharingthe陪wards

ofe∞nomic，cu加悶lands∞ialdevelopment." 

Columbiaa句u凶 thatthe Convention should be divided into four p町ts:[1] the preamble justifying the 
grounds; 2. a gene刷 sectionon pu巾osesand principl回 ;3.制 cleson the protection of rights of PWD; 
and finally， 4. monitoring and oversight. In addition， the pa同cipationof families or 0叩anizations
representing people w耐1seve氾 disabilitiespa同cularlypeople w肋 severemental disabilities， who are 
not able to participate them鵠Iv白，should be ackno叫剖ged.Special attention a1so needs to be paid to 
thei田ueofviolen偲 againstPWD. 

New Zealand sugg倒剖thatis impor旭川to∞verallaspec也ofthe life of the PWD including housing， 
edu回世on，al∞e路 tomobility， pol耐回1pro回路，sexuality， families and parenting， health and in∞me. 
Multiple fonns of di釦rimination，in the伺 seof women and indigenous開拍ple，shωId81田 be∞nside陪d.
PWD must be included in the pro田 SSof developing this Convention. Article 3 of the Unive陪81
Declaration of Human Rig地，the right to life，肋ertyand the security of the pe問。nis降 affinnedas a 
fundamental principle underpinning the Convention. 

The Intemational Di錨 bilityCaucus，陪a冊nnedits support for a∞mprehensive Convention inclusive 
of civil， pol耐回1，民氾nomic，scぉialand ω加制 rightsthat have加engu創加首関dunder the intemational 
law. The偲 n回 Jpillar of the Convention should be“as加 ngnon-di田 riminationprovision that would 
operatew耐10叫qualifi閉山nand in the area of direct and indirect discrimination acro路 811the above 
mentioned areas." The principle of affinnative action must al釦 beincluded， which in the ∞ntextof 
disability me創1S，“apackage of measu陪saimed at equ剖izingthe pos耐onofPWDins∞ietyin order to 
ob也ine官邸伽eequality…it is a1so nec溺 saryto陪!viewofS抱Ites'∞nstirutional，legal and陪gulatory
釦 hemesto iden抑制d∞n即 tins蜘偲soffonnall句aldiscrimination that still ex随.Examples include 
exclusion加mright to vote， the right to sit on a jury， patemalistic gu制 ianshiplaws， and la附 p削 ding
forde恰ntionin hosp旭Isandin甜rutions."

官官陪P陪sen凶 veof the European Di舗 bilityForum referred to the Madrid Declar訓on，which was 
adopt凶 inMarch21∞12inclose ∞operationw肋 govemmentsand other s也keholders.It is called， 
“non-discrimination， pos耐veaction， equal s∞ial inclusion" and was fonnulated to p陪pa陪 forthe current 
Europe加 Yearof PWD. The Convention must∞ndemndi釦 riminationagainst PWD in 811 fonns and 
ensu陪 me鎚 uresto eliminate比Pω肱leactionsa陪陪qu同dto ensure equalization of oppo印刷esand
enhance their full participation. Declaring "nothing abo凶usw耐10叫us"，the representative emphasized 
that the Convention in∞巾orateS也，teobligations for the implemen泊討onof its provisions and e官邸泊・ve
p訓 cipationof PWD its d悶柑ngpl1α溺 s.

The Represen凶 vefrom Benin highlighted the impor也nωofaα溺 sible回 nspo曲目on.

Aftemoon Session 

Commenαョd:3:15PM

Adjoumed: 4:04 PM 
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The United States en∞uraged the Ad-H∞Committee to draw on the experienωof the ADA and other 
disability 句協lawsin the United States in terms of prl側 dinggene悶1principles and elements for the 
Conven百on.The Convention should then include the intl句rationof PWD into the mains廿eam，breaking 
down of barrie陪 andun伯ir鎚 r印 W問s，enabling independen偲 andpromo百ngdignity， and inclusion of 
PWDinthed回 isionmaking prlα泡弱ondi泊 bilityrights laws as fundamental con偲 pts.The Convention 
shouldal釦 addressthe following elements: (1) eI!∞essible air and land 廿加spo~(2)equaloppo山nity
and reぉonableeI!∞ommodation in employment; (3) edu白百onthatis加，thappropriate to the needs of 
PWD and individualized; (4) acce鎚 iblegovemment鵠 Mωs，suchぉ ω巾悶mps，sign language 
inte巾陪凶onand eI!∞白sibled∞umentsin legislative s白sions;(司vo甘ngthat is eI!α泡岱ible，inde問nde同
and private for PWD; ~町 physi，伺lac関田ibility in buildings;のusabletele∞mmunicationsy織 msfor
people with s閃echand hearing impairmen也;(8)節目剥blewebs社:es;(9) accessible housing; and (10) 
equalel!α沼弱tohealth回 refor all PWD， including those with psychiatric disabil耐es.Thede恰gateal釦
S旬.tedthat the U.S. would be pleased to make summaries of U.S. disability laws available to State 
delegations for their use. 

G陪ece，on behalf of the EU， di田usseditem 7c on the agenda (follow-up and monitoring). The de恰gate
emphasizl凶 thatsin偲 S祖tepa柑esare responsible for implemen凶 on，monitoring mechanisms 同ay“a
U鵠，fulrole" in helping 5祖.tesfulfill their responsibil耐回andunders旬ndtheir obligations. A肋oughthe
delegate錨 iditWi路 市 陪matuぱ todi釦 ussthe specifi岱 andde也ilsof such a mon社oring凶dy，比was
es舘 ntialthat it "provide for effective mon比:oring，"include the inp叫ofPWD，and也keintoaα別 nt
甜eamliningmeasu陪sto promote efficiency and avoid duplication. 

Colombia also discussed item 7b and said that such a mechanism should include particip副onand
α〉問問nsibilityat胎∞陪.It should al回 generatea知加陪ofscぉiaJresponsibility伺問bleofpr凶 ucing
釦 lidarity."刊 em民 hanismshould also include the new intem甜onaJcla詰問問甘onond闘 bilityand
heaJth that was p叫fo附 a吋bytheWHO.

The Chair noted that no other delegations would like to di田ussitem 7b. An OHCHR陪P陪sen祖首ve
spoke on 7c. He gave gene悶l∞mmen也andr政均mmendationsbased upon the experiena of his 
0冊偲.General Comment #5 (Comm耐eeonE，∞nomic，S∞ialandCu加ralRigh也:E/1995/22 (1鈎 4))
was陪，ferredto for胎 abilityto provide‘valuable guidance" on， for example: 1) a∞mprehensive 
de自n耐onofdi回 bility;2) the need to add陪鑓S加 cturaJdisadvantages; 3) the need to take me部 U陪s，
including tempo悶.ryls問cialmeasu陪s;and 4) the lack of∞，verage provided by other ins加 ments
(ICCPR; Convention Against Torture; CERD; CEDAW). The impo陶 nceof“pos耐veobligations" was 
notl剖.AI鈎 highlightl剖 wasthe establishment in 20∞of the NGO: Rights of Disabled Children. 

Japan陪胎阻t剖 胎∞mmitmentto promote and protect the rights of PWD， and was“plea舘 dtonote" 
general agn田 mentof the need to elaborate a Convention. AII HR instruments have a mon仕:oring
mechanism， which Japan believes is“indispensable." Any陪portingrequirements should not be 
∞n試問edasan“impos比ion"but as part and parcel of the 5凶e'sobligation to ensure the implemen泊目on
of a Convention. It was acknowledged， though， that there is a“need to examine with care the addi甘onal
burdenes帥 lished"by a monitoring mechanism.“[S]olid di釦 U笛 ion"is needed to ensure a Convention 
is市ulymon社011凶 e背広治vely".

Aus回 lia泊 id甘latany mechanism should aJlow for甜eamliningof陪 po同ng，and the clariかingofthe
roleofNGOs釦 asto make the sy:説:emmo陪 e仔節目ve.Aus回liaaJso caJled for∞nsider訓onofthe
re∞mmendation of the High Commissioner of Human Rights， which is due 0叫 laterthis ye町 inany
decision陪latingto monitoring mechanisms. 

刊 eChairre<氾iv凶 arl問uestin writing from the cro:話 -disabilityNGO， People with Disabilities 
Au剖剛iaIn∞rpo悶t凶.They indicated their support for the 5凶:ementmade this moming by the 
D闘 bilityCauωsand stated their agreement that the mechanism should al釦 include“robust affirma首ve
measures" to allow for elimination of discrimination，説山由Jralcompliana measures， and 5肌Jctu陪sfor
individual ∞mplai同s.It should al釦∞mprehensivelyaddress s∞ial，cu加問I，and田 onomicrights which 
are fundamen泊1for all PWD， and go beyond a non-cli釦 riminationapproach. It should pro叫delong-term 
employme川programsand other benefits at a domestic level and go beyond the non-cliscrimin甜on
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approach by pro叫dingfor the fundamental human right of問oplewith HIV/AIDS in providing low∞乳

high quality health伺陪.Health伺陪加dother programs， are“'every bit as u句ent"asnondi釦 rimination，
備問ci剖Iyin developing nations. The m田hanismshould alωadd間 Sω加ralissues that are pa此・ωl町

to由民抱whoa陪 deaf.

Barba悶 Murray，陪pl1邸en世ngthe Intemational Labor 0喝aniza甘on(ILO)， al釦 addresseditem 7c and 
ag陪edthat any monitoring mechanism “needs to build on" and祖keintoaαヨDuntmeasures仇ata陪
“aimedat甜eamliningexi油inghuman rights m田 hanisms."It should陪qui陪thatrights a陪 both"vi除ible
andaα溺 sible"for PWD and provide for legal aid and special a:岱is也n回 forself-陪presen凶 onof

S防犯ialgroups in engaging in the proαぉs.

A landmine survivor， Plemenko Prigani阻，spoke on behalf of Landmine Survivo陪 Network(LS問;he
isDi悶 torof LSN Bosnia. He noted the su∞ess回 ofthe Mine Ban T陪aty('α也w司pro偲 ssandthe
impo陶 n偲 d“問巾的hip"betWi飽ngovemments' civil反応iety，and aftected ∞mmunities，飴問ciallyぉ

to monitoring implementation (c揃ng“LandmineMonitor"?an extensive ∞mpendiumof∞untry陪po巾
on landmine-specific issues produ回 dbya broad netwo欣ofNGOs).Di回 bilityo唱anizationsshould be 
given an“'explic比role"?“no甘1ingabo叫usw耐10叫us".

Intemational Di錨 bilityCaucus陪pr臨抱n匂tiveVenus Ilagan t，∞kthe fl∞r after the Chair noted that 
thefl∞rwぉ openfor more speake陪，and峨 e悶.tedthat the Convention must have a monitoring加dy

∞nsi説entw抽出stpracti関 sandthat社must∞mpri鍔 amajority of PWD. The ability of individuals加 d
NGOs to submit a∞mplaint should be included. She called for the es也blishmentof a tl田 hnicala出iωry
加dythat would add陪邸:guidelines on the a∞essibility of built environments; aα活弱inpost叩 nflict
s∞ie世田;and the need for humanitarian a弱 is也n田.Implementa世on“alwaysdepends pl1edominan甘yon
the甜engthof domestic institutions". She “insisted市 atthe“i吋句悶1role" of PWD m雌 bea“'guiding
principle" of a Convention?“nothingabo叫usw耐10叫us".

TheSec開崎両副notedthats刷:ementscan be a∞回sedat the follo川ngURじ
hItto:hんvww.un.o間信!羽ゐα対ev/enablel巾h也Is泊恰ments.愉n.Hea恰0猷 plainedthat there we陪 writ胎n
no目白sof the URL announ田mentin the back of the r∞maswell. 

Thailand took the fl∞r as the Chair was on the verge of adjouming. Thailand陪S也t剖 itspos耐onthat it 
“supporぉavery甜。ngintemational monitoring instrument". The impor祖nceof involving PWD through 
陪P陪sen凶 veo用ani泊目onswas emphasized. The speaker伺 l恰dupon“all説ates"to work toward the 
∞mmongoalby “speeding up the proc活路50that the di陪ctionofge柑ngour Convention into pla偲伺n
be achieved". Thailand would like to see∞ncrete“prog陪ssvisible in the near future" in an“aα::ep回ble
mannerto剖1sides as soon as possible". 

EI Salvador questioned whether and when delegations would have a "unified dα刻 ment"as has 
P陪viously加endi釦us舘 din the Committee. The Chair noted that he had not陪釦陥dthis with the 
Bu閥 uandthat拘 delega蜘 wouldbe informed as soon as the d∞umentbe∞m笛 available.

The Disability Negotiations Daily Summaries a陪 publishedby the Landmine Survivo陪 Ne伽ork，aUS
ba鵠 dintem凶onalo唱anizationw柑1amp叫田suppo同networksin 6 mine aft，印刷Idevelop同
∞u巾i白.Repor也陪includeJagdish Chander， Marga附 Holt，Jennifer Pe町， Marshall Traster and 
Zahabia Adamaly (1叫 tor)The Summaries a陪 pos北側onlinebyn∞nthe following dayat 
www.ria地 forall.om釦 dwww.worldenable.netTranslations a陪 provided∞u同開yofD闘 b刷向opl邸'

Intemational (Spanish)， Handi回pl陶 mation剖(FI陪nch)，and DINF Japan (Japan回，e).Forqu回世ons，
w巾etoZahab泊adamalv@ho加 ail.∞m.
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ディスアビリティ・ネゴーシエーションズ・デイリー・サマリー

第 2巻第 6号 2003年6月23日

翻訳:(財)日本障害者リハビリテーション協会情報センター、監訳:長瀬修・川島聡

午前のセッション

開始時刻:午前 10:15

終了時刻:午前 10:45

議題 7(d)新文書と既存文書の相互補完性

特別委員会議長は、 NGOの代表のリストしかなく、各国政府代表の発言者のリストがないと

語った。まず、政府代表者で発言したい者がいなし、か尋ねた。 3カ国がこれに応じた。

ギリシアは、欧州連合(EU)の見解を再確認した。「障害者によるあらゆる人権の享受に関

する新しい条約は、障害者が直面する特定の状況に適宜対応させることを目指して、既存人

権条約の特定の規定を発展させるべきである。したがって、特別委員会の作業は、そのような

既存の条約、特に 6つの中心となる人権条約に基づき、その規定と完全に矛盾がないように

すべきである。新しい条約は、他の人権文書の規定を損なったり、その単なる重複であったり

してはならなしリ。ギリシアはさらにfEUは、国連の基準規則を政策決定および活動のための

文書とみなしているJと補足した。しかし、基準規則には改善と更新が必要であることを認め、

障害者によるあらゆる人権の享受に関する新しい条約を作成することにより、基準規則の改定

作業を遅らせるべきではない、と強く主張した。このような文脈で、「政策とプログ、ラムが必要と

されている。これは、インクルーシブで、地域社会や家族を支援し、すべての人にサービスとプ

ログ、ラムへの平等のアクセスを保障するものでなければならないJ。ギリシアは「条約策定過程

は、中心となる 6つの国連人権条約のモニタリング・メカニズム(監視の仕組み)に障害の観点、

を組み込む具体的な努力と並行して行うべきであると EUは強く信じていることを強調して発

言を終えた。「そのような複合的で調和のとれた行動を通じてこそ、障害者によるあらゆる人権

の平等で効果的な享受が確保されるのであるJo

カナダは、特別委員会に対して、「二つの観点から相互補完性の問題を検討Jするよう勧

めた。「第 1に、新しい条約と、障害者の人権と関連する既存の条約や拘束力のない文書との

相互補完性の問題がある。第 2に、これらの様々な文書のもとで、設けられたモニタリング・メカ

ニズムの相互補完性の問題がある」と述べた。カナダは、障害者の人権を促進するために過

ヮ，
内

L
噌

E
A



去に国連がなした様々な努力を支持してきたと述べ、既存の文書の欠落部分を埋めることに

よって、障害者の権利と尊厳の効果的保護のための包括的枠組みを提供できるように、新し

い条約の構想を注意深く練るよう強く求めた。しかし、「重複の可能性や、様々な文書の一貫

性を維持する必要に気を配らなければならないJと警告した。とはいえ同時に、カナダは、「基

準規則は、あらゆる法的拘束力のある文書を補完する上でこれからも役に立つ」とも考えてい

る。カナダは「新しい条約の監視が、基準規則や世界行動計画、既存の条約のもとで設けられ

たモニタリング・メカニズムとどのように影響しあうかについて、創造的な提案を歓迎するJと述

べ、発言を終えた。

オーストラリアは、「国連人権高等弁務官事務所と関連して準備された報告書が、提案され

た文書を作成する上で重要な資源になると思う」と発言した。同国は、報告書の中の多くの結

論、特に「いかなる新しい文書も、既存の人権文書を補完すべきであり、これを損なってはなら

ない」品、う勧告を支持した。オーストラリアは「条約機関は、障害問題にもっと力を入れるべき

である。締約国は、報告書の中で、障害問題を福祉または医療問題ではなく人権問題として

みなすべきである。条約機関および締約国は、条約のプロセスへの NGOの参加を促進すべ

きである」という報告書の勧告に合意した。オーストラリアは「既存の文書による障害者の保護

が十分に承認され明確化されることを確保するための努力を一層することにより、新しい文書

が作成されるべきであるJという信念を述べ、発言を終えた。

議題 7(d)NGOの発言

あらゆる形態の障害を含む(知的障害と精神障害を含む)7つの構成団体のネットワークを

代表して、国際障害同盟とインクルージョン・インターナショナルが発言した。「ピープルファー

ストJ(まず何よりも人間としての存在がある)もまた両団体の信念であるが、多くの国における

障害者の実態は「負け犬」のまま変わっていない。人間としての障害者の価値、すなわち自分

は「誰なのか、何なのか、地域社会に何をもたらすか」によって価値あるものとされる、障害者

の価値を保護する国際条約を支持する。障壁を克服し、虐待や無視、品位を傷つける取扱い

という苦しみを改善するには支援が必要である。障害者の中には「櫨に閉じ込められ、満足に

食事を与えられておらず、家族や外界との接触がない者もしもJので、事態の緊急性は明白

であると述べた。両団体は、障害者は「悪い扱いを受けていなしリ場合でさえ、「まだ、他の市

民と同じ扱いではなしリと語った。特別法が「保護するのではなく…権利を奪っているJことが

多いのが現状である。時代遅れの後見法は「たとえ、それが、善意で作られたものであっても、

多くの苦しみを生んでいて」、特に知的障害者または精神障害者の場合、どこで、どのように

生活するのかを制限するのに利用されていると述べた。「国際条約の起草に参加Jすることを

全関係者に求める。依然として両団体の目標は、障害を持たない市民と同じ平等な権利を持

つ人として障害者が扱われるように、世界のあらゆる場所で人々を支援することにある。同代
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表は、あらゆる人が完全に利用でき、「普通の人が」簡単に読める平易な英語の文書が最良の

草案であると、個人的な信念を述べた。また、障害者の参加なしに条約を作成することは、障

害者の人間としての価値を下げることになるとしづ見解を述べた。障害者は「障害を持って

日々の生活を送っているために、障害の役割について卓越した知識を有するJとして、「私た

ちのことは、私たち抜きで決めてはならなしリという言葉を繰り返した。

世界ろう連盟(WFO)は、国際障害条約コーカス(IOC)を代表して、テーマを絞った条約が

現行人権体の主流に障害を組み込む努力を損なわせるかとし、う点について、過去の議論に

触れた。このことは人種差別や性差別の場合にも子どもの権利条約の場合にも生じなかった

ので、現在のテーマを絞った条約でも問題にはならないだろう。障害者は多くの場合「忘れら

れた存在・・・不可視の市民Jなので、この条約は、障害者を「社会に可視化Jさせるだろう。テ

ーマを絞った条約は現行国連人権体と矛盾しないとし、う WFDとIDCの見解は、 6つの既存

文書における障害の主流化を加速すべきとした国連人権高等弁務官事務所の報告書と共通

するもので、あった。新たな条約は、既存の人権文書から障害を排除するという望ましくない結

果をもたらすものではなく、その正反対である。新たな条約の監視機関は、障害に関する実際

上の専門的判断を下す場所を人権システム内に初めて設けることになろう。この専門性が権

威や信頼へと成長するにつれ、その他の監視機関が障害について一層関心を払うようになる

と期待できる。このようなパターンは女性差別撤廃条約の採択後に見られている。さらに、国連

人権委員会決議 1998/31で言及されたように、基準規則に反するあらゆる取扱いは、障害者

の既存の権利の侵害となる。最後に、条約によって基準規則の現行が更新され補足されること

は、障害者への認知を高めるためにきわめて重要である、と述べた。以上を要約すれば、この

団体は「マルチトラックアプローチJを支持したことになる。「私たちのことは、私たち抜きで決め

ではならなしリ。

世界精神医療ユーザー・サパイパーネットワーク(WNUSP)は、相互補完性の問題につい

て取り上げ、国際人権章典が「精神障害のレッテルを貼られた人々の権利の促進について取

扱ってこなかった、もしくは、誤った取扱いをしてきた」という強い確信を示した。関連して取り

上げられた障害問題として、次のものが挙げられた。(1)精神医療サパイパーから基本的権

利が取り上げられている。具体的には、しばしば終身の施設への強制収容がある。 (2)治療の

問題も含まれるかもしれない。 (3)平和的な集会、結婚、投票その他についての障害者の権

利を表明することが阻止されている。 (4)社会的、経済的および文化的権利の分野でも同様

の状況がある。 (5)いわゆる「授産所Jまたは精神病院で強制労働が行われている。 (6)虐待

が広範に行われている。子ども、女性、少数民族も被害者となる。 (7)多くの国の政府機関、

非政府組織および草の根の障害者団体から、残虐で、非人道的な、品位を傷つける取扱い

が報告されている。 WNUSPは、「現行の国際人権章典はJこの分野における実効性をみず

から「十分に証明してこなかったjとの見解を明確に述べた。これについて、精神障害のレッテ
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ルを貼られた者が施設に強制的に収容されている例や、精神病院その他の施設内で人権が

実現されていない例が挙げられた。 WUNSPは、時代遅れの医療モデルが、これからも恩着

せがましい態度を生み、強制的収容の法的基盤となるであろう、との信念を述べた。 WUNSP

は、「包括的な法的拘束力を持つ条約・・・がなければ、解決策はJ効果を持ち得ない、と今な

お「強く信じているjとした。 WUNSPは、他の既存の文書*は、この新たに生まれつつある条

約の前提であり、新たなモニタリング・メカニズムが組み込まれ、国連の諸委員会を強化するも

のとなるべきことを強調した。モニタリングを適切に実施するには、障害者と NGOを既存の人

権機関に有意義に関与させることが必要である。

午後のセッション

開始時刻:午後 3:15

終了時刻:午後 6:03

特別委員会議長は、各国に対し、「法的拘束力を持つ文書に関するコンセンサスを得るた

めに最善の努力jをするよう求めた。議長は、条約策定に向けた特別委員会の準備を「歴史的

な決断Jと呼んだ。これは、すべての国連加盟国の見解、とりわけ障害者の団体という「重要な

グ、ループ」に属するすべての人々の見解を含んだ、透明性のある交渉過程に諸国を関わらせ

る決断である。議長は、文書をインターネット上に掲載すると発表し、すべての人の知識の助

けとなる、まとまった文書を作るため、参加者にその見解や批判を加えるように勧めた。議長と

して、交渉過程の透明性を維持するために、いつでも迅速な説明を求める準備をすると保証

した。議長は、国連加盟国の過半数の判断の妨げとなるような戦術や「隠、れた思惑jは認めら

れない、と述べた。

『障害の定義に関して新たに生まれつつあるアプローチ:概念的枠組み、変容する定義の事

情、障害者の権利の促進への含意』に関するパネル・ディスカッション

特別委員会議長は、このパネル・ディスカッションの目的は、障害の定義に含まれる人の定

義を導くことではなく、条約の範囲の決定を促すことであると述べた。

アメリカの連邦教育省のスコット圃ブラウン氏は、自分の発言は、自分自身の意見と、国連で

の仕事の結果のものであり、アメリカ政府の意見ではないと述べた。ブラウンは、パネルに対し

て、この討議を第 2週目の会合で行うことを歓迎した。というのは、会合は、障害の専門的、臨

床的、医学的な討議から始まることが多く、「機会均等やアクセスの問題は、後に追いやられる

ことが時々ある」からである。ブラウンは、今日見られる障害の「新たな領域」や障害につながる

多くの条件(エイズ、人口の高齢化)が、 20年前なら討議の一部にもならなかったであろうと述

べて、女性や子どもの条約の場合とは異なり、「誰が障害者であるのか、としち見方は時が経
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てば変わるカもしれないJと強調した。条約が「生きて、呼吸している国際文書Jであるならば、

変容や変化を認めなければならない。

ブラウンは、障害者インターナショナノレ(DPI)が用いている定義を取り上げて、自身の主張

を説明した。 DPIの定義によれば、「障害とは、物理的または社会的障壁を起因として、他の

人々と平等に通常の社会生活に参加する機会が失われまたは制約されていることをいうJ。こ

の定義は、アドヴォカシーの目的にとっては有用で、あるが、条約の文脈で用いられる場合には

問題が生じるかもしれない。とし、うのも、障害が、ほぼ人権侵害そのものとして定義されている

からである。 DPIの定義によると「障害=機会の否定Jであり、このことは「女性は、ジェンダー

を理由に差別されるまでは、女性ではなしリという考えに相応する。ブラウンは、通常の社会生

活に参加する機会が失われまたは制約される「おそれJがあるカもしれない、機能的条件を持

つ人々に伴った「状況Jとして、障害を考えるべきであると提案した。

ブラウンは、障害者は「アクセスについての基本的権利を否定された場合、他の分野でその

権利を行使することができないJので、アクセスの定義を検討することが必要である、と強く主

張した。ブラウンは、検討され得るアクセスの定義を提案した。「アクセスとは、行為または状態

ではない。アクセスは、入り、近づき、伝達し、行き来し、または状況を利用する自由であるん

障害は、人権へのアクセスの問題に固有の注意を払った状況に照らして、考察される必要が

ある。ブラウンは、この条約において検討され得るアクセスの 7つの要素を提案した。(1)情報

の定位または交換、 (2)独立または選択、 (3)移動性、 (4)占有時間、 (5)社会的統合、 (6)

経済的自足、 (7)移行(次のライフステージへの)。

フランス出身の国際障害分類・国際生活機能分類の専門家で、雑誌「ハンディキャップJの

編集長のキャサリン・パラル氏は、条約に必要とされる主たる三つの条件を提案した。(1)障

害者に関する社会構築的な関係への人権の視点の編入。 (2)実施についての政治的意思の

存在。 (3)参加型民主主義に対する信頼と、障害者団体の積極的な役割および判断。社会

は、時を経るごとに、障害者との「特定の関係Jを構築しつつあり、「インクルージョン(参加)ー

エクスクルージョン(排除)Jという動態的な連繋は、構築された社会的関係の類型と関連する。

さまざまな局面において各種の社会集団に分けた場合、どの障害者が、どのように、どの程度

まで「インクルージョンーエクスクルージョンJの影響を受けるかを確定することが必要である。

「機会の喪失Jに取りかかり、理解するさまざまな方法がある。パラルは、社会学の研究者、へ

ンリー-ジャック・スタイカー氏とジーン・フランソワ・ラボード氏の名前を挙げた。この二人は、次

のように、障害者の排除の類型について詳述しているという。(1)除去(例えば、医学的「治

療」のための遺伝学的スクリーニングや強制不妊手術が挙げられるが、除去の「最も徹底的な

形態Jは死である)、 (2)ケアの放棄と剥奪(例えば、親権の譲渡)、 (3)隔離、すなわち、イン

クルージョンとのわずかな相違(例えば、『戻ることのない回り道Jとし、う帰結を生む、短期間を
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想定した特別施設への移転)、 (4)支援を通した排除、または「条件付きのインクルージョン」、

(5)周辺化(すなわち、ノーマライゼーションを通したインクルージョン、規範からの「逸脱Jを減

らす試み)、 (6)差別、すなわち、平等な人間を不平等に扱う行為。パラル氏は、法の下の市

民の平等に基づいて規律される、近代社会の中心的な価値基準の条件を、障害者の側から

平等にする必要があると述べた。

コフィ・マルフォ教授は、スライドを用いて、次の二つの仮定に基づくプレゼンテーションを行

った。(1)条約の起草過程は、障害者サービスに携わる者が世界中で直面しているのと同じ

課題に直面しており、「普遍的な過程Jを見出すことはそれらの目的にとって大いに役立つ。

(2)深遠な文化的差異という現実を認め尊重することは、「文書を生み出すことJを困難にする。

マルフォは次のことを強調した。広範な文脈において障害を理解する必要があり、また、条約

を世界的規模で実効的に実施するとしち問題について議論する際には、ローカルとグローパ

ルの両概念を考察する必要がある。

マルフォは、時が経るにつれ、障害の定義がどのように進化してきたかを述べた。また、どの

ようにして障害が、もはや単なる生物学上の観点(疾患、疾病、機能障害、能力障害、社会的

不利)からでなく、「機能障害が個人の活動をどのように制約するのか」品、う観点から定義さ

れようになったかを述べて、活動が参加に及ぼす影響の仕方を強調した。

グローパル・コミュニティーは、障害のローカル概念について取り組まなければならず、また、

伝統や原理、信条、形而上学的基礎が障害の定義にどのように影響を与えるかについても取

り組まなければならない。そして、この点に関しては、社会文化的な文脈において理解されな

ければならない。とりわけ、マルフォは、途上国における障害者のケアの責任に関して、家族と

地域社会の重要性を強調し、これらの構造を政府のプロセスに置き換えることに対して警戒し

た。とし、うのも、政府のプロセスは、ローカル・レベルで機能している、これらの仕組みを「侵食

してしまうJかもしれなし、からである。マルフォは次のことも強調した。ロ}カルの視点で、見た障

害の概念と、ナショナルの視点で見た障害の概念とは、どのように異なるのか。そして、条約が

世界のあらゆる場所で実効的に活用されることを確保するためには、このような差異にどのよう

に取り組まなければならないのか、と。

マルフォはこの差異に関して述べ、それについて、文化的レベルと心理的レベルの両方か

ら、どのようにアプローチすることがで、きるのか、という点を強調した。マルフォは、シカゴ大学

のリチヤード・シュエダー教授の文化的差異モデルを引用し、三つの視点から、差異について

どのようにアプローチすることができるのかを述べた。すなわち、(1)普遍主義的視点、 (2)進

化論的視点、 (3)相対主義的視点である。我々の用いる視点は、我々が選択する論理的思

考の類型に影響を与え、また、障害やリハビリテーションの性質その他のアプローチに影響を

内
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与える。マルフォは、次のように主張した。プログラムの実施に関して、地方レベルの事情を理

解することが必要である。この差異の問題は、心理的レベルからもアプローチすることができる。

障害は、個人に帰属するものとして、あるいは、「個人レベルと背景因子との相互作用の発現J

として見なされ得るJ。

質疑応答

ベニンは、障害については必要に応じてさまざまなアプローチがとられる必要がある、とし、う

マルフォ教授のステートメントを再確認した。ベニン代表は、ガーナにおける障害と、ローカル

の視点で見た社会的不利の概念について説明するよう、マルフォに求めた。マルフォは、アフ

リカ社会における障害を一つのレッテルで、表現することはできなし、から、し、かなる議論も用語

の分析を組み込まなければならない、と述べた。マルフォは、社会、家族および地域社会の責

任が、ガーナの人々の障害へのアプローチに及ぼす影響力を強調して、次のように述べた。と

りわけ途上国において、社会が責任をどのように考えるかは、文化的価値としづ観点、からのみ

では理解できない。というのも、社会的および経済的要因が、文化的価値と相互に作用し合い、

それぞれの影響力を決定するからである。

EUを代表して、ギリシアは、そのパックグランド・ペーパーにおいて概略を示したように、こ

のような条約検討過程の初期段階では、障害の定義に焦点を当てることは適切でない、との

立場をとった。ギリシア代表は、以下の質問をした。(1)障害の定義は、条約を作成する際に

不可欠であるか。 (2)障害の定義は、とりわけ障害と差別との違いに関して、国家レベルで取

入れられ得るか。 (3)ある定義が適切とされ成就されるとして、この論点に関する議論の時機

について、パネルはどのように考えるか。一つ目の質問に対して、マルフォは次のように答えた。

定義を創り出すことは、特別の信念を有する場所のみならず普遍的なレベルにおいて、条約

が実施され得る方法に影響を与える背景的諸価値を理解するほどには重要ではない。二つ

目の質問には、次のようにブラウンが答えた。現時点では、障害の定義が国家の法的枠組に

翻訳され得ることはないであろう。もっとも、このことは、障害の定義に関する論点を議論すべき

でないとしづ意味ではない。なぜなら、条約を作成する際には、異質性と多様性に関する論点

は重要であるからである。パラルは、条約の必要性に疑問を呈し、条約は普遍的に適用され

得るのかと問うて、個人とその個人が住む社会との関係の結果として障害を理解することが重

要であると繰り返し述べた。つまり、障害は「ある状況から生じた産物または結果jである、と述

べたのである。 EUの三つ目の質問に答えて、ブラウンは、この時点で定義はできないとし、うこ

とでパネルは合意した、と述べた。

タイは、障害の定義に関係なく、この条約においてアクセシピリティを「定義し、説明し、組み

込む」必要があることを再確認した。そして、し、かなる条約も、ローカルの視点で、見た障害の概
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念との相異のみならず、あらゆる障害者集団のニーズの複雑さについても、取り扱わなければ

ならない、と主張した。

南アフリカは、障害の定義を明確にすることをためらった。そして、ブラウンに対して、国際

生活機能分類(ICF)が特定の環境における機能について説明しているかと尋ね、また、それ

がこの条約にどのように適用され得るのか、明らかにするよう求めた。ブラウンは、機能が「行う

ものJでありアクセスが「持っているもの」なので、機能とアクセスの聞には重要な区別があると

述べた。人権とはアクセスのことであるとして、障害ではなくアクセスの定義に焦点を当てるよう

忠告した。条約で各状況に対処するのが、いかに不可能であるかを強調し、世界的状況と開

発問題を考察する必要性を強調した。「ローカルとナショナルを考慮したグローバルな文書を

作ることJは「困難な仕事Jであるが、バランスのとれたアプローチが必要であると述べた。条約

は人権文書なので、障害の経験、社会的および経済的背景、その経験に対する解決策を含

むくらいの広がりを持たなければならないが、広範すぎではならない。パラルは、 ICFの分類

モデ、ルが適用可能で、あるとの確信はないが、細心の注意を払うに値すると述べた。パラルは、

さまざまな環境において障害の定義に影響を与える種々の可変要素に対する注意を呼びか

けた。

ジャマイカは、前に欠席していたにも関わらず、条約作成に対する「支持Jを表明した。同代

表は、環境因子がいわゆるハンデ、イキャップ(社会的不利)を生み出すという認識に照らして、

「ノ¥ンデ、イキャップJという用語を使うことに「嫌悪感Jを示した。もっとも、障害者はハンデ、イキャ

ップのある人々として言及されることもある。同代表は、障害の定義に関する EUの主張に言

及しつつ、次のような逆説を持ち出した。「最も聡明な知性Jがここ何年も定義の問題に「取り

組んで」きたのであって、「我々が 3時間で定義を成就することは期待できなしリ。とはいえ、さ

まざまな固と地域の「視点を起草に携わる者が理解するJために、「し、くつかの間題を簡単に考

察するJことは「適切Jである。

ブラジルは、 1999年に採択された障害者差別撤廃米州条約uグアテマラ条約J)に言及し

た。この条約の第一条には、次の定義がある。「障害」とは、永続的であるか一時的であるかを

問わず、日常生活に不可欠な一つ以上の活動を行う能力を制約し、かつ、経済的および、社会

的環境により生じまたは悪化し得る、身体的、精神的または感覚的な機能障害をしち。同代表

は、この定義への反応をパネリストに求めた。マルフォは、個人の「機能障害(インベアメント)J

の外にある、ローカルの可変要素と条件を理解する必要がある、と繰り返し述べた。特別委員

会議長は、ブラジル代表に対して、この定義の繰り返しを二、三回求めた。ブラウンは、「この

定義の中心」は「機能障害Jとしての障害であると述べた。パラルは、この定義とは「大きくJ意

見が異なるとし、「覚えておかないで、あろうJと述べた。マルフォは、恐れていることの一つは二

者択一の考え方で、この定義は「確かに不十分で、あるJが、指摘された機能障害は「一つの構
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成要素」であり、この定義を作った人たちは「機能障害の一因となる、特定の地方に限られた

特有の環境的条件に気づいていたカもしれなしリと述べた。

マリは、パネルが提起した要点の明確さと適切さを高く評価した。だが、マリ代表は、隔離と

差別の区別に関する、パラル氏の追加的な説明に加えて、パネリストが「自分たち自身の定義

を疑問視しているJようなので「本質的な説明Jを要求した。パラルは、「隔離と差別の境界はあ

まりはっきりしていなしリが、隔離は構造(施設化の「制度全体J)であるのに対し、差別は誰か

を選び出し、違っていると同定する行為であると述べた。

ニュージーランドは、条約は幅広く包括的であり、権利に基づくアプローチと矛盾せず、「機

能障害(インベアメント)の経験」と「障害(ディスアピリティ)の過程」の聞を明瞭にする必要があ

る、とし、う見解を繰り返した。同代表は、ニューヨークの地下鉄システムを例に挙げて、字を読

んだり、階段を昇降したり、手先がきかなくて運賃カードを機械に読ませたりできない場合や、

混みあった場所・暗い場所で、不安を感じたり、「自分が邪魔をしていると感じさせられたり」した

場合のアクセスの難しさを説明した。同代表は、パネルに対して特に質問はないと述べた。

特別委員会議長は、国際労働機関(lLO)代表に対して、そのステートメントが書面で入手

できるとしづ事実に照らして、そのステートメントを質問にまとめるように指示した。障害者とは、

「正当に認定された身体的、感覚的、知的または精神的な機能障害のため、適当な職業に就

き、これを継続しおよびその職業において向上する見通しが相当に減少している者をいうJ、と

する ILOの障害者の定義は、「雇用について具体的にj扱っているが、これは、「さらに専門

的な定義の基礎となるjかもしれない。

国際障害同盟(IDA)は、定義に関する討議は「後回し」にして最後に検討する項目とするこ

とを提案した。特別委員会議長は、 IDAの「短いステートメントJに感謝した。ランドマイン・サ

パイパーズ・ネットワークは、障害に関する複数の側面と要素について指摘し、多くの国で、

地雷の被害者は障害者とされ、そのため排除され、権利が否定されていると述べた。 DPIは、

障害としづ広く使われてしも言葉が、文化によって「理解が異なりJ、「実用的な定義jはないと

述べた。障害コーカスは、パネルが紹介した社会学的な見方は「非常に有益」であると述べ、

いかなる定義も「簡素さ、広範さJを保ち、障害者の「生活実体Jを正確に反映したものにすべ

きだと主張した。

ディスアピリティ・ネゴ、シエーションズ・デイリー・サマリーは、ランドマイン・サパイパーズ・ネッ

トワークが発行する。このネットワークは、地雷の被害を受けた 6つの途上国において手足を

失った者の支援網を持った、米国に拠点を置く国際組織である。このサマリーのスタッフには、

ジャグデ、イシュ・チェンダー、マーガレット・ホーノレト、ジェニファー・ペリー、マーシャル・クラスタ

r
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}、およびザハピア・アダマリー(編者)が含まれる。このサマリーは、翌日の正午までに

www.rie-htsforall.orzとwww.worldenable.netのオンラインに掲載され、スペイン語、フラン

ス語(ハンディキャップ・インターナショナル)および日本語(日本障害者リハビリテーション協

会)に翻訳される。質問については、ザハピア・アダマリー宛て

包ahabiaadamalV@hotmail.com)にメールを頂きたい。
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ディスアピリティ・ネゴーシヱーションズ・デイリー・サマリー

第 2巻第 7号 2003年 6月24日

翻訳:(財)日本障害者リハビ、リテーション協会情報センター、監訳:長瀬修・川島聡

午前のセッション

開始時刻:午前 10:15

終了時刻:午前 11:18

議題 8:条約検討の次の段階

特別委員会議長は、議事日程によれば、この議題の内容は非公式で協議される

予定であったと述べるも、政府代表、 NGO、オブザーバー、メディアが参加するほぼ

完全なセッションとして開催されることを歓迎した。このセッションのため、以下の 4つ

の文書が昨日午後に配られた。 AlAC.265/CRP.3，AlAC.265/CRP.3/Ad 1， 

AlAC.265/CRP.3/Ad 2， AlAC.265/2003.W 1. 

ギリシアは、欧州連合(EU)と加入準備国を代表して、この条約に含まれるべきで

あると考えられる不可欠な要素を記したステートメント(AlAC.265/CRP.3/Ad2)を提

出した。そこでは、次の基本原則が、この文書の本体に含められるべきであるとされ

た。すなわち、(1)非差別、 (2)機会均等、 (3)自律、 (4)参加と統合である。これら

の原則を実施するために、各分野別に、おおまかで最小限の不可欠な特定の措置

が挙げられた。第 1に、直接的および間接的な「障害を理由にした差別」の定義が必

要とされた。第2には、障害者についての法令、法的その他の認識の下での平等の

権利が含まれた。合理的配慮ならびに、最高水準の健康、教育、就労、良好な労働

条件および科学技術を享受する権利は、ポジティブ・アクションと積極的な戦略を規

定する条約には必要であると見なされた。第 3は、障害者の公的生活および私的生

活に影響を及ぼす意思決定に関して、障害者が平等の立場で完全に参加すること

を奨励した。第 4は、障害者の平等な立場、アクセスへの障壁の識別と除去(NGO

への参加の権利を含む)を主張した。これらの不可欠な要素を記した文書では、モニ

タリング(監視)について詳しく扱っていないが、ギリシア代表は、それを後の段階で

扱うべきものと見なしていた。同代表は、障害の定義を条約の目的にとって必要で、あ

ると考えていなかったので、その定義を行おうとしなかった。最後に、ギリシアは次の

ように述べた。可能な限り幅広い支持を得られる、強力で実効的な条約を作成する

ために、 EUは国連加盟国と建設的に作業していくことを期待している。
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国際障害条約コーカスは、特別委員会の「決議と決定により、我々が特別委員会

の作業にある程度参加で、きるものとなったが、それでもなお不完全であるJと述べた。

途上国の障害者の参加を支援する任意基金では、この会合に間に合うように十分な

資金が提供されなかった。多くの国家は、その代表団に障害者団体代表をなお組み

込んでいない。ドラフト・テキスト(条文案)を準備する作業部会に多数の障害者の代

表を含めなければならない。国際障害条約コーカスは次のように提案した。 12人の

専門家は、国際的な障害コミュニティーにより選ばれ、その参加の際には任意基金

に基づいて資金が提供されなければならない。「我々の参加と権利は、密室の中で

決めることはできないj。障害者の人権条約の正当性は、障害者自身の参加した、い

で決まる。この点に落ち度があるし、かなる手続も、正当なものとして認められなしリ。

国際障害条約コーカスは、非公式の討議を公開したという透明性のあるプロセスを

評価し、さらに、パートナーシップ構想や地域会議において自らが専門家として協議

したことも高く評価したが、「この時点での後戻りは受入れられない。我々は、ここ国

連で岐路に立たされている。・・・我々はまたも排除されるのであろうかJと述べた。

キューパは、事務局の編纂した文書(NGOの提出した文書も含む)が、最初の条

約案の基礎をなすとの見解を示した。この第 2回特別委員会の結果、「見解と意見

が表明され、特別委員会が重要と見なすし、かなる提案や修正も提出されることJにな

り得るであろう。国連総会決議57/229および特別委員会勧告に沿ってこのテーマの

条約を交渉する」のは間違いなくこの特別委員会の責任である。キューパは、「さまざ

まな国家機関の公式代表を含めるjという提案を支持し、参加開放型の形態に合意

した。この形態には、あらゆる国連加盟国の参加を可能にするのに必要な数の作業

会合を含むであろう。

NGOを代表して、人権国際サービス(InternationalService for Human 

Rights)、フランシスコ・ザピエル医療・人権センター(theFrancois Xavier 

Bagnoud Center for Health and Human Rights )およびヒューマンライツ・ウォ

ッチの代表が発言した。人権の基本的教訓は、あらゆる人が例外なく、人聞社会が

普遍的と主張する諸権利を平等に主張することにある。これらの権利は、生成しつつ

ある国際人権法体を通して承認され、適用されている。これらの権利の普遍性にもか

かわらず、社会的および環境的な状況ゆえに、これらの権利の主張が認められず、

否定されている集団が存在する。国際社会は、女性、子ども、難民、移住労働者、人

種的マイノリティが、特に人権侵害を被りやすい人々であると認めている。このような

傷つけられやすい状況は、社会の物の見方や法構造の根底にある差別的態度によ

り生じる場合もある。他方で、より多くの人権侵害は、これらの人々に特有のニーズや、

これらの差異を踏まえた権利の実施方法について理解が欠知していることから生じる

場合もある。同代表は、障害者が社会のあらゆる集団に渡って存在し、各国におい

て「貧困層の中で最も貧困」にあると述べた。同代表は、「強制監禁・拘束、強制治療、
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不妊手術その他の多くの品位を傷つける暴力的行為のような人権侵害に加えて、住

居、交通、教育、雇用のような基本的ニーズへのアクセスの欠知をはじめとする、差

別と人権侵害を障害者が経験している」ことを説明した。障害者が政治的および社会

的な影響力を奪われていることは、国際人権機関のアジェンダにおいて優先されて

いないことを意味する。人権運動の主流には、その主たる関心分野として障害が含ま

れず、あるいは、その監視、報告、データ収集の対象として障害が含められていない。

障害者は、政府間と市民団体の両者による人権枠組みにおけるサービスがまったく

行き届いていないコミュニティーを象徴している。そのため、「我々の組織は、障害者

の権利を国際人権法の枠組みに明確に含めることを強く支持して、国連加盟国が、

障害者の権利を、国際法の下で認められたあらゆる範囲の人権を詳細に規定し、か

つ、監視と実施の仕組みに関する規定を含む特別の条約の対象にすることを認める

ことを奨励した」。既存の人権条約体に障害を含める際には、障害者の権利の適用

可能性について国連加盟国に助言する専門的知識が現在不足していることを認識

すべきである。このプロセスには、障害者自身のリーダーシップと、人権コミュニティ

ーの全面的な支援と関与を含めなければならない。

障害者権利条約の策定を開始するためのきわめて重要な一歩を踏み出すことに

ついて、コンセンサスが生まれつつあることに大きな満足を示して、カナダは、今後の

議事を進めるための参照文書として、これまでになされたあらゆる貢献を包括的に編

纂した文書を提示する必要があると指摘した。カナダは、現在配布されてし活編纂文

書の「第一次案J(とカナダ代表が考えている)ものを以下のように改訂するよう提案し

た。(1)今春に仕上げられた、国連事務総長の質問票に対して提出した諸国の見解。

(2)ここ2週間の特別委員会における国連加盟国、国際機関、 NGOによる口頭およ

び書面のステートメント。 (3)編纂文書の第一次案に間に合わなかった地域会合の

文書。 (4)先週のパネルデ、イスカッション。 (5)メキシコと現在はベネズエラが提案し

た条約案(これらの国は、非常に具体的な提案を反映してしも一方、他のステートメ

ントは条約に含まれる可能性のある要素に関する一般的な考慮事項を反映してい

る)。カナダは、残された日程の間で先に進むための建設的なプロセスを確立するこ

とが必要であるとして、「昨年のように、進行役を任命することも一つの可能性として

あるJと主張した。

ジャマイカは、特別委員会が、「早急に」、あらゆる主要な関係者の参加を確保し、

障害者に対して行われてきた歴史的過ちを是正するために作業することと、障害者

の権利行使に関する措置を検討することを求めた。コロンビアは、作業の方法に関し

ては柔軟で、あったが、文書の編纂を可能とする効果的な住組みをできるだけ早く設

ける必要があると指摘した。コスタリカは、条約の交渉を一定の期限の中で開始する

ために、最初の草案を作成することが必要であると強く主張した。「世界中の障害者

は、条約を緊急に必要としている。我々には、障害者から、その権利やこの条約を奪
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う権利はないJ。メキシコと合意した上で、グアテマラは、条約の道守と監視の仕組み

が非常に重要であり、条約を遵守しないものは罰せられるべきであると述べた。この

ことは、国連が毎年作成する人間開発報告に反映すべきであると述べた。ブラジル

は、条約を策定することと、その交渉の場が特別委員会であることについて一般的な

合意が現在あることに満足している、と繰り返し述べた。作業文書を編纂し得るため

に、会期間の仕組みが必要であるというコンセンサスが生まれつつあると述べた。

「我々は、この勢いを維持しなければならない。遅滞なく、あせらずに、この条約の実

現を我々に導くプロセスに合意しなければならないj。メキシコは、各国代表が完全

な文書を自国に持ち帰ることができるように、特別委員会が、残された時間を最大限

に利用して文書をまとめ、その文書に提出されたあらゆる提案を盛り込むことを奨励

した。メキシコ代表は、この点に関して割り当てられたし、かなる作業にも取り組めると

述べた。ペネズヱラは、会議にかけられたさまざまな提案について指摘し、文書の作

成に取り掛かり、何らかの具体的活動を達成するために残された時間を用いることが

必要であると主張した。例えば、障害の定義が存在するか否かについて討議するより

も、直ちにこの定義に取り掛かる方が良いであろう。タイは、「参加、インクルージョン、

ノ号ートナーシップ」に関するこの条約を作成するという歴史的な機会を我々が捉える

ことを心から願っていると述べた。中国は、この最終的な編纂文書に国や機関の貢

献が盛り込まれるように、それらに合理的な時間を与えるようにと述べて、条約を策定

すべき否かという問題が解決したことに満足していると表明した。エクアドルは、「さま

ざまな種類の障害の相違を基本的に反映し、かつ、それに適切に対処し、・・・特に

途上国における障害者の機会を十分に高めるように、この条約を十分に広範かっ具

体的なものJにすることを提案した。同代表は、このプロセスにおいて市民社会が果

たす重要な役割について指摘し、「交渉を進展できるような文書をできるだけ早く作

成することが必要である」と繰り返した。さらに、ベネズエラは「特別な作業部会に多く

の人が引き続き参加することを確保する際にかかる費用Jについて述べられた意見を

想起した。ベネズエラは、一人の進行役があらゆる文書をとりまとめて、それを特別委

員会に提示する任務を負うというカナダの提案を考慮するよう提案した。カナダは、

その進行役に関する提案が、今後の 3日間の討議のみに関するものであり、会期間

とは無関係である、と説明した。

特別委員会議長は、現在行われてし、る非公式協議は本日の午後も継続される、と

発表した。コンセンサスを得るために、公開される非公式協議は、特別委員会副議

長(フィリピン)を進行役として開催される。この副議長の助力により、前回の特別委

員会では合意に達することができた。本日午後にコンセンサスが得られない場合は、

その非公式協議に特別委員会議長も参加して発言することになろう。

文書の編纂が進められているが、特別委員会議長田は、さらなる貢献を歓迎する。

そのため、その文書を配布することはできないであろう。事務局は、国連事務総長の
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質問票とともに、各種文書をウェプ、サイト上に掲載する。特別委員会議長は、特別委

員会が手続に関するコンセンサスに本日達することを奨励し、できる限り早い時期に

コンセンサスが得られるように最善の努力をするつもりで、あると繰り返した。

午後のセッション

開始時刻:午後 3:16

終了時刻午後 5:06

メキシコ、 EU、ニュージーランドは、公開の非公式協議を取り仕切り、修正(共同)

決定案一一手続事項に関する 3カ国の提案を調整した成果にの文書は国連の公式

文書ではない)-~こついて諸代表団の意見を求めた。特別委員会の議長代理を務

めたニュージーランドによれば、修正決定案は、作業部会とNGOの参加に関する構

造を持つ。作業部会は会期間に会合を聞き、その目的は第 3回特別委員会に提示

する文書を準備することにある。作業部会は、第 3回特別委員会の会合の 2ヶ月前

に報告書を作成する。この修正決定案と以前の決定案との違いとして、前者は、 25

名の作業部会のメンバー(以前は 27名)について、「衡平な地理的代表」として選ぶ

のではなく、地理的地域グ、ループごとに「同数を振り分ける」ものとする。 NGOの数

は 10名のまま変わらない。作業部会は、ニューヨークで計 10日の作業日を持つ会

合を開催する。また、議長代理は、途上国の NGOが参加する際に利用できる任意

基金についても規定された、と述べた。ニュージーランド代表は、修正決議が目下検

討されていると述べた。

以下のテーマについて、諸代表から質問と意見が寄せられた。

代表に関する問題

国家の衡平な地理的代表

日本は、「アジアは最大の地理的地域グループであるJと述べた。中国は、「各地

域グループの規模と国の数は異なるJと述べた。タイは、「各地域の国の数は異なるJ

と述べた。スーダンは、作業部会が「地域における国家代表に関する手続を採択Jし

なければならなし叱述べた。パキスタンは、「メキシコの提案は公正である」と述べた。

クウェートとインドネシアも、修正決定案におけるこの規定の重要性に関して意見を

述べた。グアテマラは、 25名の政府代表が国か個人のどちらであるか質問した。

NGO 

多くの国は、 NGOが主要な地理的地域を代表することが必要であると強調した。

中国は、 flO名のNGO代表をどのように決定するのかj、「国連協議資格を持つNG

Oと、国連総会で承認されたNGOに限定するのかJと質問した。ブラジルは、「南の

声にも耳を貸さなければならなしリと述べた。タイは、「地域のNGO代表を 5名増や
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すことが必要であるJと強く主張した。インドネシアは、 rNGOは国連システムの外に

いるため、地理的代表の仕組みをNGOにどのように適用するのかを検討するようJ、

特別委員会に求めた。南アフリカは、もしNGO代表が国際組織から選ばれるのであ

れば、南に拠点を持つNGO代表の割当て数が少なくなるだろうと述べた。インド、ク

ウェート、キューパも、これらの問題を検討することを支持した。

障害コーカスは、ニューヨークとジュネーブ、の両方で協議資格を持ち、かっ、国連

の5つの地域すべてに関与している国際的障害者団体がある、と述べた。

インドは、作業部会を代表するNGOの数が修正された理由を説明するよう求めた

(r以前は7名であったのに、なぜ現在は 10名になったのかJ)。ウガンダは、障害コ

ーカスと同様、 NGO代表の数を 12名に増やす案を支持した。

モロッコ、カナダ、チリ、ジャマイカは、タイの提案を支持し、 NGOが代表される必

要性を強調した。

国肉人権機関

ニュージーランド人権委員会は、あらゆる圏内人権機関を代表して、当該機関を

含めることが、その「専門的知識」を考えると「きわめて適切Jであるした、 6月 19日付

けのステートメントについて言及した。タイは、圏内人権機関を含めることが必要であ

ると強調して、地理的地域ごとに一つの圏内人権機関を割り当てて 25名の国連加

盟国代表のほかに5名の圏内人権機関代表を加えるか、あるいは、 5名の圏内人権

機関代表が参加できるように国連加盟国代表を 20名に減らすよう求めた。チリは、

作業部会に5名の人権専門家を加える考えを支持した。ウガンダも、人権専門家を

含める考えを支持して、「適切な範囲に代表のJ数を抑えるために、各国に対して「そ

の代表を一人減らすようJ求めた。障害コーカスも、「作業部会に圏内人権機関が参

加することを歓迎したJ。

途上国/任意基金

作業部会において途上国の声を反映させることが必要であると強調し、この会合

にNGO(特に途上国のNGO)が参加できるように援助する任意基金を支持した国も

あった。例えば、ヨルダンは、「途上国のNGOの参加を確保することを一層強調する

必要があるJとした。スーダンは、「途上国のNGOを含めるべきであるJとした。ジャマ

イカは、「先進国と途上国のカと代表のバランスという観点からの衡平Jが必要である

とした。南アフリカ、バングラデシュ、インドネシアは、任意基金への支持を表明し

た。

障害者の代表

とりわけジャマイカは、作業部会の構成に関するそのステートメントにおいて、障害

者から成る多くのNGOの見解を繰り返して、「私たちのことは、私たち抜きに決めて
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はならなしリと述べた。ヨルダン、クウェート、ウガンダは、これらの分野における専門

的知識を持つ者を含む障害者の参加が必要である、と強く主張した。障害コーカス

は、「自身が障害者で、ある人権専門家と弁護士」をはじめとする専門家が関与するこ

とは作業部会に資するものとなろう、と述べた。

クウェートは、障害者の「法的な公民権/市民権Jについて注意を払って、作業部

会への障害者の参加を確保することが必要であると強く主張した。

作業部会と特別委員会の任務と作業

モロツコ、キューパ、韓国、バングラデシュおよびスーダンは、修正決定案のテキ

ストに含まれる作業部会の任務について、さらに明確化することを求めた。アルゼン

チンは、諸概念をテキスト化するために、作業部会の広範な任務を求めた。中国は、

作業部会の任務は明確一一条約文を起草すること一一であると述べた。

特別委員会の役割について懸念も示された。カナダは、修正決定案の第 5パラグ

ラフに関して、作業部会が「その検討のために国家により提出されるあらゆる提案Jを

考慮するとしち箇所を明確にするべきであろう、と指摘した。とし、うのは、特別委員会

があらゆる提案を最終的に検討する機関であるところ、「その」という文言が作業部会

に該当していると思われるからである、と述べた。

パキスタンは、ここからどう前進するのかと述べた。つまり、書面で意見を提出する

必要があるのか、それとも、今日の意見に照らして「テキストの修正」がなされるのか。

多くの国が、修正決定案の第 5パラグラフに記載されている「新たなドラフト・テキ

スト」という用語を明らかにすることを求めた。例えば、インドは、「これを明らかにする

ことは、作業部会の任務にとって重要であるJとした。韓国は、「これを明らかにするこ

とは、作業部会の任務と関連するものである」とした。タイは、「新たなということは、古

いものと比較されるので、古いドラフト・テキストとは、メキシコの決議のことを指すの

かjと述べた。スーダンは、「メキシコとニュージーランドのドラフト・テキストの地位はど

のようなものか」、「撤回されたのか」と述べた。パキスタンは、「ベネズエラのテキスト

は、まだ事務局の手元にあるのか」と質問した。また、 rw新たなドラフト・テキスト』から

『別の予備テキスト』への変更可能性を求めたJ。ウガンダは、「以前のテキストは差し

替えられたことを含意するのかJと述べた。インドネシアとバングラデシュも、この用語

を明らかにすることについて関心を示した。

メキシコは、作業部会とは特別委員会の作業を「支援Jするものであって、作業部

会が「諸提案を選別」して、特別委員会が「交渉する場」であることを「強調することが

重要であると述べた。

インドネシアは、国連事務総長が作業部会を支援するよう提案した。
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手続上の質問

クウェートは、目的の決定に至るために用いられる「規則と手続Jが「国家に知らさ

れるべきである」との一般的な懸念を述べた。

作業部会のメンバー/議長の指名と選定

ジャマイカは、 25人の国家代表を選定する基準を求め、国家が専門家を任命でき

ると述べた。スーダンも、各地域の国家代表の数を決定する手続を採択することが

一ーとりわけ途上国にとって一一重要であると主張し、かかる指名について「明確な期

限」を設けることが「きわめて重要」であると強く主張した。中国は、 10人のNGO代表

をどのように決めるのか、また、そのNGO代表には協議資格を持つNGOのみが含

まれるのか、と述べた。スーダンは、この主張を繰り返し、国連経済社会理事会の協

議資格を持たないNGOを含める場合、そのようなNGOの実績に関する「基本的情

報Jが配布されるよう提案した。グアテマラも、 NGOの任命に関する手続についての

懸念を表明した。スーダンも、誰が作業部会の議長になるかを一層明確にする必要

があると指摘して、特別委員会議長が作業部会議長も兼任するかという点について

尋ねた。さらに、ウガンダは、作業部会議長は作業部会の中から選ばれるのか、と質

問した。アルゼンチンも、作業部会の「議長に誰がなるのかという点について指摘す

ることは良い考えかも知れない」と付け加えた。グアテマラは、 rx園、Y園、 Z固と明

示する」のが手続上は「普通のやり方Jであろうが、 5つの地域グループがそれぞ、れ5

つの国家を任命する可能性も「あり得るだろうJ。また、グアテマラは、「その他の多く

の二次的問題Jについても言及したが、問題の詳しい説明は今のままで十分であると

述べた。ウガンダは、指名に関する時間的枠組みについて質問した。

日程

例えば、バングラデシュ、ブラジル、チリ、韓国、南アフリカのように、日付、時間的

枠組、期限が全般的に不明瞭である、と批判する国もあった。南アフリカは、プロセス

を「迅速にJ進めることを強く望んだ。バングラデシュは、会期間における作業部会の

会合について言及している修正決定案の第 4パラグラフが、時間的枠組を「明示す

ることJを求めた。

ヨルダン、スーダンおよびベネズエラは、いつ作業部会が設けられるのか、と尋ね

た。スーダンは、国連加盟国からの「貢献Jをこれから受け取ってから作業部会はそ

の作業を開始すべきである、と述べた。また、スーダンは、特別委員会への提出期限

がいつになるかと尋ねた。

ペネズエラは、第 7パラグラフで言及されている第 3回特別委員会の具体的な開

催日を尋ねた。コスタリカも、同意見で、あった(rこの問題について、より明確にしなが
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ら取り組むようにとJ)。カナダは、第 3回特別委員会が 2004年 6月に開催されると

想定していた。

タイは、修正決定案の第 4パラグラフが、 flO日間の作業日Jとしている点を不正

確とした。これでは会合が合計何回行われるのかが不明確である、と述べたのである

(例えば、各会合につき 10日聞か、あるいは、両方の会合を合わせたものか)。

ベネズエラは、修正決定案の第 4パラグラフについて言及し、ドラフト・テキストを

作成する者が、何回の会期間会合を予定するか(あるいは、予定しているか)を尋ね

た。

作業部会による検討のための諸提案の提出

ヨルダンは、諸提案を提出するための時間的枠組について質問した。モロツコは、

作業部会に加わらない国家/主体が、それらの提案をどのように作業部会において

「検討Jしてもらうことになるか、と問うた。パキスタンは、第 5パラグ、ラフにおける、貢

献する可能性があるリストは「聞かれたもの」とする方が良いと述べた。

インドは、国連事務総長に対して文書の提供を要求することの「妥当性」について

異議を唱えた。バングラデシュは、このパラグラフで、言及されている「迅速にJという文

言が不明瞭であるとした。

本国政府との協議

政府代表団の中には、修正決定案の第 7パラグ、ラフが規定している 2ヶ月とし、う

期間は、政府代表団がその本国政府と協議するのには十分でないと述べるものがし、

た。アルゼンチン、ブラジル、インドネシア、パキスタン、スーダン、カナダ(r最低3ヶ

月を提案J)、インドu最低J3ヶ月)、ナミピア(r最低6ヶ月 J)。追加的な協議時間を

必要とする理由の中には、次のものが含まれる。連邦政府システム(オーストラリア，

タイの提起)、統治する領域が広大な国(タイの提起)、視覚障害者を含み、文書が

完全にアクセスできることを確保する必要性(ナミピアの提起)などである。

アクセシピリティ

ー部の国は、修正決定案の第 7パラグ、ラフについて言及し、作業部会の文書を別

の形態で作成する必要があると主張した。ナミピアは、作業部会が特別委員会に提

示した文書をあらゆる国連公用語に翻訳する際には、視覚障害者も排除すべきでな

く、「視覚障害者が参加できるように点字に翻訳する機会」を提供すべきであると述

べた。タイは、このことが「あらゆるプロセスを通じて行われる」べきであるとした。カナ

ダは、「いかなる最終的な成果文書あるいは配布文書もj利用可能な形態にすべき

であると述べた。タイは、手話、点字、音声、電子フォーマット(に限定されないが)を

含むべきであるとした。アルゼンチンも、あらゆる文書を利用可能なものにすることが

必要である、と強く主張した。
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南アフリカは、あらゆる NGOが利用できるように、任意基金に関する情報も利用

可能な形態とすべきである、と指摘した。

一般的な意見

モロツコは、アフリカグループを代表して、あらゆる NGOに感謝の意を表明して、

あらゆる代表団と地域グループが、さらに提案をすることによって、このプロセスを「充

実Jさせることができると思われる、と述べた。ブラジルは、国家代表団が、(その政府

と協議した後)次のセッションにおける「交渉のために準備Jをすべきである、と述べた。

クウェートは、このプロセスにおいて市民的政治的権利が確保され「なければならな

しリが、この条約には、経済的、社会的および文化的権利(例えば、教育、衛生、開

発)も含められる「べきであるjと宣明する一方で、特別報告者と協議する可能性につ

いても言及した。

ジャマイカは、その2回目の発言で、「人権J文書として文書を作成する場合には、

「バランスJがとられなければならないという「懸念(反対ではない)Jを表明した。その

際、ジャマイカは、「投票所へ行くための車椅子を購入する資金がなければJ、投票

権は意味をなさないという例を挙げて、我々は「左足と右足の両方を使って動かなけ

ればJならないと述べた。ブラジルは、その 2回目の発言で、条約に含むべき要素を

盛り込んだEUの提案に沿った決議案と、条約作成機関としての特別委員会とを、

「依然としてJ検討中の課題とすることを望んだ。ノルウェーは、問題とされてしも事案

に関する合意が「協力の精神Jの下で得られるであろう、との自信を示した。

閉会の辞

特別委員会の議長代理(ニュージーランド)は、提示された考え、質問、提案を

「反映する機会Jを持つことを求め、おそらく別の修正テキストを作成するためにさら

なる作業に取り組むことになるだろう、と述べた。議長代理は、国家代表の決定につ

いては、地域グループに任されており、 NGOも「自分自身で、選定Jしてほしい、と繰り

返し述べた。議長代表は、 NGOの「代表の人数を増やすことJに対して「相当の支

持Jがあると述べた。作業部会がいつ作業を開始するかという質問に対する答えは、

「で、きるだけ早い時期にJというものだ、った。もっとも、第2回特別委員会が終わるまで

に、作業部会に参加する可能性のある国と参加する日を決めることは「可能かもしれ

ないJと述べた。「我々は勢いを維持したいJが、修正決定案の内容は、「現時点では

それほど規定的なものJでないことを望むとした。「新たなテキストJの文言に関する複

数の質問に答えて、議長代理は、国連のファイルには「長年にわたり多くのテキストJ

があると説明した。日程については検討する必要がある、と認めた。

議長代理は、「新たな貢献Jに関する日程を決めるべきという意見に同意した。こ

の3つの代表団がプロセスを前進させていることを指摘し、改善に向けて全てが「非
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常にうまくjいくだろうと楽観視したが、「議場外でのJ批判もいつで、も歓迎するとした。

議長代表は、修正について検討する「この種のJ会合をまた開くかどうかについては

確実に言えないとしながらも、それが必要であることは明らかであるとした。例えば、

議長代理は、第 5パラグラフは、作業部会のみに対して貢献が向けられている「印象

を与える」と述べた。

EU代表は、自身が「プロセスを前進させるための柔軟a性と、熱心に取り組む姿勢

を既に示している」と述べ、「このテキストに既にあるもので十分であるJと付け加えつ

つ、最終的な解決策への期待を表明した。

ニュージーランド代表は、もし「役に立つ」ならば、「さらなるテキストを提示するJこ

とも可能であるが、「この点については特別委員会議長と確認したしリと述べた。

ディスアビリティ・ネゴシエーションズ・デイリー・サマリーは、ランドマイン・サパイパ

ーズ・ネットワークが発行する。このネットワークは、地雷の被害を受けた6つの途上

国において手足を失った者の支援網を持った、米国に拠点を置く国際組織である。

このサマリーのスタッフには、ジャグディシュ・チェンダー、マーガレット・ホーノレト、ジ

エニファー・ペリー、マーシャル・クラスター、およびザハピア・アダマリー(編者)が含

まれる。このサマリーは、翌日の正午までにwww.rie-htsforall.orzと

www.worldenable.netのオンラインに掲載され、スペイン語、フランス語(ハンディ

キャップ・インターナショナノレ)および日本語(日本障害者リハビリテーション協会)に

翻訳される。質問については、ザハピア・アダマリー宛て

(Zahabiaadamalv@hotmail.com)1こメールを頂きたい。
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Disability Negotiations Daily Summary Volume 2， #7 June 24， 2003 

Moming session 

Connnenced: 10: 15 

Adjourned: 11:18 

Agenda Item 8: Next steps in the consideration of a convention 

The Chairperson wel∞med an almost full session of delegates， NGOs， observers and media， noting the 
agenda intent to have infonnal ∞nsultations on this item. For this pu巾ose，the following four d∞umentswere 
d耐 ib叫凶y回 terdayaftem∞n:A/AC.265/CRP.3/Ads 1 and 2， A/AC.265ρ∞3.W1. 

GJ'I鶴cesubm随剖a蜘 Itementon behalf of the EU and auxiliary∞un制essetting0凶theessential elements 
they believe should回 includedin the Convention (A/AC.265/CRP.13/Ad2). Th邸 efundamental principl回
should be included in the bocIy of the instrument 1) non-discrimination 2) equali町ofopportun・町3)a叫onomy
and4)pa附cipa百onand integration. Specific non-exhaustive minimal essential measurl白 we陪 listedunder each 
伺 t句oryto give effi倒 toth関 eprincipl白.Under #1， a definition of direct and indir田 t“'discriminationon the 
groundsofd闘 bility"was n田 d凶.#2includ凶 equalrights under the law， 1句islativeand other awareness a凶叫

PWD. Reasonable a∞ommodation and the right of e吋0抑nentof highe説 levelofhea肋，edu回世on，wo欣，
favorable labor∞ndi首ons，t回 hnologywe陪 S田 nasnぽ溺saryto a Convention which provid邸 forpos蜘e
actionsand油ヨt句協.#3e印刷悶，gedfull PlND par制 pationon加問U剖f∞lting陪gardingd即 ision-makingthat 
will effect the public and p巾atelives of PWD.桝 ad削 減 剖equalf，∞甘ngfor PWD， identi百回世onand elimina甘on
of barriers to aα溺 s，including the right to participate in NGOs. The essential elements paper didn't add陪邸

mon比:oringin de匂il，but the delegation felt it should be add陪ssedat later s也，ges.They did not a世empta
definition of d闘 bi附'，b田 au関 theydidn't believe比ne倍弱aryforpu巾偲白ofthe Convention. In closing， GIi田明

S泊t剖 thattheEU wぉ l∞kingfo附卸討towo耐ng∞n甜uctivelyw肋 membersfor a曲。ngand effective 
Conve巾・ona:話uringthe widest possible suppo比

The Intemational Disability Convention Caucus∞mmented that the Committeeγresolutions and d即 isions
hasgiven us釦 medegree of p制 cipationin the wo欣oftheComm比tee，b叫社hasbeen imperf，倒."The
Voluntary Fund to SuppoはParticip副onof PWDs fIiom Developing Countries was not supplied w肋 sufficient
fundsin討meforthism飽伽9・Many∞untrieshave still not in∞rporated signifi伺 ntparticipation of disabled 
peopl白 '0句加ization陪prl白 en泊脚部ontheir delegations. PWD陪prl白 en祖語V白 mustbe included in sign而cant
numbers in the dra柑nggroup. They propos凶 that12expe巾 bechosen by the intemational d闘 bility
∞mmunity whose pa同cipationmust be resouroed w肋a鉛 U陪dfunds.“Ourpa同cipationand our rig地問nnot
bed田 idedbehind cl白 edd∞庖"Thel句耐macyofaHR加 atyon disability depends on the participation of 
disabled people themselves. Any proωdure which fails on this aα沼untwill not be陪∞gnizedas同耐mate."
While the Caucus app陪ciat凶 thepartnership initiativl民∞nsultationswith them as expe巾 at陪gionalm田，tings，
as well as the tr刻15問陪川pr∞白sof holding infonnal open di釦 ussions，it would be“unaα沼p旬bleat this point to 
gobacl側 a凶s.Wea陪 ata crossroads here at the UN .. .WiII we be excluded on回 again?"

Cuba was of the view that the S田 retariat's∞mpi刷 onof documents， including NGO∞ntributions， would 
∞nstitute a basis for a fi隠tdraft of a Convention. This∞uld be the result of this second AHC，“to express its 
views and opinions and submit whatever proposals and amendments the Committee ∞nsidersto凶 impor刷t."
There is no doubt that比isthe陪sponsibilityof this Comm蹴ee吋:0negotiate on a Convention on this topic in 
keepingw耐1Re:印刷on57.229 ofthe Assembly and the 陪∞mmendationsof the special committee." They 
support剖 theproposal that "the official陪presen刷 vesof the various national 0叩anizationsbe included，" and 
ag陪edw肋甘1eopen叫ended∞mpositionfonnat， which will include as many wo耐ngmeetings as ne回路aryto
enablespa凶cipationof all of the member states. 

Arepresen祖，tivemadea説atementon behalf of the NGOs Intemational Service for Human Rights， the 
FrancoisXa叫erBagnoud Center for Health and Humal1l Righ幅 andHuman Rights Watch. The 
fundamental precept of human均h恰isthat all persons without exception has equal c1aims to the rights that the 
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human ∞mmunity has claimed as universal. These 句協a陪r田勾ni2!凶andapplied through the emeりing
body of intemational human rights law. Despite the unive侶alityof these rights there exis也populationgroups 
whoses∞ial and environmental circumstanωs are such that their claim to these rights are unr，邸ogni2!凶or
even challenged. The intemational community has rl田 ogn国 dthat women， children， refug飽 s，migrant workers 
and racial minorities are among the populations that are particularly vulnerable to violations of human rights. In 
some伺 舘sthisvulne悶bilityis伺 us剖 bydi釦 riminatory副知desli∞Itedins∞ialpe陪問d・vesand同al
甜uctures.In other cases， violations result more from a lack of unders祖ndingof the specific needs of the 
popu凶onandhow句協mustbe implement，凶giventhese differenωs. The陪presen脂血lenoted that the 
∞mmunity of PWD cuts acro邸 everygroup in s∞ietyand∞nstitutes愉 epoorl回 tof the poor" in every∞untry. 
She elaborated that“PWD experience discrimination， and human rights viola百onsthat include lack of aα沼弱to
basic needs such as housing，甘anspo陶ltion，education and employment as well as human句協abusessuch
as involuntary incarcer百世on加 dre甜aint，fon田~medi伺|胎a加lent， sterilization， and many other degrading and 
violent acts." Their pol耐伺lands∞ialdisempowerment has meant that PWD have not been prio耐z凶 onthe
agenda of intemational institutions of human rights. The mains廿eamhuman rights movement has not included 
di銅 bilityasa∞陪宙開d∞n偲 morasasu同町tof monitoring， repor世ngorda祖∞lIection.PWD陪presenta
∞mmunity that has加endrasti伺lIyunderserved by both the inter-govemmental and civil sc則的basedhuman 
rights framework. Therefore "our 0明anizationss甘oIlglyendorse the explic社inclusionof the rights of PWD in the 
intemational human rights law framework and u唱eUN member States to附沼gnizethat the rights of PWD， 
should be甘lesu同町tof a speciali2!凶∞nventionthat elaborョtesthe full range of human句協re<刃gni2!剖in
intemationallaw and which include provision for a monitoring and implemen旬tionmechanism." Mains廿eaming
disability in existing human rights bodies should be under也kenw肋 theawareness that they currently lack the 
ex問rti舘 toadvise member states on the applicability of the rights of PWD. The prlα渇 笛 mustinclude the 
leadership of PWD themselves and the full support and engagement of the human 句協∞mmunity.

Exp陪岱ingher deep satisfaction in陪ga凶totheeme句ing∞nsensuson taking a definitive 拠 Pto begin the 
elabo問tionon a∞nvention on the rights of pwd， Canada pointed out that there is a need to p陪senta
∞mp陪hensive∞mpi凶onofall∞ntributionsmade so far which伺 nserveasa陪，fe陪n回 d∞umentfor the 
subsequent prcx泡edings.Canada suggested the following u凶atesto they what they view is“:an initial d問1ft"of 
the ∞mpilation currently in circulation. [1] views of the s句協submitt剖 in陪sponseto the Secretary General's 
questionnai陪∞mpletl剖 overthe∞U陪eofthesp巾g;[2]， both oral and written s抱tementsmade by member 
翻 tes，intemational 0句an回世onsand NGOs over the∞u陪eoftheAdh∞Committl館、m白血gsthepas式加O

W鵠 ks;(川)d∞umentsfrom the regional m開討ngsnot ready in time for the in耐aldraft of the∞mpi刷 on;(IV)， 
panel discussions over the pa説W関 k;M proposed draft∞nvention from Mexi∞and now Venezuela， as they 
陪自ectvery specific suggestions while other s也temenぉre官邸tmo陪 general∞nsider訓onsof the possible 
elements of the∞nve凶on.Canada highlight，凶theneed， in the remaining days， to es泊blisha∞n甜uctive
prcx活弱tomove forwa吋，and that one possibility would be to appoint a Facilitator as was done la討ye，ゲ.

Jamaica asked that the Comm耐:eemove with “ha指“to∞rrectthehi説:ori伺 .1wrongs that have been done to 
PWD， to ensure all key players are involved， and that measures to exercise these rights are p叫 inpla田.

Columbia was官exibleas far as methodology of work was∞ncemed b叫 notedthat an effective mechanism to 
enablethe∞mpi凶 onofd∞umentsneeds to p叫 inpla偲 assoon as possible. Cos'踊 Ricaemphasized the 
n田 dtop陪pa陪 anin耐aldraft in order to加ginnegotiations on a Convention within a s問ci自ctime limit.“PWD 
throughout the world need a∞nven討onu句entlyand we do not have the right to deprive them of their rights or of 
this ∞nvention." In agreement w肋 Mexi∞，Guatemala noted that the mechanism for∞mplian偲 and
monitoring of the∞nvention are impor祖ntenough that those who do not∞mply should be penalized. This 
should be陪官民t凶 inthe陪po巾 onhuman developmentthatthe UN p陪paresannually. Brazil re加問t凶 b
satisfaction that there is now general agreement that there should be a Convention and that this Committee 
would be the forum for胎 negotiation.There is an emeliQing∞nsensus that an inter:sessional mechanism is 
ne偲回ary，to make the ∞mpi凶ionof the working document possible.“We must keep the momentum. We 
mustag陪eupon a process that willlead us with no delay， but without haste，.towards making this ∞nvention in 
toa陪ality."Mexico uliQ凶thatthe Committee make the best possible use of its remaining time to put some 
order into the∞mpi凶on，that it integrate all and each of the proposals subm耐凶，so that delegations伺 nretum
to their home ∞untries w肋∞mpletedocumentation. The Mexican delegation was available to work on any 
也skassigned to比inthis陪gard.Venezuela noted the various proposals on ways forwand that have been也b凶，
and stressed the need to s胞はlayingout text and use the remaining days for achi側 ng田 me∞ncreteactions. 
For example，回世lerth加 di釦 U岱 ingwhether a definition of disabilities exist， pe巾aps社isbe悔 rto begin defining 
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this right away. Thailand expn部舘dthat "we sin偲 relywish that we伺 nyo叫thishistoric oppo巾 nitytoinve吋
世1is∞nventionthat will be a加ut“par世cipation，inclusion and partne陪hip."China noted that there be reasonable 
timeallは渇t剖 tos句協加do唱anizationsso that their∞ntributions伺 nbeintl句rat凶 intothis自nal∞mpilation
飢 dexp陪弱ed・脂回世sfactionthat the臨時ofwhether or not there should be a∞nvention has been resolv凶.

Ecuador， sugg回 t剖 tohavea“'sufficientlybroad and specific∞nventionto陪自民tfundamen也IIythe differen目 S

国柳田nthe various ty問sof disabilities and deal with them adequately....油開併1eningoppo印刷esforPWD
especially in developing ∞unmes." The delegate noted the impo陶 ntrole that civil s∞ietywill同ayinthis
prcx泡笛and陪社e悶t凶噌1eneed for having節句onaspo田 ibleate刈onwhich we can make some headway in 
ourn句otiation."Venezuela further叫 ect凶 on∞mmentsmade w耐1陪ga吋sto噌1e∞stinvolved in ensuring 
∞ntinuity in the par世cipationof m卸 Iypersons in a special wo耐nggroup." They sugg蹴倒也kinginto a∞ou同
the Canadian propo回 1that one facili匂Itorbe in charge of∞mpiling all the d∞umentation and p陪鵠凶ngittothe 
Comm耐飽.Canadacl釘而凶thattheir facilitation sugg回目onwas for the ne刈甘1r関 daysof discussion only， not 
for加 yinter滋おsionalperiod. 

The Chair announ偲 dthat infonnal ∞nsultative meetings have been也kingplace， and will con甘nuetoday. In 
order to reach ∞n鵠 nsus，the plenary open infonnals will be facil陥Itedby the Philippine Vice Chair， who also 
he恥剖陪achagreement at the p陪!viousAHCs飴 sion.Regarcling the Chair's pa同ci阿世oninthese∞nsu隔世ons，
if there is no∞nsensus this a世:em∞n，he will intervene. 

官1e∞mpilationof d似 Jmen也isevolving， and the Bu陪auwel∞m飴 additional∞ntributions.For this陪a回 n
phys陶 Idi甜ibutionof the document would not be po弱 ible.刊 eS民陪祖riatsh剖1postthe鉛 onthe Web along 
with the qUE*拘・onnai陪加mtheoffi偲 oftheSec陪凶yGene悶1.官官Chair陪胎悶tedthe intent to u鵠 his加 st
efforts to reach ∞n弱 nsusas soon as 阿部ible，exhor世ngthe Committee to reach ∞nsensus today on 
pro偲 du陪.

Aftem∞nSession 

Mexi∞， the European Union and New Zealand presided over infonnal open∞nsu胎:tions，rec:泡iving
delegations'∞mments on the R側鵠dμoint)D悶世Decision但DD)-the result of the hannonization of their 3 
indMdual propo銅 Isonpro田 du問 .1matte陪.(thisd∞ume同wぉ notproduωdお加0聞cialUN d∞ume川).New
Zealand， as the Actir唱Chair，noted thatthe RDD main也insthe甜uctu陪 ofh制 nga Working Group ~G) and 
NGO participa百on.官1eWG is to meet intersE謁sionallyand its purpose is to P陪pa陪 ate刈forp陪sen也首onatthe
刊 i同M関 tingof the Ad H∞Comm蹴田(AHC).The WG is to陪poは伽omonths prior to the 3凶mee世ng.A
differen偲 betw関 nthe RDD and prior fonnulations is that the RDD WG membership∞mprises 25， as opposed 
t027，ねt白“問uallydivid剖"between the陪gionalgeographi，伺1groups， rather than select凶 aα沼rdingto“an
equ陶blegeog問phic陪P陪sen泊ltion."The number of NGOs 陪mainedat 10. The WG would meet for 10 
working days in New York. The Acting Chair also noted that there are provisions for Volun祖ryFunds to be 
a咽 ilablefor阿川c胸tionof NGOs from developing∞untri鎚 .Heno悟dthata陪V陶 d陪釦lutionwas加ing
workedon. 

Del句ates'qu笛 tionsand∞mmentson the RDD add陪鎚剖thefollowing them弱:

Rep陪sen祖tionalMatte陪

Equi踊blegeographic陪p陪sen祖tionofs畑tes

Japanno凶“ASiaisth剖拘留tr司ion剖gωg問phicgroup"; China that "the陪gionalgroups d胎 rinsizeand
membe隠hip";Thailand that“'each陪gionh錨 ad悔陪川numberof∞u巾i白:";Sudan that the WG must "ado同
aprcx剖 U陪 on陪P陪鵠n凶 onof∞untriesin a region"; and Pakis踊nthat噌1eMexi回 npropo回 Iwasfair."
Kuwait and Indonesia aI鈎addr田 sedthe impor祖nωofthis provision in the RDD. Guatemala asked whether 
the 25 govemmen凶陪P陪鉛n匂ti¥IIeSwould be説atesor indMduals. 

NGOs 
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Many states highlight凶 theneed for NGOs to陪P陪sentthe main geographic n句ions.China asked "how do we 
d倒 dewhich ten?" and “町'ewelimiting比tothose NGOs who have UN∞陥U加tiveね :tusand are approv1凶 by
the GA?" Brazil noted that the“voi偲 sof the South must also be hearcl"; Thailand highlightl凶 the“'needto 
increase拘 numberof NGOs加mr，句ionalareas to five"; and Indonesia asked that the Comm治田知nsider
howageog問phicalrepresent副onmechanism is used for NGOs as they are outside the UN sy:説em."So凶h
助 i伺 notedthat if the NGO repl'i回en凶 onwas going to be from the intemational 0唱ani回世ons，then this would 
under-represent NGOs based in the South. India， Kuwait， Cuba and aI回 indicatedtheir support for 
∞nsideration of these ma世:ers.

The Disability Caucus noted that there were intemational disability organizations w肋∞nsu刷 ve翻 ltusin
加，thNew York and Geneva and with陪presen凶 veslinking up in a"伽'eUNn句 ions.

India asked for cla耐回世onon the rationale behind the revised number of NGOs that would be repre回 nt凶 in
the working group ('“before比Wお舘ivenandnow社is胎n?").Uganda expressed胎suppoはin阻isingthe
number of NGO陪P陪舘n祖語V白 t012ぉ didthe Disability Caucus. 

Morocco， Canada， Chile， Jamaica supportl凶 theThai proposal and a凶 emphasizedthe need for NGO 
陪P陪sen匂iion.

National Human Rights Institutions 

有1eNew Zealand Human Righ幅 Institution，on behalf of a" HR Ins曲川ons，陪mindedthe Committee of its 
statement of 19 June in which比exp陪話edthat inclusion of National Human Rights Institutions would be "very 
appropria胞"b民 auseof their "ex問吋se".Thailand emphasized the need to include national human rig地
in甜tutionsand ca"ed for adding 5 national human rights institutions to the 25偲presen祖ltivesfrom member 
説ates，a"owing for one national human rights ins血rtionper geog悶phic陪gionor decreasing the number of 
members旬testo 20 to a"ow for 5 na討onalhuman rig陥 In甜tutionsto pa柑cipate.Chile supportl凶 theideaof
adding自veex問巾inhuman righ也tothewo耐nggroup. Uganda aI回前hoed胎 supportfor the inclusion of 
human 句協exper脂and倒恰dfors回testo“lieduωtheirp陪舘nωbyone" to keep the number of 
"repre舘 n凶 V田 underreasonable∞ntrol." The Disability Caucus al釦“appl'i9C陥t剖"thep陪sen田 ofnational
human rights ins臥.rtionsin the working group." 

Developing nation前'olun旭町fund

Some states also highlighted the need for developing nations to have a voice in the working group and 
suppo此剖avolun也ryfund that would aid in a"owing NGOs to have aα泡鉛tothe meetings， es問cia"ythose
加mdeveloping nations. Among those were: Jordan (“nωdmo陪 emphasisto ensu陪 p副 cipationof NG白
from developing nationsワ;Sudan('“'should include NGOs加 mdeveloping n甜ons");and Jamaica (need for 
"equity in包rmsofbalan偲 ofpower and repn邸 en凶 onof developing and developing 翻，teめ.So叫hA制伺，
Bangladesh， and Indonesia indicated their support for the volun也ryfund.

Rep陪 sen胤 ionofPWD

Jamai伺，inpa雌αJlar，回同edthe view of many NGOs ∞mpri鵠 dofPVVD“nothir唱abo叫us，w耐10utus" in their 
s也tementregal'iding the working group∞mpos耐on.Jordan， Kuwait， and Uganda highlighted the need for 
円NDparticipation， including甘10sewithex問rti舘 intheseareぉ.官leDi舗 bilityCaucus回 idthat the wo巾・ng
group would bene侃fromthe input of ex問巾， including “human 句協expertsand lawyers who a陪 PWDs
themselves." 

Kuwait highlighted the need to ensu陪 PWDparticipation in the group， paying attention to their“legal and civil 
rights." 

Mandate and work of the Working Group and Ad Hoc Comm耐鵠
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Morocco， Cuba， Republic of Korea， Bangladesh， Sudan asked for mo陪 de也ilon the mandate of the WG to 
be included in the RDD飴!xt.A噌en百naca恥dfor a broad mandate to加 nslate∞n田 ptsinto text. China回 id

that the mandate of the working group was clear --to draft the te刈ofthe Convention. 

Some ∞n目 mw部副鵠dover what the role of the AHC will be. Canada noted that the RDD parag悶ph5
referen偲 tothe WG taking into a∞。untlIall proposals submitted by States for iお∞nsiderationllshould probably 
beclar而ed胎伺U舘 thelitsl language seems to re伽 tothe WG when the AHC is the b剖yultimately∞nsiderir唱

anypropo詞 Is.

Pakis旬nwondered how to proceed from this point -is比nec:溺saryto submit wri世:en∞mments，or will there a 

llrevi舘 dtextll in light of tlωay's∞mments? 

M剖 Iysta協 ask，倒forcl副首回目onof the term "new draft te叫"which is found in pa悶graphfive ofthe RDD. 

Amongtho鵠 S也teswere India ('“c加問伺ltionis impor祖ntto the mandate of the working groupj; the Republic 
ofKo陪 a(“as社relatesto the mandate of the working groupワ;Thailand ("new is relative to old; is the old d悶，ft
textthe M倒 伺n陪叩lution?);Sudan ("what is the status of the Mexi伺 nand New Zealand d悶負担満?";“m
theyw制問削?方向蜘祖n("is the Vene:剖 elantext still being 1∞k剖 atby陶 Bureau?";“剖凶forthe
問岱ibilityof changing“newd悶，fttext"to“anotherpreliminary tex門;and Uganda ('“implies a previous te対川llbe
replaωd?j. Indonesia and Bangladesh also exp陪邸側∞n偲 mon the clarity of this恒rm.

Mexico noted the WG is that of IISUppo耐 gllthe work of the AHC while remarking that it is lIimportant to 甜e弱"

that the IInego世副ngforumll is the AHC， the WG IIsifts through proposalsll. 

Indonesia sugges胞dthat the UN Secretary-Gene問1provide a:弱is包nceto the WG. 

Pro偲 duralQuestions 

Kuwait noted a gene阻lized∞n関 mthat llrules and pro偲 duresllused to reach a decision of 0同ectivesbe 
"陥owr】tOstatl白 11

Nomination and selection of WG members/Chair 

Jamaica asked for criteria for selecting the 25 5匂terepresen抱，tivesand noted that 5泊tes∞uldappoint expe巾.

Sudanal釦 highlight剖 theimpo陶 附 トespeciallyfor developing∞unmes-of adopting a proωdurefor 
determining the number of∞untr・郎知meach陪gion加 demphati伺Ilys旬tedthat比isllvery impo陶nt'lthata
lIc1ear deadlinell be set陪gar甘ingnominations. China wonde陪dhow the 10 NGO repre舘 n凶 veswouldbe
decided and whether only those NGO's that have∞nsultative 掬 tuswould be included; Sudan repeat剖 this
陪qu田 t加 dsugge説副thatif NGOs w耐10叫 ECOSOC蜘 tusbe included， that IIbasic informationll be circulated 
r句ardingthe credentials of any such NGOs. Guatemala also expl1回sed∞ncemover the procedu陪sfor
appointing NGOs. Sudan also point，凶0叫thatafu巾erclarifi伺 tionwas needed as to who will chair the WG， 
and wondered if the AHC Chair would also be the Chair for the WG. Uganda fur廿1erquestioned if the Chair 
would be select凶加mthe WG. Argentina added that it IImight also be a 9∞d ideato翻 tewhoisto p陪sidell

over the WG. Guatemala point凶 outthat the po剥bilitythat five rl句ionalgroups would each appoint five 5凶:es
IImight workll although脚 IInormalthingll prcx泡du凶Iywould be to IIname 5祖t白 X，Y，加dZ expressly" w肋inthe
Decision. Gua栂malaalso陪!ferredto可uitea few other secondary problemsll but said the problems elaborated 
we陪 enoughfor the time being. Uganda enquirl凶 intothe time frame for the nomina百ons.

Timeline 

Some∞untri回， including Bangladesh; Brazil; Chile; RepUlblic of Ko陀a;andSo叫hA制伺madegeneral 
cr柑cismof the lack of dal協，伽leframes，and deadlin白 .So叫hA制cawas keen to碍 ethepro偲弱proα抱d
も!xped耐ouslyll.Bangladesh陪questl凶 thata timeframe be lIc1early mentionedll in the RDD paragraph 4 
referen偲 totheWGm開討nginter-se弱 ionally.
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Jordan， Sudan， Venezuela asked when the WG will be established. Sudan remarked that the WG should only 
s胞はworkon白"∞附ibutions"have been received from member states that have not yet done so. Sudan also 
asked when the deadline for submission of the WG's work would be. 

Venezuela asked for a specific date for the third meeting of the AHC as mentioned in para 7. Cos'泊町伺

∞ncurred C'ωwe伺 nbroach this issue with greater clarity'l Canada assumed that the n剖 m開討ngofthe 
AHC will be in June 21∞4. 

Thailand noted that referen印刷 RDDparagraph 4 to "en working days" wぉ impr民 isebecause比isunclear 
how many meetings to凶 willtake place (i.e.，協ndays for each mee討ngor both meetings ∞mbined?). 

Venezuela， noting RDD pa時 間ph4， asked how many in旬間部ionalmeetings will 加 (orhave出en)planned
by the drafters. 

Submission of propo:回 Isfor∞nsider甜onbytheWG

Jo同anenquil1剖abouta首me'加mefor submissions and Morocco about how 5也.tes/actorswho we陪 notapart
oftheWG∞uld have their propo回 Is"，∞nsidel1ed"by it. Pakistan ∞mmented that the listing of potential 
contributors in parag陥ph5 was rather "open叫ended".

Indiaqu回 tionedthe "relevance" of陪questingd∞umentation from the Secretary General; Bangladesh was 
not clear as to the陪，fe陪nceto'官melymanner' made in this pa問g悶ph.

Consul凶 onw耐1伺 p刷s

SeverョIdelegations noted that two months allowed for represen凶 vesto∞nsultwith their govemments as per 
pa問g問ph7 of the RDD was inadequate: A咽entina;Brazil， Indonesia， Pakis祖n，Sudan， canada C'suggest a 
minimum of three months'~; India C'at minimum" th間 months);Namibia C'six mo抽 sat least". Re指 onsc耐
forthene剖 foradd耐onal∞nsultationtime included: fede阻 1goveming sy~抱ms(raised by Australia， Thailand)， 
S也t白 whωete而toli槌 ofgoveman偲 a陪 large(ra除 dby Thailand) and the need to ensure that d∞uments 
we陪 fullyalα泡ssibleincluding to those who were visually impai陪d(悶i鵠 dbyNamibi司.

Ac関鎚ibil旬

In陪ferlingto parag悶ph7 of the RDD， 50me States highlighted the need to have WG d∞uments in altema世ve
formats. Namibia noted that the加 nslationof the WG pre:舘 n凶 onsto the Commi世田intoall UN languag白

should aIωnot exclude those問oplewho have visual impairmen飴andprovide the“oppo巾 nityfor回 nslation
into 8raille 50 they伺 npa柑cipate.Thailand (this should 岡市陪dωdthroughout the en世間pro<氾ssウ;Canada
("any final 0叫∞medocume同orci陀ulationd∞umenf should be aα海諸ibl司;官官ailand(“should include b凶not
belim比凶tosign language， 8raille， audio， el回初nicformatsワ;andA唱entina，also highlighted the need for 
aα:essible formats of all documen恰.

So凶hA制伺poi同剖outthat information on the voluntary fund should alωbeinaは溺sibleformat， 50 all NGOs 
canalα~ss it. 

General Comments 

Moroc∞e却r回 舘d:its thanks on behalf of the African Group to all NGOs;胎 beliefthat all delegations and 
regional groups∞uld "enlich" the process w耐，fu巾erproposals. Brazil noted that de陪gationsshould "be ready 
for negotiation" at the next session (after∞nsultations with their govemments). Kuwait mentioned the possibility 
of∞nsu刷 onwith the Special Rapporteur while prl∞laiming that civil and politi伺 llights"mu鋭"bea弱 uredin 
thepl1α沼舘，and that ec:ぉnomic，s∞ial，and culturalligh恰 (e.g.，edu何世on，hea附"development) "should be" 
included in the Convention. 
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Jamai伺 no凶ーin脂製mndin也rvention--thatit has a "con関 mthat is not an oppos耐on"that the development 
ofadocume同部a"hum叩 rights"d倒 Jmentmust be "baIanα3d"， noting for e>G釧ple，the right to vo恰 do関 n'
ma陶 r"ifoned偲 snot have the funds to purcha鑓 awh鵠 Ichairto get to the voti旬以均配，加dthat we must 
"movew肋凶thour left foot and our right f，∞f'. Brazil's舘∞ndin恰rventionwas to∞nveyits ho問 thatad間世
陪 釦lutionalong the lin飴 ofthat propo鉛 dby the E.U. w世1elements that a Convention should∞n刷n飢 dthe
AHC笛 theo唱加forthat elaboration is "still" on the祖blefor∞nside悶tion.Norwayexp問舘dits∞nfiden偲
that agreement will be found on i弱 U回 inqu関 tionin the "spi巾ofα氾pe問ltion".

Closing Remarks 

官1eActing Chair例ew~伺land)asked for an "opportunity to陪目前f'on thoughts， qu回 tions，釦dpropo伺 Is
pr民削 除d釦 d防相，psworkfu巾eron another陪羽田d也，xt.He陪.胞陪胎dthatde胎rmina世onofs泊也

陪P陪舘n凶 onwould回 upto the regional groups them鵠Ivesand that he aI釦wa同凶 NGOstobe
"舘If-舘 l回胞d".He noted "，∞nsiderable supporf' for "inc閥鰐d陪pre艶 n凶 on"of NGOs. In r関問nsetothe
qu関目onof when a WG would s悔はitswork， the allS¥陀rgivenw路"笛soonas possible'， though it "might be 
possible" to es凶 lishwhich sta協 mightpa凶cipal悟 onthe WG and the da担sof their participa百onby the end of 
thiSSE笑氾ndAHCSEおsion.“Wewant to keep momentum going" yet the intent of the RDD was not to be '~∞ 
pr国削凶veat this poinf'. In問問n舘 tothemu附plequeri随 時ardingthe "n側也Ixt"language， the Acting Chair 
explain剖 thatthere have been "m釘lYtex除overthe卵aぱ'inU.N.百l関.刊en関 dtol∞kat timelines was 
ackno叫edged.

Heexp~抱dagr関mentw耐1the notion that世melimits should be p陥偲don"r官W∞ntributions".He was 
o凶misticthat all伺 nwo欣可u胎 well"tog甜1erto附 rdsimpro'晦 mentsn叫・ngthat the th陪edel句ationsare
driv・ngtheproαぉsb凶that∞mments"in the hallways" a陪 alwayswel∞me.He∞uld not∞n自rmwhether
ano拘 rmeeting "of this附nd"to∞nsiderr削 sionswill旬kepla関，though the need for this明 scle，飢 For
e畑 nple同阿融dto加 i除min岡 崎 町h5which"gM白 theimp鴎 sion"that∞巾ibutionsgo only to the WG. 

刊 eEuropean Union del句織not凶 thattheE.U. hぉ別問dyshωvnits fle:刈bilityand∞mmitmentto move 
the pro舗 sforward"加 dexp附 随dhope for a fin副部l叫onadding that ''what we剖陪adyhavein拘也，xtis
enough". 

官19New :lealand del句atenot剖 thatifitw腕 "helpful"they∞uld"l∞katpr国語ntingfurther text"， but said they 
"will，細川tocheck with the Chair on this". 

明、eD国 bili町N句油iationsD拘 Summ剖鎚arepubl愉剖bythe L.andmine SUrvMors Ne胸rk，aUSba錦 d
in悔m副・onalo市制izationw肋釧put関 support問 tworksin 6 mine a快記凶Id劇団oping∞u耐白.Repo陶崎

ir可cludeJagdish Chander， Margar団 Holt，Jenni俗rPerry，Ma隠刷ITI郎防飢idZah油iaAd釧aIy(1剖恥ゆ官官

Summari白 a陪 post凶 onli問 byn∞nthefollc附ingdayat~ww.巾htsfo剖1.0悶 andwww.wortden油le.n剖加d
旬間福岡intoS問nish，FI陪nch(H釦 di，αipln包m甜onal)，飢dJapan関 e(Japan関 eS∞ietyforReh油ilitationof 
Pe悶 nswith助創価白i).Forqu関 t・ons，wri胎toZah油i姐 dam飢f@hotmail.∞m.
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ディスアピリティ・ネゴーシエーションズ・デイリー・サマリー

第 2巻第 8号 2003年 6月25日

翻訳:(財)日本障害者リハビリテーション協会情報センター、監訳:長瀬修・川島聡

午前のセッション

開始時刻:午後 12:30

中断時刻:午後 13:00

再開時刻:午後 13:15

休会時刻:午後 13:17

非公開の非公式協議が、午前のセッションの大部分を用いて引き続き行われた。こ

の非公開の非公式協議の後に、公開の非公式協議が午後 12時 30分に開始され、

その際には、非公式協議でまとめられた文書が国家代表と NGOに配布される、と午

後 12時 8分に告げられた。

午後 12時 56分に、フィリピン大使が全員の忍耐強さに謝意を表した。そして、昨

日の非公式協議における実りある進展の結果、この会合において決定案に関する議

論を一層進めるよう議長から依頼があった、と代表者全員に発表した。目下の予定は、

これまでの議論に基づいて作業を続け、各国およびNGOによる多くの所見を盛り込

んだより良い決定案をつくることにあるとされた。新たな決定案は印刷中で、このフィリ

ピン大使のステートメントがなされてから 10分から 15分以内に入手できるとした。諸

代表は、午後のセッションが再開される前に、つまり、このコピーを昼食の時間中に検

討できるように、で、きればこのまま待ってコピーを受け取るよう依頼された。午後 3時に

セッションが再開した後に、この決定案に関する全般的な意見を受け入れるとされた。

この会合は、しばらくの間中断し、決定案のコピーが配布された後に一時的に続けら

れた。この決定案の「第二回目の読会Jは午後に行われる。

諸代表とNGOが昼食時に決定案の内容を吟味できるよう、第4会議室の後方で1

ページの修正決定案を配布しており、この文書について議論するため本会合が午後

3時に再開される、との通知が午後 1時 15分になされた。会議は休会した。

午後のセッション

開始時刻:午後 3:18

休会時刻:午後 4:54
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特別委員会議長団の副議長フィリピンが、公開の非公式会合の議長を務め、この

会合において、諸代表が 6月 25日付けの修正決定案(RDD25)について意見を述

べた。

修正決定案の紹介(テキストの変更)

欧州連合(EU)、メキシコおよび、ニュージーランドは、前回のセッションで、提案され

た多くの意見を盛り込んだ25日付修正決定案を提示した。議長代理は、最新の修正

決定案の変更箇所、明確にされた箇所、追加箇所を手短に指摘した([ ]内の文章

については討議が必要とされる。)

パラグ、ラフ 1:r交渉jする場としての特別委員会の役割が特に言及された。作業部

会が、その「第 1回会合以前に提出された提案を考慮、に入れる」品、う文言が追加さ

れた。

パラグ、ラフ 2:作業部会の地理的代表について二つの代替案(各地域グループに

同数を割り当てるか、あるいは、衡平な地理的代表とするか)が提示され、その構成

(25人の国家代表と 12人のNGO代表)が記された。

パラグラフ 3(間違ってr4Jと番号がつけられている):任意基金について記載された

が、変更はなかった。

パラグ、ラフ 4(間違ってr3Jと番号がつけられている):作業部会は、二つの会合をそ

れぞれ 5日間の作業日をもって、会期間に開催すると記された。

パラグラフ 5(間違ってr4Jと番号がつけられている): [rドラフト・テキスト」に関する

作業部会の作業成果を特別委員会に提示する点と、それが「最大限可能な程度ま

でJ利用可能な形態で、提示されるべきとする点についての変更を含む。また、国連文

書として配布される期限として、第3回特別委員会の遅くとも 3ヶ月前には国連文書と

して配布されるとした。]

パラグ、ラフ 6(間違ってr5Jと番号がつけられている):国連事務総長の支援を「要

求」するとした。

手続上の問題

作業部会の構成と選出

タイは、この条約が人権の視点に照らした専門的知識と関心を取り入れるために

国内人権機関が作業部会のメンバーに含まれるべきで、ある、と述べた。モロツコも、修

正決定案において国内人権機関に言及することを求めた。韓国は、国内人権機関が

作業部会の他の代表とは独立した分類の代表と見なされるべきかと尋ね、また、国連

システムに参加する圏内人権機関の前例と慣行について尋ねた。アイルランド人権

委員会は、あらゆる圏内人権機関を代表して発言し、圏内人権機関の代表も作業部
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会に参加できるように第 2パラグラフを修正することを求めた。アイルランド人権委員

会代表は、国内人権機関が作業部会に参加することがNGO代表の参加を阻む結果

になることを望まないが、圏内人権機関も同じく作業部会に含まれるべきであるとした。

さもなければ、圏内人権機関は、作業部会には参加できない、特別委員会の唯一の

参加者となってしまうからである。

また、各国代表は、第2パラグ、ラフにおける、国家代表の選出に関するこつの代替

案のうちどちらを支持するかを特に強調した。マレーシアとチリは、「この件に関しては

柔軟に考えたい」と発言したが、ギリシアとブラジルは、地理的地域グループごとに同

数を割り当てることを支持した。タイは、「アジアは障害者の 3分の 2を擁する広大な

地域である」ため、衡平な地理的代表の原則に基づいて、各地域グループが選出す

ることを支持した。インドネシアも、タイの見解と同じで、あった。モロツコ、イスラエル、

日本、ヨルダン、イラン、コロンビア、ネパール、ウガンダ、コスタリカ、インドおよび

韓国は、衡平な地理的代表の原則が 25人の代表選出にどのように作用するかを明

確にすることを求めたが、この第2番目の代替案を支持した。パキスタンは、各地理的

地域における相違点が考慮されなければならず、地域内の国家の数に基づいて代表

の数が決められるべきである、と強く主張した。中国は、これら二つの選択肢について、

「地域によっては他の地域よりも国連加盟国が多し、ところもあるJゆえに、とりわけ、衡

平な地理的代表の原則が 25人の代表選出にどのように反映するかを明確にすること

を求めた。

例えば日本のように、 25人以上の国連加盟国から構成されるより大規模な作業部

会を設けるという考えに理解を示した国家もあった。コロンビアは、参加開放型の構造

をとることに好意を示し、インドと中国も、作業部会を設けることを決めないのであれば、

この考えを支持するとした。ネパールは、参加開放型の作業部会という考えに理解を

示した。なぜなら、これにより国連加盟国の最大限の参加が確保されて、「我々が扱っ

ている問題の複雑性が考慮Jされることになるからであるとした。マレーシアもまた、作

業部会が 191ヶ国の国連加盟国を完全に代表する構造を持つという提案を支持した

が、これでは「あまりにも厄介なことになるJであろうと警告した。チリは、すべての国連

加盟国から構成される参加開放型の作業部会について反対し、そのような考えを、

「永久に最初のドラフト・テキスト(条文案)ができないであろうjから、「考慮に値しな

しリとした。

多くの国家代表はまた、それらの意見の中で、作業部会におけるNGOの役割を強

調した。ジャマイカは、新たな修正決定案において、 NGO代表の数が 7人から 12人

に増えたことについて「元気づけられたJと述べた。モロツコは、とりわけ「南」あるいは

途上国世界の NGOを考慮して、 NGO代表の衡平な配分を要請した。この考えは、

ジャマイカ、ウガンダ、ヨルダン、ブラジル、イランおよびコロンビアからも支持された。
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パキスタンは、市民社会およびNGO(特に障害者団体)による貢献が作業部会に資

するものであると考えているが、国家代表が25人止まりで、 NGO代表がf7人から 12

人に増えたことを喜ばしいものとはしないJ。とし、うのは、「均衡性がとれていないから

であるJ。

国家代表の中には、作業部会における NGOの参加形態を明確にするよう求めた

者もいた。インドは、その参加形態を明確にすることを求めた。スイスは、どのように

12人のNGO代表を選出するのか、 12以上のNGOから要望があった場合にはどうな

るのか、と質問した。中国は、認証を得たNGOのみが代表となるのか、と尋ねた。イラ

ンは、「国連の枠組内に新しい変革をもたらすことJについて警告し、 NGOと国家が

並存する作業部会がこれまで存在したのか、と問うた。また、イランは、特に特別委員

会が「交渉を必要とする場Jであるならば、 NGOに国連加盟国と同じ地位を付与する

ことは困難であるとしたものの、 NGOの「支援と専門的知識」は作業部会に資するも

のであると繰り返した。マレーシアも、国連において作業部会に関する新たな手続を

創ることに懸念を表明し、インドネシアもそれに同調した。しかし、両国とも NGOが含

まれるべきであると強く主張した。ネパールは、このプロセスにおけるNGOの役割に

ついては疑問の余地がないとしながらも、我々は「国連の慣行から逸脱するべきでは

ない」と述べた。

国家代表の中には、作業部会の構成について全般的な意見を表明した国もある。

例えば、イスラエルは、作業部会をいくつかの小部会に分ければ、作業部会は一層

効果的なものとなるのではないかと提案した。そして、認知障害者や、精神障害者を

含むあらゆる分野の障害者の代表を作業部会に含めることを要請した。

日程

多くの国家代表は、この特別委員会の後で、作業部会第 1回会合の前に提出され

る国家の貢献に関する日程の問題について取り扱った。とりわけ、この件について、

モロッコ、ペネズエラ、コロンビア、マレーシアおよびチリが発言した。

モロッコは、作業部会の活動期間を明確にしたいとして、作業部会が5日間の会合

を2回開催することが、第 3回特別委員会の基礎となるようなドラフト・テキストを作成

するのに十分であるか問いかけた。ウガンダも、 5日間の会合を 2回開催するのでは

不十分であるとの懸念を示した。ベネズヱラとヨルダンは、作業部会の作業日を特定

するよう求めた。イスラエルとブラジルは、 2回の会期間会合の予定日を明らかにする

よう求めた。

作業部会の代表者を指名する期限についても、ペネズエラ、インド(NGOが認証

を得る期限に関して)および韓国により検討された。
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各国代表はまた、作業部会議長をどのように任命するかという，点についても話し合

った。イスラエルは、作業部会第1回会合に先立って、事務局が作業部会議長を任

命すべきである、と提案した。チリは、作業部会議長を任命する必要性について賛同

した。

コロンビアは、作業部会の進捗状況を議論するための地域会議を断続的に開催す

ることが重要であると指摘した。

国家代表の中には、一般的な意見をたんに述べるというよりも、今はむしろ議論を

先に進めて、新たな決議案の細目について話し合うことが必要であると強く主張した

者もいた。例えば、ブラジルは、より迅速に進めるため、テキストをパラグラフごとに検

討する段階へ移るよう提案し、キューパがこれに賛成した。

その他の問題

国家代表の中には、特定の文言について実質的な意見を寄せる者がいた。タイは、

任意基金の資金源と、特に途上国に関して、その資金を受けて参加できる者を決定

する根拠とを明らかにするよう求めた。モロッコは、特別委員会の任務と作業部会の

任務との聞に混乱が生じないように、第 1パラグラフにおいて作業部会の任務を特定

するよう求めた。イランは、作業部会にNGOが参加することから考えると、作業部会が、

交渉する権限または「少なくとも、交渉する黙示的権限Jを持つことには問題があると

述べた。パキスタンは、作業部会の成果文書のかたちが不明瞭であるため(編纂され

たテキストになるのか、あるいは、最良の諸提案を「選定Jすることになるのか、もし「選

定jする場合には、それはどのように行われるのか)、作業部会の任務も明確に特定さ

れていなし叱述べた。それゆえ、パキスタンは、作業部会の責任の範囲を決定するよ

うに、このパラグラフを修正することを望んだ。インドは、第1ノパ号ラグ、ラフで

作業成果が交渉用のテキストとなることが明示されている事実に照らすと、パキスタン

が指摘した「見方」はきわめて重要であると述べた。

キューパは、 25日付修正決定案にはいくつかのニュアンスを加えることにより改善

され得る余地があるという一般的な意見を述べた。ウガンダは、専門家による支援の

可能性が触れられておらず、「迅速にJという文言も明確でないと述べた。

EUは、みずから作成した決議案が当初より簡潔になっているものの、まだ議論の

姐上に載せられているとし、できる限り早くそれを提供すると述べた。コスタリカは、本

日配布予定の決議に照らして、修正決定案を検討すること、また、その決議には特定

の日程も記述されていると、昨日の時点で、話があったとした。

その他の声明(NGO、議長代理の断続的な回答)と結論

障害コーカスは、障害者が作業部会において十分に代表されることは、作業部会

が正当性を持っと見なされるための不可欠な条件である、と表明した。そして12人の
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NGO代表を含めるよう提案したタイ代表と、その提案を支持したあらゆる国家代表に

感謝の意を表した。この 12の席のうち、国際的障害者団体によって7席が、地域的組

織によって 5席が占められることが保証されたとした。基準規則の規則 18において、

国際的障害者団体が障害者に関する国連の活動に参加する権利を持つことが特に

言及されていることを想起して、国連総会決議 57/229を「更新することがきわめて重

要で、ある」と述べた。

議長代理は、諸代表の意見に対して断続的に回答した。しばしば繰り返された回

答の一つは、多くの事柄が会議を進めていく中でしか特定され得ないというものであ

った(例えば、日程)。議長代理は、決議に関する質問に次のように答えた。まず我々

は、決定について決定することが必要で、あるが、これについては現在諸代表が取り組

んでいるところである。もし本日午後に特別委員会が決定案を仕上げることができるな

らば、明日には決議に取り掛かれるであろう。代表選出の方法に関して考えられること

については、既に適当な手続きがとられていると答えた。第2パラグラフに関する質問

への回答については、議長代理は、二つの括弧内のフレーズが二つの選択肢を表し

ているとして、どちらの方でコンセンサスを得られるかが問題であると説明した。議長

代理は、決定案ができるだけ早く準備され得るように、諸代表が具体的な文言を提案

することを奨励した。

閉会に当たり、議長代理は、 25日付修正決定案の「具体的な文言」について議論

するために、会議室Dで聞かれる非公開の非公式協議(informalinformals)に関

心のある代表すべてが参加するよう告げた。

ディスアピリティ・ネゴシエーションズ・デイリー・サマリーは、ランドマイン・サパイパ

ーズ・ネットワークが発行する。このネットワークは、地雷の被害を受けた6つの途上国

において手足を失った者の支援網を持った、米国に拠点を置く国際組織である。この

サマリーのスタッフには、ジャグディシュ・チェンダー、マーガレット・ホーノレト、ジェニフ

ァー・ペリー、マーシャル・タラスター、およびザハピア・アダマリー(編者)が含まれる。

このサマリーは、翌日の正午までにwww.rie:htsforall.orzとwww.worldenable.net

のオンラインに掲載され、スペイン語、フランス語(ハンディキャップ・インターナショナ

ノレ)および日本語(日本障害者リハビリテ一泊ン協会)に翻訳される。質問について

は、ザハピア・アダマリー宛て(Zahabiaadamalv@hotmail.com)にメールを頂きた

し、。
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Disability Negotiations 0剖IySummary Volume 2， #8 June 25， 2003 

Moming艶鎚ion

Commenωd: 12:30 

Suspended: 13:00 

Re∞nvened: 13:15 

Adjoumed: 13:17 

Closed infonnal ∞nsultations∞ntinued throughout the majority of the moming se話 ionhou陪.Following the鉛，

at12氾8it was announced that the open infonnal ∞nsul凶 onswould回ginat 12:30， when the te刈in∞巾orat凶
加minfonnal ∞nsu刷 onsshould be available to the delegates and NGOs. 

At 12:56， the Ambassador加mthe Philippines thanked everyone for their patien田.HeannounαKftoa full 
r∞m of delegat，白thatthe Chair had陪qu田tedhe facilitate further draft decision discussions on this me倒ng，as
a result of yesterc:lay's fru胤JIprog陪弱 ininfonnal ∞nsu隔世ons.The prese同planwasto∞ntinuework on that 
basisand∞me up with improved te対的∞巾O悶伽9many of the observations made by states and NGOs. The 
newd間世te刈wぉ inthepl1α氾ssof being printed，飢da陪叫舘dproj回目onofave:語版bilityw耐inten to fifteen 
min叫:esof this announcement was made. Delegates we陪 askedtos也.yif possible to ob祖inthese∞pies.This 
would allow for de恰ga抱∞nsiderationduring the lunch hour， befo陪 reconveningfor the aftemoon s飴 sion.
円釘1Sareto r政当eivegene問lcommenぉonthis text on偲 these鎚 ionre∞nvenesat3:∞thisaftem∞n.The
meetingwiぉ suspend剖 fora few minutes， to briefly∞ntinue after∞p防 ofthe text were reωived. The “second 
reading" of the paper willα::cur this aftemoon. 

At 1 :15 pm， it was announωd that the one-page revised draft decision d∞ument∞pies were being made 
available at the back of Conferen回 Room4， and that delegates and NGOs ∞uldob祖in∞piesfor their pe山sal
over lunch， and the m民謝ngwouldr目別Iveneat3:∞todiSCl邸thistext.刊emeetingwぉ叫oumed.

Aftemoon Session 

Commen偲 d:3:18PM

Adjoumed: 4:54 PM 

TheVi田Chairof the Bureau， Philippines， chaired an open， infonnal m関甘ngin which deleg甜ons∞mmem凶
on the text of the June 25th Re叫鵠dD悶食Decision(RDD2司.

Introductionσ'extual Changes) 

The European Union， Mexico and New Zealand p陪sent剖 theRDD25 which in∞巾orat凶 manyofthe
∞mments suggestl凶 fromthep陪lviousse弱 ion.The Acting Chair briefly enumerated the陪su附ngchanges，
cla揃伺百onsand additions in the latest draft decision [b阻cketedte対陪mainsto加 debated]:

Paragraph 1: sp回 ific陪!fe陪n偲 tothe role of the Ad Hoc Committee (AHC) as having ‘negotiation' s凶 JS;the 
addi百onof language that the Working Group ~G) “sh剖I also take into似別ntpropo回 Issubm愉凶inadvan偲
ofthe官陪tmeeting" of the WG; 

Paragraph 2: provides 2 altema甘V田 onge句問phi伺 Irep陪舘n凶 pnof the WG [1伺 uallydivided between 
r句ionalgroups or equ加blegωgraphi伺 l陪P陪sen凶 on?]and de釧 bes∞mposition[25 s旬，tes，and 12 
NGOs]; 
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Paragraph 3 (erron関 uslynum国 陪d‘4):陪!fe陪 totheVolun旬ryFund?no ch釦 g儲;

Parョg悶ph4(erroneαJSlynum出制宮下S問cifiesthat the WG will m関 tin胞 間 関sionallyfor two m回目ngs，of自ve
working days each; 

Pa問g悶ph5(erron田 uslynum国陪d'4'): [includ白 changesnoting that the ou切 meofthe WG's wo欣ona'd悶世

text' will be P邸側刷to甘leAHC，加dshould句:otheful協 te刈entpo.岱 ible"回 p陪sent剖 in航 海 部ibleformats， 

and adds 3 months加b陪 theAHC's刊 irdSe鉛ionas the deadline for circulationぉ aU.N.d∞ument];

P釘agraph6 (erroneously numbe陪d宮下“陪qu回 ts"theS白隠旬ryGene凶'ssuppo比

Procedu削除sues

Com匹目S耐onandSel回目onof廿1eWorking Group 

Thailand surmised that national human righおinstitutionsshould be included 50 that the Conven百on間活iv飴
e刈混同舘anda加 ntion加mthe human righぉpe陪問ctive.Moroc∞d釦伺Uedfor the mentioning of the 
na討onalhuman rights 0句加国首onsinthe陪叫鵠dtext. The Republic of Ko陪!aaskl凶 whetherthehuman rights 
in甜tutionsshould 回∞nside陪da田pa悶~ecat句oryof 陪P陪舘糊首V回 inthe working group and asked abo叫
thepreα刻印X泡 釦dp阻cticeof them participating within the UN system. The lrish Human Rights 
Commission spoke on behalf of all national human righ也institutions加 dasked for an amendment to 
P釘ag問ph2 50 that national hum加 righ也institutionswe陪 al釦 represen悟d.The陪presen也ltives伊副首edthat
they did not wish for their inclusion to take away from the陪P陪舘n踊tionof NGOs but asked that they be 
included as well b目別鵠otherwisethey would be the only pa巾:ip卸 晦inthe Committee not陪p陪鵠同:edinthe 
working group. 

S悔悟sal釦 S院副首偲JIyhighlight剖 theirsup仰はforone of two altema百V関 ons祖除repr宙開凶onin同時間ph2.
Malaysia， Chile (though the deleg甜onsaid it was“自制bleon thisj; G陪 e偲 andBr留iISUPportl剖 anequ剖
division加tween陪gionalge句raphicgroups. Thailand sup仰は剖舘lectionb部 edon the principle of伺U陶ble
ge句問phi国l即陪制刷onbythe陪gionalgrou凶民間U鵠“'Asiais a large陪gionw耐12j30fPWD汀ndon飴 ia
echoed Thailand's view. Morocco， Israel， Japan， Jordan， I悶 n，Colombia， Nepal， Uganda， Cos祖 Ri伺，India
and the Republic of Ko悶 (thoughthey asked for cl剖自個目。non how this principle would wo欣w肋25
陪P陪sen回ltives)al50 sup仰は剖thesecond altemative. Pakis畑nhighligh恰dthatthed肝'erenα謁 W肋in
geog問ph回1regionsmu説aI鈎be也kenintoa∞ount and that陪P陪鵠n凶 onshould国 basedon the number of 
∞u巾i笛 W愉ina陪gion.China asked for clar棉cationon the:舘伽00凶ons，s閃cifi伺 IIyhow the principle of 
equ陶bled凶 ib叫on胎 refl回 t凶 inthesel田 t・onofthe25陪P陪鵠n祖恥'esof govemmen也， be但 U鵠“関me
陪gionshave mo陪 membersth釘10thers."

Some states we陪 opento仇eideaofha叫nga broader wo耐nggroup that would加∞mpri鵠 dofmo陪由加25
mem加印刷白，釦:chas Japan. Colombia favored加 openended sb'ucture and India and China indicated 
they support剖 thisnotion if they d田 idednot to have a wo巾・nggroUP. Nepal Wi槌 opento the idea of an 0問n
end凶 workinggroup bec測 鵠itensured the broadest p訓 cipationof mem回rs句協and“t∞k intoaα別同the
∞mplexity of problems we a陪 dealingwi世1."Malaysia al釦 suppoは:edthe proposal that the∞mpos出onofthe
d阻柏崎group出向lIy陪P陪鵠n也伽'eof the 191 mem協同刷儲， b叫伺U首on凶 thatit might be可∞

ωmbersome." Chile w槌 oppo鉛 dto加 openended group∞mpris凶 ofallmemberね担sand剖 l剖 sucha
notion "u抽inkable"加cau鵠“wewould never have a自陪tdraft." 

Many翻 胎sal釦 highligh除dthe role of NGOs in the working group in their∞mments. Jamai伺 said比was
m舗はened"to see that NGO陪P陪sen泊百onwasinαasedfrom 7 to 12 in the new d阻ift.Morocco伺lIedfor
equ陶bled蜘 ibutionof the NGO陪pr宙開旬伽回，白防犯iallyfrom the "South" or the developing wortd; this no首on
wasech偲 dbyJamai伺，Uganda， Jordan， Brazil， lran， and Colombia. Pa嗣S踊n錨 idalthough比thoughlthe
working group would benefit加mthe∞巾ibutionsof civil s∞iety and NGOs， especially those that are PWD，性
was "not happy to see that the participation of NGOs has 90ne from 7 to 12" and that the s悔悟repre.田 n凶 on
has鋪ayl凶 at25be伺 usethe“proportion is not right." 
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Somes祖t白 askedfor clarifi伺，tionof the mωal耐esofNGOpa此恥ationin the working group. India asked for 
CI副首回世ononmodal岡崎Switzerlandas~剖 howthe 12 NGOs would be select剖，加dwhat would happen if 
more than 12 submitted propo錨 Isto be included. China asked if only a∞redited NGOs were going to be 
陪P陪sented.lran ca叫・onedabo凶the“invention of something new within the framework of the UN" and 
questioned if a working group∞mposed of NGOs and s泊:tessideトby-sidehad ever been seen before; he aI釦
hadd間ωItywith giving NGOs the羽 mes蜘 sasmember抱:tes回 peciallyif the working group“en祖il剖
negotiation"， b叫reite悶t凶 thatthe working group should加nefit加mthe“'assis也nceande神e同提"ofNGOs.
Malaysia echoed the∞n偲 mof inventing new proωdUIi白forworking groups in the UN as did Indonesia， 
though加thhighlighted that NGOs should be included. Nepal said that there was no question of the role of 
NGOs in this proce，弱b叫saidthatwe“shouldnot deviate from the p悶，cticesof the UN." 

Some states made gene剖∞mmen陰a加叫the∞mpos耐onof the working group. Israel propoSE姐thatthe
working group might be more e'町民調veif it was subdivided into smaller groups and also called for the group to 
include陪pre，鉛n泊伽白fromall disabil耐esincluding those who had ∞gn描veand psychologi回 Idi錨 bil耐邸.

Timeline 

Manys泊:tesadd陪邸側首melinei笛 U白 W肋 r句aroto the∞ntribu甘onsof鋭atesthat would∞me after this 
Comm耐:eemeeting b凶出，forethe自問tmeeting of the wo欣inggroup. Moroc∞， Venezuela， Colombia， 
Malaysia， and Chile s開制伺Ilyaddn鎚 S剖 this∞nωm. 

Moroc∞want凶 clarifi何百onon the dura百onof the working group加 dぉk剖 iftwo five-day m鵠伽gswouldbe
enough for the group to∞meupw肋 atext that would serve as the basis for the n剖 Comm地開m健司ng.
Ugandaal鈎 exp陪弱凶∞『鴎mthattwo自ve-daymeetings might not be adequate. Venezuela asked for 
S院副首cdates for the meeting as did Jordan. Israel asked for clar而回世onof the time也blefor the two 
加恰r-袋詰sionalm飽 tings笛 didBr置iI.

Deadlines for nominations of names to the working group wぉaI釦∞nside陪dby Venezuela， India (with陪gar討
toa∞削刷ondeadlin邸 forNGOs)， and Republic of Ko開a.

Thede恰gatl儲 aI鈎di組』部edhow the Chairman of the wo耐nggroup should be nominated. Israel sugg側副

that the Chair加 nominatedby the Bu陪auin advance of the自問tmeeting of the working group. Chile民 hωd
the need to appoint a Chair. 

Colombiano除dtheimpo陶 nceofh制 ngin胎rmi胎nt陪gional∞nfe陪n儲 todi訓話thePIiOQ陪ssofthe
working group. 

Somes句協emph舗 zedthe時刻tomove folWaro now剖 daddress甘lenewdra世間釦l叫oning陪aterdetail
悶Itherthan just pro叫dinggene剖∞mments.Br包iIpropcぉeda move to a parag悶phbyparag悶ph
∞nsider訓onof the text for a mo陪 expeditiouspro偲岱.Cuba即 hωdthisview.

Other lssues 

Some delegations made釦凶恒哨ve∞mmentson particular te油』剖∞mponents.Thailand asked for fu吋19r
clar棉伺:tiononthe鈎 ur田 offunding and the grounds for d倒 dingwho回 np訓 cipatein re偲 ivingfunding， 
自問削剖Iyas to developing∞u耐 笛.Moroc∞ぉk剖 thatthe mandate of the WG be specified in pa阻g悶 ph1 
鈎 thatthere is no∞nfusion加iIWeenthe mandate of the AHC and the manda胎 ofthe WG. lran noted that the 
WGhぉ apower，“orat陶 stanimpl除dpowerofn句 otiation"which it viewed錨 problematicgiven NGO 
pa耐 ipa百on.Pakis旬nnoted that WG mandate is not clearly specified b田 ausethe shape of the 0叫∞me
d倒 Jmentis unclear ~∞mpi凶onte:刈 or句協tion' of best propo阻 Isandifa‘selection'， how would that be 
madeη， and thus it would like the parag阻phreformulated to detelimine the extent of the WG responsibilities. 
India∞ncurred that Pakis也nγmωal耐白"poi吋bec:刃m邸 e油-emelyimpo陶同inlight of the fact that parag問ph
1 clearIy men世onsthat the out∞me of the WG's work is to be a negotia首ngtext.
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Cuba made a ge隔制∞mmentthat the RDD25∞uld still 加 improvedby the addition of some nuan民 拡

Ugandan鳴 dthatthe阿倍ibilityof鎚 sis踊ncebyexperts糊 snot mentioned， and that the唱me防manner"

language is not very defin耐ve.

官、eEuro例措nUnionno蛤dthat their Draft RE*氾lutionis still on the祖ble，though it is shor恒rth如 itwasihthe 
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ディスアピリティ・ネゴーシエーションズ・デイリー・サマリー

第 2巻第 9号 2003年 6月26日

翻訳:(財)日本障害者リハビリテーション協会情報センター、監訳:長瀬修・川島聡

午前のセッション

午前のセッションは、国連加盟国による非公開の非公式協議にあてられたので、正

式な開会・休会の宣言はなされなかった。

午後のセッション

開会時刻:午後 3:00

休会時刻:午後 3:01

午後のセッションでは、会議室Dに場所を移して、非公開の非公式協議が引き続き

行われた。

ディスアピリティ・ネゴシエーションズ・デイリー・サマリーは、ランドマイン・サパイパ

ーズ・ネットワークが発行する。このネットワークは、地雷の被害を受けた6つの途上国

において手足を失った者の支援網を持った、米国に拠点を置く国際組織である。この

サマリーのスタッフには、ジャグディシュ・チェンダ一、マーガレット・ホーノレト、ジェニフ

ァー・ペリー、マーシャル・クラスター、およびザハピア・アダマリー(編者)が含まれる。

このサマリーは、翌日の正午までにwww.rie:htsforall.orgとwww.worldenable.net 

のオンラインに掲載され、スペイン語、フランス語(ハンディキャップ・インターナショナ

ノレ)および日本語(日本障害者リハビリテーション協会)に翻訳される。質問について

は、ザノ、ピア・アダマリー宛て(zahabiaadamalV@hotmail.com)にメールを頂きた

し、。
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ディスアビリティ・ネゴーシエーションズ・デイリー・サマリー

第 2巻第 10号 2003年6月27日

翻訳:(財)日本障害者リハビリテーション協会情報センター、監訳:長瀬修・川島聡

午前のセッション

開始時刻:午前 10:30

中断時刻:午前 10:35

非公開非公式協議の開始時刻:午前 10:35

午前のセッションは、フィリピンのエンリケ・マナ口大使により開会された。同大使

は、午前のセッションの始まりが1時間遅れたことについて、何人かの代表が、残され

た問題に関して、代表同士であるいは地域ご、とに協議する時聞をとるためで、あったと

説明した。同大使は、第2回特別委員会は本日午後 6時に終了しなければならず、

その時までに本委員会は決定案、決議案、報告書を採択しなければならない、と指

摘した。同大使は、特別委員会議長に代わって、国連加盟国に対し、残された問題

に関して柔軟に対処するよう要請し、「これらの問題の重要性を考えると、我々が合

意に達することができなければ、残念な結果になるであろうJが、最終的に妥協するこ

とは国連加盟国の責務である、と繰り返した。

2003年 6月 26日午後7時付けの最新の決定案によれば、国連加盟国およびオ

ブザーパーによる特別委員会における交渉のたたき台として作成される「ドラフト・テ

キスト(条文案)を準備しかっ提示するための」作業部会を設けることになっている。ド

ラフト・テキストに関する貢献は、「作業部会の会合前にJ、特別委員会に提出される。

貢献をすることができる機関については制限を設けず、国連システムのすべての機

関とともに、国内の障害者団体や人権団体、独立専門家を含むものとする。また、こ

の決定案では、「代替的な複数のアプローチがある場合、作業部会はそれらのアプ

ローチを反映した選択肢を提示するjとしている。 NGOの参加については、国連総

会決議 56/510が適用され、特にバランスと透明性をもって、障害者団体の中から選

ばれた代表が含まれるとした。

26日午後7時付けの決定案で言及されている以下の論点は、非公開の非公式協

議において解決された。ニュージーランドとアメリカは、作業部会は政府代表により

「構成される(comprise)Jよりも、むしろ政府代表を「含む(include)Jとすべきだと提

案し、パキスタンは政府代表の数を25人から 30人に増やすことを望んだ。パキスタ
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ンはまた、 NGOの「助言権限Jの条件を加えて、作業部会がNGOによってf構成さ

れる(compI'ise)Jとするのではなく、むしろNGOを「含む(include)Jとすべきである

と提案した。地域グ、ループに関する議論では、 5つの地域すべてに同数の代表を平

等に配分するか、それとも、「衡平な地理的代表」にするか、という問題が解決されな

いまま残された。モロッコは、作業部会が圏内人権機関の代表をも含めることを提案

した。中国は、資金に関する文言の訂正をいくつか挙げて、参加者に資金を「提供

する(finance)Jのではなく、単に「支援(support)Jするという、任意基金の利用制

限について提案した。その支援を受ける資格をNGOのみならず、政府にも広げるよ

うに求めた。また、その支援を受ける資格を、経済的移行期にある国家の「当該事案

に関心を持つJNGOに限定するよう求めた。作業部会のリーダーシップに関して、モ

ロッコは、特別委員会議長が作業部会議長になるべきであると提案した。メキシコは、

特別委員会議長あるいは議長田メンバーが作業部会議長になるべきであると提案し

た。ニュージーランドは、特別委員会議長と議長団メンバーとが協議して、作業部会

がコーディネーターを任命するべきであると提案した。欧州連合(EU)は、作業部会

の中でコーデ、イネーターを選び、任命することを提案した。モロッコは、この決定の中

で述べられている内容が国連総会の他の特別委員会の前例とならない、という但し

書きを追加するよう求めた。

午後のセッション

本会議の開始時刻:午後 3:46

中断時刻:午後 3:49

非公式協議の開始時刻:午後 4:30

非公式協議の終了時刻:午後 4:42

本会議の再開時刻:午後 5:43

閉会時刻:午後 6:26

開会の辞

特別委員会議長は、昼食時の非公式協議の際に「実質的な進展Jがあり、午後の

セッションでその成果が検討されるであろうと発表した。この会合は非公式協議を続

けるために中断され、午後 6時前に公式の本会議が再開され、最終的には決定と決

議をまとめ、採択することになった。

非公式協議

メキシコのデ・アルパ大使は、作業部会が条約起草過程を進めるためには、この

第2回特別委員会において決定と報告を採択しなければならない、と強く主張した。

他方で、同大使は、実際のところ、時聞が限られていることを考えれば、決議につい
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ては不可欠というわけではない、と指摘した。アメリカ、ブラジルおよび韓国の支持を

受けて、カナダは、諸代表が今の時点では草案の細かい部分に無駄な時間を費や

すべきではなく、第3回特別委員会に向けて活動を続けられるように、決定を作成す

べきであるとしづ見解を示した。ブラジルは、今後の手続きはすべて民主的に透明性

をもって進められるべきだと述べた。

本会議の再開

特別委員会議長は、通訳があと 20分しか使えず、二カ国の政府代表が、自分た

ちの言語に通訳されなければ決定を承認しないとしているので、急がなければならな

いと強調した。前回括弧で固まれていた部分を削除した、 2003年6月27日付けの、

作業部会設置に関する修正決定案が午後 4時に配布された。また、特別委員会決

定と国連総会による採択を勧告する決議とが空欄になってしも報告案

(AlAC.265/2003/2)も配布された。特別委員会議長は、その決定と報告を口頭で修

正した。

口頭修正以前の決定案

「障害者の権利および尊厳の保護および促進に関する包括的かっ総合的な国際条

約に関する特別委員会は、次のことを決定する。

1.国家、オブ、ザーパー、地域的会合、関連国連機関、地域委員会、政府問機構な

らびに市民社会(NGO、圏内障害者機関、国内人権機関、独立専門家を含む)によ

り作業部会の会合前に特別委員会に対して提供されるあらゆる貢献を考慮に入れて、

国連加盟国およびオブザーバーが特別委員会において条約案について交渉する

ための基礎となるドラフト・テキストを準備しかっ提示する目的を持つ作業部会を設

置すること。代替的な複数のアプローチがある場合、作業部会は、それらのアプロー

チを反映した選択肢を提示する。

2.作業部会は地域グループにより選ばれる 27名の政府代表から構成されるものと

する(アジア 7名、アフリカ 7名、ラテン・アメリカ、カリブ諸国(Grulac)5名、西ヨー

ロッパ等(WEOG)5名、東ヨーロッパ(EEG)3名)。また、作業部会は、障害および

非政府組織の多様性、ならびに、途上国およびあらゆる地域の非政府組織が十分

に代表される必要性を考慮、に入れて、特別委員会の認証を得た非政府組織の代表

12名を含むものとし、かっ、国際調整委員会の認証を得た圏内人権機関の代表 1

名を含むものとする。国連総会決議 57/229の関連規定は、非政府組織および圏内

人権機関参加(ママ)に適用する。選ばれた者は、この決定が採択されてから遅くとも

45日以内に特別委員会議長団に通知されるべきである。
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3.国連総会決議 57/229により設置された任意基金は、途上国(とりわけ後発発展

途上国)の非政府組織および専門家の参加を支援するために利用されることができ

る。

4.作業部会は、ニューヨークの国連本部で2004年初頭に 10日の作業日を持つ会

期を会期間に1回開催するものとし、かつ、ドラフト・テキストに関する作業成果を第3

回特別委員会に提示する。

5.特別委員会に提示された、ドラフト・テキストに関する作業成果は、あらゆる国連

公用語に翻訳され、最大限可能な程度まで、障害者に利用可能な形態をもって発行

されるものとし、かつ、第3回特別委員会の遅くとも 3ヶ月前に国連文書として配布さ

れるものとする。

6.特別委員会議長は、作業部会の作業を円滑に進めるため、特別委員会議長団と

協議した上で、政府代表の中から作業部会のコーデ、ィネーターを任命する。

7.国連事務総長は、可能な限り迅速に、かっ、最大限可能な程度まで障害者に利

用可能な形態をもって、あらゆる関連文書(第 2回特別委員会の報告を含む。)を作

業部会に提供すべきである。

8.作業部会の任務は、ドラフト・テキストに関する作業成果を特別委員会に提示す

ることをもって終了するものとする。

9.上記の様式は、国連総会の他の特別委員会の前例となることは一切ない。 J

決定案に関する口頭修正

NGO代表の基準に関して、第2パラグラフは、「考慮に入れてJが「確保しつつJ

に修正された。加えて、「また、作業部会は・・・圏内人権機関の代表 1名を含む・・・J

は、別の文の中に位置づけられた。その次の文は修正され、 NGOの参加が、「作業

部会のためJであることを明確にした。第6パラグラフについては、特別委員会議長と

協議するとし、う、特別委員会議長団の役割が、「作業部会のメンバーJの役割に修正

された。

決定案に関する国家代表の追加発言

モロッコは、アフリカグループを代表し、作業部会に参加する資格を持つ NGOに

ついて言及した第2パラグラフに見られる「深刻な問題」について発言し、これは特

別委員会の認証を得たNGOのみに限定されているように思われると述べた。アフリ

カグループは、特別委員会の認証を現在得ている 15のNGOの中には、その地域

のNGOがし、なし、ことに懸念を表明した。特別委員会議長は、作業部会への参加の

基準には、国連経済社会理事会の協議資格を持っすべての「障害関連JNGOが含

まれ、その数は国連経済社会局によれば 150ほどである、と答えた。
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キューパは、圏内人権機関の参加形態が定義されておらず、ドラフト・テキストにこ

の「新たな」要素を含めることが手続的または法的問題を将来もたらすのではないか、

という「技術的問題」について懸念を表明した。

特別委員会議長は、キューパとモロッコの代表に対し、この最終セッションの議題

を進める聞に、上記の問題に関して自分たちで協議するための時間を与えた。

それから特別委員会議長は、国連事務総長を代表し、事務局が設定した会期間

の予定について口頭で述べた。作業部会は可能性としては 2004年 1月 6日から

17日まで計 10日間の会合を持つ。 1日に 2回のセッションを開き、セッション中に

100頁を作成し、セッション後の期間中lこ100頁を作成する。この会期間にかかる総

費用は562，300ドルと予想される。国連総会の作業量が多し、ことから、作業部会は、

特にその会期前の時期に、文書作成に関して一時的な支援を必要とするであろう。

その後、特別報告者がその声明を求められた。特別報告者は、その声明の中で、

作業部会および事務局と調整して、「共通の作業方法」を見いだすよう最大限の努

力をするつもりであることを確認し、また、第 2回特別委員会全体を通して唱われた

テーマを繰り返した。

特別委員会議長は、モロツコとキューバの代表に関する問題に戻って、通訳サー

ビスの終了が差し迫っているので、特別委員会が合意に達することがで、きるよう、それ

ぞ、れの問題を解決するに当たって妥協をすることを求めた。決定案の承認は英語で

のみ行われるが、このことは前例となるものではなく、それを条件とすれば受け入れる

ことができるであろう、と強く主張した。この目下の決定案が受け入れられなければ、

別の日にもう一度特別委員会を開催する必要があろうとした。キューバは、圏内人権

機関に関する懸念があるものの、「柔軟性の精神Jをもって、この文言をそのまま受け

入れると述べた。モロツコは、現在認証を得ている 15のNGOに加えて、国連経済

社会理事会の協議資格を持つNGOもまた参加資格があることと、その他の NGOに

ついても作業部会に向けて認証を得る機会が残されていることを明示した文言を第

2パラグラフに追加するよう求めた。モロッコ代表は、途上国を含む世界のあらゆる地

域のあらゆる国家、 NGO、障害者が、作業部会に完全に参加することについての自

身のコミットメントを再確認、した。

マレーシアは、第6パラグ、ラフには「あまり満足していなしリと述べた。というのは、

特別委員会から「少し距離を置くことを確保する」ために、作業部会がその中からみ

ずからその議長を任命する、とし、う非公式協議の際にマレーシアが支持していた見

解が盛り込まれていなかったからである。

特別委員会報告案(AJAC.265/2003/LA)を承認することを提案する前に、この報

告案について、特別委員会議長は以下の訂正を行った。第四パラグラフに関して、

特別委員会は、この条約が特別委員会の下で「取り組まれるJことを国連総会に「勧
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告するj品、う考えを反映させる。第20パラグ、ラフに関して、時間が限られていたため、

特別報告者がその報告を読むという「通常の手続きを踏むことが不可能」で、あったと

しち事実を説明するために、手続面での訂正を入れる。

特別委員会議長は、通訳がなく、マイクもない状況で、特別委員会に対し、その決

定案と報告案を承認するよう提案した。反対がないことから、特別委員会議長は、そ

の報告と決定が採択されたと宣言した。

ディスアピリティ・ネゴシエーションズ・デイリー・サマリーは、ランドマイン・サパイパ

ーズ・ネットワークが発行する。このネットワークは、地雷の被害を受けた6つの途上

国において手足を失った者の支援網を持った、米国に拠点を置く国際組織である。

このサマリーのスタッフには、ジャグディシュ・チェンダー、マーガレット・ホーノレト、ジ

エニファー・ペリー、マーシャル・クラスター、およびザハピア・アダマリー(編者)が含

まれる。このサマリーは、翌日の正午までにwww.rie:htsforall.orgと

www.worldenable.netのオンラインに掲載され、スペイン語、フランス語(ハンディ

キャップ・インターナショナル)および日本語(日本障害者リハビリテー、ンョン協会)に

翻訳される。質問については、ザハピア・アダマリー宛て

(:ZahabiaadamalY@hotmail.com)にメールを頂きたい。
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Disability Negotiations Daily Summary Volume 2， #10 June 27， 2003 

Moming session 

Commenced: 10:30 AM 

Suspended: 10:35 AM 

Closed infonnal consultations begins: 10:35 AM 

The morning session was opened by the 

The moming se笥 ionwas opened by the Ambassador of the Philippines， Enrique Manalo. The 
Ambassador explained a 1 hour delay in the opening of the session to aα::ommodate the needs of some 
delegations to∞nsult among themselves and their rl句ionson the remaining issues. The Ambassador 
noted that the Se∞nd Session of the Ad H∞Committee would have to end by 6:00 pm today by which 
time the Committee would have to adopt the draft Decision and Resolu百onas well as their Report. He 
issued an appeal on behalf of the Chair for member states to exercise刊exibilityon the remaining issues， 
echoing that it“would be a shame if we∞uldn't agree， given the[ir] impo陶 n偲，"，but that final 
∞mpromise would be the responsibility of the member states. 

ThelatestD阻，ftDecision dated 26 June 2003 7:00 pm set up a Working GIiωP (RDD26)to“P陪pareand
pre鵠 nta draft text" that would form the basis of negotiation by the Member States and Observers of the 
AHC. Contributions on the draft te刈wouldbe submi世:edto the AHC，“inadvan偲 ofthem鵠 itingsof the 
WG". There were no lim陶百onspla偲 donthe∞ntributing sources， which， along w肋 allparts of the UN 
sy:拠 m，included national di回 bilityand human rights institutions and independent experts. The Decision 
also noted that "where there are altemative approaches the WG shall pli邸 entte地刷optionsthat refl配 t
those approachesへNGOparticipation would be govemed by GA R邸 01叫on56/510 and would 
関問ciallyinclude 0句anizationsof persons w耐，disabil耐esto be selected by those 0市aniza百onsona
balan田dand transparent basis. 

The following阿巾ofdebate as no凶 inRDD26 were陪釦Iv凶 inthe closed informal ∞nsultations. 
New Zealand and拘 U.S.proposed the Working Group (WG)“include" rather than "comp巾e"
govemment rep陪鵠n也甘ves，which Pakis蜘 wishedto increase frqm 25 to 30. Pakis踊nalωpropo鵠 d
theWG“include" rather than“∞mprise" NGOs with the add耐onalqualifi回世on“inanadvi田 ry回 pacity".
刊 edebatea加叫r句ionalgroups， whether the number of陪P陪sen泊目veswould be equally dMded 
acro弱 all5regions or whether this number would be based on“明U陶blegeographi伺|陪presen也tion"
remainedto民間田村凶.Moroc∞pro阿>SedtheWGaI田includenational HR in甜tution陪P陪鵠n匂耐白.

Chinasugg蹴倒鵠ve問 Ichang白 tolanguage re刷 ngto financing. It wished to limit use of the 
Volun也ryFund (VF) to only“'supporf' and not明nance"par甘cipa世on.It sought to add “govemments" in 
addition to NGO's as eligible for that support. It sought to qualify that support as only for NGOs 
“inten倒凶inthe matter" origin甜ngfrom∞untriesw附加ns耐onale∞nomies.Regarding WG 
leadership， Morocco propo舘 dthe AHC Chair preside over the WG; Mexico propo田dthe AHC Chair 
or Bureau member preside; New Zealand proposed the WG appoint a∞o同inatorw肋∞nsultationsof 
the AHC Chair and Bu陪aumembers; and the EU proposed the appointment byand w肋intheWGofa
∞ordinator. Moroα沿叩ughtto add a disclaimer that that the modalities as de民同bedin this Decision 
does not set a p限泡dentfor other Ad H∞Committees of the GA. 

Aftemoon Session-June 27， 20ω 

Plenary Commenωd: 15:46PM 

Plenary Suspended: 15:49 PM 

Informals Commenced: 16:30 PM 

qa 
月

i



Informals Adjoumed: 16泊，2PM

PlenaryRe∞nvened: 17:43 PM 

Adjoum凶:18:26 PM 

Opening Remarks 

The Chair announ偲 dthat“subs回ntialprog陪話"was made during lunchtime informal ∞nsu隔世onsand
that何倒防me∞uld回∞nside陪dinthela明erplena叩鵠弱ionlater in the evening. The m関 !tingwas
suspend凶 forinformal∞nsu胎ltionstopnα鴻 dw耐1the aim of finally r田沼nveningagain加，fo陪 6pm釦

that Decision and Resolution∞uld be finalizl剖 andadoptl凶 informal plenary. 

Informal Consu陶tions

Ambお 銅dorDe Alba of Mexico emphasi~凶 thatforaWo耐ngGroup to proc:湾側withthe胎 aty
d国制ngproα謁sthisSe∞ndS鎚 sionmust produ回 aD即 isionand a Report. He noted on the other 
hand that in fact a Re釦 lutionwas not essential in the same百meframe. Canada suppoはedbytheUS， 
Brazil， and the Republic of Ko陪awere of the opinion that the delegates should not w部 te甘meond間世
de凶Isat this point in time and should produa a D釦 ision50 that action ∞uld∞州nuefor the 3rd 
Ad-H∞Comm耐:ee.Brazil said that any future proωeding should be dem∞raticand回 nspa陪同in

nature. 

Reconvened Plenary 

官1eChair emphasised the need to be brief given that there was only 20 minutes of inte巾陪凶on
servi民到sand two delegations would not approve the Decision if they did not have inte巾retationinto their 
appropriate languages. A revised Dr百貨Decisionon the establishment of a Wo耐ngGroup dated 27 
June 2003， 1600 hours， (RDD2'乃wasdi甜ib叫凶w世lthep陪!viouslyb阻cketedte刈陪mov凶.Adraft 
Repo同，NAC.265I2!α沼V2，wasal叩 d同ibut凶，withs回目onson the Decision of the AHC and the 
R回 01叫on附氾mmendedfor adoption by the GA left blank. The Chair announ偲 doral amendments to 
theO倒 sionand the Repo比

Draft Decision Befo陪 OralAmendments 

“TheAdH∞Comm耐:eeon a Comprehensive and Intl句問JIntemational Conven世onon Protection and 
Promotion of the Rights and Dignity of Per田 nsw出 Di泊 bil耐鎚decid関:

(1)To関祖blisha Working Group with the aim of prepa巾g釦 dp防 entingad峨 textwhich would be the 
basisforn句otiationby Member S匂Itesand observers at the Ad H∞Comm取:eeof the draft∞nve巾・on，
祖kinginto81α氾untall∞ntributionssubmitted to the Ad H∞Comm耐伺inadv加偲ofthe meetings of 
廿1eWorking Group by S匂Ites，0凶erve陪，r司ionalm飽百ngs，relevant United Nations加di関，e州首弱and
agencies，陪gional∞mmissionsand. intergovemmental 0唱anizations，as well as cMI s∞iety including 
non govemmen抱10唱釧祖首ons，national disability and human rights ins伽首onsandinde問ndent
e刈指r也.Where there 8Ire a1temative approaches， the Working Group shall p陪sentte油胤optionsthat 
陪!flecttho舘 approaches.

(2)The Working Group shall∞mprise twenty-seven govemmen也lrep陪鵠n也伽回d鴎 ignat剖 bythe
r句ionalgroups (Asia 7， A耐伺7，G則lac5， WEOG 5， EEG 3). The Working Group shall a150 include 
twelve陪P陪鵠n句世vesof non govemmen凶 0市anizations，espE詑:iallyo唱anizationsof persons w耐1
di泊 bil闘関，81∞陪d社側totheAdH∞Comm耐:ee，to be select剖 bythoseo喝加izations祖kinginto 
a∞ount the diversity of disabilities and of NGOs， and the need for adequate陪pre:田 n凶 onofNG印
加mdeveloping∞untries and from all r'句ions，and a rep陪sen凶 ve什omnational human rights 
同悦胤ons81∞陪ditedto the Intemational Coorclination Comm地:ee.官官陪leva同provisionsof General 
Assembly陪釦l叫on57/229 will apply to the pa凶cipation[si寸nongovemmen凶 organizationsand 
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na百onalhuman rights in甜tutions.Sel回 tionsshould be∞mmuni回t凶 tothe Bureau of the Ad H∞ 
Comm陥eeno later than forty-five days after the adoption of this decision. 

(3)The Volun泊ryFunde蜘 blishedby the General A田emblyrl白 olution57/229 may be u舘 dtosupp侃
thepa附cipa:百onof non govemmen凶 0唱anizationsand experts from developing ∞un剖es，inpa同cular
those from the least developed∞un制es.

(4)The Working Group shall m田 tinter-sessionally in the United Nations Headquarters in New York for 
one session of ten working days ear1y in 2∞4，andwill p陪se川theout∞meof its work on a draft text of 
theAd H∞Committee at胎third鵠 剥on.

(5)刊 eout∞meof the Group's wo欣onad問.fttextp陪碍同副totheAdH∞Comm耐鵠shallbe 
同nslatl凶 i同:0all UN languages， as well as published to the fullest extent possible in formats aα渇弱ible
tope陪onsw耐ldisabil出es，and circulated as a UN d∞ument no later than three months before the Third 
S鎚 sionof the Ad H∞Comm蹴鵠.

(6)The Chainnan of the Ad Hoc Comm耐:ee，shall appoint， in consultation with the Bu悶 u，a
c∞附inatorof the Working Group from among the Govemmental representatives， to the 
facilitate its proωedings. 

(7)TheSec陪taryGene問1should provide the Working Group w耐1all relevant d∞umen也ltion，including 
the repo同oftheSe∞ndSession of the Ad H∞Comm取:ee，ass∞naspo弱 ibleand to the如lIestextent
po笛 iblein formats alα海部ibleto persons w肋 d闘 bil耐es.

(8)刊 emandate of the Working Group shall be terminated upon the p陪鵠n凶 onoftheo叫∞meofits
workonthed問責te斌totheAdH∞Comm仕tee.

(9)The above men百onedmodalities shall in no way create a preωdent for other Ad H∞Committees of 
the General Assembly." 

Oral Amendments to the 0悶1ftDecision 

In para抱，w耐1陪gardsto criteria for NGO represen凶 on，加kingintoaα沼unt"was陪plaα:K:lw耐1

“'ensuring...." In addi百on，“比叫laI釦includea represen凶 vefrom national human rights institutions . . ." 
wasreformu抱t剖 asa separate鵠 nten関.The next senten偲 waschanged to make clear that the 
modal耐esgoveming NGO participation a陪“同orthepurpo弱 sof the Working Group". In Para栂 therole 
ofthe Bu陪auinbeing∞nsulted by the Chair of the AHC was replaα剖w肋“membe陪 oftheWG".

Additionallnterventions命。mS踊悔Delegationsregarding Draft Decision 

Morocco， on behalf of the African Group， de田巾edthe“'serious matter" of Para #2's referenωto 
NG仇 eligibleto pa同cipateon the WG， which was s飽 mingly悶 trict剖 onlytotho鵠 whohave
a∞red比:eds也:tusat the AHC. The African Group expre田edits∞n偲 mthat there were no NGOs加m
their陪gionamong the 15 NGOs who were currently a∞r凶比:edto the AHC. The Chair n部 pondedthat
criteria for pa柑cipationin the WG included all“disability related" NGOs that have∞nsul旬.tives也ltusin
ECOSOC， which aα刃rdingto DESA amounted to a加叫150.

Cubaexpre弱 ed∞ncemover the“techni伺 1problem" that modali討esforthep町ticipationof national 
human righ匂ins由凶ionswe陪 notdefined and that inclusion of this“new" element in the dra世幅減may
create prl∞eduralor恰galproblems in the future. 

The Chair gave the Cuban and Moro∞an delegations add耐onaltimeto∞nsu比amongthemselves on 
the above issues while moving fo附 ardwith the agenda for this百nalsession. 
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He then made an 0刷 S旬.tementon Behalf of the SG rl句a廿ingS即時踊riat創rangementsforthe 
Intersessionals.官1eWorking Group would meet for ten days， potentially加mJ加 ua叩06through17， 
2004，w拙ltwo鉛笛ionsper day， producing 100 pag白 ins鎚 sionand 100 pag関 inthe post-se悶 on
附 od.Thefull∞針。rtheinte間抑制sisestimat倒 atお62，300.Due to胸 highworkload of加 GA，
the Working Group would n鵠 dtempo悶rya:弱蜘ncew油開ga凶todocumen凶 on，especially in the 

p降 sessionpe巾d.

The Special Rapporteur was then倒恰don to make her statement， in which she affirmed that she 
would do her bE謁ttoα)Qrc:linatew耐1the WG and Sec問国iatto陪acha"l∞mmonWiαkmethω"加 d
陪ite悶t凶甘1emesexpressed throughout the sec:氾ndSe弱ionof the AHC. 

刊 .eChair retum凶 tothe delegations of Moroc∞and Cuba for with an ap限剖for∞mpromisein
問 。Mngtheir間 関ctiveiおU弱，釦thatthe∞mm岡田∞uldreach ∞n鵠 nsusgiven the impending 
関弱a世on01inte巾陪泊目onserviα謁.He stressed that approval of the D悶ftDecision would ONLY be in 
English，出iswould not create a p'官渇dent，and ∞uld be81∞ept凶 onthose terms. W肋0叫a∞ep加1ce

oftheω間同DraftD配 :isionanother AトICs飴 sionwould need to be∞nvenedat加 unspE詑而凶date.
Cuba 期 制thatd笛 pi包胎∞ncemsa加叫NHRI，inthe“spi巾offlexibility"比∞uld81α却 tthe language 
asis. Moroc∞ぉk剖 fortheadd耐onof a clause to pa問弁2clarifying that in add耐ontotheω鴨川y
a∞陪d刷 15NGC治世1鵬 首1athad ECOSOC∞nsu隔世ves也知swe陪al回 eligibleand that there was 
still time for other NGOs to be 81∞陪d比剖tothe Working Group. He陪a冊rmedhis∞mmi甘nentto having 
thefull pa同cipationof all∞un制邸inall陪gions01 the wor1d， including developing nations， NGOs， and 
PWD in the WG. 

Malaysiano蛤dthat阿倍“notpa尚ωlar1yplea鍔 d"withPa問掲加凶U舘 theview it champion剖 durir唱
informals?甘1atthe WG should appoint the Chair from themselves， by themselves， to“.ensu陪 abitof 
dis也nce"from the AHC?did not p陪凋il.

Be10陪比∞uldsubmit the Committ関 D悶世RepoはA/AC.265/2003/L4for approval， the Chair noted the 
following ∞rrections. Parag問ph19: to陪H町 tthe idea that the AHC“re∞mmends" to the GA that the 
Convention回“∞nduc則"in the AHC; Paragraph 20: a pr∞凶u刷∞n回目onto 81∞αJntforthe勉.ctthat
given the time∞n甜ai耐 itwas“impossibleto follow normal pro田duぱ tohave the SpEぉ:ialRapporteur 
read the repo凡

The Chair submit刷 tothe Committee the dr捕Decisionand Report for approval， w耐10叫i吋e巾用制on
andw耐10凶theaid of a microphone. Facing no 0同町tions，hed即 la陪dtheRepoはandDecision ぉ
ado同副.

刊 eDisability Negotiations Daily Summaries a陪 pu凶shedby the Landmine Survivo陪 Ne伽0欣，aUS
ba鵠 dintem帥・onalo喝加iza甘onw世1amp凶:eesuppo比netwo胎 in6 mine affec加dI developing 
∞u巾臨 Repor恰陪includeJagdish Ch如 der，Marga陪tHolt， Jennifer Perry， Marshall Traster and 
Zahabia Adamaly ~凶litor)The Summari邸腕pos刷 onlinebyn∞nthe following dayat 
www.巾h也b問11.0悶加dwww.wor1denable.netand蜘 18la刷 intoSpanish， French (H加 d同p
In恰ma百ional)，and Japaneseμapan関 eS∞ietyfor Rehabil陶百onofPe陪onsw耐1Disabil岡es).For 
qu関目ons，w耐 toZahabi錦 damalv@hotmail.∞m
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※全日本聾唖連盟による仮訳

「障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約」

に関する特別委員会

会期、 2003年 6月 16--27日

決議

r~章害者の権利及び、尊厳の保護及び、促進に関する包括的かつ総合的な国際条約」に関する特別委員会
は次のとおり決定する:

1. 特別委員会の会員国及オブザーバーが今後条約案について討議する際、その討議の土台となる

文案を準備し、提示する為のワーキング・グループ(作業委員会)を設置する。ワーキング・グルー

プがこの文案を作成する為の会合を持つ際、各国政府、オブザーバー、地域会議、関連国連組織・機

関・団体、ならびに非政府組織を含む民間社会、国家障害及び人権組織、個々の専門家などから特別

委員会に事前に提出された全ての文書を考慮に入れる。二つ以上のアブローチがある場合、ワーキン

グ・グループはそれぞれのアブローチを反映する選択肢を提示する。

2. ワーキング・グループのメンバーは、各地域から指名された 27名の政府代表者によって構成

される(アジア 7、アフリカ 7、Grulac5 [訳注:ラテン・アメリカ及びカリブ諸国]、 WEOG5 

[訳注:西ヨーロッパ及び、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド]、 EEG3[訳注:東

ヨーロッパ諸国J)。この他、ワーキング・グループのメンバーには、特に特別委員会に参加が認めら

れている障害者組織など、非政府組織の中から 12名の代表者も含まれる。この代表者は、障害と

NGOの多様性を考慮し、又途上国や全ての地域の人々が代表されるよう配慮しながら、関連組織に

よって指名される。さらに、ワーキング・グループには国際調整委員会 (ICC)に諮問資格を有する

国家人権委員会から 1名の代表も含まれる。決議 56/510及び57/229に明記される NGOの参加基準

は、ワーキング・グループに参加する NGOと国家人権委員会の双方にも適用される。ワーキング・

グループのメンバーの指名結果は、この決議が採択されてから 45日以内に特別委員会の議長団に報

告されなければならない。

3. 発展途上国、とりわけLDC(訳注:後発途上国)の非政府組織や専門家の参加を支援するため

に、国連総会決議 57/229により設立された国連任意基金を利用することができる。

4. ワーキング・グループ会合は、ニューヨークの国連本部において、 2004年の初旬の会期間に一

回、 10日間の作業日を設けて開催され、文案作成の作業成果を特別委員会の第 3回期に提出する。

5. ワーキング・グループの文案作成の作業成果が特別委員会に提出された後、全ての国連公用語

に翻訳され、できる限り多くの障害者にもアクセス可能なフォーマットで作成され、遅くとも第3回

特別委員会の開催期日より 3ヶ月前までに国連文書として配布する。

6. ワーキング・グループの作業を円滑に進めるため、特別委員会の議長は、グループのメンバー

と協議の上、政府代表者の中からコーディネーターを任命する。

7. 事務総長は、第2回特別委員会の議事録を含む、全ての関連資料をできるだけ早急に、又でき

る限り多くの障害者にアクセス可能なフォーマットで提供する。
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8. ワーキング・グループの任務は、第3回特別委員会に文案作成の作業成果を提出した時点で終

了する。

9. 以上の取り決めは、国連総会の他の特別委員会の前例となることは一切無い。

原文: httn : / /www.un.or~/esa/socdev/enable/rürhts/adhoc2decision.htm 

財団法人全日本ろうあ連盟

httn ://www.ifd.or.in/int/unconv/adhoc-2・reso.html
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Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral 

International Convention on Protection and 

Promotion of the Rights and Dignity of Persons with 

Disabilities 

NewYork，16・27June 2003 

Decision adopted by the Ad Hoc Committee 

27 June 2003 

6.30 p.m. 

The Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on 

Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities decides: 

1. To establish a Working Group with the aim of preparing and presenting a draft text which 

would be the basis for negotiation by Member States and Observers at the Ad Hoc Committee 

of the draft convention， taking into account all contributions submitted to the Ad Hoc 

Committee in advance of the meetings of the Working Group by States， observers， regional 
meetings， relevant United Nations bodies， entities and agencies， regional commissions and 

intergovernmental organizations， as well as civil society including non-governmental 

organizations， national disability and human rights institutions and independent experts. 

Where there are alternative approaches， the Working Group shall present textual options that 
reflect those approaches. 

2. The Working Group shall comprise twenty-seven governmental representatives designated 

by the regional groups (Asia 7， Africa 7， Grulac 5， WEOG 5， EEG 3). The Working Group shall 

also include twelve representatives of non governmental organizations， especially 

organizations of persons with disabilities， accredited to the Ad Hoc Committee， to be selected 
by those organizations taking into account the diversity of disabilities and of NGOs， ensuring 
adequate representation of NGOs from developing countries and from all regions. It will also 

include a representative from national human rights institutions accredited to the International 

Coordinating Committee. For the purposes of the Working Group， the modalities of 
pa同cipationfor NGOs as contained in resolutions 56/510 and 57/229 shall apply both to 
NGOs and to national human rights institutions. Selections should be communicated to the 

Bureau of the Ad Hoc Committee no later than forty-five days after the adoption of this 

decision. 

3. The Voluntary Fund established by General Assembly resolution 57/229 may be used to 
suppoはtheparticipation of non governmental organizations and experts from developing 

countries， in pa同icularfrom the least developed countries. 

4. The Working Group shall meet inter-sessionally in the United Nations Headquarters in New 

York for one session of ten working days early in 2004， and will present the outcome of its 

work on a draft text to the Ad Hoc Committee at its third session. 
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5. The outcome of the Group's work on a draft text presented.to the Ad Hoc Committee shall 

be translated into all UN languages， as well as published to the fullest extent possible in 

formats a∞essible to pe陪onswith disabilities， and circulated as a UN document no later than 

three months before the Third Session of the Ad Hoc Committee. 

6. The Chairman of the Ad Hoc Committee shall appoint， in consultation with the members of 

the Working Group， a coordinator of the Group from among the Governmental 

representatives， to facilitate its proceedings 

7. The Secretary-General should provide the Working Group with all relevant documentation， 
including the repoはofthe Second Session of the Ad Hoc Committee， as soon as possible and 
to the fullest extent possible in formats accessible to persons with disabilities. 

8. The mandate of the Working Group shall be terminated upon the presentation of the 
outcome of its work on a draft te.刈tothe Ad Hoc Committee. 

9. The above mentioned modalities shall in no way create a precedent for other Ad Hoc 

Committees of the General Assembly 

原文: http : IIwww.un.ora/esaJsocdev/enable/riahts/adhoc2decision.htm 
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国連障害者の権利条約特別委員会

関連資料

2003年 8月8日

162-0052 東京都新宿区戸山 1-22-1

日本障害者リハビリテーション協会



~C;)冊子l志社会福祉・医療事業団(高齢者・障害者福紘基金)ぬ助成により作成
され苦し定。


